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ＭＯＸ燃料加工施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年７月19日　R２

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙1 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 7/16 1

別紙2 基本設計方針の申請書単位での展開表 - 0 今後提出予定

別紙3 申請範囲とした基本設計方針の添付書類への展開 - 0 今後提出予定

別紙4 添付書類の発電炉との比較 7/19 0

別紙5 補足説明すべき項目の抽出結果 - 0 発電炉の補足説明資料の実績との比較結果については、今後提出予定

別紙6 変更前記載事項の既工認等との紐づけ - 本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(1／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要 
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設工認申請書本文における「Ⅰ

-1 基本設計方針」と同様に，

建物・構築物は，建屋，屋外重

要土木構造物（洞道）等の総称

としており，屋外重要土木構造

物（洞道）についても，建物・

構造物の章内にて記載。 

MOX においては，敷地高さに津

波が到達しないことを事業変更

許可申請書において記載してお

り，該当はない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(2／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の耐震設計が「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基

準規則」という。）第4 条及び第49 条（地盤）並びに第5 条及

び第50 条（地震による損傷の防止）に適合することを説明す

るものである。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地

震動Ｓｓに対して機能を保持するとしているものとして，第 11

条及び第 52 条に係る火災防護設備の耐震性については添付書

類「Ⅴ-2-別添 1」に，第 12 条に係る溢水防護に係る設備の耐

震性については添付書類「Ⅴ-2-別添 2」に，第 54 条に係る可

搬型重大事故等対処設備等の耐震性については添付書類「Ⅴ-

2-別添 3」にて説明する。 

1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計が「加工施設の技

術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第５条，

第26条(地盤)，第６条，第27条(地震による損傷の防止)及び第

30条(重大事故等対処設備)に適合することを説明するもので

ある。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地

震動Ｓｓ又は基準地震動Ｓｓを1.2倍とした地震力に対して機

能を保持するとしているものとして，第11条及び第29条に係る

火災防護設備の耐震性，第12条及び第30条に係る溢水防護設備

の耐震性及び重大事故等対処設備の耐震性については添付書

類の別添にて説明する。 

1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計が「加工施設の技

術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第５条，

第26条(地盤)，第６条，第27条(地震による損傷の防止)及び第

30条(重大事故等対処設備)に適合することを説明するもので

ある。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地

震動又は基準地震動を1.2倍した地震力に対して機能を保持す

るとしているものとして，第11条及び第29条に係る火災防護設

備の耐震性，第12条及び第30条に係る溢水防護設備の耐震性及

び重大事故等対処設備の耐震性については添付書類の別添に

て説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動を 1.2 倍した地震力

に対する当社特有の考慮 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(3／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の耐震設計は，設計基準対象施設について

は地震により安全機能が損なわれるおそれがないこと，重大事

故等対処施設については地震により重大事故に至るおそれが

ある事故又は重大事故（以下「重大事故等」という。）に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的と

し，「技術基準規則」に適合する設計とする。 

 

施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅴ-2-1-2基準地震動Ｓｓ及び

弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」に示す。 

(1) 設計基準対象施設のうち，地震により生ずるおそれがあるそ

の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程

度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は，その

供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震による加速度によって作用する地震力に対して，その安

全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

(2) 設計基準対象施設は，地震により発生するおそれがある安全

機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺

斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く

放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全

機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」

という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類

（以下「耐震重要度分類」という。）し，それぞれに応じた地震

力に十分耐えられる設計とする。 

 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大

事故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備及

び可搬型重大事故等対処設備に耐震設計上の区分を分類する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，上記に示す，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができる

設計とする。 

本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設の両方に属する重大事故等対処施設については，基準地

震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。なお，特定重大

事故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外である。 

 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

安全機能を有する施設については，地震により安全機能が

損なわれるおそれがないこと，重大事故等対処施設について

は地震により重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故

(以下「重大事故等」という。)に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないことを目的とし，「技術基準規則」に

適合するように設計する。 

 

施設の設計にあたり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設

計用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。 

(1) 安全機能を有する施設のうち，地震により生ずるおそれが

あるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。)

は，その供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震動(以下「基準地震動」という。)による加速度によっ

て作用する地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそ

れがないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，安全機能を有する施設は地震により発生するおそれ

がある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆へ

の影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場

合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応

じて，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに

分類し，それぞれに応じた地震力に十分耐えられるように設

計する。 

 

 

重大事故等対処設備については，各設備が有する重大事故

等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，

重大事故等が発生した場合において対処するために必要な

機能を有する設備であって常設のもの(以下「常設重大事故

等対処設備」という。)を，耐震重要施設に属する設計基準事

故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下

「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)及び常設耐

震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

に，可搬型のものを可搬型重大事故等対処設備に分類し，そ

れぞれの設備分類に応じて設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，基準地震動による地震力に対して重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよ

うに設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する安全

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

MOX燃料加工施設の耐震設計は，安全機能を有する施設につ

いては，地震により安全機能が損なわれるおそれがないこと，

重大事故等対処施設については地震により重大事故に至るお

それがある事故又は重大事故(以下「重大事故等」という。)に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを

目的とし，「技術基準規則」に適合する設計とする。 

 

施設の設計にあたり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。 

(1) 安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生ずる

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公

衆への影響の程度が特に大きい施設(以下「耐震重要施設」とい

う。)は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動

(以下「基準地震動」という。)による加速度によって作用する

地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそれがない設計

とする。 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動による地震

力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とする。 

 

 

 

(2)安全機能を有する施設は，地震により発生するおそれがあ

る安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響

を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響

の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類（以下「耐震重要度分類」

という。）し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐

えることができる設計とする。 

 

 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大

事故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備及び可搬型重大事故

等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設は，上記に示す，代替する安全機能を有する施設が属す

る耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分耐える

ことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書において，

敷地に到達する津波はないこ

と，また耐震重要施設又は常設

耐震重要重大事故等対処施設の

周辺に崩壊を起こすおそれのあ

る斜面がないことを記載してい

るため，当該事項に係る内容は

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設に常設重大

事故緩和設備がないため記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(4／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 設計基準対象施設における建物・構築物及び土木構造物（屋

外重要土木構造物及びその他の土木構造物）については，耐震

重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設

置する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓ

による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分

な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備が設置される重大事故等対処施設については，代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地

圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合において

も，その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ずる設

計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，地盤変状が生じ

た場合においても，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないよう，適切な対策を講ずる設計とす

る。 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は，そ

の周辺地盤を強制的に液状化させることを仮定した場合にお

いても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅴ-2-1-3 地盤

の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力

に十分に耐えることができるように設計する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐

震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に耐え

ることができるように設計する。 

 

 

 

 

(2) 安全機能を有する施設の建物・構築物については，耐震重

要度に応じて算定する地震力が作用した場合においても，接

地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設については，基準地震動による地震力が作用した

場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤

に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，

代替する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じ

て適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対

する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－

２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等

対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重

要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏

まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響

の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に耐えることが

できる設計とする。 

 

(3) 建物・構築物とは，建屋，屋外重要土木構造物（洞道）の総

称とする。 

 

 

(4) 安全機能を有する施設における建物・構築物については，耐

震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した

場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に

設置する。 

 

常設耐震重要重大事故 等対処 設備が設置される重大事故等

対処施設については，基準地震動による地震力が作用した場合

においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置

する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，代替

する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラス

に適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対す

る十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合において

も，その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ずる設

計とする。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設については，地盤変状が生じた場合においても，重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な対策を講ずる設計とする。 

 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設 のうち周辺地盤の液状化のお

それがある施設 は，その周辺地盤の液状化 を考慮 した場合に

おいても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－２ 

地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設特有の設計

上の考慮事項として記載 

 

 

 

 

 

基本設計方針に基づいた記載と

した。 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺地盤の液状化のおそれがあ

る施設については，液状化の影

響を考慮するものとし，液状化

特性は敷地地盤の試験結果に基

づき，ばらつき及び不確実性を

考慮した上で設定する。そのた

め，周辺地盤を強制的に液状化

させることを仮定した設計は行

わない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(5／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
(4) Ｓクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）について，静的

地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定

するものとする。 

 

(5) Ｓクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が保持できる設計と

する。 

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力（終

局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有するように，機器・

配管系については，塑性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設の機能を保持できるように設計する。 

 

 

 

 

 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このう

ち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，

動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の

確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認す

る。 

 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の

いずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとど

まる範囲で耐える設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない設計とする。建物・構築物については，構

造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分

な余裕を有するように，機器・配管系については，塑性ひずみ

が生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまって

破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持でき

るように設計する。 

 

 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このう

ち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，

動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の

確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確

認する。 

 

(3) 耐震重要施設について，静的地震力は水平方向地震力と鉛

直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。 

(4) 動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

(5) 耐震重要施設は，基準地震動による地震力に対してその安

全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

 

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力(耐

震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な

余裕を有するように，機器・配管系については，塑性ひずみ

が生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持

できるように設計する。 

建物・構築物のうち構築物(洞道)は，構造部材の曲げにつ

いては限界層間変形角又は曲げ耐力，構造部材のせん断につ

いては，せん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとど

まる範囲で耐えるように設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，基準地震動による地震力に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ように設計する。建物・構築物については，構造物全体とし

ての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変

形に対して十分な余裕を有するように，機器・配管系につい

ては，その施設に要求される機能を保持するように設計し，

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小

さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，

その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように設計

する。 

(6) 地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求について

は，基準地震動による地震力に対して，当該機器の構造，動

作原理等を考慮した設計を行い，実証試験等により確認され

ている機能確認済加速度等を許容限界とする。 

 

(5)  Ｓクラスの施設について，静的地震力は水平方向地震力と

鉛直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。 

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設については，基準地震動及び弾性

設計用地震動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

(6)  Ｓクラスの施設は，基準地震動による地震力に対してその

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

建物・構築物については，建物・構築 物全体としての変形能

力(耐震壁のせん断ひずみ等 )が終局耐力時の変形 に対して十

分な余裕を有するように，機器・配管系については，塑性 域に

達する ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機

能を保持できるように設計する。 

建物・構築物のうち屋外重要土木構造物(洞道)は，構造部材

の曲げについては限界層間変形角，終局曲率又は鉄筋の降伏強

度，構造部材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とし，

限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全

余裕をもたせる設計とする。 

動的機器等については，基準地震動による地震力に対して，

当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち，

動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作

原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認

がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。 

 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいず

れか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範

囲で耐える設計とする。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計と

する。建物・構築物については，構造物全体としての変形能力

(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形 に対して十分

な余裕を有するように，機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持する設計とし，塑性 域に達する ひずみ

が生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有し，その施設 に要求される 機能

に影響を及ぼさない 設計とする。 

 

 動的機器等については，基準地震動による地震力に対し 

て，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。この 

うち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構 

造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能 

維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないこ 

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(6／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
 (6) 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置され

た建物・構築物は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ

れぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計と

する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等時に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

新設屋外重要土木構造物は，構造部材の曲げについては許容

応力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を許容

限界とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げにつ

いては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終

局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断

耐力を許容限界とする場合もある。既設屋外重要土木構造物の

構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間

変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コ

ンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限

界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれ安全

余裕については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物に

ついては，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能

力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有す

るとともに，その施設に要求される機能が保持できるものとす

る。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求

される機能が保持できるものとする。 

基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(7／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
(7) Ｂクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静

的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐える

設計とする。 

また，共振のおそれのあるものについては，その影響につい

ての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性設計

用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものとする。当該地震動によ

る地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わ

せて算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静

的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐える

設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設は，上記に示す，代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力に対して，おおむね弾性状態にと

どまる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設が，それ以

外の発電所内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によっ

て，それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び

配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 

 (7) Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えるように設計する。 

 

また，共振のおそれのある施設については，弾性設計用地

震動に２分の１を乗じた地震力により検討を行う。なお，当

該地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定するものとする。 

 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えるように設計する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設については，設計

基準事故に対処するための設備が有する機能を代替する施

設の属する耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐

震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて分類した地震力を適用する。 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設が，それ以外のＭＯＸ燃料加工

施設内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によって，

それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(9) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動によ

る地震力に対して，耐震重要施設の「安全機能」又は常設耐

震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設の「重大事故等の対処に必要な機能」に影響を及ぼすよう

な崩壊を起こすおそれがないものとする。 

 

(10) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計

画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように

考慮する。 

 

(11) 地震を要因とする重大事故等に対する施設については，工

学的，総合的判断に基づき基準地震動の 1.2倍の地震力に対

して必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

なお，本設計に当たっては，安全機能を有する施設及び重大

事故等対処施設の耐震設計における設計方針のほか，塑性変形

する場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に

影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 

(7) Ｂクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静

的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設

計とする。 

また，共振のおそれのある施設については，その影響につい

ての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性設計

用地震動に２分の１を乗じたものとする。当該地震動による地

震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて

算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静

的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるよ

うに設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設については，上記に示

す，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される地震力に対して，おおむね弾

性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設が，それ以外のＭＯＸ燃料加工施設

内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によって，それぞ

れその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

(9) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動による地

震力に対して，耐震重要施設の「安全機能」又は常設耐震重要

重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の「重大

事故等の対処に必要な機能」に影響を及ぼすような崩壊を起こ

すおそれがないものとする。 

 

(10) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画

及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書の記載に

合わせた。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(8／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
2.2 適用規格 

適用する規格としては，既に認可された工事計画の添付書類

（以下「既工事計画」という。）で適用実績がある規格のほか，

最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示した

うえで適用可能とする。なお，規格基準に規定のない評価手法

等を用いる場合は，既往研究等において試験，研究等により妥

当性が確認されている手法，設定等について，適用条件，適用

範囲に留意し，その適用性を確認した上で用いる。 

既工事計画において実績のある適用規格を以下に示す。 

 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987」 

（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

ＪＥＡＧ４６０１・補－1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 

追補版」（社）日本電気協会 

（以降，「ＪＥＡＧ４６０１」と記載しているものは上記3指針

を指す。） 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法

－（（社）日本建築学会，1999 改定） 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日

本建築学会，2005 制定） 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，

2005 改定） 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計と保有水平耐力－（（社）日本建築学会，2001 改定） 

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能（（社）日本建築学

会，1990改定） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定） 

・発電用原子力設備規格コンクリート製原子炉格納容器規格

（（社）日本機械学会，2003） 

・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会，2010改

定) 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］（（社）土木学会，

2002 年制定） 

・道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日

本道路協会，平成14 年3月） 

・道路橋示方書（Ⅴ耐震設計編）・同解説（（社）日本道路協会，

平成14 年3 月） 

・水道施設耐震工法指針・解説（（社）日本水道協会，1997 年

版） 

・地盤工学会基準（JGS1521－2003）地盤の平板載荷試験方法 

・地盤工学会基準（JGS3521－2004）剛体載荷板による岩盤の平

板載荷試験方法 

 

 

 

ただし，ＪＥＡＧ４６０１に記載されているＡｓクラスを含

むＡクラスの施設をＳクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ

２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと

2.2  適用規格 

適用する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法

の認可申請書の添付書類(以下「既設工認」という。)で適用実

績がある規格のほか，最新の規格基準についても技術的妥当性

及び適用性を示したうえで適用可能とする。なお，規格基準に

規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究等において試

験，研究等により妥当性が確認されている手法，設定等につい

て，適用条件，適用範囲に留意し，その適用性を確認した上で

用いる。 

既設工認において実績のある主要な適用規格を以下に示す。 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力

編 JEAG4601･補-1984」 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」 

(以降，添付書類Ⅲにおいて「JEAG4601」と記載しているも

のは上記３指針を指す。) 

 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計法－(1999 改定) 

 

 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(2005 改定) 

 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力

度設計と保有水平耐力－ (2001 改定) 

 

・建築基礎構造設計指針(2001 改定) 

 

 

 

 

 

 

 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］(2002年制定) 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説(平成14

年3月) 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説(平成14年3月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，JEAG4601に記載されているＡｓクラスを含むＡク

ラスの施設をＳクラスの施設に読み替えた上で，基準地震動

Ｓ２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓ

2.2  適用規格 

適用する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法

の認可申請書の添付書類(以下「既設工認」という。)で適用実

績がある規格のほか，最新の規格基準についても技術的妥当性

及び適用性を示したうえで適用可能とする。なお，規格基準に

規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究等において試

験，研究等により妥当性が確認されている手法，設定等につい

て，適用条件，適用範囲に留意し，その適用性を確認した上で

用いる。 

既設工認において実績のある主要な適用規格を以下に示す。 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」（社）日本

電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

JEAG4601･補-1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」

（社）日本電気協会 

(以降，添付書類Ⅲにおいて「JEAG4601」と記載しているものは

上記３指針を指す。) 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法

－(（社）日本建築学会，1999 改定) 

 

 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(（社）日本建築学会，

2005 改定) 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計と保有水平耐力－(（社）日本建築学会，2001 改定) 

 

・建築基礎構造設計指針(（社）日本建築学会，2001 改定) 

 

 

 

 

 

 

 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］(（社）土木学

会，2002年制定) 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説(（社）日本

道路協会，平成14年3月) 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説(（社）日本道路協会，

平成14年3月) 

 

 

 

 

 

 

ただし，JEAG4601に記載されているＡｓクラスを含むＡクラ

スの施設をＳクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ２，Ｓ１

をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと読み替え

 

MOX の既設工認において実績

のある適用規格を記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(9／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭

和55 年通商産業省告示第501号，最終改正平成15年7月29日経

済産業省告示第277号）に関する内容については，「発電用原

子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版を含

む））＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1－2005／2007」（日

本機械学会）（以下「設計・建設規格」という。）に従うもの

とする。 

ｄと読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準

地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとす

る。 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭

和 55年通商産業省告示第 501号，最終改正平成 15年７月 29

日経済産業省告示第 277号)に関する内容については，「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007年追補版

を含む))＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1」(以下「JSME S 

NC1」という。) に従うものとする。 

る。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭和

55 年通商産業省告示第 501 号，最終改正平成 15 年７月 29 日

経済産業省告示第 277 号)に関する内容については，「発電用原

子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含

む))＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1」(以下「JSME S NC1」

という。) に従うものとする。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(10／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類 

3.1 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を以下の通り分類

する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類

及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されること

を確認する地震動を添付書類「Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大

事故等対処施設の施設区分の基本方針」の表2-1 に，申請設備

の耐震重要度分類について同資料表2-2 に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しており，そ

の機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある

施設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響

を緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な

機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するため

に必要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある

津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設

であって，その影響が大きい施設 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

 

3.2 重大事故等対処施設の設備の分類 

重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の区分を設

備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置

状態を踏まえて，以下の通りに分類する。下記の分類に基づき

耐震評価を行う申請設備の設備分類について，添付書類「Ⅴ-

2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本

方針」の表4-1 に示す。 

 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計

するもの 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合にお

いて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する設備であって常設のもの 

 

 

 

 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  安全機能を有する施設の耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のと

おり分類する。各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及

び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されること

を確認する地震動を添付書類「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類

及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針」に示す。 

 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内包している施設，当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する

可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部

に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響が

Ｓクラス施設と比べ小さい施設。 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

3.2  重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備について，各設備が有する重大事故等

に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ，常設重

大事故等対処設備を以下のとおりに分類する。各施設の設備

分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持され

ることを確認する地震動を添付書類「Ⅲ－１－１－３ 重要

度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針」に示

す。 

(1) 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないよう設計する

設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属

する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を

代替する設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  安全機能を有する施設の耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとお

り分類する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要

度分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持され

ることを確認する地震動を添付書類「Ⅲ－１－１－３ 重要度

分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針」の第

2.3‐1表及び第3.2-１表に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能

性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のある事態

を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放散さ

れる事故発生の際に外部に放散される放射性物質による影響

を低減させるために必要となる施設であって，環境への影響が

大きいもの。 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラス施設と比べ小さい施設。 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

3.2  重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備の設備分類については，後次回申請

以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回申請の反映の対象明確化 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(11／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
 (2) 静的地震力に対して十分耐えるよう，また共振のおそれ

のある施設については弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 

を乗じたものによる地震力に対しても十分に耐えるよう

設計するもの 

 

 

 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラ

スに属する設計基準事故対処設備が有する機能を代

替するもの 

(2) 静的地震力に対して十分に耐えるよう，また共振のおそれ

のある施設については弾性設計用地震動に２分の１を乗じ

た地震力に対しても十分に耐えるよう設計する設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)a.以外のＢ

クラス設備 

(3) 静的地震力に対して十分に耐えるよう設計する設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)a.及び上記

(2)a.以外の設備 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(12／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
3.3 波及的影響に対する考慮 

 

「3.1 耐震重要度分類」及び「3.2 重大事故等対処施設の設

備の分類」に示した耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防

止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設（以下「上位クラス施設」という。）は，下位クラス施設

の波及的影響によって，それぞれその安全機能及び重大事故等

に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

この設計における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺

を俯瞰した調査・検討等を行う。 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にある

上位クラス施設以外の施設（資機材等含む）をいう。 

 

耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示す

(1)～(4)の4つの事項から検討を行う。 

また，原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき

事項が抽出された場合は，これを追加する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響につい

ては，以下に示す(1)～(4)の4つの事項について，「耐震重要施

設」を「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重

大事故等時に対処するために必要な機能」に読み替えて適用す

る。 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位

又は不等沈下による影響 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等

沈下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位

クラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の

安全機能への影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震

重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重要施

設の安全機能への影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋

内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重要

施設の安全機能への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重

3.3  波及的影響に対する考慮 

3.3.1  耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 

耐震重要施設は，下位クラス施設の波及的影響によって，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺の耐震重

要施設以外のＭＯＸ燃料加工施設内にある施設（資機材等含

む）をいう。 

波及的影響に対する設計に当たっては，以下の４つの観点を

もとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選

定した事象に対する波及的影響の検討により，波及的影響を考

慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がな

いことを確認する。 

波及的影響を考慮する施設の設計については，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用し，その選定に当たっ

ては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

なお，波及的影響の確認においては，水平２方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用する場合の影響を添付書類「Ⅲ－１－１

－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価方針」に基づき考慮する。 

また，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外

に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出され

た場合には，その観点を追加する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又

は不等沈下による影響の観点 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て不等沈下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がない

ことを確認する。 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による

下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により，耐震重

要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震

重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震

重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要

3.3  波及的影響に対する考慮 

3.3.1  耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 

「3.1 耐震重要度分類」及び「3.2 重大事故等対処設備の設

備分類」に示した耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設（以下「上位クラス施

設」という。）は，下位クラス施設の波及的影響によって，それ

ぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。 

この設計における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺

を俯瞰した調査・検討等を行う。 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にある

上位クラス施設以外のＭＯＸ燃料加工施設内にある施設（資機

材等含む）をいう。 

 

耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示す

(1)～(4)の４つの事項から検討を行う。 

また，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外

に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出され

た場合には，その観点を追加する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設に対する波及的影響については，以下に示す(1)～(4)

の 4 つの事項について，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重

大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安

全機能」を「重大事故等時に対処するために必要な機能」に読

み替えて適用する。 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又

は不等沈下による影響の観点 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等

沈下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位

クラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の

安全機能への影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐

震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重

要施設の安全機能への影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建

屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重

要施設の安全機能への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設に常設重大

事故緩和設備がないため記載し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(13／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
要施設の安全機能への影響 

上記の観点から調査・検討等を行い，波及的影響を考慮すべ

き下位クラス施設及びそれに適用する地震動を添付書類「Ⅴ-

2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本

方針」の表2-1 及び表2-2 並びに表4-1 及び表4-2 に示す。 

 

上記の観点から調査・検討等を行い抽出された波及的影響を

考慮すべきこれらの下位クラス施設は，上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する。 

また，工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際

に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，

敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認

する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とす

る下位クラス施設についても併せて確認する。 

 

以上の詳細な方針は，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係

る基本方針」に示す。 

施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

3.3.2 常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響の

考慮 

常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響の

考慮については，「3.3.1 耐震重要施設に対する波及的影響

の考慮」の「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を

「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適

用する。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持され

ることの確認に当たっては，上記に示す方針のほか，塑性変

形する場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機

能に影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定す

る。 

以上の波及的影響に係る設計方針を添付書類「Ⅲ－１－１

－４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

要施設の安全機能への影響 

上記の観点から調査・検討等を行い，波及的影響を考慮すべ

き下位クラス施設及びそれに適用する地震動を添付書類「Ⅲ－

１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類

の基本方針」及び「Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方

針」に示す。 

 

上記の観点から調査・検討等を行い抽出された波及的影響を

考慮すべきこれらの下位クラス施設は，上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する。 

また，工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際

に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，

敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認

する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とす

る下位クラス施設についても併せて確認する。 

以上の詳細な方針は，添付書類「Ⅲ－１－１－４ 波及的影

響に係る基本方針」に示す。 

 

17



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(14／41) 
別紙４ 
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4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

 

 

 

(1) 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの施設

（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。），Ｂ

クラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれ耐震

重要度分類に応じて，以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度

に基づき算定するものとする。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設に，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

a. 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の

耐震重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量

を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.O 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を

0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力

係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0 とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ０は1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3 以上を基準とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定

するものとする。 

 

b. 機器・配管系 

静的地震力は，上記a.に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設

の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし

て，当該水平震度及び上記a.の鉛直震度をそれぞれ20％増しと

した震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

安全機能を有する施設及び常設重大事故等対処施設の耐

震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静

的地震力及び動的地震力とする。 

本方針に基づく設計用地震力を，添付書類「Ⅲ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」に示す。 

4.1.1  静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設

に適用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下

の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

耐震重要度に応じて定める静的地震力を第 4.1.1-1 表

に示す。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，

設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替

する施設の属する耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事

故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計におけ

る耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使

用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線によ

る公衆への影響の程度に応じて分類した地震力を適用す

る。 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設

の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量

を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ

0を 0.2以上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類，

地震層せん断力の係数の高さ方向の分布係数，地震地域係数

を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定における地震層せん断力係

数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に応じた係数は，Ｓクラ

ス，Ｂクラス及びＣクラスともに 1.0とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ0は 1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同

時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力

は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び

地盤の種類を考慮して求めた鉛直震度より算定するものと

する。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

(2) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(1)に示す地震層

せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ

たものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震

度をそれぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同

時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

 

 

 

4.1.1  静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの

施設，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それ

ぞれの耐震重要度分類に応じて以下の地震層せん断力係数Ｃｉ

及び震度に基づき算定するものとする。 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設に，代替する機能を有する安全機能を有する施設が

属する耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を適

用する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等

対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重

要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏

まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響

の程度に応じて分類した地震力を適用する。 

 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設

の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量

を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0を

0.2以上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考

慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力

係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ0は1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の

種類を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただ

し，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

(2) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの静的地震力は，上記(1)に示す

地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗

じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震

度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOXにおいては，敷地高さに津

波が到達しないことを事業変

更許可申請書において記載し

ており，該当はない。 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ特有の設計上の考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 
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【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(15／41) 
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度は高さ方向に一定とする。 

 

c. 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物） 

土木構造物の静的地震力については，ＪＥＡＧ４６０１の規

定を参考に，Ｃクラスの建物・構築物に適用される静的地震力

を適用する。 

 

上記a.，b.及びc.の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数の

適用については，耐震性向上の観点から，一般産業施設，公共

施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

(2) 動的地震力 

設計基準対象施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施

設，屋外重要土木構造物及びＢクラスの施設のうち共振のおそ

れのあるものに適用する。Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備を除く。）については，基準地震

動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適

用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を2 分の1 

にしたものによる地震力を適用する。 

 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用

する。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の

機能を代替する共振のおそれのある施設については，共振のお

それのあるＢクラスの施設に適用する地震力を適用する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の土木構造物については，基

準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき

による材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等

については，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」

に，設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅴ-2-

1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定する。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせ

た既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出

し，3 次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用い

た耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を添付書類「Ⅴ-

直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0等の割増し係数

については，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公

共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

4.1.2  動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち

共振のおそれのある施設に適用することとし，それぞれの耐

震重要度に応じて以下の入力地震動又は地震力を適用する。 

Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設につい

ては，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅

に２分の１を乗じた地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設については，Ｓクラス施設の機能を代替する施

設であるため，基準地震動Ｓｓを適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち，共振

のおそれのあるＢクラス施設については，弾性設計用地震

動Ｓｄから定める入力地震動の振幅に２分の１を乗じた

地震力を適用する。 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばら

つきによる変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等に

ついては，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基

本方針」に，設計用床応答曲線の作成方針については，添

付書類「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」

に示す。 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて影響評価を行う。動的地震力の水平２方向及

び鉛直方向の組合せについては，水平１方向及び鉛直方向

地震力を組み合わせた耐震計算(以下「従来設計手法」と

いう。)への影響の可能性がある施設，設備を抽出し，３

次元応答性状の可能性も考慮した上で従来設計手法に及

度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0等の割増し係数につ

いては，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の

耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

4.1.2  動的地震力 

安全機能を有する施設については，動的地震力は，Ｓクラス

の施設及びＢクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用

する。Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を２分の

１にしたものによる地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設基準地震動Ｓｓによる地

震力を適用する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラス施設

の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設につ

いては，共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を

適用する。 

 

 

 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき

による材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等

については，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本

方針」に，設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類

「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定する。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わせ

た既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出

し，３次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用い

た耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を添付書類「Ⅲ－

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOXにおいては，敷地高さに津

波が到達しないことを事業変

更許可申請書において記載し

ており，該当はない。 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(16／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価方針」に示す。 

 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目

的として設置した地震観測網から得られた観測記録により振

動性状の把握を行う。地震観測網の概要については，添付書類

「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網に

ついて」に示す。 

 

4.2 設計用地震力 

「4.1 地震力の算定法」に基づく設計用地震力は添付書類「Ⅴ-

2-1-9 機能維持の基本方針」の表2-1 に示す地震力に従い算定す

るものとする。 

ぼす影響を確認する。確認に当たっての方針を添付書類

「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

耐震重要度に応じて定める動的地震力を第 4.1.2-1表に

示す。 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上

を目的として設置した地震観測装置から得られた観測記

録により振動性状の把握を行う。地震観測網の概要につい

ては，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方

針」の別紙「地震観測網について」に示す。 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は添付書類「Ⅲ

－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価方針」に示す。 

 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目

的として設置した地震観測装置から得られた観測記録により

振動性状の把握を行う。地震観測網の概要については，添付書

類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震

観測網について」に示す。 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は添付書

類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(17／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，設計基準対象施設の耐震

重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震

動に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない

施設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，

電気的機能，気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及

び貯水機能の維持を必要とする施設については，その機能が維

持できる設計とする。 

気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及び貯水機能

の維持については，構造強度を確保することを基本とする。必

要に応じて評価項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1 構造強度 

発電用原子炉施設は，設計基準対象施設の耐震重要度分類及

び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に伴う地震

力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した

上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に

対し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電

用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する

基本方針」に従い行う。なお，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子

炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち

添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」，添付書類「Ⅴ

-1-1-10 通信連絡設備に関する説明書」，添付書類「Ⅴ-4-2 生

体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」，添

付書類「Ⅴ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書」及び

添付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」

における耐震設計方針についても本項に従う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針」の表3-1 に示す。 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下にお

かれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化

時を含むものとする。 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪） 

 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は

重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状

態 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた

地震力に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない

施設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，

電気的機能，気密性，遮蔽性，支持機能の維持を必要とする施

設については，その機能が維持できる設計とする。 

気密性，遮蔽性，支持機能の維持については，構造強度を確

保することを基本とする。また，必要に応じて検討項目を追加

することで，機能維持設計を行う。 

 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1  構造強度 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要

度及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震力によ

る荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，

構造強度を確保する設計とする。また，必要に応じて，変位

及び変形に対し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ－１－１－１ 加

工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に従

い行う。 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅲ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

 

 

 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

b. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，

風)。 

 

 

 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた

地震力に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない

施設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，

電気的機能，気密性，遮蔽性，支持機能，貯水機能の維持を必

要とする施設については，その機能が維持できる設計とする。 

気密性，遮蔽性，支持機能及び貯水機能の維持については，

構造強度を確保することを基本とする。また，必要に応じて検

討項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1  構造強度 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度

分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せ

を適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，

必要に応じて，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。 

 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ－１－１－１ 加

工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に従い

行う。なお，後次回申請以降において申請する添付書類「添付

Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書」，添付書類「Ⅴ

－１－１－９ 通信連絡設備に関する説明書」，及び「Ⅴ－１

－２－１ 緊急時対策所の機能に関する説明書」における耐震

設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅲ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」に示す。 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

安全機能を有する施設については以下のａ．，ｂ．の状態，重

大事故等対処施設については以下のａ．～ｃ．の状態を考慮す

る。 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

b. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(風，積雪)。 

 

ｃ．重大事故等時の状態 

MOX燃料加工施設が重大事故に至るおそれがある事故又は重

大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状

態。 

 

 

 

 

 

 

施設に応じた記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設に応じた記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX においては，運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故

時の状態で施設に作用する荷重

は，通常運転時の状態で施設に

作用する荷重を超えるもの及び

長時間施設に作用するものがな

い。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(18／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の状態，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の状態を考慮する。 

 

 

(a) 通常運転時の状態 

原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機及び燃料取替え等

が計画的又は頻繁に行われた場合であって，運転条件が所定の

制限値以内にある運転状態 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しく

はその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の

頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状

態であって，当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却

材圧カバウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものと

して安全設計上想定すべき事象が発生した状態 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態で

あって，当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多

量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計

上想定すべき事象が発生した状態（使用済燃料に関する事象を

含む。） 

 

(d) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪） 

 

(e) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態 

 

c. 土木構造物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大事

故等対処施設については， 

以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下にお

かれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

を含むものとする。 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪） 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

 

 

 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合には，ＭＯＸ燃料加工施設か

ら多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとし

て，安全設計上想定すべき事象が発生した状態。 

 

 

 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の状態を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が重大事故等の状態で，重大事故

等対処施設の機能を必要とする状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

安全機能を有する施設については以下のａ．～ｂ．の状態を考

慮する。 

 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合には，ＭＯＸ燃料加工施設から多量

の放射性物質が放出するおそれがあるものとして，安全設計上

想定すべき事象が発生した状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸでは運転時の異常な過渡

変化に係る考慮の必要はないた

め記載していない 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(19／41) 
別紙４ 

 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
(2) 荷重の種類 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用してい

る荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通

常の気象条件による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続

する事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考

慮する。） 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故

等時の状態での荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管系か

らの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 

 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続

する事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考

慮する。） 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

c. 土木構造物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用してい

る荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通

常の気象条件による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

5.1.2  荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

 

 

 

a. ＭＯＸ燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず

通常時に作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧 

 

 

 

 

b. 積雪荷重及び風荷重 

ただし，通常時に作用している荷重には，機器・配管系か

ら作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土

圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるもの

とする。 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

 

 

 

a. 通常時に作用している荷重 

 

b. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時

に作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれる

ものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・

構築物に準じる。 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の荷重を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

5.1.2  荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設については

以下のａ．～ｂ．の荷重とする。 

 

a. ＭＯＸ燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通

常時に作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧 

 

 

 

 

b. 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

 

ただし，通常時に作用している荷重には，機器・配管系から

作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，

地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとす

る。 

 

(2) 機器・配管系 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設については

以下のａ．～ｂ．の荷重とする。 

 

a. 通常時に作用している荷重 

    

b. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時に

作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるもの

とする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築

物に準じる。 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の荷重を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 計 基 準 事 故 時 の 扱 い は

5.1.1（1）と同様。 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(20／41) 
別紙４ 

 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

a. 建物・構築物（d.に記載のものを除く。） 

(a) Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重

及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組

み合わせる。※1，※2，※3 

 

(b) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷

重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のう

ち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震に

よって引き起こされるおそれのある事象による荷重と地

震力とを組み合わせる。重大事故等による荷重は設計基準

対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏ま

え，地震によって引き起こされるおそれのない事象による

荷重として扱う。 

 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震に

よって引き起こされるおそれのない事象による荷重は，そ

の事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性

設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。この組

合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の

上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考

慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原

子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うそ

の他の施設を含む）については，いったん事故が発生した

場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力を組み合わせ，その状態からさらに長期

的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地

震力を組み合わせる。また，その他の施設については，い

ったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷

重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と組み合わせる荷重を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震

力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重(固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重とす

る。 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築

物について，基準地震動以外の地震動による地震力又は静的

地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重，

積雪荷重及び風荷重とする。 

 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧

について，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

 

 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と組み合わせる荷重を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物について ，基準地震動による地震

力と組み合わせる荷重 は，通常時に作用している荷重 (固

定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と

する 。 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築

物について，基準地震動以外の地震動による地震力又は静的

地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重，

積雪荷重及び風荷重とする。 

 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧

について，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

 

 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重（固

定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引

き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準

地震動による地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重（固

定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引

き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，

適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震

力）と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，

工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間について

は対策の成立性も考慮した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉特有の施設のため記載な

し 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(21／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時

作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷

重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

※1 Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に

作用する荷重については，b．機器・配管系の考え方に沿っ

た下記の2つの考え方に基づき検討した結果として後者を

踏まえ，施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く

荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力を組み合わせることとしている。この考え方は，ＪＥＡ

Ｇ４６０１における建物・構築物の荷重の組合せの記載と

も整合している。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震

によって引き起こされるおそれのある事象によって施設

に作用する荷重は，その事故事象の継続時間等との関係を

踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震

によって引き起こされるおそれのない事象であっても，い

ったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷

重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

 

※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については，異

常時圧力の最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

とを組み合わせる。 

 

※3 原子炉建屋基礎盤については，常時作用している荷重及び

運転時の状態で施設に作用する荷重と弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せも考慮する。 

 

 

 

ｄ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物について

は，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動による地震力又

は静的地震力とを組み合わせる。 

なお，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧につ

いて，基準地震動による地震力，弾性設計用地震動による地震

力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX においては，設計基準事故

時の状態で施設に作用する荷重

は，通常運転時の状態で施設に

作用する荷重を超えるもの及び

長時間施設に作用するものがな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器バウンダリに類

する施設はない。 

 

 

Sdとの組合せが必要な Sクラス

の基礎盤はない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(22／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
b. 機器・配管系（d.に記載のものを除く。） 

(a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常運転時の状態で施

設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれのある事象によって施設に作

用する荷重は，その事故事象の継続時間等との関係を踏ま

え，適切な地震力とを組み合わせる。※ 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時

の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重の

うち，地震によって引き起こされるおそれのある事象によ

る荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等による荷重

は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な

考察を踏まえ，地震によって引き起こされるおそれのない

事象による荷重として扱う。 

 

 

 

(d) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態で施設に作用す

る荷重のうち地震によって引き起こされるおそれのない

事象であっても，いったん事故が発生した場合，長時間継

続する事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震

力と組み合わせる。原子炉格納容器については，放射性物

質の最終障壁であることを踏まえ，LOCA後の最大内圧と弾

性設計用地震動Ｓｄとの組合せを考慮する。 

 

(e) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時

の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重の

うち，地震によって引き起こされるおそれのない事象によ

る荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動

の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動

Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わ

せる。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続

(2) 機器・配管系 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震

力，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力と組み合

わせる荷重は，通常時に作用している荷重及び設計基準事故

時に生じる荷重とする。 

 

 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地震

動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，通常

時に作用している荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合わ

せる荷重は，通常時に作用している荷重とする。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

(3) 重大事故等対処施設 

a. 建物・構築物 

通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧)，積雪荷重，風荷重のほか，以下の施設の状態

に応じた荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

① 基準地震動による地震力。 

② 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがある事象によって

作用する荷重と基準地震動による地震力。 

③ 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがない事象による荷

重と，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえた適切な地震力(基準地震動

又は弾性設計用地震動による地震力)。 

この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設定する。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 動的地震力又は静的地震力。 

なお，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧

について，基準地震動による地震力，弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び

水圧とする。 

b. 機器・配管系 

通常時に作用している荷重のほか，以下の施設の状態

に応じた荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

① 基準地震動による地震力。 

② 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動

による地震力。 

(2) 機器・配管系 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系について ，基準地震動による地

震力，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力と組み合

わせる荷重 は，通常時に作用している荷重及び設計基準事故

時に生じる荷重とする。 

 

 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地震

動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，通常

時に作用している荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合わ

せる荷重は，通常時に作用している荷重とする。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．機器・配管系の設計基準事故時（以下「事故等」という。）

に生じる荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によっ

て引き起こされるおそれのない事故等であっても，いった

ん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷

重は，その事故等の発生確率及び地震動の超過確率の関係

を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

 

 

 

重大事故等対処施設の機器・配管系については、後次回で

説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．項にまとめた記載とした。

また，原子炉格納容器について

は該当しないため記載しない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(23／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策

の成立性も考慮した上で設定する。 

 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と

地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）との組合せについては，以下を基本設計とする。原子炉冷

却材圧力バウンダリを構成する設備については，いったん事故

が発生した場合，長期間継続する事象のうち，長時間継続する

事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み

合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重

と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。また，原子炉

格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧

力，温度条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）につ

いては，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象に

よる荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わ

せ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基

準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。また，その他の

施__設については，いったん事故が発生した場合，長時間継続

する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合

わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常

運転時の状態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変

化時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は静的

地震力を組み合わせる。 

 

 

※ 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については，異

常時圧力最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と

を組み合わせる。 

 

重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設

計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって

引き起こされるおそれのない事象による荷重として扱

う。 

③ 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれがない事象による荷重と，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえた

適切な地震力(基準地震動又は弾性設計用地震動による

地震力)。 

④ 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重と 1.2

倍した基準地震動による地震力。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 動的地震力又は静的地震力。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物

と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については該当

しないため記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については該当

しないため記載しない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(24／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
c. 土木構造物 

(a) 屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の土木構造物については，常時作用している荷重及び運転

時に施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。な

お，屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設の土木構造物については，運転時の異常な過渡変化時

の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故時の状態で施

設に作用する荷重のうち地震によって引き起こされるお

それのある事象による荷重はない。 

(b) その他の土木構造物並びに常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設の土木構造物については，常時作用している荷重

及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又

は静的地震力を組み合わせる。 

なお，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物につ

いては，運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重

はない。 

d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水

防止設備が設置された建物・構築物 

(a) 津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み

合わせる。 

(b) 浸水防止設備及び津波監視設備については，常時作用して

いる荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基

準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

上記d.(a)及び(b)については，地震と津波が同時に作用する可

能性について検討し，必要に応じて基準地震動Ｓｓによる

地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また，津波

以外による荷重については，「(2) 荷重の種類」に準じる

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(25／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
e. 荷重の組合せ上の留意事項 

(a) 動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力と

を適切に組み合わせて算定するものとする。 

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しい場合に

は，その妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態

での評価は行わないものとする。 

(c) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各

ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当

性を示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重

ねなくてもよいものとする。 

(d) 設計基準対象施設において上位の耐震重要度分類の施設

を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する

場合においては，支持される施設の耐震重要度分類に応じ

た地震力と，常時作用している荷重，運転時に施設に作用

する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備区分

に応じた地震力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせ

る。 

 

 

(e) 地震と組み合わせる自然条件として，風及び積雪を考慮す

る。風及び積雪は，施設の設置場所，構造等を考慮して，風荷重

及び積雪荷重として地震荷重と組み合わせる。 

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

 

 

(1) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが

判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価

は行わなくてもよい。 

 

 

 

 

(2) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部

分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の

耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重，運

転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

(3) 機器・配管系の設計基準事故時(以下本項目では「事故」と

いう。)に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引

き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び

地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，

いったん事故が発生した場合，長時間継続する事故による荷

重は，その事故の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

なお，設計基準事故の状態で施設に作用する荷重は，通常

時に作用している荷重を超えるもの及び長時間施設に作用

するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはない。 

(4) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，

積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している

荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震

力との組合せを考慮する。 

(5) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置され

ている施設のうち，風による受圧面積が小さい施設や，風荷

重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを

考慮する。 

 

 

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

 

 

(1) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しい ことが

判明している 場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価

は行わな くてもよい 。 

 

 

 

 

(2) 耐震重要度 の異なる 施設を支持する建物・構築物の当該

部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設

の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用 している 荷重

，運転時に施設に作用する 荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

(3) 機器・配管系の設計基準事故時(以下本項目では「事故」と

いう。)に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引

き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び

地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，

いったん事故が発生した場合，長時間継続する事故による荷

重は，その事故の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

なお，設計基準事故の状態で施設に作用する荷重は，通常

時に作用している荷重を超えるもの及び長時間施設に作用

するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはない。 

(4) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，

積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している

荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震

力との組合せを考慮する。 

(5) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置され

ている施設のうち，風による受圧面積が小さい施設や，風荷

重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを

考慮する。 

 

(6) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重の組み合わせ

における，地震によって引き起こされるおそれがある事象又

は地震によって引き起こされるおそれがない事象について

は，後次回申請以降の添付書類〇「添５第28表 主要な重大

事故等対処設備の設備分類」に示す。 

 

 

(7)一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ss-C4は，水平方向の地震動のみであることか

ら，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価に

あたっては，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方

向の評価用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」とい

う。）による地震力を用いた場合においても，水平方向と鉛

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書において，

『基準地震動 Ss-C4は，水平方

向の地震動のみであることか

ら，水平方向と鉛直方向の地震

力を組み合わせた影響評価を

行う場合には，工学的に水平方
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(26／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対

して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体的に

は，一関東評価用地震動（鉛直）を用いた場合の応答と基準

地震動の応答との比較により，基準地震動を用いて評価した

施設の耐震安全性に影響を与えないことを確認する。なお，

施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場合には詳

細評価を実施する。影響評価結果については，Ⅲ-3-1-別添1

「一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果」に示

す。 

一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第

5.1.4-1図に，設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第

5.1.4-2図に示す。 

向の地震動から設定した鉛直

方向の評価用地震動（以下「一

関東評価用地震動（鉛直）」と

いう。）による地震力を用い

る。』としていることを受け，

その方針について記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(27／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
(4) 許容限界 

 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する

許容限界は次の通りとし，ＪＥＡＧ４６０１等の安全上適切と

認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されてい

る値を用いる。 

a. 建物・構築物 

(a) Ｓクラスの建物・構築物（d.に記載のものは除く。） 

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との

組合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とする。 

 

 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子

炉格納容器バウンダリを構成する施設における長期的荷重と

の組合せを除く。）に対しては，下記ロ.に示す許容限界を適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限

界 

建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の

変形）に対して十分な余裕を有し，終局耐力に対して妥当な安

全余裕をもたせることとする。 

 

 

また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸

次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに

至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定め

るものとする。 

 

 (b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)に示すＳクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓに

よる地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基

準事故時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄ

5.1.5  許容限界 

 

各施設の地震力と組み合わせる荷重とを組み合わせた

状態に対する許容限界は次のとおりとし，JEAG4601 等の

安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当

性が確認されている値を用いる。 

(1) 建物・構築物 

a. Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひ

ずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，

部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせ

ん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせる

こととする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次

増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態にとどまるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認めら

れる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

上記a.(b)による許容応力度を許容限界とする。 

c. 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)

については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保

有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余

裕を有していることを確認する。 

 
 
 
 

5.1.5  許容限界 

 

各施設の地震力と組み合わせる荷重とを組み合わせた状態

に対する許容限界は次のとおりとし，JEAG4601等の安全上適切

と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されて

いる値を用いる。 

(1) 建物・構築物 

ａ. Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひ

ずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，

部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせ

ん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせる

こととする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次

増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態にとどまるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認めら

れる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひ

ずみ等 )が終局耐力時の変形 に対して十分な余裕を有し，

部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせ

ん断ひずみ・応力等 に対して，妥当な安全余裕を持たせる

こととする。 

なお ，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次

増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については該当

しないため記載しない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(28／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
による地震力との組合せに対する許容限界は，上記(a)イ.に示

すＳクラスの建物・構築物の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

(d) 耐震重要度の異なる施設又は施設区分の異なる重大事故

等対処施設を支持する建物・構築物 

上記(a)ロ.の項を適用するほか，耐震重要度の異なる施設又

は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の変形等に対して，その支持機能を損なわないものとする。

なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持され

ることを確認する際の地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

 

 

 

 

(e) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力

が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類又は重大事故等

対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属

する耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとす

る。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設については，上記における重大事故等対処施設が代替する機能

を有する設計基準対象施設が属する耐震重要度分類をＳクラス

とする。 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

 

 

上記(1)a.(b)による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)

については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保

有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余

裕を有していることを確認する。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(29／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
b. 機器・配管系 

(a) Ｓクラスの機器・配管系（d.に記載のものは除く。） 

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との

組合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

 

 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子

炉格納容器バウンダリを構成する設備，非常用炉心冷却設備等

における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては，下記(a)

ロ.に示す許容限界を適用する。 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限

界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

にとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要

求される機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重等を

制限する。 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.に示すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓ

による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常

用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時

の状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は，上

記(a)イ.に示すＳクラスの機器・配管系の弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

を適用する。 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設の機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) チャンネル・ボックス 

チャンネル・ボックスは，地震時に作用する荷重に対して，

燃料集合体の冷却材流路を維持できること及び過大な変形や

破損により制御棒の挿入が阻害されることがないものとする。 

(2) 機器・配管系 

a. Ｓクラスの機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量

が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に

応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状

態にとどまるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を

有する応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記a.(b)による応力を許容限界とする。 

(3) 重大事故等対処施設 

a. 建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

上記(1)a.(a)を適用する。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

上記(1)b.を適用する。 

(c) 建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)の

保有水平耐力 

上記(1)c.を適用する。 

b. 機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

上記(2)a.(a)による応力，荷重を許容限界とする。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

(2) 機器・配管系 

a. Ｓクラスの機器・配管系 

(a) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状

態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有

する応力を許容限界 とする。 

 

 

 

 

 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性 域に達する ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に

応力，荷重を制限する 値を許容限界とする 。 

 

 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設の許容限界については，後次回申請以降で申

請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重

大事故 等対処 設備以外の常設重大事故 等対処 設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(2)a.(b)による応力を許容限界とする。 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

MOX においては，地震と組み合

わせる事故時荷重は無いため記

載していない。 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX においては，地震と組み合

わせる事故時荷重は無いため記

載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉ではチャンネル・ボック

スに燃料集合体の冷却と制御棒

挿入経路確保機能が求められる

ため記載があるが，MOX には同

様機能は要求されないため記載
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(30／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
上記(2)b.による応力を許容限界とする。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持され

ることの確認に当たっては，上記(3)に示す許容限界の適用

に加えて，塑性変形する場合であっても破断延性限界に至ら

ず，その施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許容限

界とする。 

 

 

していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(31／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
c. 土木構造物 

(a) 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設の土木構造物 

イ. 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を

許容限界とする。 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限

界 

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲げについては許容

応力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を許容

限界とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げにつ

いては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終

局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断

耐力を許容限界とする場合もある。既設屋外重要土木構造物の

構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間

変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コ

ンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限

界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれの安

全余裕については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

(b) その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を

許容限界とする。 

d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水

防止設備が設置された建物・構築物 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物に

ついては，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能

力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有す

るとともに，その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸

水防止機能）が保持できるものとする。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求

される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できるも

のとする。 

 

  P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(32／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
e. 基礎地盤の支持性能 

 

(a) Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，屋外

重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は

津波監視設備が設置された建物・構築物の基礎地盤 

 

イ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限

界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準等による地

盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認す

る。 

 

ロ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との

組合せに対する許容限界 

（屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は

津波監視設備が設置された建物・構築物の基礎地盤を除

く。） 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準等に

よる地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系及び

その他の土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設の建物・構築物，機器・配管系及び土木構造物の基礎地

盤 

上記(a)ロ.による許容支持力度を許容限界とする。 

(4) 基礎地盤の支持性能 

 

a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常

設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

 

 

 

 

 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による

地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを

確認する。 

 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

 

 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準

による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系の基礎地盤 

上記 a.(b)を適用する。 

(3) 基礎地盤の支持性能 

 

a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設

耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

 

 

 

 

 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤

の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

 

 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

 

 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準によ

る地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地

盤については，後次回申請以降で申請する。 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常

設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，

機器・配管系の基礎地盤 

上記(3)a.(b)を適用する。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系の基礎地盤については，後次回申請以降で

申請する。 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書において，

敷地に到達する津波はないこと

を記載しているため，当該事項

に係る内容は記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(33／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
5.2 機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器に要求される安全機能を維持するため，制御棒挿入機

能に係る機器，回転機器及び弁の機種別に分類し，制御棒挿入

機能に係る機器については，燃料集合体の相対変位，回転機器

及び弁については，その加速度を用いることとし，設計基準対

象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分

に応じた地震動に対して，各々に要求される動的機能が維持で

きることを試験又は解析により確認することで，当該機能を維

持する設計とするか，若しくは応答加速度による解析等により

当該機能を維持する設計とする。 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を

支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，

当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこと

とする。 

 

 

 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，設計基準

対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区

分に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持でき

ることを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計

とする。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐

津波設計の基本方針」における津波監視設備及び添付書類「Ⅴ

-1-1-10 通信連絡設備に関する説明書」における通信連絡設備

に関する電気的機能維持の耐震設計方針についても本項に従

う。 

 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の

放出，流入を防ぐことを目的として，設計基準対象施設の耐震

重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震

動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保に加えて，

構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設の気圧差

を確保することで，十分な気密性を確保できる設計とする。添

付書類「Ⅴ-1-7-3中央制御室の居住性に関する説明書」及び添

付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」に

おける気密性の維持に関する耐震設計方針についても本項に

従う。 

5.2  機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器が要求される安全機能を維持するため，回転機

器及び弁の機種別に分類した上で，実証試験等により確認さ

れている機能維持加速度等を許容限界とし，安全機能を有す

る施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に

応じた地震動に対して，試験又は解析若しくは応答加速度に

よる解析等により当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が，当該機器

を支持する配管の地震応答により増加すると考えられると

きは，当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見

込むこととする。 

 

 

 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，安全機

能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設

備分類に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維

持できることを試験又は解析により確認し，当該機能を維持

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後にお

いて，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気

体の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する

施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に応

じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確

保に加えて，構造強度の確保と換気設備の性能があいまって

施設の気圧差を確保することで，気密性を確保できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

5.2  機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器が要求される安全機能を維持するため，回転機器及び

弁の機種別に分類した上で，実証試験等により確認されている

機能維持加速度等を許容限界とし，安全機能を有する施設の耐

震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震動

に対して，試験又は解析若しくは応答加速度による解析等によ

り当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が，当該機器を

支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，

当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこと

とする。 

 

なお，重大事故等対処施設の動的機能維持については，後次

回申請以降で申請する。 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，安全機能

を有する施設の耐震重要度に対して，要求される電気的機能が

維持できることを試験又は解析により確認し，当該機能を維持

する設計とする。 

 

後次回申請以降に示す添付書類「Ⅴ－１－１－９ 通信連絡

設備に関する説明書」における通信連絡設備に関する電気的機

能維持の耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

なお，重大事故等対処施設の電気的機能維持については，後

次回申請以降で申請する。 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の

放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施設の

耐震重要度に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保

に加えて，構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設

の気圧差を確保することで，気密性を確保できる設計とする。

添付書類「Ⅴ－１－２－１ 緊急時対策所の機能に関する説明

書」における気密性の維持に関する耐震設計方針についても本

項に従う。 

なお，重大事故等対処施設の気密性の維持については，後次

回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

MOX では当該機能を有する設備

が無いため，記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書において，

敷地に到達する津波はないこと

を記載しているため，当該事項

に係る内容は記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(34／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
(4) 止水性の維持 

止水性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，防護対象設備を設置する建物及び区画に，津波に伴う浸水

による影響を与えないことを目的として，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく主要な構造部材の

構造健全性の維持に加えて，間隙が生じる可能性のある構造物

間の境界部について，地震力に対して生じる相対変位量等を確

認し，その止水性を維持する設計とする。添付書類「Ⅴ-1-1-2 

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説

明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」

における止水性の維持に関する耐震設計方針についても本項

に従う。 

 

(5) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震

後において，放射線障害から公衆等を守るため，設計基準対象

施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に

応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を

確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維

持する設計とする。添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線

の遮蔽及び熱除去についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-1-9-

3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」における遮蔽性の維

持に関する耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能

を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等

対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，構造強度を確保

することで，支持機能が維持できる設計とする。 

 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん

断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材

に生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有している

ことで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計と

する。 

 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の

構造部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断に

ついては許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変形角又は終

局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及

び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする場合

もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地

震後において，放射線障害から公衆等を守るため，安全機能

を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備

分類に応じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構

造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，

遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(5) 耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等，耐

震重要施設の性能，機能の維持又は当該機能を阻害すること

を防止するために，耐震重要施設に適用される基準地震動に

よる地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を

確保する設計とする。 

(6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要

求される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の

機能を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大

事故等対処設備の設備分類に応じた地震動に対して「5.1 

構造強度」に基づく構造強度を確保することで，支持機能が

維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，基礎につい

ては終局耐力又は終局耐力時の変形を許容限界とし，耐震壁

については終局耐力時の変形に対し安全余裕を確保するこ

とで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震

後において，放射線障害から公衆等を守るため，安全機能を有

する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に

応じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を

確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維

持する設計とする。添付書類「Ⅱ－２ 加工施設の放射線によ

る被ばくの防止に関する計算書」及び添付書類「Ⅴ－１－２－

１ 緊急時対策所の機能に関する説明書」における遮蔽性の維

持に関する耐震設計方針についても本項に従う。 

なお，重大事故等対処施設の遮蔽性の維持については，後次

回申請以降で申請する。 

 

 (5) 耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等，耐震

重要施設の性能，機能の維持又は当該機能を阻害することを防

止するために，耐震重要施設に適用される基準地震動による地

震力に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保する

設計とする。 

(6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能

を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等

対処設備の設備分類に応じた地震動に対して「5.1 構造強度」

に基づく構造強度を確保することで，支持機能が維持できる設

計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん

断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材

に生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有している

ことで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波に起因する止水性について

は，事業変更許可申請書におい

て，敷地に到達する津波はない

ことを記載しているため，当該

事項に係る内容は記載していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設屋外重要土木構造物はない 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(35／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
また，既設屋外重要土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コン

クリートの曲げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材

の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん

断についてはせん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変

形角，終局曲率及びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計と

する。 

 

 

車両型設備の間接支持構造物については，地震動に対して，

転倒評価を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持

できる設計とする。 

 

(7) 通水機能及び貯水機能の維持 

非常時に冷却する海水を確保するための通水機能及び貯水

機能の維持が要求される非常用取水設備は，地震時及び地震後

において，通水機能及び貯水機能を維持するため，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，構造強度を確保することで，通水

機能及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の

構造部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断に

ついては許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変形角又は終

局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及

び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする場合

もある。地震力が作用した場合において，既設屋外重要土木構

造物の構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限

界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，

鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を

許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断

耐力に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，通水機能

及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

これらの機能維持の考え方を，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維

持の基本方針」に示す。なお，重大事故等対処施設の設計にお

いては，設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価

条件の比較を行い，重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別

途，重大事故等時の状態にて設計を行う。 

建物・構築物のうち構築物(洞道)については，地震力が作

用した場合において，構造部材の曲げについては限界層間変

形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐

力又は許容応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，

終局曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせ

ることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とす

る。 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，転

倒検討を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持

できる設計とする。 

 

 

 

(7) 重大事故等対処施設のその他の機能維持 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれない

ように，設備のき裂，損壊等により放出経路の維持等，重大

事故等の対処に必要な機能が維持できるように設計する。 

a. 露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さらに火災源を有する

グローブボックスについては，パネルにき裂や破損が生じ

ないこと及び転倒しないことを確認する。 

b. 上記 a.のグローブボックスの内装機器については，放

射性物質(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器等

を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しな

いことを確認する。 

c. 可搬型重大事故等対処設備については，各保管場所にお

ける地震力に対して，転倒しないよう固縛等の措置を講ず

るとともに，動的機器については加振試験等により重大事

故等の対処に必要な機能が損なわれないことを確認する。 

重大事故等対処施設のその他の機能維持については，基準

地震動の 1.2倍の地震力に対し，「5.1.5 許容限界」の「(2) 

機器・配管系」の「a. Ｓクラスの機器・配管系」に示す「(a) 

基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」以外

を適用する場合は，塑性変形する場合であっても破断延性限

界に至らず，その施設の機能に影響を及ぼすことがないもの

を許容限界として，重大事故等の対処に必要な機能が維持で

きることを確認する。 

 

本方針に係る設計の考え方を，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に示す。なお，重大事故等対処設備の設

計において，安全機能を有する施設と重大事故等対処設備の設

計条件の比較を行い，重大事故等対処設備の設計条件の方が厳

しい場合は，重大事故等対処設備における設計条件にて設計を

行う。 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物のうち屋外重要土木構造物(洞道)については，

地震力が作用した場合において，構造部材の曲げについては限

界層間変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせ

ん断耐力又は許容応力度を許容限界とする。なお，限界層間変

形角，終局曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもた

せることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

(6) 貯水機能の維持 

貯水機能の機能維持方針については，後次回申請以降で申請

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能維持の考え方を，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機能維

持の基本方針」に示す。 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。また，MOX

において屋外重要土木構造物

(洞道)は全て鉄筋コンクリート

構造物であるため，鋼材につい

ては記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(36／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
6. 構造計画と配置計画 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び

配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮す

る。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の支

持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔を取り配置

する若しくは，上位クラス施設の有する機能を保持する設計と

する。 

 

 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響

がないことが確認された場所に設置する。具体的には，ＪＥＡ

Ｇ４６０１－1987 の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂

災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に，

個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出とその耐震安定性評価につい

ては，設置（変更）許可申請書にて記載・確認されており，そ

の結果，敷地内土木構造物による斜面の保持等の措置を講じる

必要がないことを確認している。 

 

 

 

 

 

 

8. ダクティリティに関する考慮 

発電用原子炉施設は，構造安全性を一層高めるために，材料

の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよう

設計する。具体的には，添付書類「Ⅴ-2-1-10 ダクティリティ

に関する設計方針」に示す。 

6. 構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画

及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮

する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に考慮し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点から出来る限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の

支持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，耐震重要施設に対して離隔を取り配置す

るか，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して

耐震性を確保するか若しくは，下位クラス施設の波及的影響を

想定しても耐震重要施設の有する機能を保持する設計とする。 

 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設については，基準地震動による地震

力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所

に設置する。具体的には，JEAG4601の安定性評価の対象とすべ

き斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距

離を参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出については，「核燃料物質加工

事業変更許可申請書(ＭＯＸ燃料加工施設）」（以下「事業変更

許可申請書」という。）にて記載・確認されており，その結果，

耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力に対し

て，施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こす

おそれのある斜面はないこと，常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設の周辺においては，基準地

震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要

な機能に影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面

はないことを確認している。 

 

8. ダクティリティ※に関する考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材

料の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよ

う設計する。具体的には，添付書類「Ⅲ－１－１－９ 構造計

画，材料選択上の留意点」に従う。 

 ※ 地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又

は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

6. 構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，

地震の影響が低減されるように考慮する。 

 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の

支持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔を取り配置

する若しくは，上位クラス施設の有する機能を保持する設計と

する。 

なお，重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際して

の考慮事項については，後次回申請以降で申請する。 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設については，基準地震動による地震

力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所

に設置する。具体的には，JEAG4601の安定性評価の対象とすべ

き斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距

離を参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出については，事業変更許可申請

書にて記載，確認されており，その結果，耐震重要施設周辺に

おいては，基準地震動による地震力に対して，施設の安全機能

に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面

はないことを確認している。 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の周辺斜面の崩壊に対する設計方針について

は，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

8. ダクティリティ※に関する考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材

料の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよ

う設計する。具体的には，添付書類「Ⅲ－１－１－９ 構造計

画，材料選択上の留意点」に従う。 

 ※ 地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又

は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の解説を記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(37／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に

基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，設

計の考え方に共通の部分があること，特にポンプやタンク等の

補機類，電気計測制御装置，配管系については非常に多数設置

することからその設計方針をまとめる。 

具体的には，添付書類「Ⅴ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設

計方針」に示す。 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既工事計画で実績があり，かつ，最新の

知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本と

する。 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能

性を確認した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平1 方向及び鉛直方向地震力の組合せで実

施した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象施設のうち，配管及び弁並びに補機（容器及びポン

プ類）及び電気計装品（盤，装置及び器具）は多数施設してい

ること，また，設備として共通して使用できることから，その

計算方針については添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構造物

の耐震計算について」及び添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成の

方法」に示す。 

評価に用いる環境温度については，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安

全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書」に従う。 

 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」

に基づいて耐震設計を行う。具体的には，後次回で申請する

添付書類「機器の耐震支持方針」，「配管系の耐震支持方

針」及び「電気計測制御装置等の耐震設計方針」に従う。 

 

 

 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最新の知

見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とす

る。また，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可

能性を確認した上で適用する。 

 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで

実施した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を確認する。 

 

評価対象施設のうち，形状，構造特性に応じたモデルに置換

して定式化された計算式等を用いる設備の計算方針について

は後次回で申請する添付書類「耐震性に関する計算書作成の基

本方針」及び添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計

算書」に示す。 

 

評価に用いる環境温度については，後次回で申請する添付書

類「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」に従う。 

 

 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に

基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，設

計の考え方に共通の部分があること，特にポンプやタンク等の

機器，配管系，電気計測制御装置等については非常に多数設置

することからその設計方針をまとめる。 

具体的には，後次回で申請する添付書類「Ⅲ－１－１－１０ 

機器の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－１１－１ 配管系の耐震

支持方針」及び「Ⅲ－１－１－１２－１ 電気計測制御装置等

の耐震設計方針」に従う。 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最新の知

見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とす

る。 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能

性を確認した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで実

施した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象施設のうち，形状，構造特性に応じたモデルに置換

して定式化された計算式等を用いる設備の計算方針について

は後次回で申請する添付書類「Ⅲ－２ 耐震性に関する計算書

作成の基本方針」及び添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に

関する計算書」に示す。 

 

評価に用いる環境温度については，後次回で申請する添付書

類「Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対

処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に従う。 

 

 

 

MOX は申請していない添付書類

であるため，「後次回で申請す

る」と記載した。 

機器，配管系，電気計測制御装

置等については各々設計方針が

異なることから個別の設計方針

を作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX は申請していない添付書類

であるため，「後次回で申請す

る」と記載した。 

記載の適正化として，添付書類

「Ⅲ-1-1-11 機器の耐震支持

方針」と整合を図った記載とし

た。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(38／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての

変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4．設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ

ることを確認すること（解析による設計）により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりＪＥＡＧ４６０１に基

づき実施することを基本とする。また，評価に当たっては，材

料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な

設備を設置する施設の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ

-2-3～Ⅴ-2-10」の各申請設備の耐震計算書及び添付書類「Ⅴ-

2-11 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性について

の計算書」に示す。 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

原子炉建屋においては，設備の補強や追加等の改造工事に伴

う重量増加を地震応答解析モデルに反映していないことを踏

まえ，重量増加を反映した地震応答解析について，添付書類「Ⅴ

-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」の別紙に示し，各耐震

計算書の別紙においてその影響を検討する。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEM を用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求ま

る地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生す

る局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

原子炉建屋の評価においては，原子炉建屋地下排水設備を設

置し，原子炉建屋基礎盤底面レベル以深に地下水位を維持する

ことから，浮力及び水圧は考慮しないこととする。原子炉建屋

地下排水設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を

維持することとし，その評価を添付書類「Ⅴ-2-2-2-1～Ⅴ-2-

2-2-9」に示す。 

 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の設計は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造物全体と

しての変形並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計

用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づ

いた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発

生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す

許容限界内にあることを確認すること(解析による設計)に

より行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき

実施することを基本とする。また，設計に当たっては材料物

性のばらつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

 

なお，建物・構築物のうち構築物(洞道)の設計については，

構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解

析手法を用いることとし，地盤及び構造物の地震時における

非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形

解析のいずれかにて行う。 

その他の建物・構築物の評価手法は JEAG4601 に基づき実

施することを基本とする。 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震

性に関する計算書」に示す。 

 

 

 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示

す。 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備について

は，FEMを用いた応力解析等により，静的又は動的解析によ

り求まる地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重によ

り発生する局部的な応力が，許容限界内にあることを確認す

る。 

 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての

変形並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内に

あることを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM等を用いた応力解析法 

・応答スペクトルモーダル解析法 

なお，建物・構築物のうち屋外重要土木構造物(洞道)の設計

については，地盤と構造物の相互作用を考慮できる連成系の地

震応答解析手法を用いることとし，地盤及び構造物の地震時に

おける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非

線形解析のいずれかにて行う。 

 

 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性

に関する計算書」に示す。 

 

 

 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

MOX 燃料加工建屋においては，設備の追加や増床等の設計変

更に伴う重量増加を地震応答解析モデルに反映しており，重量

増加を反映した地震応答解析について，添付書類「Ⅲ-3-1-1-1 

燃料加工建屋の地震応答計算書」に示し，各耐震計算書におい

てその評価結果を示す。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEMを用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求ま

る地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生す

る局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

MOX 燃料加工建屋の評価においては，地下水排水設備を設置

し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持することか

ら，側面の 水圧は考慮しないこととするが，揚圧力については

考慮することとする。地下水排水設備は，基準地震動 Ss によ

る地震力に対して機能を維持することとし，その評価を添付書

類「Ⅲ-3-1-1-別添 1」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応答スペクトルモーダル解析法

の適用については，東海第二で

は該当が無いため，他先行プラ

ントに合わせた記載とした。 

 

 

p1 に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎スラブの評価においては設

計用地下水位に応じた揚圧力

（浮力）を考慮している。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(39／41) 
別紙４ 

 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基

本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること（解析に

よる設計）により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりＪＥＡＧ４６０１に基

づき実施することを基本とし，その他の手法を適用する場合は

適用性確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法

及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構

造物の耐震計算について」，添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成

の方法」，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10」の各申請設備の耐震計

算書及び添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響を及ぼすおそれのある

施設の耐震性についての計算書」に示す。 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器に作用する加速度が振動試験又

は解析等により機能が維持できることを確認した加速度（動的

機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度）以

下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容

荷重以下となることを確認する。 

制御棒の地震時挿入性については，加振試験結果から挿入機

能に支障を与えない燃料集合体変位と地震応答解析から求め

た燃料集合体変位とを比較することにより評価する。 

具体的な計算手法については，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10」

の各申請設備の耐震計算書に示す。 

 

 

 

 

 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する

影響評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の設計は，「4. 設計用地震力」で示す設計用

地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合

わすべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維

持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること

(解析による設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき

実施することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適

用性を確認の上適用することとする。なお，材料物性の不確

かさを適切に考慮する。 

 

・応答スペクトル・モーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

具体的な評価手法は，後次回で申請する添付書類「機器の

耐震支持方針」，「配管系の耐震支持方針」及び「耐震性に関

する計算書作成の基本方針」並びに「Ⅲ－３ ＭＯＸ燃料加

工施設の耐震性に関する計算書」に示す。 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につ

いては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度

が振動試験又は解析等により機能が維持できることを確認

した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持

確認済加速度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求

まる地震荷重が許容荷重以下となることを確認する。 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」に示す。 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の設計は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基

本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析に

よる設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を

確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びス

ペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき

等を適切に考慮する。 

・応答スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

具体的な評価手法は，後次回で申請する添付書類「Ⅲ－１－

１－１０ 機器の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－１１－１ 配

管系の耐震支持方針」及び「Ⅲ－２ 耐震性に関する計算書作

成の基本方針」並びに「Ⅲ－３ ＭＯＸ燃料加工施設の耐震性

に関する計算書」に示す。 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度が振

動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加

速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加

速度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷

重が許容荷重以下となることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，本図書内

の整合を図るため 10.項に合わ

せた記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒地震時挿入性について，

MOX 燃料加工施設は未臨界状態

で核燃料物質を取り扱う施設で

あり，当該機能を有する設備が

無いため，記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(40／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
10.3 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物） 

土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の

評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応

力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応

力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界

内にあることを確認すること（解析による設計）により行う。 

屋外重要土木構造物については，構造物と地盤の相互作用を考

慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の地震

時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，

非線形解析のいずれかにて行う。また，評価に当たっては，材料

物性のばらつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

その他の土木構造物の評価手法は，ＪＥＡＧ４６０１に基づき

実施することを基本とする。 

屋外重要土木構造物の具体的な評価手法については，添付書類

「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性につい

ての計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10」の各申請設備の耐

震計算書に示す。また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

10.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の評価は，「4. 

設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づ

いた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ

応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあること

を確認すること（解析による設計）により行う。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，

防潮堤，貯留堰，浸水防止蓋，逆流防止設備，潮位計，津波・

構内監視カメラ等，様々な構造形式がある。このため，これら

の施設・設備の評価は，それぞれの施設・設備に応じ，「10.1 

建物・構築物」，「10.2機器・配管系」，「10.3 土木構造物（屋外

重要土木構造物及びその他の土木構造物）」に示す手法に準じ

ることとする。また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(41／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 
 第 4.1.1-1表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 

第 4.1.2-1表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 
 

 

第 5.1.4-1図 一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答ス

ペクトル 

第 5.1.4-2図 一関東評価用地震動（鉛直）の加速度時刻歴

波形 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(1／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基

本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

 

 

 

 

2.2 発電用原子炉施設の区分 

3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

 

4.2 重大事故等対処施設の区分 

5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

 

 

 

Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分

類の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

2.1  耐震重要度による分類 

 

2.2  クラス別施設 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

 

 

3. 重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  耐震設計上の設備分類 

3.2  設備分類上の留意事項 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分

類の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

2.1 耐震重要度による分類 

 

2.2 クラス別施設 

2.3 耐震重要度分類上の留意事項 

2.4 MOX燃料加工施設の区分 

3. MOX燃料加工施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処設備の設備分類  

4.1 耐震設計上の設備分類  

4.2 設備分類上の留意事項  

4.3 重大事故等対処施設の区分 

4.4 重大事故等対処設備の設備分類の取合点 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(2／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分

類」に基づき設計基準対象施設の耐震設計上の重要度分類及び

重大事故等対処施設の施設区分についての基本方針について説

明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を次のように分類す

る。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を

緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機

能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために

必要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津

波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設で

あって，その影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

 

1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度分類

及び重大事故等対処設備の設備分類についての基本方針を示

したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度を，次のように

分類する。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散す

る可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性

のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が

外部に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性

物質による影響を低減させるために必要となる施設であっ

て，環境への影響が大きいもの。 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分

類」に基づき，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度分

類及び重大事故等対処設備の設備分類についての基本方針に

ついて説明するものである。 

なお，重大事故等対処設備の設備分類に係る説明について

は，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

2.1  耐震重要度による分類 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度を，次のように

分類する。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する

可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部

に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

 

第 1 回申請範囲である安全機能

を有する施設に対する記載とし，

重大事故等対処施設については

後次回申請以降に示す。 

以降，本資料において重大事故等

対処施設の記載有無による先行

炉との差異理由は同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則の違いにより，

MOX 燃料加工施設では該当する

記載事項がないため記載して

いない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(3／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
a.原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 

 

 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するため

の施設，及び原子炉の停止状態を維持するための施設 

d. 原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設 

e. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から崩壊熱を

除去するための施設 

f. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁とな

り放射性物質の放散を直接防ぐための施設 

g. 放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部放散を

抑制するための施設であり，上記の「放射性物質の放散を直接防

ぐための施設」以外の施設 

h. 津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）

及び浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。） 

i. 敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設

備」という。） 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設であり，次の施設を含む。 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，１次冷

却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

b. 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少ない

又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響

が「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（昭和53 年

通商産業省令第77 号）第2 条第2 項第6 号に規定する「周辺監

視区域」外における年間の線量限度に比べ十分に小さいものは除

く。） 

c. 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，その破損

により，公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性の

ある施設 

d. 使用済燃料を冷却するための施設 

e. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制

するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

a. ＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボ

ックス等であって，その破損による公衆への放射線の影響が大き

い施設 

b. 上記 a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を

抑制するための設備・機器 

c. 上記 a．及び b．の設備・機器の機能を確保するために必要な

施設 

d. その他の施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響が

Ｓクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はＭＯＸを非密封

で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であっ

て，その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さいも

の(ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式によりその

破損による公衆への放射線の影響が十分小さいものは除

く。) 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機

器であってＳクラス以外の設備・機器 

c. その他の施設 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

先行炉の記載を参考に，事業許

可基準規則の内容を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行炉の記載を参考に，事業許

可基準規則の内容を記載した。 

48



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(4／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示

す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a. ＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグロ

ーブボックス等であって，その破損による公衆への放射

線の影響が大きい施設 

(a) 粉末調整工程のグローブボックス 

(b) ペレット加工工程のグローブボックス(排ガス処理装

置グローブボックス(下部)，ペレット立会検査装置グ

ローブボックス及び一部のペレット保管容器搬送装置

を収納するグローブボックスを除く。) 

(c) 焼結設備のうち，以下の設備・機器 

① 焼結炉(焼結炉内部温度高による過加熱防止回路を

含む。) 

② 排ガス処理装置 

(d) 貯蔵施設のグローブボックス 

(e) 小規模試験設備のグローブボックス 

(f) 小規模試験設備のうち，以下の設備・機器 

① 小規模焼結処理装置(小規模焼結処理装置内部温度

高による過加熱防止回路及び小規模焼結処理装置へ

の冷却水流量低による加熱停止回路を含む。) 

② 小規模焼結炉排ガス処理装置 

b. 上記a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への

放散を抑制するための設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックスからグロー

ブボックス排風機までの範囲及び安全上重要な施設

のグローブボックスの給気側のうち，グローブボッ

クスの閉じ込め機能維持に必要な範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパ又は弁の設置によりＢクラス以下の

排気設備の破損によってＳクラスの排気設備に影響

を与えないように設計する。 

 

 

2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示

す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a. ＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグロー

ブボックス等であって，その破損による公衆への放射線の

影響が大きい施設 

(a) 粉末調整工程のグローブボックス 

(b) ペレット加工工程のグローブボックス(排ガス処理装

置グローブボックス(下部)，ペレット立会検査装置グロ

ーブボックス及び一部のペレット保管容器搬送装置を

収納するグローブボックスを除く。) 

(c) 焼結設備のうち，以下の設備・機器 

① 焼結炉(焼結炉内部温度高による過加熱防止回路を

含む。) 

② 排ガス処理装置 

(d) 貯蔵施設のグローブボックス 

(e) 小規模試験設備のグローブボックス 

(f) 小規模試験設備のうち，以下の設備・機器 

① 小規模焼結処理装置(小規模焼結処理装置内部温度

高による過加熱防止回路及び小規模焼結処理装置へ

の冷却水流量低による加熱停止回路を含む。) 

② 小規模焼結炉排ガス処理装置 

b. 上記a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への

放散を抑制するための設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックスからグロー

ブボックス排風機までの範囲及び安全上重要な施設

のグローブボックスの給気側のうち，グローブボック

スの閉じ込め機能維持に必要な範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパ又は弁の設置によりＢクラス以下の排

気設備の破損によってＳクラスの排気設備に影響を

与えないように設計する。 

 

 

事業変更許可申請書の記載に

合わせた 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(5／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
 ② グローブボックス排気フィルタ(安全上重要な施設

のグローブボックスに付随するもの。) 

③ グローブボックス排気フィルタユニット 

④ グローブボックス排風機(排気機能の維持に必要な

回路を含む。) 

(b) 工程室排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックス等を設置す

る工程室から工程室排気フィルタユニットまでの範

囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパの設置によりＢクラス以下の排気設

備の破損によってＳクラスの排気設備に影響を与え

ないように設計する。 

② 工程室排気フィルタユニット 

c. 上記a．及びb．の設備・機器の機能を確保するために

必要な施設 

(a) 非常用所内電源設備のうち，以下の設備・機器 

① 非常用発電機(発電機能を維持するために必要な範

囲) 

② 燃料油貯蔵タンク 

③ 非常用直流電源設備 

④ 非常用無停電電源装置 

⑤ 高圧母線及び低圧母線 

d. その他の施設 

(a) 火災防護設備のうち，以下の設備・機器 

① グローブボックス温度監視装置 

② グローブボックス消火装置(安全上重要な施設のグ

ローブボックスの消火に関する範囲) 

③ 延焼防止ダンパ(安全上重要な施設のグローブボッ

クスの排気系に設置するもの。) 

④ ピストンダンパ(安全上重要な施設のグローブボッ

クスの給気系に設置するもの。) 

(b) 水素・アルゴン混合ガス設備の混合ガス水素濃度高による

混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁(焼結炉系，

小規模焼結処理系) 

② グローブボックス排気フィルタ(安全上重要な施設

のグローブボックスに付随するもの。) 

③ グローブボックス排気フィルタユニット 

④ グローブボックス排風機(排気機能の維持に必要な

回路を含む。) 

(b) 工程室排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックス等を設置す

る工程室から工程室排気フィルタユニットまでの範

囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパの設置によりＢクラス以下の排気設備

の破損によってＳクラスの排気設備に影響を与えな

いように設計する。 

② 工程室排気フィルタユニット 

c. 上記a．及びb．の設備・機器の機能を確保するために必

要な施設 

(a) 非常用所内電源設備のうち，以下の設備・機器 

① 非常用発電機(発電機能を維持するために必要な範

囲) 

② 燃料油貯蔵タンク 

③ 非常用直流電源設備 

④ 非常用無停電電源装置 

⑤ 高圧母線及び低圧母線 

d. その他の施設 

(a) 火災防護設備のうち，以下の設備・機器 

① グローブボックス温度監視装置 

② グローブボックス消火装置(安全上重要な施設のグ

ローブボックスの消火に関する範囲) 

③ 延焼防止ダンパ(安全上重要な施設のグローブボッ

クスの排気系に設置するもの。) 

④ ピストンダンパ(安全上重要な施設のグローブボッ

クスの給気系に設置するもの。) 

(b) 水素・アルゴン混合ガス設備の混合ガス水素濃度高に

よる混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断

弁(焼結炉系，小規模焼結処理系) 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(6／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
 (2) Ｂクラスの施設 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はＭＯＸを非密封

で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等で

あって，その破損による公衆への放射線の影響が比較的

小さいもの(ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式

によりその破損による公衆への放射線の影響が十分小さ

いものは除く。) 

(a) ＭＯＸを取り扱う設備・機器(ただし，放射性物質の

環境への放散のおそれのない装置類又は内蔵量の非常

に小さい装置類を除く。) 

(b) 原料ウラン粉末を貯蔵するウラン貯蔵棚 

(c) Ｓクラスのグローブボックス以外のグローブボック

ス(ただし，選別・保管設備及び燃料棒加工工程の一部

のグローブボックスを除く。) 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機

器であってＳクラス以外の設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，Ｂクラスのグロ

ーブボックス等からＳクラスのグローブボックス排気

設備に接続するまでの範囲及びＢクラスのグローブボ

ックスの給気側のうち，フィルタまでの範囲 

(b) 窒素循環設備のうち，以下の設備・機器 

① 窒素循環ダクトのうち，窒素雰囲気型グローブボ

ックス(窒素循環型)を循環する経路 

② 窒素循環ファン 

③ 窒素循環冷却機 

c. その他の施設 

(a) 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコン

クリート遮蔽 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属さない施設 

 

(2) Ｂクラスの施設 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はＭＯＸを非密封で

取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であっ

て，その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さい

もの(ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式により

その破損による公衆への放射線の影響が十分小さいもの

は除く。) 

(a) ＭＯＸを取り扱う設備・機器(ただし，放射性物質の

環境への放散のおそれのない装置類又は内蔵量の非常

に小さい装置類を除く。) 

(b) 原料ウラン粉末を貯蔵するウラン貯蔵棚 

(c) Ｓクラスのグローブボックス以外のグローブボック

ス(ただし，選別・保管設備及び燃料棒加工工程の一部

のグローブボックスを除く。) 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器

であってＳクラス以外の設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，Ｂクラスのグロー

ブボックス等からＳクラスのグローブボックス排気設

備に接続するまでの範囲及びＢクラスのグローブボッ

クスの給気側のうち，フィルタまでの範囲 

(b) 窒素循環設備のうち，以下の設備・機器 

① 窒素循環ダクトのうち，窒素雰囲気型グローブボッ

クス(窒素循環型)を循環する経路 

② 窒素循環ファン 

③ 窒素循環冷却機 

c. その他の施設 

(a) 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコン

クリート遮蔽 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属さない施設 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(7／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
 2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能は，その機能に直接的に

関連するもののほか，補助的な役割をもつもの及び支持構

造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初めて維

持し得るものであることを考慮し，これらを主要設備等，

補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物及び波及的影

響を検討すべき設備に区分する。 

安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備

等，補助設備及び直接支持構造物については同一の耐震重

要度とするが，間接支持構造物の支持機能及び波及的影響

の評価については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適

用される地震動に対して安全上支障がないことを確認す

る。 

(2) 燃料加工建屋の耐震設計について，弾性設計用地震動に

よる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対しておおむね弾性範囲に留まるとともに，基準地震動に

よる地震力に対して構造物全体として変形能力について十

分な余裕を有するように設計する。 

(3) 一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末

一時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，

製品ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チ

ャンネルは，核燃料物質を取り扱うという観点からＢクラ

スとする。また，容器等が相互に影響を与えないようにす

るために，基準地震動による地震力に対して過度な変形等

が生じないよう十分な構造強度を持たせる設計とする。 

(4) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で

液体状の放射性物質を移送するための配管及びサンプリン

グ配管のうち，明らかに取扱量が少ない配管は，設備のバ

ウンダリを構成している範囲を除き，下位の分類とする。 

(5) 安全上重要な施設として選定する構築物は，Ｓクラスと

する。 

具体的には，原料受払室，原料受払室前室，粉末調整第

1 室，粉末調整第 2 室，粉末調整第 3室，粉末調整第 4

室，粉末調整第 5室，粉末調整第 6 室，粉末調整第 7室，

粉末調整室前室，粉末一時保管室，点検第 1室，点検第 2

室，ペレット加工第 1 室，ペレット加工第 2室，ペレット

加工第 3 室，ペレット加工第 4室，ペレット加工室前室，

ペレット一時保管室，ペレット・スクラップ貯蔵室，点検

第 3室，点検第 4室，現場監視第 1 室，現場監視第 2室，

スクラップ処理室，スクラップ処理室前室及び分析第 3 室

で構成する区域の境界の壁及び床(以下「重要区域の壁及び

床」という。)をＳクラスとする。 

 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能は，その機能に直接的に関

連するもののほか，補助的な役割をもつもの及び支持構造物

等の間接的な施設を含めて健全性を保持する観点で，これら

を主要設備等，補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物

及び波及的影響を検討すべき設備に区分する。 

 

安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備

等，補助設備及び直接支持構造物については同一の耐震重要

度とするが，間接支持構造物の支持機能及び波及的影響の評

価については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用され

る地震動に対して安全上支障がないことを確認する。 

 

(2) 燃料加工建屋の耐震設計について，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対

しておおむね弾性範囲に留まるとともに，基準地震動による

地震力に対して構造物全体として変形能力について十分な

余裕を有するように設計する。 

(3) 一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末一

時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品

ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チャンネ

ルは，核燃料物質を取り扱うという観点からＢクラスとす

る。また，容器等が相互に影響を与えないようにするために，

基準地震動による地震力に対して過度な変形等が生じない

よう十分な構造強度を持たせる設計とする。 

(4) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で

液体状の放射性物質を移送するための配管及びサンプリン

グ配管のうち，明らかに取扱量が少ない配管は，設備のバウ

ンダリを構成している範囲を除き，下位の分類とする。 

(5) 安全上重要な施設として選定する構築物は，Ｓクラスとす

る。 

具体的には，原料受払室，原料受払室前室，粉末調整第 1

室，粉末調整第 2室，粉末調整第 3 室，粉末調整第 4室，粉

末調整第 5室，粉末調整第 6 室，粉末調整第 7 室，粉末調整

室前室，粉末一時保管室，点検第 1 室，点検第 2 室，ペレッ

ト加工第 1室，ペレット加工第 2室，ペレット加工第 3 室，

ペレット加工第 4室，ペレット加工室前室，ペレット一時保

管室，ペレット・スクラップ貯蔵室，点検第 3 室，点検第 4

室，現場監視第 1室，現場監視第 2 室，スクラップ処理室，

スクラップ処理室前室及び分析第 3 室で構成する区域の境

界の壁及び床(以下「重要区域の壁及び床」という。)をＳク

ラスとする。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(8／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 (6) 貯蔵施設を取り囲む壁，天井及びこれらと接続している

柱，梁並びに地上１階以上の外壁は，遮蔽機能を有するた

めＢクラスとする。 

(7) 工程室の耐震壁の開口部周辺が，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対

して，弾性範囲を超える場合であっても，排気設備との組

合せで，閉じ込め機能を確保できることからこれを許容す

る。 

(8) 貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽は，Ｂク

ラスとする。 

(9) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢

水によって安全機能が損なわれない設計とする。 

(10) 窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環

する経路については，基準地震動による地震力に対してその

機能を保持する設計とする。 

 

(6) 貯蔵施設を取り囲む壁，天井及びこれらと接続している

柱，梁並びに地上１階以上の外壁は，遮蔽機能を有するため

Ｂクラスとする。 

(7) 工程室の耐震壁の開口部周辺が，弾性設計用地震動による

地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対し

て，弾性範囲を超える場合であっても，排気設備との組合せ

で，閉じ込め機能を確保できることからこれを許容する。 

 

(8) 貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽は，Ｂクラ

スとする。 

(9) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢水

によって安全機能が損なわれない設計とする。 

(10) 窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環

する経路については，基準地震動による地震力に対してその

機能を保持する設計とする。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(9／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
2.2 発電用原子炉施設の区分 

2.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連するも

ののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的な施

設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものであること

を考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造物，間接

支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分する。 

 

2.2.2 各区分の定義 

各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補助

的役割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備，補助設備に直接取り付けら

れる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受

ける支持構造物をいう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を

受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設のうち，

その破損等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼす

おそれのある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検

討については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本

方針」に示す。 

 

2.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造物

については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支持機

能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設備の耐

震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないことを確認

するものとする。 

 

設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設を

表2-1 に，設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類を表2-

2 に示す。 

同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持される

ことを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用

する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質加工事業変更許可申請書(ＭＯＸ燃料加工施設）

(以下「事業変更許可申請書」という。)に基づくＭＯＸ燃料

加工施設の耐震設計上の重要度分類を第2.3-1表に示す。 

なお，第 2.3-1表には，当該施設を支持する建物・構築物の

支持機能が維持されることを確認する地震動(以下「検討用地

震動」という。)についても併記する。 

 

 

 

 

 

2.4 MOX燃料加工施設の区分 

2.4.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連するも

ののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的な施

設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものであること

を考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造物，間接

支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分する。 

 

2.4.2 各区分の定義 

 各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備等とは，当該機能に直接的に関連する設備及び構築

物をいう。 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備等の補

助的役割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備等，補助設備に直接取り付け

られる支持構造物，又はこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を

受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき設備とは，下位の耐震クラスに属す

るものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影

響を及ぼすおそれのある設備をいう。波及的影響を考慮すべ

き設備の検討については，添付書類「Ⅲ－１－１－４ 波及

的影響に係る基本方針」に示す。 

 

2.4.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造

物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支

持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設

備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないこ

とを確認するものとする。 

 

核燃料物質加工事業変更許可申請書(ＭＯＸ燃料加工施設）

(以下「事業変更許可申請書」という。)に基づくＭＯＸ燃料

加工施設の耐震設計上の重要度分類を第2.3-1表に示す。 

同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が

維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべ

き設備に適用する地震動(以下「検討用地震動」という。)を

併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設においては主要

設備に構築物を含むことから「主

要設備等」と記載した。 
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(10／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

設計基準対象施設の重要度分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場合

の取合点は，原則として，機器から見て第 1 弁とする。取

合点となる第 1 弁は，上位の重要度分類に属するものとす

る。 

 

(2) 原子炉格納容器バウンダリは，バウンダリを構成する弁ま

でをＳクラスとする（図 3-1 参照）。 

 

図3-1 原子炉格納容器バウンダリとＳクラスの範囲 

 

(3) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，原子炉冷却材

圧力バウンダリ周りで第 2 隔離弁までがバウンダリの場合

は第 2 弁（注 1），その他は上位クラスから見て第 1 弁（注

2）とする。取合点となる弁は，図 3-2 に示すように上位の

重要度分類に属するものとする。 

 

図 3-2 配管系中の取合点 

 

 3. MOX燃料加工施設の重要度分類の取合点 

MOX燃料加工施設の重要度分類の取合点は，以下のとおりとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場合

の取合点は，原則として，機器から見て第１弁とする。取合

点となる第１弁は，上位の重要度分類に属するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，上位クラスか

ら見て第１弁とする。取合点となる弁は，第 3.-１図に示す

ように上位の重要度分類に属するものとする。 

 

 

 

第 3.－１図 配管系中の取合点 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOXの重要度分類の取合は，左記

(1)，(2)で設定していることから

記載していない。 
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(11／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

重大事故等対処施設について，耐震設計上の区分を設備が有す

る重大事故等時に対処するために必要な機能を踏まえて，以下の

通りに分類する。 

 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等時に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないように設

計するもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計

基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの 

 

(2) 静的地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じた

ものによる地震力に対して十分に耐えるよう設計するもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラス

に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

3. 重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  耐震設計上の設備分類 

施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要

な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分に分類する。 

 

 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等が発生した場合において，対処するために必

要な機能を有する設備であって常設のもの。 

 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属

する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を

代替するもの。 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記a.以外のも

の。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  設備分類上の留意事項 

(1) 重大事故等対処設備の設計においては，重大事故等対処

施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設の耐震

重要度に応じた地震力を適用するが，適用に当たっては以

下を考慮する。 

(2) 常設耐震重要重大事故等対処設備については，耐震重要

施設に属する安全機能を有する施設の安全機能を代替する

設備であることから，耐震重要施設の耐震設計に適用する

基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれない設計とする。 

(3) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備については，代替する安全機能を有する施設の耐

震重要度に応じた地震力に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれない設計とする。 

具体的には，代替する安全機能を有する施設の耐震重要

度がＢクラス又はＣクラスの施設については，それぞれの

重要度に応じた地震力に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれない設計とする。 

 

4. 重大事故等対処設備の設備分類 

4.1  耐震設計上の設備分類 

重大事故等対処設備の設備分類については，後次回申請以降

で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  設備分類上の留意事項 

重大事故等対処設備の設備分類上の留意事項については，

後次回申請以降で申請する。 
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(12／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
4.2 重大事故等対処施設の区分 

4.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に関連するもののほ

か，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初め

て維持し得るものであることを考慮し，これらを設備，直接支持

構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分

する。 

 

4.2.2 各区分の定義 

各区分の設備とは次のものをいう。 

(1) 設備とは，重大事故等時に対処するために必要な機能を有す

る設備で，重大事故等時に当該機能に直接的に関連する設備

及び間接的に関連する設備をいう。 

(2) 直接支持構造物とは，設備に直接取り付けられる支持構造

物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造

物をいう。 

(3) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を

受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(4) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設の破損等

によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのあ

る施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討について

は，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」に示

す。 

 

4.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

設備の直接支持構造物については設備と同一の設備分類とす

るが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互間の影響について

は，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震動に対し

て安全上支障のないことを確認するものとする。 

 

重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設を表4-1 に，重

大事故等対処施設の申請設備の設備分類を表4-2 に示す。また，

同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用す

る地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に基づく重大事故等対処設備の耐震設計

上の設備分類を第 3.2-1表に示す。 

なお，第 3.2-1 表には，当該設備を支持する建物・構築物の支

持機能が維持されることを確認する検討用地震動についても併

記する。 

 

4.3 重大事故等対処施設の区分 

重大事故等対処施設の区分については，後次回申請以降で申

請する。 
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(13／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

重大事故等対処施設の設備分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との，上位クラス施設と下位ク

ラス施設の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とす

る。取合点となる第1 弁は，上位クラス施設に属するものと

する。 

(2) 配管系中の上位クラス施設と下位クラス，施設の取合点は，

原子炉冷却材圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウ

ンダリの場合は第2 弁（注1），その他は上位クラスから見て

第1 弁（注2）とする。取合点となる弁は，図5-1 に示すよ

うに上位クラス施設に属するものとする。 

ここで上位クラス施設とは，耐震重要施設及び常設耐震重

要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

ている重大事故等対処施設をいい，下位クラス施設とは，上

位クラスの施設以外の発電所内にある施設（資機材等を含

む。）をいう。 

 

図 5-1 配管系中の取合点 

表 2-1 設計基準対象施設のクラス別施設 

表 2-2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表 

表 4-1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設 

表 4-2 重大事故等対処施設の申請設備の設備分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3-1 表 クラス別施設 

 

第 3.2-1 表 重大事故等対処設備 (主要設備)の設備分類 

 

4.4  重大事故等対処設備の設備分類の取合点 

重大事故等対処設備の設備分類の取合点については，後次

回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3-1 表 クラス別施設 

 

第 3.2-1 表 重大事故等対処設備 (主要設備)の設備分類 
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【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(1／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針 

 

目次 

1. 概要  

2. 基本方針  

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針  

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点  

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計  

3.3 接続部の観点による設計  

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計  

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計  

 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設  

4.1 不等沈下又は相対変位の観点  

4.2 接続部の観点  

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点  

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点  

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

 

5.1 耐震評価部位  

5.2 地震応答解析  

5.3 設計用地震動又は地震力  

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ  

5.5 許容限界  

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本設計 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

4.2  接続部の観点 

4.3  建屋内施設の損傷,転倒及び落下の観点 

4.4  建屋外施設の損傷,転倒及び落下の観点 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針 

5.1  耐震評価部位 

5.2  地震応答解析 

5.3  設計用地震動又は地震力 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5  許容限界 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本設計 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

3.3 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

3.4 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

3.5 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

4.2  接続部の観点 

4.3  建屋内施設の損傷,転倒及び落下の観点 

4.4  建屋外施設の損傷,転倒及び落下の観点 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針 

5.1  耐震評価部位 

5.2  地震応答解析 

5.3  設計用地震動又は地震力 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5  許容限界 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 
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【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(2／19) 
別紙４ 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

「3.3 波及的影響に対する考慮」に基づき，設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設の耐震設計を行うに際して，波及的影響を考慮

した設計の基本的な考え方を説明するものである。 

 

本資料の適用範囲は，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

である。 

 

 

2. 基本方針 

設計基準対象施設のうち耐震重要度分類のＳクラスに属する施

設（以下「Ｓクラス施設」という。），重大事故等対処施設のうち常

設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びにこ

れらが設置される常設重大事故等対処施設（以下「ＳＡ施設」とい

う。）は，下位クラス施設の波及的影響によって，それぞれその安全

機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよ

うに設計する。 

 

 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

 

Ｓクラス施設の設計においては，「設置許可基準規則の解釈別記

2」（以下「別記2」という。）に記載の以下の4つの観点で実施する。 

ＳＡ施設の設計においては，別記2 における「耐震重要施設」を

「ＳＡ施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要

な機能」に読み替えて適用する。 

 

 

 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又

は不等沈下による影響 

② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相

互影響 

③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

 

また，上記①～④以外に設計の観点に含める事項がないかを確認

する。原子力発電情報公開ライブラリ（NUCIA：ニューシア）から，

原子力発電所の被害情報を抽出し，その要因を整理する。地震被害

の発生要因が「別記2」①～④の検討事項に分類されない要因につい

ては，その要因も設計の観点に追加する。 

 

 

以上の①～④の具体的な設計方法を以下に示す。 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に基

づき耐震設計を行うに当たり，波及的影響を考慮した設計の基

本的な考え方を説明するものである。 

本資料の適用範囲は，安全機能を有する施設のうち耐震重要施

設及び常設耐震重要重大事故等対処施設(以下「上位クラス施

設」という。)である。 

 

 

 

2. 基本設計 

上位クラス施設は，下位のクラスに属する施設(以下「下位ク

ラス施設」という。)の波及的影響によって，その安全機能を損

なわないように設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設(以下「常設重大事故等対処施設」という。)は，安全機能

を有する施設のうち，Ｂクラス及びＣクラスに属する施設，常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備，

可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，重大事故等

に対処するために必要な機能を損なわないように設計する。 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

上位クラス施設の設計においては，「事業許可基準規則の別記

3」(以下「別記 3」という。)に記載の以下の 4 つの観点で実施

する。 

また，本方針における常設重大事故等対処施設の設計におい

ては，別記 3 における「耐震重要施設」及び「上位クラス施設」

を「常設重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等

に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位 

又は不等沈下による影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互 

影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ 

る耐震重要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ 

る耐震重要施設への影響 

 

また，上記(1)～(4)以外に設計の観点に含める事項がないか

を確認するために原子力発電情報公開ライブラリ(NUCIA：ニュ

ーシア)から，原子力施設の被害情報を抽出し，その要因を整理

する。地震被害の発生要因が上記(1)～(4)の検討事項に分類さ

れない要因については，その要因も設計の観点に追加する。 

 

上記(1)～(4)に基づき，上位クラス施設の有する機能を保持

するよう設計する下位クラス施設の設計方針を「5. 波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

「3.3 波及的影響に対する考慮」に基づき，安全機能を有する

施設の耐震設計を行うに際して，波及的影響を考慮した設計

の基本的な考え方を説明するものである。 

 

本資料の適用範囲は，安全機能を有する施設のうち耐震重

要施設及び常設耐震重要重大事故等対処施設(以下「上位クラ

ス施設」という。)である。 

 

2. 基本方針 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要度分類のＳクラス

に属する施設（以下「Ｓクラス施設」という。）は，下位クラ

ス施設の波及的影響によって，それぞれその安全機能を損な

わないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

 

上位クラス施設の設計においては，「事業許可基準規則の別

記3」(以下「別記3」という。)に記載の以下の4つの観点で実

施する。 

また，本方針における常設重大事故等対処施設の設計にお

いては，別記3における「耐震重要施設」及び「上位クラス施

設」を「常設重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大

事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位

又は不等沈下による影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

 

また，上記(1)～(4)以外に設計の観点に含める事項がない

かを確認するために原子力発電情報公開ライブラリ(NUCIA：

ニューシア)から，原子力施設の被害情報を抽出し，その要因

を整理する。地震被害の発生要因が上記(1)～(4)の検討事項

に分類されない要因については，その要因も設計の観点に追

加する。 

上記(1)～(4)に基づき，上位クラス施設の有する機能を保 

持するよう設計する下位クラス施設の設計方針を「5. 波及 

的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に 

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回申請範囲である安全機

能を有する施設に対する記載

とし，重大事故等対処施設につ

いては後次回申請以降に示す。 

以降，本資料において重大事故

等対処施設の記載有無による

先行炉との差異理由は同様。 
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3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2①「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相

対変位又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施設の安全

機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよ

う下位クラス施設を設計する。 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

下位クラスの施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラス

施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわないよう，以下の通り設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の不等

沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離

をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及

的影響を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁を設置す

る。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十分な支持

牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位クラス施設を上

位クラス施設に要求される支持性能が十分でない地盤に設置する

場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定し，上

位クラス施設の有する機能を保持する設計とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置される地盤

の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．波及的影響の

設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5．波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラス

施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわないよう，以下の通り設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設と上位

クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設が上位クラ

ス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位ク

ラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響を防止するために，

衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位クラス

施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，衝突部分の

接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施し，衝突に伴い，

上位クラス施設について，それぞれその安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計す

る。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施して設計

する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラ

ス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位

クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変 

位又は不等沈下による影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，安全機能を損なわないように下位クラス施設の設計

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位

クラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設計す

る。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

と上位クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設

が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置

するか，下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響

を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位

クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，

衝突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施

し，衝突に伴い，上位クラス施設の安全機能が損なわれるおそれ

のないよう設計する。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施し

て設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とす

る下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計

対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

b. 地盤の不等沈下による影響 

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位ク

ラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設計する。 

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，別記２(1)「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起

因する相対変位又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス

施設の安全機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位ク

ラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の不等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十

分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施

設の間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有

する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十

分な支持牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位ク

ラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない

地盤に設置する場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不

等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持する設計

とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置され

る地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保

持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の

有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を

「5．波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方

針」に示す。 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位

クラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設計す

る。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

と上位クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設

が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置

するか，下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響

を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位

クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，

衝突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施

し，衝突に伴い，上位クラス施設の安全機能が損なわれるおそれ

のないよう設計する。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施し

て設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とす

る下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計

対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 
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3.3 接続部の観点による設計 

 

建屋内外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を

対象に，別記 2②「耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部

における相互影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス

施設を設計する。 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓクラス

の隔離弁等を設置することにより分離し，事故時等に隔離されるよ

う設計する。隔離されない接続部以降の下位クラス施設について

は，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地

震力に対して，内部流体の内包機能，機器の動的機能，構造強度等

を確保するよう設計する。又は，これらが維持されなくなる可能性

がある場合は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプロセス変化に

より，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響を与えても，

支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲内に維持

されるよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器の動的機能，構

造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的

影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計 

 

建屋内に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2③「建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒

及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施

設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損な

わないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の

不等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分

な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設

の間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有す

る障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十

分な支持牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位ク

ラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない

地盤に設置する場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不

等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持する設計

とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置され

る地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保

持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の

有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4． 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を

「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針」に示す。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相 

互影響 

建屋内外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施

設を対象に安全機能を損なわないように下位クラス施設の設計

を行う。 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓク

ラスの隔離弁等を設置する等により分離し，故障時等に隔離さ

れるよう設計する。隔離されない接続部以降の下位クラス施設

については，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，内部流体の内包機能，構造強度等を

確保するよう設計する。又は，これらが維持されなくなる可能性

がある場合は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプロセス変

化により，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響を与え

ても，支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲

内に維持されるよう設計する。 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器・配管系の

動的機能，構造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設

計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に 

よる耐震重要施設への影響 

建屋内に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，安全機能を損なわないように下位クラス施設の設計

を行う。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しな

い程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上

位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

建屋内外に設置する上位クラス施設を対象に， 別記２(2)「耐

震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響」の

観点で，上位クラス施設の安全機能を損なわないよう下位クラ

ス施設を設計する。 

 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓク

ラスの隔離弁等を設置する等により分離し，故障時等に隔離さ

れるよう設計する。隔離されない接続部以降の下位クラス施設

については，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，内部流体の内包機能，構造強度等を

確保するよう設計する。又は，これらが維持されなくなる可能性

がある場合は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプロセス変

化により，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響を与え

ても，支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲

内に維持されるよう設計する。 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器・配管系の

動的機能，構造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設

計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

耐震設計方針」に示す。 

 

3.4 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

建屋内に設置する上位クラス施設を対象に， 別記２(3)「建屋

内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能を損なわ

ないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しな

い程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図書内の

整合を図るため 3.2 項に合わせ

た記載とした。以下同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図書内の

整合を図るため 3.1 項に合わせ

た記載とした。 
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【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(5／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施

設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する

障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位クラス施設

の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラス施設が損

傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計

する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を

保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対

象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設 

計 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2④「建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒

及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施

設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損な

わないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度

に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施

設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する

障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位クラス施設

の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラス施設が損

傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。 

 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計

する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を

保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対

象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行

う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に

示す。 

 

 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に 

よる耐震重要施設への影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，安全機能を損なわないように下位クラス施設の設計

を行う。 

 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しな

い程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上

位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する

強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行

う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に

示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する

強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行

う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に

示す。 

 

3.5 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，別記３（６）「建屋外における下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で，安全機能

を損なわないように下位クラス施設を設計する。 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しな

い程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上

位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する

強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行

う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に

示す。 
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4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強

度等を確保するように設計するものとして選定した下位クラス施

設を以下に示す。 

 

4.1 不等沈下又は相対変位の観点 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

a. 土留鋼管矢板 

下位クラス施設である土留鋼管矢板は，上位クラス施設である

貯留堰に隣接しており，上位クラス施設の設計に適用する地震動

により地盤が不等沈下し波及的影響を及ぼすおそれが否定でき

ない。このため波及的影響の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の不等沈下により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス

施設を表4-1 に示す。 

 

表4-1 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（不等沈

下） 

 

 

 

 (2) 建屋間の相対変位による影響 

a. タービン建屋，サービス建屋 

下位クラス施設であるタービン建屋，サービス建屋は，上位ク

ラス施設である原子炉建屋に隣接していることから，上位クラス

施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位により

衝突して，原子炉建屋に対して波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の相対変位により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス

施設を表4-2 に示す。 

 

表4-2 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（相対変位） 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき構造強

度を確保するように設計するものとして選定した下位クラス施

設を以下に示す。 

 

4.1  相対変位又は不等沈下の観点 

 

(1) 建屋間相対変位による影響 

今回申請する施設については,建屋間相対変位による波及的影

響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

(2) 地盤の不等沈下による影響 

今回申請する施設については,地盤の不等沈下による波及的影

響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき構造

強度等を確保するように設計するものとして選定した下位クラ

ス施設を以下に示す。 

 

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき確

認した結果，地盤の不等沈下による波及的影響の設計対象と

して選定する下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき確

認した結果，建屋間の相対変位による波及的影響の設計対象

として選定する下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設において，波

及的影響の設計対象となる施

設はないことを記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設において，波

及的影響の設計対象となる施

設はないことを記載した。 
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4.2 接続部の観点 

 

a. ウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉心スプレイ

系及び低圧炉心スプレイ系） 

上位クラス施設である残留熱除去系配管,高圧炉心スプレイ系

配管及び低圧炉心スプレイ系配管に系統上接続されている下位

クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉

心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）は，その損傷により，上

位クラス施設のバウンダリ機能の喪失の可能性が否定できない。 

このため，上位クラス施設の残留熱除去系配管,高圧炉心スプ

レイ系配管及び低圧炉心スプレイ系配管と系統上接続されてい

る下位クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,

高圧炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）を波及的影響の設

計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

との接続部の観点により，波及的影響を受けるおそれのある上位

クラス施設を表4-3 に示す。 

 

表4-3 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（接続部） 

 

 

 

4.2  接続部の観点 

 

今回申請する施設については, 接続部の観点による波及的影

響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

4.2  接続部の観点 

 

今回申請する施設については，接続部の観点による波及的

影響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

 

MOX燃料加工施設において，波

及的影響の設計対象となる施

設はないことを記載した。 
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4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

a. 海水ポンプエリア防護対策施設 

下位クラス施設である海水ポンプエリア竜巻防護対策施設

は，上位クラス施設である残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱

除去系海水系ストレーナ等の上部に設置していることから，上

位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う落下

により，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海水系スト

レーナ等に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

b. 原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設 

下位クラス施設である原子炉建屋外側ブローアウトパネル

防護対策施設は，上位クラス施設である原子炉建屋外側ブロー

アウトパネル及びブローアウトパネル閉止装置に近接して設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動

又は地震力に伴う損傷により，原子炉建屋外側ブローアウトパ

ネル及びブローアウトパネル閉止装置に衝突し，波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設を表4-5 に示す。 

 

表4-5 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

（損傷，店頭及び落下等） 

 

 

 

4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

今回申請する施設については, 建屋内施設の損傷,転倒及び

落下による波及的影響の設計対象として選定する下位クラス施

設はない。 

 

4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

a．燃料加工建屋 

(a) プレス装置(粉末取扱部)  

下位クラス施設であるプレス装置(粉末取扱部)は，上位ク

ラス施設であるプレス装置(粉末取扱部)グローブボックスの

内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う転倒により，プレス装置(粉末取

扱部)グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(b) プレス装置(プレス部)  

下位クラス施設であるプレス装置(プレス部)は，上位クラ

ス施設であるプレス装置(プレス部)グローブボックスの内部

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，プレス装置(プレス部)

グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(c) グリーンペレット積込装置  

下位クラス施設であるグリーンペレット積込装置は，上位

クラス施設であるグリーンペレット積込装置グローブボック

スの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，グリーンペレ

ット積込装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

 

(d) 空焼結ボード取扱装置  

下位クラス施設である空焼結ボード取扱装置は，上位クラ

ス施設である空焼結ボード取扱装置グローブボックスの内部

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，空焼結ボード取扱装置

グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(e) 焼結ボード供給装置  

下位クラス施設である焼結ボード供給装置は，上位クラス

施設である焼結ボード供給装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，焼結ボード供給装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(f) 焼結ボード取出装置 

下位クラス施設である焼結ボード取出装置は，上位クラス

施設である焼結ボード取出装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，焼結ボード取出装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

MOX 燃料加工施設における後

次回申請範囲を含め，波及的影

響の設計対象とする下位クラ

ス施設を記載した。 
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(g) 排ガス処理装置  

下位クラス施設である排ガス処理装置は，上位クラス施設

である排ガス処理装置グローブボックス(上部)の内部に設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動

又は地震力に伴う転倒により，排ガス処理装置グローブボッ

クス(上部)に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(h) 焼結ペレット供給装置  

下位クラス施設である焼結ペレット供給装置は，上位クラ

ス施設である焼結ペレット供給装置グローブボックスの内部

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，焼結ペレット供給装置

グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(i) 研削装置  

下位クラス施設である研削装置は，上位クラス施設である

研削装置グローブボックスの内部に設置していることから，

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転

倒により，研削装置グローブボックスに衝突し波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

(j) 研削粉回収装置  

下位クラス施設である研削粉回収装置は，上位クラス施設

である研削粉回収装置グローブボックスの内部に設置してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う転倒により，研削粉回収装置グローブボックスに

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

 

 

(k) ペレット検査設備  

下位クラス施設であるペレット検査設備は，上位クラス施

設であるペレット検査設備グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，ペレット検査設備グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(l) 焼結ボード搬送装置  

下位クラス施設である焼結ボード搬送装置は，上位クラス

施設である焼結ボード搬送装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，焼結ボード搬送装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(m) 回収粉末容器搬送装置  

下位クラス施設である回収粉末容器搬送装置は，上位クラ

ス施設である回収粉末容器搬送装置グローブボックスの内部
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に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，回収粉末容器搬送装置

グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(n) 原料 MOX粉末缶一時保管装置  

下位クラス施設である原料 MOX 粉末缶一時保管装置は，上

位クラス施設である原料 MOX 粉末缶一時保管装置グローブボ

ックスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原料 MOX粉

末缶一時保管装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

 

(o) 粉末一時保管装置  

下位クラス施設である粉末一時保管装置は，上位クラス施

設である粉末一時保管装置グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，粉末一時保管装置グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(p) ペレット一時保管棚  

下位クラス施設であるペレット一時保管棚は，上位クラス

施設であるペレット一時保管棚グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，ペレット一時保管棚グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(q) 焼結ボード受渡装置  

下位クラス施設である焼結ボード受渡装置は，上位クラス

施設である焼結ボード受渡装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，焼結ボード受渡装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(r) スクラップ貯蔵棚  

下位クラス施設であるスクラップ貯蔵棚は，上位クラス施

設であるスクラップ貯蔵棚グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，スクラップ貯蔵棚グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(s) スクラップ保管容器受渡装置  

下位クラス施設であるスクラップ保管容器受渡装置は，上

位クラス施設であるスクラップ保管容器受渡装置グローブボ

ックスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，スクラッ

プ保管容器受渡装置グローブボックスに衝突し波及的影響を
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及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

(t) 製品ペレット貯蔵棚  

下位クラス施設である製品ペレット貯蔵棚は，上位クラス

施設である製品ペレット貯蔵棚グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，製品ペレット貯蔵棚グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(u) ペレット保管容器受渡装置  

下位クラス施設であるペレット保管容器受渡装置は，上位

クラス施設であるペレット保管容器受渡装置グローブボック

スの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，ペレット保管

容器受渡装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

 

(v) 原料 MOX粉末缶取出装置  

下位クラス施設である原料 MOX 粉末缶取出装置は，上位ク

ラス施設である原料 MOX 粉末缶取出装置グローブボックスの

内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う転倒により，原料 MOX 粉末缶取

出装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(w) 原料 MOX粉末秤量・分取装置  

下位クラス施設である原料 MOX粉末秤量・分取装置は，上位

クラス施設である原料 MOX 粉末秤量・分取装置グローブボッ

クスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原料 MOX 粉

末秤量・分取装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

 

(x) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置  

下位クラス施設であるウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置

は，上位クラス施設であるウラン粉末・回収粉末秤量・分取装

置グローブボックスの内部に設置していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒によ

り，ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックスに

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

 

(y) 予備混合装置  

下位クラス施設である予備混合装置は，上位クラス施設で

ある予備混合装置グローブボックスの内部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う転倒により，予備混合装置グローブボックスに衝突し

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的
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影響の設計対象とした。 

 

(z) 一次混合装置  

下位クラス施設である一次混合装置は，上位クラス施設で

ある一次混合装置グローブボックスの内部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う転倒により，一次混合装置グローブボックスに衝突し

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 

 

(aa) 一次混合粉末秤量・分取装置  

下位クラス施設である一次混合粉末秤量・分取装置は，上位

クラス施設である一次混合粉末秤量・分取装置グローブボッ

クスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，一次混合粉

末秤量・分取装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

 

(ab) ウラン粉末秤量・分取装置  

下位クラス施設であるウラン粉末秤量・分取装置は，上位ク

ラス施設であるウラン粉末秤量・分取装置グローブボックス

の内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適

用する地震動又は地震力に伴う転倒により，ウラン粉末秤量・

分取装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそ

れが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ac) 均一化混合装置  

下位クラス施設である均一化混合装置は，上位クラス施設

である均一化混合装置グローブボックスの内部に設置してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う転倒により，均一化混合装置グローブボックスに

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

 

 

 (ad) 造粒装置  

下位クラス施設である造粒装置は，上位クラス施設である

造粒装置グローブボックスの内部に設置していることから，

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転

倒により，造粒装置グローブボックスに衝突し波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

(ae) 添加材混合装置  

下位クラス施設である添加材混合装置は，上位クラス施設

である添加材混合装置グローブボックスの内部に設置してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う転倒により，添加材混合装置グローブボックスに

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 
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(af) 原料 MOX分析試料採取装置  

下位クラス施設である原料 MOX 分析試料採取装置は，上位

クラス施設である原料 MOX 分析試料採取装置グローブボック

スの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原料 MOX 分析

試料採取装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

 

(ag)分析試料採取・詰替装置  

下位クラス施設である分析試料採取・詰替装置は，上位クラ

ス施設である分析試料採取・詰替装置グローブボックスの内

部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒により，分析試料採取・詰替装

置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ah) 回収粉末処理・詰替装置  

下位クラス施設である回収粉末処理・詰替装置は，上位クラ

ス施設である回収粉末処理・詰替装置グローブボックスの内

部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒により，回収粉末処理・詰替装

置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ai) 回収粉末微粉砕装置  

下位クラス施設である回収粉末微粉砕装置は，上位クラス

施設である回収粉末微粉砕装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，回収粉末微粉砕装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(aj) 回収粉末処理・混合装置  

下位クラス施設である回収粉末処理・混合装置は，上位クラ

ス施設である回収粉末処理・混合装置グローブボックスの内

部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒により，回収粉末処理・混合装

置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ak) 再生スクラップ焙焼処理装置  

下位クラス施設である再生スクラップ焙焼処理装置は，上

位クラス施設である再生スクラップ焙焼処理装置グローブボ

ックスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，再生スク

ラップ焙焼処理装置グローブボックスに衝突し波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

(al) 再生スクラップ受払装置  

下位クラス施設である再生スクラップ受払処理装置は，上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(14／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

位クラス施設である再生スクラップ受払処理装置グローブボ

ックスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，再生スク

ラップ受払処理装置グローブボックスに衝突し波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

 

(am) 容器移送装置  

下位クラス施設である容器移送装置は，上位クラス施設で

ある容器移送装置グローブボックスの内部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う転倒により，容器移送装置グローブボックスに衝突し

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 

 

(an) 原料粉末搬送装置  

下位クラス施設である原料粉末搬送装置は，上位クラス施

設である原料粉末搬送装置グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，原料粉末搬送装置グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ao) 再生スクラップ搬送装置  

下位クラス施設である再生スクラップ搬送装置は，上位ク

ラス施設である再生スクラップ搬送装置グローブボックスの

内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う転倒により，再生スクラップ搬

送装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ap) 添加材混合粉末搬送装置  

下位クラス施設である添加材混合粉末搬送装置は，上位ク

ラス施設である添加材混合粉末搬送装置グローブボックスの

内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う転倒により，添加材混合粉末搬

送装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(aq) 調整粉末搬送装置  

下位クラス施設である調整粉末搬送装置は，上位クラス施

設である調整粉末搬送装置グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，調整粉末搬送装置グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ar) 小規模粉末混合装置  

下位クラス施設である小規模粉末混合装置は，上位クラス

施設である小規模粉末混合装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震
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動又は地震力に伴う転倒により，小規模粉末混合装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(as) 小規模プレス装置  

下位クラス施設である小規模プレス装置は，上位クラス施

設である小規模プレス装置グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，小規模プレス装置グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

 

(at) 小規模研削検査装置  

下位クラス施設である小規模研削検査装置は，上位クラス

施設である小規模研削検査装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，小規模研削検査装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(au) 資材保管装置  

下位クラス施設である資材保管装置は，上位クラス施設で

ある資材保管装置グローブボックスの内部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う転倒により，資材保管装置グローブボックスに衝突し

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれのある

上位クラス施設を第 4.3-1表に示す。 

 

第 4.3-1 表 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響（MOX 燃料加工建屋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設における後次

回申請範囲を含め，波及的影響

の設計対象とする下位クラス

施設を記載した。 
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 4.4  建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 排気筒 

下位クラス施設である排気筒は，上位クラス施設である燃料加

工建屋に隣接していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う損傷により，燃料加工建屋に衝突

し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 

 

 

ここで選定した波及的影響を受けるおそれのある施設を第 4.4-

1 表に示す。 

 

 

第 4.4-1 表 建屋外下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

 

 

4.4  建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響  

a． 排気筒 

下位クラス施設である排気筒は，上位クラス施設である燃

料加工建屋に隣接していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う損傷により，燃料加工建

屋に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

ここで選定した波及的影響を受けるおそれのある施設を第

4.4-1 表に示す。 

 

 

第4.4-1表 建屋外下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による

耐震重要施設への影響 

 

 

 

排気筒は自立式鉄塔構造である。高さが 20.0ｍ(T.M.S.L 

75.0ｍ)であり、頂部内径 2.5ｍの自立式筒身が地上 7.5ｍ

(T.M.S.L 62.5ｍ)の位置で燃料加工建屋に水平支持され，

筒身の下端は地上 1.8ｍ(T.M.S.L 56.8ｍ)で燃料加工建屋

に固定する設計とする。 

ステンレス製筒身の板厚は下端から支持部までは 16mm，

支持部から頂部までは 12mm とする。 
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【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(17／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」で選定した施

設の耐震設計方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

5.1 耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位は，そ

れぞれの損傷モードに応じて選定する。 

すなわち，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接続部

における相互影響，損傷，転倒及び落下等を防止するよう，主要構

造部材，支持部及び固定部等を対象とする。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計す

る施設については，上位クラス施設の機能に影響がないよう評価部

位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波及的影響を及ぼ

すおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐震評価

部位」に示す。 

 

5.2 地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において

実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計

の基本方針の概要」の「10．耐震計算の基本方針」に従い，既工認

で実績があり，かつ最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を

基本として行う。 

各施設の設計に適用する地震応答解析は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波

及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の

「3.2 地震応答解析」に示す。 

 

 

5.3 設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位クラ

ス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

各施設の設計に適用する地震動又は地震力は，添付書類「Ⅴ-2-11-

1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震設計方

針」の「3.3 設計用地震動又は地震力」に示す。 

 

 

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及

び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそれのある上位

クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発生する荷

重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の機能に

影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生する荷重を組み

合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮して設

定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，添付書類

「Ⅴ-2-11-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方

針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」において

選定した施設の耐震設計方針を以下に示し，以下の各項目によ

る耐震評価方針は，後次回にて申請する添付書類「波及的影響を

及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果方針」に示

す。 

 

5.1  耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位

は，それぞれの損傷モードに応じて選定する。 

具体的には，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接

続部における相互影響，損傷，転倒及び落下を防止するよう，主

要構造部材，支持部等を評価対象として選定する。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設

計する施設については，上位クラス施設の機能に影響がないよ

う評価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，後次回にて申請する添付書類「波及的

影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果方

針」に示す。 

 

5.2  地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計におい

て実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」に基づき，既設工認で実績があり，かつ最新

の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本として行う。 

施設の設計に適用する地震応答解析は, 後次回にて申請する添

付書類「波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐

震評価結果方針」に示す。 

 

 

5.3  設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位

クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

施設の設計に適用する地震動又は地震力は，添付書類「Ⅲ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

 

 

 

 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類

及び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそれのあ

る上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発

生する荷重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の機能

に影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生する荷重

を組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮して

設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，添付書

類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」にお

いて選定した施設の耐震設計方針を以下に示し，以下の各項

目による耐震評価方針は，後次回にて申請する添付書類「波及

的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結

果」に示す。 

 

5.1  耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部

位は，それぞれの損傷モードに応じて選定する。 

すなわち，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接

続部における相互影響，損傷，転倒及び落下を防止するよう，主

要構造部材，支持部等を評価対象として選定する。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定し

て設計する施設については，上位クラス施設の機能に影響が

ないよう評価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，後次回にて申請する添付書類「Ⅲ

－３－２ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設

の耐震評価結果」に示す。 

 

5.2  地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計に

おいて実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅲ－１－

１ 耐震設計の基本方針」に基づき，既設工認で実績があり，

かつ最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本とし

て行う。 

施設の設計に適用する地震応答解析は，後次回にて申請す

る添付書類「Ⅲ－３－２ 波及的影響を及ぼすおそれのある

下位クラス施設の耐震評価結果」に示す。 

 

5.3  設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，

上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用す

る。 

施設の設計に適用する地震動又は地震力は，後次回にて申

請する添付書類「Ⅲ－３－２－１ 波及的影響を及ぼすおそ

れのある下位クラス施設の耐震評価方針」に示す。 

 

 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の

種類及び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそ

れのある上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス

施設に発生する荷重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の

機能に影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生す

る荷重を組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮

して設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，後

次回にて申請する添付書類「Ⅲ－３－２－１ 波及的影響を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請対象の差異（後次回で申請

するため，記載なし。以下同

様。） 
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耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ」に示す。 

 

 

5.5 許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許容

限界設定の考え方を，以下建物・構築物，機器・配管系及び土木構

造物に分けて示す。 

 

5.5.1 建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位クラ

ス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下位クラ

ス施設と上位クラス施設との距離を基本として許容限界を設定す

る。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下等を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の最大せん断

ひずみに対してＪＥＡＧ４６０１－1987に基づく終局点に対応す

るせん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力又は「建築

基準法及び同施行令」に基づく層間変形角の評価基準値を基本とし

て許容限界を設定する。 

 

 

5.5.2 機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス施設

の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下等を防止する

場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が

小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有している

ことに相当する許容限界を設定する。 

機器の動的機能維持を確保することで，下位クラス施設の接続部に

おける相互影響を防止する場合は，機能確認済加速度を許容限界と

して設定する。 

 

配管については，配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を上位

クラス配管に含めて構造強度設計を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラスの施

設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評価部位

に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留

まって破断延性限界に十分な余裕を有していること，また転倒した

下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許容限界として設定

する。 

 

 

 

 

 

5.5.3 土木構造物 

土木構造物について，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下等を防止する場合は，構造部材の終局耐力や基

礎地盤の極限支持力度に対し妥当な安全余裕を考慮することを基

本として許容限界を設定する。 

また，構造物の安定性や変形により上位クラス施設の機能に影響が

ないよう設計する場合は，構造物のすべりや変形量に対し妥当な安

全余裕を考慮することを基本として許容限界を設定する。 

  

 

 

5.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許

容限界設定の考え方を，以下建物・構築物及び機器・配管系に分

けて示す。 

 

5.5.1  建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位ク

ラス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下

位クラス施設と上位クラス施設との距離を基本として許容限界

を設定する。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の最大せ

ん断ひずみに対して JEAG4601-1987 に基づく終局点に対応する

せん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力，部材に発

生する変形に対して終局耐力時の変形，又は「建築基準法及び同

施行令」に基づく層間変形角の評価基準値を基本として許容限

界を設定する。 

 

5.5.2  機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス施

設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下を防止

する場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

していることに相当する許容限界を設定するものとし，添付書

類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す基準地震動Ｓ

ｓとの荷重の組合せに適用する許容限界を設定する。 

配管については，設置状況に応じて配管耐震評価上影響のある

下位クラス配管を上位クラス配管に含めて構造強度設計を行

う。 

 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラス施

設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評価

部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること，

また，転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許

容限界として設定する。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持されるこ

との確認に当たっては，上記に示す方針のほか，塑性変形する場

合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響を

及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」に示

す。 

 

5.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許

容限界設定の考え方を，以下建物・構築物及び機器・配管系に分

けて示す。 

 

5.5.1  建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位ク

ラス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下

位クラス施設と上位クラス施設との距離を基本として許容限界

を設定する。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の最大せ

ん断ひずみに対して JEAG4601-1987 に基づく終局点に対応する

せん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力，部材に発

生する変形に対して終局耐力時の変形，又は「建築基準法及び同

施行令」に基づく層間変形角の評価基準値を基本として許容限

界を設定する。 

 

5.5.2  機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス施

設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下を防止

する場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

していることに相当する許容限界を設定する。機器の動的機能

維持を確保することで，下位クラス施設の接続部における相互

影響を防止する場合は，機能確認済加速度を許容限界として設

定する。 

配管については，設置状況に応じて配管耐震評価上影響のある

下位クラス配管を上位クラス配管に含めて構造強度設計を行

う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラス施

設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評価

部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること，

また，転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許

容限界として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本文における「Ⅰ

-１ 基本設計方針」と同様に，

建物・構築物は，建屋，屋外重

要土木構造物(洞道)等の総称

としており，屋外重要土木構造

物(洞道)についても，建物・構

築物の章内にて記載。なお，「Ⅲ

－１－１－４ 波及的影響に
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【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(19／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 

各施設の評価に適用する許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波及的

影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.5 

許容限界」に示す。 

 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

設計段階の際に検討した配置・補強等が設計どおりに施されている

ことを，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。ま

た，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス

施設についても合わせて確認する。 

工事段階における検討は，別記2 の4つの観点のうち，③及び④の

観点，すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による影響

について，プラントウォークダウンにより実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護の観

点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下等を想定した場合

に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位クラス施

設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が設置され

ていること，仮置資材等については固縛など，転倒及び落下を防止

する措置が適切に講じられていることを確認する。 

 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及ぼ

さない程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下等により，上位クラス施設に

波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出されれば，

必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を行う。す

なわち，下位クラス施設の配置を変更したり，間に緩衝物等を設置

したり，固縛等の転倒・落下防止措置等を講じたりすることで対策・

検討を行う。 

 

また，工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するように

現場を保持するため，保安規定に機器設置時の配慮事項等を定めて

管理する。 

 

 

 

 

 

 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，安全機能を有する施設の設計段階の際に

検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷地

全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資

材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設に

ついても合わせて確認する。 

工事段階における検討は，「3. 波及的影響を考慮した施設の設

計方針」の 4つの観点のうち，(3)及び(4)の観点，すなわち下位

クラス施設の損傷，転倒及び落下による影響について，現場調査

により実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護

の観点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下を想定した

場合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位ク

ラス施設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が

設置されていること，仮置資材等については固縛など，転倒及び

落下を防止する措置が適切に講じられていることを確認する。 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及

ぼさない程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下により，上位クラス施設に

波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出されれ

ば，必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を行

う。すなわち，下位クラス施設の配置変更，下位クラス施設との

間への緩衝物等の設置，固縛等による転倒・落下防止措置等を講

じることで対策・検討を行う。 

 

 

 

 

 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，上位クラス 施設の設計段階の際に検討し

た配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷地全体を

俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資材等，

現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設について

も合わせて確認する。 

工事段階における検討は，別記２の４つの観点のうち，(3)及び

(4)の観点，すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る影響について，現場調査により実施する。 

 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護

の観点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下を想定した

場合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位ク

ラス施設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が

設置されていること，仮置資材等については固縛など，転倒及び

落下を防止する措置が適切に講じられていることを確認する。 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及

ぼさない程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下により，上位クラス施設に

波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出されれ

ば，必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を行

う。すなわち，下位クラス施設の配置を変更したり，間に緩衝物

等を設置したり，固縛等の転倒・落下防止措置等を講じたりする

ことで対策・検討を行う。 

 

また，工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するよう

に現場を保持するため，保安規定に機器設置時の配慮事項等を

定めて管理する。 

 

係る基本方針」の「4. 波及的

影響の設計対象とする下位ク

ラス施設」において選定される

屋外重要土木構造物(洞道)は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

MOXにおいて，工事段階におけ

る検討は，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下による影響に

ついて，現場調査として実施し

ていることから，実施内容と合

わせた記載とした。 

 

77



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(1／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 地震応答解析の方針 

2.1 建物・構築物 

2.2 機器・配管系 

2.3 屋外重要土木構造物 

3. 設計用減衰定数 

別紙 地震観測網について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

 

3. 設計用減衰定数 

別紙 地震観測網について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

 

3. 設計用減衰定数 

別紙 地震観測網について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本文における「Ⅰ

-１ 基本設計方針」と同様に，

建物・構築物は，建屋，屋外重

要土木構造物(洞道)等の総称

としており，屋外重要土木構造

物(洞道)についても，建物・構

築物の章内にて記載。なお，設

計手法は先行発電炉の屋外重

要土木構造物と同様のため，本

資料においては先行発電炉の

屋外重要土木構造物の記載と

横並びに比較する。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(2／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

うち「4.設計用地震力」に基づき，建物・構築物，機器・配管系及

び屋外重要土木構造物の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本

方針を説明するものである。 

 

図 1-1，図 1-2，図 1-3 に建物・構築物，機器・配管系 及び屋

外重要土木構造物 の地震応答解析の手順をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

図 1-1 建物・構築物の地震応答解析の手順 

 

 

 

図 1-2 機器・配管系の地震応答解析の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，建物・構築物，機器・配

管系の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本方針を説明す

るものである。 

 

第 1.-1 図，第 1.-2 図及び第 1.-3 図に建物・構築物，構築物

(洞道)及び機器・配管系の地震応答解析の手順をそれぞれ示す 

 

 

 

 

 

第1.-1図 建物・構築物の地震応答解析の手順 

 

 

 

第 1.-2図 構築物(洞道)の地震応答解析の手順 

 

 

 

第1.-3図 機器・配管系の地震応答解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう

ち「4. 設計用地震力」に基づき，建物・構築物及び機器・配管

系の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本方針を説明するも

のである。 

 

第1.-1図及び第1.-2図に建物・構築物及び機器・配管系の地震

応答解析の手順をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

第 1.-1図(1) 建物・構築物の地震応答解析の手順（建屋） 

 

 

 

第 1.-2図(1) 機器・配管系の地震応答解析の手順 

 

 

 

第 1.-1図(2) 建物・構築物の地震応答解析の手順 

    （屋外重要土木構造物(洞道)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 

第 1 回申請範囲である安全機能

を有する施設に対する記載とし，

重大事故等対処施設については

後次回申請以降に示す。 

以降，本資料において重大事故

等対処施設の記載有無による

先行炉との差異理由は同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(3／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

2. 地震応答解析の方針 

2.1 建物・構築物 

 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s 以上であるEL.-370m と

している。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基

盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ

を基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で，

必要に応じ2 次元FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答

解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全

体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置付近

での地質・速度構造の違いにも留意するとともに，地盤の非線

形応答に関する動的変形特性を考慮する。更に必要に応じ敷地

における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏

まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

特に杭を介して岩盤に支持された建物・構築物については杭の

拘束効果についても適切に考慮する。 

 

 また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの建物・構築

物及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の機能

を代替する常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必

要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを1/2倍したものを

用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.

-70mとしている。 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放

基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に設定し

た上で，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮

して入力地震動を設定する。 

また，Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のお

それのある施設については，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の

１を乗じたものから定める入力地震動を用いる。 

 地盤条件を考慮する場合には，地盤の非線形応答に関する

動的変形特性を考慮する。さらに，必要に応じ敷地における

観測記録による検証や最新の科学的，技術的知見を踏まえ，

地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

2.1.1 建屋 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-70m

としている。 

 

 

建物・構築物のうち建屋（以下，2.1.1においては「建物・構築

物」という。）地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表

面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基

に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に

応じ2 次元FEM解析又は１次元波動論により，地震応答解析モデ

ルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体

の地下構造との関係や対象建物・構築物位置での地質・速度構造

の違いにも留意するとともに，地盤の非線形応答に関する動的変

形特性を考慮する。更に必要に応じ敷地における観測記録による

検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の

地盤条件を設定する。 

特に杭を介して岩盤に支持された建物・構築物については杭の

拘束効果についても適切に考慮する。 

 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構

築物及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の機

能を代替する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が

必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを1/2倍したもの

を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 と同じ 

 

解放基盤表面の標高に応じた記

載とした。 

 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 

MOX においては、建屋のみが建

物・構築物の対象である。 

 

 

原子炉施設ではないため，炉心

ではなく，各位置での地質・速

度構造について留意する旨を

記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(4／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

(2) 解析方法及び解析モデル 

 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。

また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲

線の策定は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答

解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中質点

系等に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮する

ものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，

基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮して定め

る。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，地盤ばね

には必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は誘発上下動

を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとする。設計用地

盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定

める。 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範

囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部

分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元

力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設の建物・構築物の支持機能を検討するため

の動的解析において，建物・構築物の主要構造要素がある程度

以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬

した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばら

つき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべきば

らつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的

解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の 3 次元応答性状及び機器・配管系への影響に

ついては，建物・構築物の 3 次元 FEM モデルによる解析に基づ

き，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価する。3 

次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等による。解析方

法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

建物・構築物の動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化

に伴う影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有

効応力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏

まえた上で保守性を考慮して設定する。 

(2) 解析方法及び解析モデル 

a. 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解

析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法

を選定するとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条

件を設定する。また，原則として，建物・構築物の地震応

答解析及び床応答曲線の作成は，線形解析及び非線形解析

に適用可能な時刻歴応答解析法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾

性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当す

る建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に

模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機

能を検討するための動的解析において，施設を支持する建

物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え

る場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性

を考慮した地震応答解析を行う。 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動

が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として

考慮すべきばらつきの要因を選定した上で，選定された要

因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の３次元応答性状及び機器・配管系への影

響については，建物・構築物の３次元FEMモデルによる解

析に基づき，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮し

て評価する。３次元応答性状等の評価は，周波数応答解析

法等による。解析方法及び解析モデルについては，添付書

類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。

また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲

線の作成は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答

解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中質点

系等に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮する

ものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，

基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮して定め

る。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，地盤ばね

には必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は誘発上下動

を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとする。設計用地

盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して

定める。 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範

囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部

分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元

力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震

重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において，

建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える

場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮

した地震応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばら

つき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき

ばらつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動

的解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の３次元応答性状及び機器・配管系への影響に

ついては，建物・構築物の３次元 FEMモデルによる解析に基づ

き，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価する。

３次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等による。解析

方法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」に示す。 

 

建物・構築物の動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化

に伴う影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有

効応力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(5／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網

から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に

用いるモデルについては，地震観測網により得られた観測記録

を用い解析モデルの妥当性確認等を行う。地震観測網の概要は，

別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測装置

から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に用

いるモデルについては，地震観測装置により得られた観測記録を

用い解析モデルの妥当性確認などを行う。地震観測網の概要は，

別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まえた上で保守性を考慮して設定する。 

 

建屋の設置状況を踏まえ，隣接建屋が建物・構築物の応答性

状及び機器・配管系へ及ぼす影響については，地盤 3次元 FEM

モデルによる解析に基づき評価する。解析方法及び解析モデル

については，Ⅲ-3-1別添 4「隣接建屋による影響を考慮した耐

震性についての計算書」に示す。 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網
から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に
用いるモデルについては，地震観測網により得られた観測記録
を用い解析モデルの妥当性確認などを行う。地震観測網の概要
は，別紙「地震観測網について」に示す 

 

 

多くの建屋が隣接する状況を踏

まえて，隣接建屋の影響評価に

ついて記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(6／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

a. 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

をNewmark-β法（β＝1/4）を用いた直接積分法により求める。 

 

 

 

 

 

 

(a) 解析方法 

  建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動

方程式をNewmark-β法（β＝ 1/4）を用いた直接積分法

により求める。 

[𝑚𝑚]･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + [𝑐𝑐]･{�̇�𝑥}𝑡𝑡 + [𝑘𝑘]･{𝑥𝑥}𝑡𝑡 = −[𝑚𝑚]･{�̈�𝑦}𝑡𝑡 
   (1) 

ここで， 

    [𝑚𝑚] :質量マトリックス 

    [𝑐𝑐] :減衰マトリックス 

    [𝑘𝑘] :剛性マトリックス 

    {�̈�𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの加速度ベクトル 

    {�̇�𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの速度ベクトル 

    {𝑥𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの変位ベクトル 

    {�̈�𝑦}𝑡𝑡 :時刻tの入力加速度ベクトル 

 

ここで，時刻𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡における解を次のようにして求め

る。なお，𝛥𝛥𝑡𝑡は時間メッシュを示す。 

{𝑥𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{𝑥𝑥}𝑡𝑡 + {�̇�𝑥}𝑡𝑡･𝛥𝛥𝑡𝑡 + ��1
2
− 𝛽𝛽� ･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + 𝛽𝛽･

{�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡� ･𝛥𝛥𝑡𝑡2  (2) 

{�̇�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̇�𝑥}𝑡𝑡 + 1
2
･[{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + {�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡]･𝛥𝛥𝑡𝑡  

  (3) 

{�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + {𝛥𝛥�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡   

   (4) 

 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加

速度応答増分ベクトルが次のように求められる。 

{𝛥𝛥�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝− [𝐴𝐴]−1･([𝐵𝐵] + [𝑚𝑚]･{𝛥𝛥�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡) 
   (5) 

 

ここで， 

[𝐴𝐴]＝[𝑚𝑚] + 1
2
･𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑐𝑐] + 𝛽𝛽･𝛥𝛥𝑡𝑡2･[𝑘𝑘]  

[𝐵𝐵]＝ �𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑐𝑐] + 1
2
･𝛥𝛥𝑡𝑡2･[𝑘𝑘]�･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑘𝑘]･{�̇�𝑥}𝑡𝑡

  

{𝛥𝛥�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡 − {�̈�𝑦}𝑡𝑡  

 

(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時

刻𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡の応答が時刻𝑡𝑡の応答から求められる。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物

の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性

を十分考慮して評価し，集中質点系等に置換した解析

モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用及び

埋込み効果を考慮するものとし，解析モデルの地盤の

ばね定数は，基礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触

状況及び地盤の剛性等を考慮して定める。各入力地震

動が接地率に与える影響を踏まえて，地盤ばねには必

要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は誘発上下

動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとす

a. 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

を Newmark-β法(β＝1/4)を用いた直接積分法により求める。 

[𝑚𝑚]･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + [𝑐𝑐]･{�̇�𝑥}𝑡𝑡 + [𝑘𝑘]･{𝑥𝑥}𝑡𝑡 = −[𝑚𝑚]･{�̈�𝑦}𝑡𝑡 (1) 

ここで， 

    [𝑚𝑚] :質量マトリックス 

    [𝑐𝑐] :減衰マトリックス 

    [𝑘𝑘] :剛性マトリックス 

    {�̈�𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの加速度ベクトル 

    {�̇�𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの速度ベクトル 

    {𝑥𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの変位ベクトル 

    {�̈�𝑦}𝑡𝑡 :時刻tの入力加速度ベクトル 

ここで，時刻𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡における解を次のようにして求める。な

お，𝛥𝛥𝑡𝑡は時間メッシュを示す。 

{𝑥𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{𝑥𝑥}𝑡𝑡 + {�̇�𝑥}𝑡𝑡･𝛥𝛥𝑡𝑡 + ��1
2
− 𝛽𝛽� ･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + 𝛽𝛽･

{�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡� ･𝛥𝛥𝑡𝑡2  (2) 

{�̇�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̇�𝑥}𝑡𝑡 + 1
2
･[{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + {�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡]･𝛥𝛥𝑡𝑡  

  (3) 

{�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + {𝛥𝛥�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡   

  (4) 

 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加速度

応答増分ベクトルが次のように求められる。 

{𝛥𝛥�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝− [𝐴𝐴]−1･([𝐵𝐵] + [𝑚𝑚]･{𝛥𝛥�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡)  

  (5) 

ここで， 

[𝐴𝐴]＝[𝑚𝑚] + 1
2
･𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑐𝑐] + 𝛽𝛽･𝛥𝛥𝑡𝑡2･[𝑘𝑘]  

[𝐵𝐵]＝ �𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑐𝑐] + 1
2
･𝛥𝛥𝑡𝑡2･[𝑘𝑘]�･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑘𝑘]･{�̇�𝑥}𝑡𝑡

 {𝛥𝛥�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡 − {�̈�𝑦}𝑡𝑡  
 

(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時刻𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡
の応答が時刻𝑡𝑡の応答から求められる。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(7／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

る。また，地盤の剛性等については，必要に応じて地盤

の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応

じた地盤物性値に基づくものとする。 

設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるも

のを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベ

ルを考慮して定める。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(8／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

b. 解析モデル 

代表的な建物・構築物の解析モデルを以下に示す。 

 

 

 

 

 

(a) 原子炉建屋 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及び

せん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤

との相互作用を考慮し，耐震壁等の軸剛性 及び屋根トラスの曲げ

せん断剛性 を評価した多質点系モデルとする。 

 

(b) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直

方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び杭の軸

剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した多質点系モデル

とする。 

 

(c) 主排気筒 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身及び鉄

塔の曲げ及びせん断剛性を評価した 2 軸の多質点系モデルとす

る。鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身及び

鉄塔の軸剛性を評価した２軸の多質点系モデルとする。 

 

(d) 非常用ガス処理系配管支持架構 

水平方向，鉛直方向とも，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，

鉄骨部材の軸，曲げ及びせん断剛性を評価した要素と，軸剛性の

みを評価した要素による，剛基礎を有する 3 次元フレームモデル

とする。 

 

(e) 緊急時対策所建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直

方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び柱の軸

剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

(f) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁の曲げ及びせん

断剛性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM モデル

とする。鉛直方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁の軸剛

性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM モデルとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の解析モデルにおいて，水平方向は，地盤

との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及びせん断剛性を

評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤との相

互作用を考慮し，耐震壁及び柱等の軸剛性を評価した多質

点系モデルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

b. 構築物(洞道) 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解

析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法

を選定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を

設定する。地震応答解析は，構造物と地盤の相互作用を考

慮できる連成系の地震応答解析手法とし，構造物及び地盤

の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線

形，等価線形，非線形解析のいずれかにて行う。地震応答

解析に用いる材料定数については，材料物性のばらつき等

による変動が構築物(洞道)の振動性状や応答性状に及ぼ

す影響を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

なお，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同

時加振とするが，構造物の応答特性により水平２方向の同

時性を考慮する必要がある場合は，水平２方向の組合せに

ついて適切に評価する。具体的な方針については添付書類

「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

また，構築物(洞道)の解析モデルについては，構造物と

地盤の相互作用を考慮できる２次元有限要素法を用いた

解析モデルを設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 解析モデル 

代表的な建物・構築物の解析モデルを以下に示す。 

 

 

 

 

 

(a) 燃料加工建屋 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及び

せん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤

との相互作用を考慮し，耐震壁等の軸剛性を評価した多質点系モ

デルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物，構造が異なる。

詳細は各建物・構築物の地震応

答計算書にて説明。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(9／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

2.2 機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力 

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力地

震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ，又は当該

機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線若しくは時刻

歴応答波とする。設計用床応答曲線の作成方法については，添

付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの機器・配管

系及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の機能

を代替する重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設

の機器・配管系のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要な

ものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形解析により

作成した設計用床応答曲線の応答加速度を1/2 倍したものを用

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動 

機器・配管系の地震応答解析の入力地震動は，基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに基づいた当該機器・配管系

の設置床における設計用床応答曲線又は時刻歴応答波とす

る。設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅲ

－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与え

る影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている

場合については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のと

おり誘発上下動を考慮することとする。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

また，耐震Ｂクラスの機器・配管系のうち共振のおそれの

ある施設の影響検討に当たっては，設計用床応答曲線Ｓｄ又

は弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものから定ま

る入力地震動又は入力地震力を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力 

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力地震

力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ，又は当該機器・

配管系の設置床における設計用床応答曲線若しくは時刻歴応答

波とする。設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅲ

－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影

響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合につ

いては，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘発上下

動を考慮することとする。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・配管

系のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対して

は，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形解析により作成した設計用

床応答曲線の応答加速度を 1/2倍したものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘発上下動を考慮する場合の鉛

直方向地震力への組合せ方法に

ついて，東海第二では該当しない

ため，他先行プラントに合わせた

記載とし 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(10／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各

種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づ

き設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代

表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，有限

要素法モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクト

ルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲

線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法に

より応答を求める。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用

いる場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

クレーン類におけるスペクトルモーダル解析法及び時刻歴応

答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を

模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬

する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮しつつ時刻

歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振

動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

３次元的な広がりを持つ設備については，３次元的な配置を

踏まえ，適切にモデル化し，水平2 方向及び鉛直方向の応答成

分について適切に組み合わせるものとする。具体的な方針につ

いては添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大応答加速度の

1.2 倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる

地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解

析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法

を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定

数，剛性等の各種物性値は，適切な規格，基準，あるいは

実験等の結果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮し

て，代表的な振動特性を適切に表現できるよう質点系モデ

ル，有限要素モデル等に置換し，当該機器の設置床の設計

用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法又

は時刻歴応答波を用いた時刻歴応答解析法により応答を求

める。また，応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴

応答解析法を用いる場合は材料物性の不確かさを適切に考

慮する。 

配管系については，適切なモデルに置換し，設計用床応

答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法（標準支

持間隔法を含む）又は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

応答スペクトル・モーダル解析法及び時刻歴応答解析法

の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬

する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬

する観点で，材料物性の不確かさへの配慮を考慮しつつ時

刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設

備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

３次元の広がりを持つ設備については，３次元的な配置

を踏まえ，適切にモデル化し，水平２方向及び鉛直方向の

応答成分について適切に組み合わせるものとする。具体的

な方針については添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示

す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床

面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させ

て構造強度評価に用いる地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法

の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定すると

ともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性

値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づき設定す

る。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表

的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素

モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダ

ル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線

を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法によ

り応答を求める。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用い

る場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

クレーン類におけるスペクトルモーダル解析法及び時刻歴応

答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模

擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬す

る観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応

答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・

構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

材料物性のばらつきを考慮した建物・構築物の応答波が機器・

配管系へ及ぼす影響については，設計用床応答曲線との比較等に

より評価する。影響評価については後次回に示す。 

 

 

３次元的な広がりを持つ設備については，３次元的な配置を踏

まえ，適切にモデル化し，水平２方向及び鉛直方向の応答成分に

ついて適切に組み合わせるものとする。具体的な方針については

添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最

大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度

評価に用いる地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料物性のばらつきを考慮し

た建物・構築物の応答波による

機器・配管系の影響評価を添付

書類に示すことを記載した。 

 

MOX においては，剛性の高い配

管系に対して設置床面の最大

応答加速度の 1.2倍の加速度を

適用した評価を行うことから

配管系を記載した。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(11／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

a. 解析方法 

スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根（Ｓ

ＲＳＳ）法により求める。時刻歴応答解析法においては直接積分

法，若しくはモーダル時刻歴解析による。 

 

 

 

 

 

 

b. 解析モデル 

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示す。 

 

 

 

(a) 原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物 

原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物は，

建物質量に対しその質量が比較的大きく，また支持構造上からも

原子炉建屋による影響が無視できないため，原子炉建屋と連成さ

せた解析モデルを用いる。原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び

圧力容器内部構造物は，多質点系モデルに置換し，各構造物を結

合するスタビライザ等は等価なばねに置換する。 

 

(b) 一般機器 

容器，熱交換器等の一般の機器は，機器本体及び支持構造物の

剛性をそれぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中させた

１質点系モデルに置換する。 

ただし，振動特性の観点から質量分布，剛性変化等を考慮する

方が適切と考えられる構造の場合は，多質点系モデルに置換する。 

 

(c) 配管 

配管は,その振動性状を適切に考慮するため，３次元多質点はり

モデルに置換する。 

 

(d) クレーン類 

クレーン類は，その構造特性を考慮して３次元はりモデルに置換

する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，すべり要

素等の非線形要素を取り入れた上で３次元はりモデルに置換す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 解析方法 

機器・配管系の地震応答解析は，原則として設計用床応

答曲線を用いる応答スペクトル・モーダル解析法による。

応答スペクトル・モーダル解析法を採用する機器・配管系

の応答の最大値は，二乗和平方根法(SRSS)又は絶対値和法

により求める。また，当該機器・配管系の設置床における

時刻歴応答波を用いる場合は，時刻歴応答解析法による。 

 

 

 

b. 解析モデル 

機器・配管系の解析には，その形状及び支持方法を考慮

して１質点系はり，等分布荷重連続はり，多質点系はり，

有限要素モデルを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 解析方法 

スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根

(SRSS)法又は絶対値和法により求める。時刻歴応答解析法におい

ては直接積分法，若しくはモーダル時刻歴解析による。 

 

 

 

 

 

 

b. 解析モデル 

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 一般機器 

容器，熱交換器等の一般の機器は，機器本体及び支持構造物の

剛性をそれぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中させた

１質点系モデルに置換する。 

ただし，振動特性の観点から質量分布，剛性変化等を考慮する

方が適切と考えられる構造の場合は，多質点系モデルに置換す

る。 

 

(b) 配管 

配管は,その振動性状を適切に考慮するため，等分布荷重連続

はりモデル，３次元多質点はりモデルに置換する。 

 

(d) クレーン類 

クレーン類は，その構造特性を考慮して３次元はりモデル等に置

換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，すべり

要素等の非線形要素を取り入れた上で３次元はりモデルに置換

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海第二(a)に対して，MOXにお

いては，大型設備と建屋を連成

させた解析モデルを適用する

設備はないため記載していな

い。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(12／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

2.3 屋外重要土木構造物 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物 及び重大事故等対処施設における常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の土木構造物 の地震応答解析におけ

る入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動ＳＳを

基に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応

じ 2 次元 FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答解析モ

デルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を

考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造

との関係にも留意し，地盤の非線形応答に関する動的変形特性

を考慮する。 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定する。地

震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる手法とし，

地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応

じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれかにて行う。地震

応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばらつき等

による変動が屋外重要土木構造物の振動性状や応答性状に及ぼ

す影響を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う影

響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応力解

析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏まえた上

で保守性を考慮して設定する。地中土木構造物への地盤変位に

対する保守的な配慮として，地盤を強制的に液状化させること

を仮定した影響を考慮する場合は，原地盤よりも十分に小さい

液状化強度特性（敷地に存在しない豊浦標準砂に基づく液状化

強度特性）を設定する。上部土木構造物及び機器・配管系への

加速度応答に対する保守的な配慮として，地盤の非液状化の影

響を考慮する場合は，原地盤において非液状化の条件を仮定し

た解析を実施する。 

 

 

 

また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加

振とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時性を考

慮する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せについて適切に

評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２

方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示

す。 

 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価を

適用できる基本構造等と異なる施設については，適用する地震

力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されること

を確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での

地震応答解析，加振試験等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 屋外重要土木構造物 （洞道） 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物（洞道）の地震応答解析における入力地震

動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓを基に，対象構

造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ 2 次元 FEM 

解析又は１次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で

評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には，

地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係にも留意し，

地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析手法

の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定すると

ともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定する。地震応答

解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる手法とし，地盤及

び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線

形，等価線形，非線形解析のいずれかにて行う。地震応答解析に

用いる材料定数については，材料物性のばらつき等による変動が

屋外重要土木構造物（洞道）の振動性状や応答性状に及ぼす影響

を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う影響

を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応力解析に

用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏まえた上で保守

性を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加振

とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時性を考慮

する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せについて適切に評

価する。具体的な方針については添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に

示す。 

 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価を適用

できる基本構造等と異なる施設については，適用する地震力に対

して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認す

るため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解

析，加振試験等を実施する。 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺地盤の液状化のおそれがあ

る施設については，液状化の影響

を考慮するものとし，液状化特性

は敷地地盤の試験結果に基づき，

ばらつき及び不確実性を考慮し

た上で設定する。そのため，周辺

地盤を強制的に液状化させるこ

とを仮定した設計は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(13／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

3. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，ＪＥＡＧ４６０１－1987，

1991 に記載されている減衰定数を設備の種類，構造等により適切

に選定するとともに，試験等で妥当性が確認された値も用いる。

具体的には表 3-1 に示す値を用いる。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリート

の材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設施設

の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。入力地震動に

よる建物・構築物の応答レベル及び構造形状の複雑さを踏まえ，

既往の知見に加え，地震観測記録等による検討を行い，適用性が

確認できたことから表 3-1 に示す建物・構築物に対して 5％と設

定する。 

 

 

 

 

地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰

定数については，地中構造物としての特徴，同モデルの振動特性

を考慮して適切に設定する。 

 

第3.-1表  減衰定数 

1.建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601に記載されてい

る減衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定するととも

に，試験等で妥当性が確認された値も用いる。主に用いる値を

第3.-1表に示す。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリート

の材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設施

設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.-1表  減衰定数 

建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-1987，1991に記

載されている減衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定す

るとともに，試験等で妥当性が確認された値も用いる。主に用い

る値を第 3.-1表に示す。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリート

の材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設施設

の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。入力地震動に

よる建物・構築物の応答レベル及び構造形状の複雑さを踏まえ，

既往の知見に加え，地震観測記録等による検討を行い，適用性が

確認できたことから第 3.-1 表に示す建物・構築物に対して 5％

と設定する。ただし，燃料加工建屋については，既設工認におけ

る設定を踏襲し 3%とする。 

 

 

 

地盤と屋外重要土木構造物（洞道）の連成系地震応答解析モデ

ルの減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデルの

振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

第3.-1表  減衰定数 

1.建物・構築物 

対象設備 使用材料 
減衰定数(%) 

水平方向 鉛直方向 

燃料

加 工

建屋 

建屋 鉄筋コンクリート 3 3 

地盤 － 
JEAG4601-1991追補版の近似法

により算定＊1 

注記 ＊1：地盤条件及び基礎形状等に基づき振動アドミッタンス理論により動
的地盤ばねを算定し，JEAG4601-1991 追補版の近似法により算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAG4601-1991追補版では 5%が

慣用的な値とされているが，既

設工認における設定を踏襲し，

3%とした。以下同様。 

 

 

 

 

 

 

 

MOX において，原子炉建屋，使

用済燃料乾式貯蔵建屋，非常用

ガス処理系配管支持架構及び

格納容器圧力逃がし装置格納

槽と構造が類似する施設はな

いため，緊急時対策所建屋及び

主排気筒と比較し，同等の記載

とした 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(14／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

2.機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考文献） 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研

究(H12～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に

関する研究(H７～H10)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．機器・配管系 

対象設備 
減衰定数(%) 

水平方向 鉛直方向 
溶接構造物 1.0 1.0*1 

ボルト及びリベット構造物 2.0 2.0*1 
ポンプ・ファン等の 
機械装置 

1.0 1.0*1 

空調用ダクト 2.5 2.5*1 

電気盤 4.0 1.0*1 

クレーン 2.0*2 2.0*1 

配管系 0.5～3.0*2*3 0.5～3.0*1*2*3 

液体の揺動 0.5 － 
注記 *1：既往の研究等において，設備の地震入力方向の依存性や

減衰特性について検討され妥当性が確認された値 
*2：既往の研究等において，試験及び解析等により妥当性が

確認されている値 
*3：具体的な適用条件を「第 3.-2 表 配管系の設計用減衰定

数」に示す。 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研

究(H12～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に

関する研究(H７～H10)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回申請対象設備を含め，MOX

における対象設備及び減衰定数

を記載した。 

 

MOX 燃料加工施設においては，

燃料集合体，制御棒駆動機構，

燃料取替機に該当する設備は

ないため記載していない。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(15／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

3.配管の減衰定数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究(H12

～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する

研究(H７～H10)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-2表 配管系の設計用減衰定数 

配管区分 
減衰定数 *1 (％) 

保温材無 保温材有 *2 

Ⅰ 

スナバ及び架構レストレイント
支持主体の配管系で，支持具(ス
ナッバ又は架構レストレイント)
の数が 4 個以上のもの 

2.0 3.0*3 

Ⅱ 

スナバ，架構レストレイント，ロ
ッドレストレイント，ハンガ等を
有する配管系でアンカ及び U ボ
ルトを除いた支持具の数が 4 個
以上であり，配管区分Ⅰに属さな
いもの 

1.0 2.0*3 

Ⅲ 
U ボルトを有する配管系で，架構
で水平配管の自重を受ける U ボ
ルトの数が 4 個以上のもの 

2.0*3 3.0*3 

Ⅳ 
配管区分Ⅰ，Ⅱ及びⅢに属さない
もの 

0.5 1.5*3 

注記 ＊1：水平方向及び鉛直方向の設計用減衰定数は同じ値を 
使用 

＊2：金属保温材による付加減衰定数は，配管全長に対する金属保
温材使用割合が 40％以下の場合 1.0％を適用するが，金属保温
材使用割合が 40％を超える場合は 0.5％とする 

＊3：JEAG4601-1991 追補版で規定されている配管系の設計用減衰
定数に，既往の研究等において妥当性が確認された値を反映 

＊4：表に示す支持具の種類及び数は，アンカからアンカまでの独
立した振動系について算定する。支持具の算定は，当該支持
点を同一方向に複数の支持具で分配して支持する場合には，
支持具数は 1 個として扱い，同一支持点を複数の支持具で 2
方向に支持する場合は 2 個として扱うものとする。 

 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究(H12

～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する

研究(H７～H10)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，表のタイト

ルについては，規格の記載に合わ

せて「設計用減衰定数」と記載し

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記＊4 については規格の記載
に合わせて，限定した区分では
なく，表に示す支持具の種類及
び数に対する記載とした。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(16／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

Ⅴ-2-1-6 別紙 地震観測網について 

 

目次 

1. 概要 

2. 地震観測網の基本方針 

3. 地震観測網の配置計画 

 

 

1. 概要 

東海第二発電所の主要な建屋には，原子炉格納施設等の安全上

重要な施設の実地震時の振動特性を把握するために，各建屋に地

震計を設置し，継続して地震観測を行う。また，比較的規模の大

きい地震の観測記録が得られた場合は，それらの測定結果に基づ

く解析等により，主要な施設の健全性を確認すること等に活用す

る。 

 

2. 地震観測網の基本方針 

原子炉建屋については，地震時の建屋の水平方向及び鉛直方向

の振動特性を把握するため，建屋の基礎上，原子炉棟の外壁面の

適切な位置に地震計を配置することにより，実地震による建屋の

振動（建屋増幅特性，ロッキング動及び捩れ）を観測する。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋については，地震時の建屋の水平方向

及び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上及び最上

部の適切な位置に地震計を配置することにより，実地震による建

屋の振動（建屋増幅特性）を観測する。 

なお，地震計は水平2 成分と鉛直1 成分の計3 成分を観測する

ものとする。 

 

 

3. 地震観測網の配置計画 

各建屋の地震計の設置方針を表3-1 に示す。 

 

表3-1 各建屋の地震計の設置方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－５ 別紙 地震観測網について 

 

目次 

1．概要 

2．地震観測網の基本方針 

3．地震観測網の配置計画 

 

 

1．概要 

 MOX 燃料加工施設の燃料加工建屋には，実地震時の振動特性

を把握するために，地震計を設置し，継続して地震観測を行う。

また，比較的規模の大きい記録が得られた場合は，それらの測

定結果に基づく解析等により施設の健全性を確認すること等

に活用する。 

 

 

2．地震観測網の基本方針 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設の燃料加工建屋については，地震時の建屋

の水平及び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上

や最上部等の適切な位置に地震計を配置することにより，実地

震による建屋の振動を観測する。なお，地震計は，原則として

水平 2成分と鉛直 1成分の計 3成分を観測するものとする。 

 

 

 

3．地震観測網の配置計画 

 地震計設置位置を第 3.-1 表に，燃料加工建屋における地震

計の配置を第 3.-1 図～第 3.-2図に示す。 

 

第 3.-1表 地震計設置建屋及び設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－５ 別紙 地震観測網について 

 

目次 

1．概要 

2．地震観測網の基本方針 

3．地震観測網の配置計画 

 

 

1．概要  

MOX燃料加工施設の主要な建屋には，安全上重要な施設の実地

震時の振動特性を把握するために，地震計を設置し，継続して地

震観測を行う。また，比較的規模の大きい地震の観測記録が得ら

れた場合は，それらの測定結果に基づく解析等により施設の健全

性を確認すること等に活用する。 

 

 

2．地震観測網の基本方針 

 

 

 

 

燃料加工建屋 については，地震時の建屋の水平方向及び鉛直

方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上や最上部等の適切

な位置に地震計を配置することにより，実地震による建屋の振動

（建屋増幅特性 ，ロッキング動及び捩れ ）を観測する。 

なお，地震計は水平 2 成分と鉛直 1 成分の計 3成分を観測する

ものとする。 

 

 

3．地震観測網の配置計画 

 燃料加工建屋の 地震計の設置方針を 第 3.-1表 に示す。 

 

第3.-1表 燃料加工建屋の地震計の設置方針 
建屋 設置方針 

燃料加工建屋 

地下３階（基

礎） 

・水平方向及び鉛直方

向の振動を観測する。 

・ロッキング動及び捩

れを確認できるよう

に設置する。 

地上１階 

屋上階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料乾式貯蔵建屋側と

比較し同等の記載とした。 

 

燃料加工建屋はロッキング動及

び捩れについても観測する配置

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

地震観測網の配置の実状に応

じた記載とした。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(1／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針 

 

目次 

1. 概 要 

2. 床応答スペクトル作成に係る基本方針及び作成方法  

2.1 基本方針  

2.2 解析方法 

2.3 減衰定数 

2.4 数値計算用諸元 

2.5 応答スペクトル作成位置  

2.6 応答スペクトルの適用方法 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

2.8 設備用床応答曲線の作成 

 

 

 

 

 

 

3. 地震応答解析モデル 

4. 最大加速度及び設計用床応答曲線 

4.1 弾性設計用地震動Ｓｄ 

4.2 基準地震動Ｓｓ 

4.3 余震荷重を算定するための地震動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 建物・構築物の応答解析 

2.1  入力地震動 

2.2  地盤定数 

2.3  建物・構築物の解析 

2.4  解析方法 

3. 床応答曲線 

3.1  作成手順 

3.2  床応答曲線の作成 

3.3  応答スペクトル 

4. 設計用床応答曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 床応答スペクトル作成に係る基本方針及び作成方法  

2.1 基本方針  

2.2 解析方法 

2.3 減衰定数 

2.4 数値計算用諸元 

2.5 応答スペクトル作成位置  

2.6 応答スペクトルの適用方法 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

 

 

 

 

 

 

 

3. 地震応答解析モデル 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(2／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析に用

いる設計用床応答曲線＊1 の作成方針及びその方針に基づき作成し

た設計用床応答曲線に関して説明するものである。 

 

また，当該申請の工事計画においては，耐震計算の適用に際し

て設計用床応答曲線の震度以上になるように配慮した床応答曲線

（以下「設備評価用床応答曲線」という。）を用いることから，

設備評価用床応答曲線の作成方法及び各施設への適用方針を説明

する。 

＊１：1.項～3.項においては，床面の最大加速度も含めた総称と

して説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」のうち「2. 地

震応答解析の方針」に基づき策定した各原子炉施設の解析モデル

に対して，入力地震動を用いた時刻歴応答解析を行い，各質点位置

における加速度応答時刻歴を求める。入力地震動は，添付書類「Ⅴ

-2-1-2 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」に

基づくものとして，表 2－1 に示す。 

 

 

1. 概要 

耐震設計の対象となる機器・配管系の地震力を求めるために，その据

付位置における床応答曲線を作成する。 

ここでは，建物・構築物の応答解析から床応答曲線の作成に至るまでの

作成方針について示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 建物・構築物の応答解析 

床応答曲線を作成するための各階床レベルの加速度時刻歴応答波形の

算定には，次の各項を考慮する。 

 

2.1  入力地震動 

入力地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄ，基準地震動Ｓｓを用いるものと

し，地盤条件を適切に考慮し設定する。 

 

2.2  地盤定数 

地震応答解析に用いる地盤定数については，地盤に関する調査結果に基

づき設定する。 

 

2.3  建物・構築物の解析 

建物・構築物は，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」

に基づき，その振動性状を適切に表現するばね質点系モデル等に置換し

て地震応答解析を行う。 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析

に用いる設計用床応答曲線 *1の作成方針及びその方針に基づき

作成した設計用床応答曲線に関して説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

＊１：1.項～3.項においては，床面の最大加速度も含めた総称

として説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の

うち「2. 地震応答解析の方針」に基づき策定した各ＭＯＸ燃料

加工施設の解析モデルに対して，入力地震動を用いた時刻歴応

答解析を行い，各質点位置における加速度応答時刻歴を求め

る。入力地震動は，添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に基づくものとして，第

2.-1表に示す。 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える

影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合

については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘

発上下動を考慮することとする。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

 

 

 

 

 

 

設備評価用床応答曲線

については適用してい

ないため記載していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘発上下動を考慮する

場合の鉛直方向地震力

への組合せ方法につい

て，東海第二では該当

が無いため，他先行 

95



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 
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（先行炉との差異） 

 

 

 

 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰付

１自由度系の最大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に対して

求める。 

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各原子炉施設の固有周

期のシフトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行い，設計用床

応答曲線とする。 

(4) 工事計画に係る添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」にお

いて，耐震計算に適用する設備評価用床応答曲線について，各施設

に適用する設計震度が設計用床応答曲線の震度以上となるように

配慮した設備評価用床応答曲線を作成する。 

 

表２－１ 入力地震動 

 

 ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰

付１自由度系の最大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に対

して求める。 

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各ＭＯＸ燃料加工施

設の固有周期のシフトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行

い，設計用床応答曲線とする。 

 

 

 

 

 

第 2.-1表  入力地震動 

 

プラントに合わせた記

載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備評価用床応答曲線

については採用してい

ないため記載していな

い。 
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2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点におけ

る応答加速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を入力

波として応答スペクトルを作成する。すなわち，入力波の絶対加

速度を とおけば，質点系の振動方程式は， 

 

 
 

地震の間の の最大値をω及びｈをパラメータとして求

め，応答スペクトルを作成する（図2－1 参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，「ＶＩＡＮＡ」，「波形処理プロ

グラム k-WAVE for Windows」及び「Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙ

ｓｉｓ Ｓｙｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」を使用し，解析コードの検証及

び妥当性確認等の概要については，添付書類「Ⅴ-5-34 計算機プ

ログラム（解析コード）の概要・ＶＩＡＮＡ」，「Ⅴ-5-42 波形

処理プログラムk-WAVE for Windows」及び「Ⅴ-5-62 計算機プロ

グラム（解析コード）の概要・Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ 

Ｓｙｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」に示す。 

 

 

 

2.4  解析方法 

単純な 1 質点系が地震力を受けるときの運動方程式は次式とな

る。 

 

𝑚𝑚�̈�𝑥 + 𝑐𝑐�̇�𝑢 + 𝑘𝑘𝑢𝑢 = 0 ･･････････････････ (3.2-1) 
�̈�𝑥 = �̈�𝑢 + �̈�𝑢0 を代入すれば， 

𝑚𝑚(�̈�𝑢 + �̈�𝑢0)+𝑐𝑐�̇�𝑢 + 𝑘𝑘𝑢𝑢 = 0 ････････････ (3.2-
2) 

𝑚𝑚�̈�𝑢 + 𝑐𝑐�̇�𝑢 + 𝑘𝑘𝑢𝑢 = - 𝑚𝑚�̈�𝑢0 ････････････ (3.2-
3) 

となる。 

ここに， 

𝑚𝑚：質点の質量 

𝑘𝑘 ：ばね定数 

𝑢𝑢0：地震による基礎の変位 

𝑥𝑥 ：質点の絶対変位 

𝑢𝑢 ：質点の基礎に対する相対変位 

𝑐𝑐 ：減衰定数 

 

 

 

 

建物・構築物の解析モデルのような多自由度系のモデルにおいて

は，各質点の質量，部材定数から(3.2-3)式に相当する多元連立の運

動方程式を組み立て，マトリックス表示すると次式となる。 

[𝑚𝑚]{𝑢𝑢}̈ +[𝑐𝑐]{�̇�𝑢}+[𝑘𝑘]{𝑢𝑢} ＝-

[𝑚𝑚]{𝛼𝛼}�̈�𝑢0 ･････････････････････････････ (3.2-4) 
ここに， 

[𝑚𝑚]：質量マトリックス 

[𝑐𝑐] ：減衰マトリックス 

[𝑘𝑘] ：剛性マトリックス 

{𝑢𝑢} ：変位ベクトル 

{𝛼𝛼} ：入力ベクトル 

�̈�𝑢0 ：入力地震動の加速度 

系の応答は(3.2-4)式を解くことによって得られる。 

 

 

 

 

 

2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点にお

ける応答加速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を

入力波として応答スペクトルを作成する。すなわち，入力波の

絶対加速度を とおけば，質点系の振動方程式は， 

 

 
 

地震の間の の最大値をω及びｈをパラメータとして

求め，応答スペクトルを作成する（第 2.4-1図 参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，「応答スペクトル」を使用し，

解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，添付書

類に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床応答スペクトルの作

成は規格に基づく理論

解によって算定してお

り，本算定には解析コ

ードを用いていないた

め，記載していない。 

𝑢𝑢0 

𝑥𝑥 

𝑢𝑢 

𝑚𝑚 

𝑐𝑐 
𝑘𝑘 
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2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」

の機器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 

固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

固有周期計算間隔 

0.05 ～ 0.1 s Δω＝4.0 rad/s 

0.1 ～ 0.2 s Δω＝1.5 rad/s 

0.2 ～ 0.39 s Δω＝1.0 rad/s 

0.39 ～ 0.6 s Δω＝0.3 rad/s 

0.6 ～ 1.0 s Δω＝0.5 rad/s 

 

 

 

 

 

図２－１ 解析フロー図 

 2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の

基本方針」の機器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 

固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

固有周期計算間隔 

固有周期T(秒) 固有周期の刻み 

0.050≦T≦0.100 0.002秒 

0.100＜T≦0.200 0.005秒 

0.200＜T≦0.300 0.01 秒 

0.300＜T≦0.400 0.02 秒 

0.400＜T≦0.700 0.05 秒 

0.700＜T≦1.000 0.1  秒 

 

 

 

第 2.4-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

応答スペクトルは一般

的に短周期において加

速度の変化が大きいこ

と，また，機器・配管系

の固有周期は短周期側

に多いことを踏まえ，

適用規格に基づいた固

有周期計算間隔を記載

した。 

 

 

 

設備評価用床応答曲線

については採用してい

ないため記載していな

い。 
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2.5 応答スペクトル作成位置 

図3－1～図3－24 に示す解析モデルについて応答スペクトル

を作成する。 

 

2.6 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合

は，それぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設

計震度を定める。この場合，以下のように応答スペクトルを修正

して使用する。 

 

  (2) 運用方法 

a. 応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震応答解析から得られる応答波を用いて作成

した応答スペクトルを固有周期の多少のずれにより，応答

に大幅な変化が生じないよう周期軸方向に±10％の拡幅を

行ったものとする。ただし，材料物性のばらつき等を考慮し

た地震応答解析の応答波を用いて作成する応答スペクトル

については，±10％の拡幅は考慮しない。 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向

（ＮＳ，ＥＷ）及び鉛直方向（ＵＤ）の各方向の応答スペク

トルを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 2.5 応答スペクトル作成位置 

 図 3-1(1)～図 3-1(2)に示す解析モデルについて応答スペクト

ルを作成する。 

 

2.6 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合

は，それぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設計

震度を定める。この場合，以下のように応答スペクトルを修正し

て使用する。 

 

(2) 運用方法 

a.応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答

スペクトルを用い，固有周期の多少のずれにより応答に大幅な

変化が生じないよう周期軸方向に±10%の拡幅を行ったものと

する。ただし，材料物性のばらつき等を考慮した地震応答解析

の応答波を用いて作成する応答スペクトルについては，±10％

の拡幅は考慮しない。 

 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向(NS，

EW)及び鉛直方向(UD)の各方向の応答スペクトルを使用する。 
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b. 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応

答スペクトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及

び建屋中間階に設置される機器・配管系については，上下階

の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとす

る。また，建屋上下階を貫通する配管系及び異なる建物，構

築物等を渡る配管系については，それぞれの据付位置の応

答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。た

だし，応答スペクトルの運用において合理性が示される場

合には，その方法を採用できるものとする。 

 

 

 

 b.建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答

スペクトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び

建屋中間階に設置される機器・配管系については，上下階の

応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。ま

た，建屋上下階を貫通する配管系及び異なる建物，構築物を

渡る配管系については，それぞれの据付位置の応答スペクト

ルのうち安全側のものを用いるものとする。ただし，応答ス

ペクトルの運用において合理性が示される場合には，その方

法を採用できるものとする。 
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c. 応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に示

す方法によりモード合成を行うものとする。 

 
 

 

 

 

 c.応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に示す

方法によりモード合成を行うものとする。 
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2.7 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設計用床応答

曲線の作成方法は以下のとおりとする。設計用床応答曲線の作

成方法における建物・構築物及び屋外重要土木構造物の分類を

表2-2 に示す。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. 床応答曲線 

3.1  作成手順 

床応答曲線は第 3.1-1 図に示す手順に従い，各階床レベルの 1 質点系加

速度応答曲線を床に設置される機器・配管系の設計用減衰定数について

作成する。 

なお，最大加速度応答を算出する際の固有周期の刻みは下記のとおりと

し，建物・構築物の床応答曲線は，互いに直交する水平方向(NS，EW)及

び鉛直方向(UD)について作成する。 

 

固有周期 T(秒) 固有周期の刻み 

0.050≦T≦0.100 0.002 秒 

0.100＜T≦0.200 0.005 秒 

0.200＜T≦0.300 0.01 秒 

0.300＜T≦0.400 0.02 秒 

0.400＜T≦0.700 0.05 秒 

0.700＜T≦1.000 0.1  秒 

 

3.2  床応答曲線の作成 

建物・構築物の時刻歴応答解析により得られた各床面での加速度時刻歴

応答波を入力として，応答曲線を作成する。 

質点系に加速度時刻歴応答波を入力した場合の振動方程式を下記に示

す。 

ｘ̈ + 2ｈ𝜔𝜔ｘ̇ + 𝜔𝜔２ｘ = −ｙ̈  

ただし， ｘ̈：床に対する相対加速度   ｙ̈ ············ ：床加速度 

ｘ̇：床に対する相対速度    ｈ ····················· ：減衰定数 

ｘ：床に対する相対変位     𝜔𝜔  ················ ：固有円振動数 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物における設計用床応答曲線の作成方法は以下

のとおりとする。設計用床応答曲線を作成する建物・構築物

を第2.7-１表に示す。 

なお，重大事故等対処施設については，後次回申請以降で

申請する。 

 

第 2.7-１表 設計用床応答曲線を作成する建物・構築物 

 

適用施設名称 

ＭＯＸ燃料加工建屋 

 

（後次回以降申請範囲） 

適用施設名称 

貯蔵容器搬送用洞道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載の

とおり，建物・構築物

は，建屋，屋外重要土木

構造物(洞道)等の総称

としており，屋外重要

土木構造物(洞道)につ

いても，建物・構築物の

章内にて記載。 

 

第 1 回申請範囲である

安全機能を有する施設

に対する記載とし，重

大事故等対処施設につ

いては後次回申請以降

に示す。 
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備考 

（先行炉との差異） 

2.7.1 建物・構築物 

建物・構築物のコンクリート強度を設計基準強度，地盤の物

性を標準地盤とした解析ケース（以下「基本ケース」とい

う。）の応答波を用いて作成した応答スペクトルに対して，周

期軸方向に±10％拡幅したものを設計用応答曲線とする。 

2.7.2 屋外重要土木構造物 

原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース（以下

「基本ケース」という。）の応答波並びに敷地に存在しない豊

浦標準砂の液状化特性により強制的に液状化させることを仮定

した解析ケース及び地盤物性のばらつきを考慮して非液状化の

条件を仮定した解析ケースの応答波を用いる。 

上記応答波を用いて作成した応答スペクトルに対して，基本

ケースについては周期軸方向に±10％の拡幅を考慮したもの

に，震度軸方向に対して余裕を確保したものを設計用床応答曲

線とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 

 周辺地盤の液状化のお

それがある施設につい

ては，液状化の影響を

考慮するものとし，液

状化特性は敷地地盤の

試験結果に基づき，ば

らつき及び不確実性を

考慮した上で設定す

る。そのため，周辺地盤

を強制的に液状化させ

ることを仮定した設計

は行わない。 
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（先行炉との差異） 

2.8 設備評価用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設備評価用床

応答曲線の作成方法は以下のとおりとする。なお，設備評価用

床応答曲線の作成方法における建物・構築物及び屋外重要土木

構造物の分類は設計用床応答曲線（表2-2）と同じとする。 

2.8.1 建物・構築物 

建物・構築物の設備評価用床応答曲線の作成における配慮方

法を以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能維持評

価の適用に際しては，いずれかの方法により作成した設備評価

用床応答曲線を用いる。 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線を

設備評価用床応答曲線とする。 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床

応答曲線を包絡した床応答曲線 

添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に基づき

材料物性のばらつき等を考慮した解析ケースの応答波により

作成した床応答曲線と設計用床応答曲線とを包絡させたもの

を設備評価用床応答曲線とする。 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるよう

に余裕を確保した床応答曲線 

(2)項で設定した床応答曲線に対して保守側に包絡できる

ように余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線とする。 

2.8.2 屋外重要土木構造物 

屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線の作成における

配慮方法を以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能

維持評価の適用に際しては，いずれかの方法により作成した設

備評価用床応答曲線を用いる。 

(1) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

2.7.2 項で作成した設計用床応答曲線を設備評価用床応答

曲線とする。 

(2) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保

した床応答曲線 

2.7.2 項で設定した設計用床応答曲線に対して保守側に包

絡できるように余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線

とする。 

 

 

   

 

 

 

 

周辺地盤の液状化のお

それがある施設につい

ては，液状化の影響を

考慮するものとし，液

状化特性は敷地地盤の

試験結果に基づき，ば

らつき及び不確実性を

考慮した上で設定す

る。そのため，周辺地盤

を強制的に液状化させ

ることを仮定した設計

は行わない。 
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3. 地震応答解析モデル 

(1) 原子炉建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－1(1)に，鉛直方向

の地震応答解析モデル図を3－1(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，

ＥＷ方向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評

価した質点系モデルとする。 

(2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－2(1)及び図3－2(2)

に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3－2(3)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，Ｎ

Ｓ方向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評

価した質点系モデルとする。 

(3) 取水構造物 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－3(1)，図3－3(2)，

図3－3(3)及び図3－3(4)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデル

を図3－3(5)及び3－3(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応

答解析モデルにおける構造部材は非線形はり要素によりモデ

ル化する。ＥＷ方向の地震応答解析モデルにおける構造部材

は非線形はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(4) 屋外二重管 

地震応答解析モデルを図3－4(1)，図3－4(2)，図3-4(3)，

図3－4(4)，図3－4(5)及び図3－4(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(5) 緊急時対策所建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－5(1)に，鉛直方向

の地震応答解析モデルを図3－5(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，Ｎ

Ｓ方向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁及び柱の軸剛性を評価した質点系モデルとす

る。 

(6) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－6(1)及び図3－6(2)

に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－6(3)及び図3－

6(4)に示す。 

 3. 地震応答解析モデル 

(1) 燃料加工建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを第3.1-1図に，鉛直方向の

地震応答解析モデルを第3.1-2図に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を評価した質点系モデルとして，

ＥＷ方向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

 

建物・構築物，構造が異

なる。詳細は各建物・構

築物の地震応答計算書

にて説明。 

 

 

105



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(13／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(7) 主排気筒 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－7(1)に，鉛直方向

の地震応答解析モデル図3－7(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，

0°方向及び45°方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(8) 非常用ガス処理系配管支持架構 

地震応答解析モデルを図3－8 に示す。 

水平方向，鉛直方向とも，地盤との相互作用を考慮し，鉄

骨部材の軸，曲げ及びせん断剛性を考慮した要素と，軸剛性

のみを考慮した要素による，剛基礎を有する3 次元フレーム

モデルとする。 

(9) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－9(1)，図3－9(2)及

び図3－9(3)に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3－9(4)

及び図3－9(5)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，

ＮＳ方向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。地盤は2 

次元FEM モデルとする。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。地盤

は2 次元FEM モデルとする。 

(10) 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3－10(1)及び図3－10(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(11) 常設代替高圧電源装置置場 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－11(1)及び図3－

11(2)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－11(3)及び

図3－11(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応

答解析モデルにおける構造部材は線形はり要素によりモデル

化する。ＥＷ方向の地震応答解析モデルにおける構造部材は

線形はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(12) 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部） 

地震応答解析モデルを図3－12(1)及び図3－12(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元 FEM モデ
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ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素に

てモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非ん断応力

～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素に

よりモデル化する。 

(13) 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部） 

地震応答解析モデルを図 3－13(1)及び図 3－13(2)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(14) 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部） 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－14(1)及び図3－

14(2)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－14(3)及び

図3－14(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(15) 可搬型設備用軽油タンク基礎 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－15(1)及び図3－

15(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－15(3)及び3

－15(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(16) 常設低圧代替注水系ポンプ室 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－16(1)及び図3－

16(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－16(3)及び

図3－16(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(17) 代替淡水貯槽 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－17(1)及び図3－

17(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－17(3)及び

図3－17(4)に示す。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(15／28) 
別紙４ 
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備考 

（先行炉との差異） 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元 FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素に

てモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん

断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材

と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化

する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方地盤と

の離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配

置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要素を設

定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(18) 常設低圧代替注水系配管カルバート 

地震応答解析モデルを図 3－18(1)及び図 3－18(2)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(19) ＳＡ用海水ピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－19(1)及び図3－

19(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－19(3)及び

図3－19(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(20) 緊急用海水ポンプピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－20(1)及び図3－

20(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－20(3)及び

図3－20(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元 FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素に

てモ デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん

断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材

と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化

する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方地盤と

の離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配

置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要素を設

定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(21) 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3－21(1)，図3－21(2)，図3－

21(3)，図3－21(4)，図3－21(5)及び図3－21(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(16／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

(22) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3－22(1)，図3－22(2)，図3－

22(3)，図3－22(4)，図3－22(5)，図3－22(6)，図3－22(7)

及び図3－22(8)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元 FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応

力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等

価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化す

る。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方地盤との

離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置

する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要素を設定

するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(23) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)） 

地震応答解析モデルを図3－23(1)，図3－22(2)，図3－

22(3)及び図3－22(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(24) 炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉内部

構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎水平方向

の地震応答解析モデルを図3－24(1)に，鉛直方向の地震応答

解析モデル図を3－24(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格

納容器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，

炉心シュラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動

機構ハウジング等の各質点間を等価な曲げ，せん断剛性を有

する無質量のはり又は無質量のばねにより結合する。 

 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な軸剛性を有する無質量のばねにより結

合する。また，屋根トラスは，各質点間を等価な曲げ及びせん断

剛性を有する無質量のはりで結合し，支持端部の回転拘束と等

価な回転ばねで結合する。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(17／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

図３－１(1) 原子炉建屋地震応答解析モデル（水平方向） 

図３－１(2) 原子炉建屋地震応答解析モデル（鉛直方向） 

(以降の東海第二発電所における地震応答解析モデル図の記載は省

略する。) 

 

 第 3.1-1 図 燃料加工建屋の地震応答解析モデル（水平方向） 

第 3.1-2 図 燃料加工建屋の地震応答解析モデル（鉛直方向） 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(18／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

4. 最大加速度及び設計用床応答曲線 

本項では，施設ごとの各床面の静的震度，設計用最大加速度

及び設計用床応答曲線を示す。 

また，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」において各

施設の耐震計算書の適用に際して，設計用最大加速度及び設計

用床応答曲線の震度以上となるように配慮した設備評価用最大

加速度及び設備評価用床応答曲線を示す。設備評価用最大加速

度及び設備評価用床応答曲線における配慮方法について2.8 項

の記載項目を下記(1)～（5）に示す。なお，以下記載は，床応

答曲線は最大加速度を含めた総称としている。 

ａ．建物・構築物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床

応答曲線を包絡した床応答曲線 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるよう

に余裕を確保した床応答曲線 

ｂ．屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(4) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

(5) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保

した床応答曲線 

 

4.1 弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用最大加速度及び静的震度並びに設計用床応答曲線

（Ｓｄ）を示す。また設備評価用加速度及び設備評価用床応

答曲線（Ｓｄ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度及び静的震度並

びに設備評価用最大加速度を表4.1－1～表4.1－10に示す。

また，建物・構築物と表番号との関連を表4.1に示す。 

 

 

 

 

表 4.1 建物・構築物等における表番号との関連（弾性設計用地震

動 Ss） 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 設計用床応答曲線 

(1) 振動方向に合わせて水平方向(NS，EW)及び鉛直方向の各方向の応答

スペクトルを使用する。この場合用いる応答スペクトルは，基準地震

動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震応答解析から得られる応

答波を用いて作成した応答スペクトルを用い，固有周期の多少のずれ

により応答に大幅な変化が生じないよう周期軸方向に±10%の拡幅を

行ったものとする。ただし，材料物性のばらつき等を考慮した地震応

答解析の応答波を用いて作成する応答スペクトルについては，±10％

の拡幅は考慮しない。 

入力地震動(基準地震動)と設計用床応答曲線における地震波名の一

覧を第 4.-1 表に示す。 

(2) 評価対象設備の振動方向に合わせ，水平方向(NS，EW)及び鉛直方向

(UD)の各方向の応答スペクトルを使用する。 

(3) 評価に適用する設計用床応答曲線Ｓｄについては,弾性設計用地震

動Ｓｄから算定した設計用床応答曲線を用いる。また,共振のおそれ

のある施設に適用する設計用床応答曲線は,設計用床応答曲線Ｓｄ

を用いる。 

(4) 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答スペク

トルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び建屋中間階に

設置される機器・配管系については，上下階の応答スペクトルのう

ち安全側のものを用いるものとする。また，建屋上下階を貫通する

配管系及び異なる建物，構築物を渡る配管系については，それぞれ

の据付位置の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとす

る。ただし，応答スペクトルの運用において合理性が示される場合

には，その方法を採用できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.-1表 基準地震動と設計用床応答曲線における地震波名一覧 

 

 

 各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(19／28) 
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発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備

評価用床応答曲線の図番を表4.2－1～表4.2－10に示す。ま

た，建物・構築物等の表番号との関連を表4.2に示す。 

 

表4.2 建物・構築物等における表番号との関連（弾性設計用地震

動Ss） 

 

 

 

 

 

 

 

  各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(20／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

4.2 基準地震動Ｓｓ 

最大加速度及び設計用床応答曲線（Ｓｓ）を示す。また設

備評価用床応答曲線（Ｓｓ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度及び設備評価用

最大加速度を表4.3－1～表4.3－23に示す。また，建物・構

築物と表番号との関連を表4.3に示す。 

 

表4.3 建物・構築物等における表番号との関連（基準地震動Ss）

（1／2） 

表4.3 建物・構築物等における表番号との関連（基準地震動Ss）

（2／2） 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(21／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備

評価用床応答曲線の図番を表4.4－1～表4.4－20に示す。ま

た，建物・構築物等の表番号との関連を表4.4に示す。 

 

表4.4 建物・構築物等における表番号との関連（基準地震動Ss）

（1／2） 

表4.4 建物・構築物等における表番号との関連（基準地震動Ss）

（2／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  各施設の設計用床応答

曲線については添付書

類Ⅲ－１－１－６別紙

に示すため本資料では

記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(22／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

4.3 余震荷重を算定するための地震動 

津波荷重と重畳させる余震荷重を算定するための地震動

（Ｓd－Ⅾ１）における設計用最大加速度を示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度を表4.5－1～表

4.5－7に示す。また，建物・構築物と表番号との関連を表

4.5に示す。 

 

表4.5 建物・構築物等における表番号との関連（Ｓｄ－Ｄ1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  津波荷重と重畳させる

余震荷重については，

津波が敷地高さに到達

しないことを事業変更

許可申請書に記載して

おり該当はないため記

載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(23／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

 

 

  各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(24／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

 

  各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(25／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

表4.1－1(1) 弾性設計用地震動Ｓｄ設計用最大加速度（原子炉

建屋）1／7 

表4.1－1(1) 弾性設計用地震動Ｓｄ設計用最大加速度（原子炉

建屋）2／7 

 (以降の東海第二発電所における設計用最大加速度の記載は省略

する。) 

 

  各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(26／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

 
 

(以降の東海第二発電所における床応答曲線の記載は省略する。) 

 

  各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(27／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

 Ⅲ－１－１－６ 別紙１ 加工施設の設計用床応答曲線 

Ⅲ－１－１－６ 別紙１－１ 燃料加工建屋の設計用床応答曲線 

 

1. 概要 

本資料は，燃料加工建屋の設備･機器の耐震設計に用いる設計用床

応答曲線について示したものである。 

 
2. 設計用床応答曲線の作成 

設計用床応答曲線は，「Ⅲ-1-1-6 設計用床応答曲線の策定方針」

に基づき作成する。  

なお，燃料加工建屋の断面図を第2.-1図及び第2.-2図に示す。 

 

第 2.-1図 断面図(NS 方向)(寸法単位：m) 

第 2.-2図 断面図(EW 方向)(寸法単位：m)  

 

 

3. 設計用床応答曲線  

基準地震動 Ss に基づく設計用床応答曲線の図番を第 3.-1表に，弾

性設計用地震動 Sd に基づく設計用床応答曲線を第 3.-2 表に示す。  

また，基準地震動 Ss に基づく最大床応答加速度の 1.2 倍及び静的

震度を第 3.-3表に示す。 

 

第 3.-1表 基準地震動 Ssに基づく設計用床応答曲線の図番(その 1) 

第 3.-1表 基準地震動 Ssに基づく設計用床応答曲線の図番(その 2) 

第 3.-2 表 弾性設計用地震動 Sd に基づく設計用床応答曲線の図番(そ

の 1) 

第 3.-2 表 弾性設計用地震動 Sd に基づく設計用床応答曲線の図番(そ

の 2) 

第 3.-3表  最大床応答加速度の 1.2倍及び静的震度 

第 3-1～336 図 設計用床応答曲線 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(28／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 
備考 

（先行炉との差異） 

 Ⅲ－１－１－６ 別紙２ 重大事故等対処施設の機能維持に用いる設計

用床応答曲線 

Ⅲ－１－１－６ 別紙２－１ 燃料加工建屋の設計用床応答曲線 

 

1. 概要 

本資料は，燃料加工建屋の設備･機器のうち，地震を要因とする重

大事故等に対処する重大事故等対処設備の耐震設計に用いる設計用床

応答曲線について示したものである。 

 

2. 設計用床応答曲線の作成 

設計用床応答曲線は，「Ⅲ-1-1-6 設計用床応答曲線の策定方針」に

基づき作成する。  

なお，燃料加工建屋の断面図は，「Ⅲ-1-1-6-別紙1 燃料加工建屋の

設計用床応答曲線」の第2.-1図及び第2.-2図に示すとおりである。 

 

3. 設計用床応答曲線  

基準地震動Ssの1.2倍の地震動に基づく設計用床応答曲線の図番を

第3.-1表に示す。  

また，基準地震動Ssの1.2倍の地震動に基づく最大床応答加速度の

1.2倍の加速度を第3.-2表に示す 

 

第3.-1表 基準地震動Ssの1.2倍の地震動に基づく設計用床応答曲線の

図番(その1) 

第3.-1表 基準地震動Ssの1.2倍の地震動に基づく設計用床応答曲線の

図番(その2) 

第3.-2表 最大床応答加速度の1.2倍 

第3.-1～168図 設計用床応答曲線 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(1／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

Ⅴ-2-1-8 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用い

る地震動 

4. 各施設における水平２方向及び方向地震力の組合せに対する影

響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

4.3 屋外重要土木構造物 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物（洞道以外） 

4.2 構築物（洞道） 

4.3 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本文における「Ⅰ

-１ 基本設計方針」と同様に，

建物・構築物は，建屋，屋外重

要土木構造物(洞道)等の総称

としており，屋外重要土木構造

物(洞道)についても，建物・構

築物の章内にて記載。なお，設

計手法は先行発電炉の屋外重

要土木構造物と同様のため，本

資料においては先行発電炉の

屋外重要土木構造物の記載と

横並びに比較する。以下同様。 

MOX燃料加工施設においては

津波が敷地高さに到達しない

ことを事業変更許可申請書に

記載しており該当はない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(2／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち，「4.1 地震力の算定法(2)動的地震力」に基づき，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の方針に

ついて説明するものである。 

 

2. 基本方針 

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して

弱軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造としてい

る。 

今回，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる耐震設

計に係る技術基準が制定されたことから，従来の設計手法にお

ける水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に

対して，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響の可能性がある施設を評価対象施設として抽

出し，施設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

 

評価対象は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（平成25 年6 月28日原子力規制委員会規則第6 

号）」の第5 条及び第50 条に規定されている耐震重要施設及び

その間接支持構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設，並びにこ

れらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施

設とする。耐震Ｂクラスの施設については，共振のおそれのあ

るものを評価対象とする。 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位に

ついて水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，施設が

有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手

法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用い

る地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

は，基準地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類

「Ⅴ-2-1-2 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概

要」による。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地震

動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響も考慮した上で

確認し，本影響評価に用いる。 

 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対す

る影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

 

 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法

の考え方 

従来の設計手法では，建物・構築物の地震応答解析におい

て，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれ

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち，「4.1 地震力の算定方法 4.1.2動的地震力」に基

づき，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価の方針について説明するものである。 

 

2. 基本方針  

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対し

て弱軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造とし

ている。 

「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の

解釈別記３において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せが示されたことから，従来の水平１方向及び鉛直方向地震

力を組み合わせた耐震計算(以下「従来設計手法」という。)

に対して，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せによる影響の可能性がある施設を評価対象施設と

して抽出し，施設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象は「加工施設の技術基準に関する規則」の第６条

及び第 27条に規定されている耐震重要施設及びその間接支

持構造物，重大事故等対処施設並びにこれらの施設への波及

的影響防止のために耐震評価を実施する施設，設備の部位と

する。なお，耐震Ｂクラスの施設については共振のおそれの

ある施設を評価対象とする。 

 

 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部

位について水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，

施設が有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な

手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

 

3.  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

に用いる地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価には，基準

地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅲ－１

－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概

要」による。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影

響評価に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓに

おける地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響

も考慮した上で確認し，本影響評価に用いる。 

 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物（洞道以外） 

 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

従来設計手法では，建物・構築物の地震応答解析におい

て，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれ

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち，「4.1 地震力の算定方法 4.1.2   動的地震力」に基づ

き，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

の方針について説明するものである。 

 

2. 基本方針  

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して

弱軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造としてい

る。 

「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の

解釈別記３において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せが示されたことから，従来の設計手法における水平１方向

及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に対して，施設

の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによ

る影響の可能性がある施設を評価対象施設として抽出し，施

設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象は「加工施設の技術基準に関する規則」の第６条及

び第 27条に規定されている耐震重要施設及びその間接支持構

造物，重大事故等対処施設，並びにこれらの施設への波及的影

響防止のために耐震評価を実施する施設とする。耐震Ｂクラス

の施設については共振のおそれのある施設を評価対象とする。 

 

 

 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位に

ついて水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，施設が

有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手

法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価には，基準地

震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅲ－１－１

－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」によ

る。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響

評価に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおけ

る地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響も考慮

した上で確認し，本影響評価に用いる。 

 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.1.1 建屋及び排気筒 

4.1.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設

計手法の考え方 

従来の設計手法では，建物・構築物のうち建屋及び排気筒

（以下，4.1.1においては「建物・構築物」という。）の地震応
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(3／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

ぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，原子炉施

設における建物・構築物は，全体形状及び平面レイアウトか

ら，地震力を主に耐震壁で負担する構造であり，剛性の高い

設計としている。 

 

 

 

 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価する

ことを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震

時に生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向に

つり合いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐

震要素として構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向

の耐震壁に対して，それぞれ剛性を評価し，各水平方向に対

して解析を実施している。従って，建物・構築物に対し，水

平２方向の入力がある場合，各方向から作用するせん断力を

負担する部位が異なるため，水平２方向の入力がある場合の

評価は，水平１方向にのみ入力がある場合と同等な評価とな

る。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価すること

を基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コ

ンクリート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

入力方向ごとの耐震要素について，図4-1に示す。 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する

施設の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-

10 の申請設備の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11波及的

影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書」

のうち建物・構築物の局部評価は，地震応答解析により算出

された応答を水平１方向及び鉛直方向に組み合わせて行って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 入力方向ごとの耐震要素 

 

 

 

 

 

 

 

ぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，ＭＯＸ燃

料加工施設における建物・構築物は，全体形状及び平面レイ

アウトから，地震力を主に耐震壁で負担する構造であり，剛

性の高い設計としている。 

 

 

 

 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価するこ

とを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震時に

生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向に釣合い

よく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素とし

て構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向の耐震壁に対

してそれぞれ剛性を評価し，各水平方向に対して解析を実施し

ている。したがって，建物・構築物に対し水平２方向の入力が

ある場合，各方向から作用するせん断力を負担する部位が異な

るため，水平２方向の入力がある場合の評価は，水平１方向に

のみ入力がある場合と同等な評価となる。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを

基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンク

リート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

 

 

入力方向ごとの耐震要素について，第 4.1-1図に示す。 

また，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算

書」のうち建物・構築物の局部評価は，地震応答解析により算

出された応答を水平１方向及び鉛直方向に組み合わせて行って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 

 

 

 

 

 

 

 

答解析において，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モ

デルにそれぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，

ＭＯＸ燃料加工施設における建物・構築物は，全体形状及び平

面レイアウトから，地震力を主に耐震壁で負担する構造であ

り，剛性の高い設計としている。 

軸変形及び曲げ変形を考慮したはり要素で構成するフレーム

モデルとする。 

 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価するこ

とを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震時に

生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向につり合

いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素と

して構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向の耐震壁に

対して，それぞれ剛性を評価し，各水平方向に対して解析を実

施している。従って，建物・構築物に対し，水平２方向の入力

がある場合，各方向から作用するせん断力を負担する部位が異

なるため，水平２方向の入力がある場合の評価は，水平１方向

にのみ入力がある場合と同等な評価となる。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを

基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンク

リート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

 

 

入力方向ごとの耐震要素について，第 4.1-1図に示す。 

また，添付書類「Ⅲ－３－１－１の加工設備本体に係る耐震

性に関する計算書」のうち建物・構築物の局部評価は，地震応

答解析により算出された応答を水平１方向及び鉛直方向に組み

合わせて行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 
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4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評

価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設並びにこれらの施設への波及的影

響防止のために耐震評価を実施する施設の部位とする。 

 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響が想定される応答特性から水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある

部位を抽出する。 

応答特性から抽出された水平２方向及び鉛直方向地震力に

よる影響を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷

重又は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合

わせ，各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有す

る耐震性への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影

響が確認された場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設

計上の対応策を講じる。 

 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平１方

向及び鉛直方向地震力の組み合わせに対して，水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある耐震評

価上の構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評価

する。影響評価のフローを図4-2に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，

各建屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的

に確認する。 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定され

る応答特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響

防止のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・

構築物との相対変位による衝突可否判断が基本となる。そ

のため，せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式

構造では耐震壁（ラーメン構造では柱，梁）を主たる評価

対象部位とし，その他の構成部位については抽出対象に該

当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特

性のうち，荷重の組合せによる応答特性を検討する。水平

２方向及び鉛直方向地震力に対し，荷重の組合せによる応

答特性により，有する耐震性への影響が想定される部位を

抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を

行う。 

 

 

 

 

 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せの影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せによる影響を受ける可能性のある部位を抽出

する。 

応答特性から抽出された，水平２方向の地震力による影響を

受ける可能性がある部位は，従来設計手法による結果の荷重又

は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合わせ，

各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有する耐震性

への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影響が確認さ

れた場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策

を講ずる。 

 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

建物・構築物の従来設計手法に対して，水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある耐震評価

上の構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評価す

る。影響評価のフローを第 4.1-2 図に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各建

屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確認す

る。 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応答

特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響確認

のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築物と

の相対変位による衝突の有無の判断が基本となる。そのため，

せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式構造では耐震

壁(ラーメン構造では柱，梁)を主たる抽出対象部位とし，その

他の構成部位については抽出対象に該当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せの影響が想定される応答特性のうち，荷

重の組合せによる応答特性を検討する。水平２方向及び鉛直方

向地震力に対し，荷重の組合せによる応答特性により，有する

耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定される部

4.1.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価

方針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を

行う。 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，重大事

故等対処施設並びにこれらの施設への波及的影響防止のために

耐震評価を実施する施設の部位とする。 

 

 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある部位を

抽出する。 

応答特性から抽出された水平２方向及び鉛直方向地震力によ

る影響を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷重又

は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合わせ，

各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有する耐震性

への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影響が確認さ

れた場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策

を講じる。 

 

4.1.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平１方向

及び鉛直方向地震力の組み合わせに対して，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある耐震評価上の

構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評価する。影

響評価のフローを第 4.1-2図に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各

建屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確

認する。 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応

答特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響防

止のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築

物との相対変位による衝突可否判断が基本となる。そのた

め，せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式構造で

は耐震壁（ラーメン構造では柱，梁）を主たる評価対象部位

とし，その他の構成部位については抽出対象に該当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性の

うち，荷重の組合せによる応答特性を検討する。水平２方向

及び鉛直方向地震力に対し，荷重の組合せによる応答特性に

より，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定される
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(5／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽

出されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定さ

れる部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに対し，３次元的な応答特性により，有する耐震性へ

の影響が想定される部位を抽出する。 

⑤ ３次元FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された

部位について，３次元FEM モデルを用いた精査を実施し，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，有する耐

震性への影響が想定される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位についても，局所応答の観点から，３次

元FEM モデルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せにより，有する耐震性への影響が想定さ

れる部位を抽出する。 

局所応答に対する３次元FEM モデルによる精査は，施設

の重要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，原子炉建屋に

ついて，地震応答解析を行う。 

 

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

において，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

局部評価の荷重又は応力の算出結果を組み合わせることに

より評価を行う場合は，米国Regulatory Guide 1.92(注)の

「2. Combining Effects Caused by Three Spatial 

Components of an Earthquake」を参考として，組合せ係数

法(1.0：0.4：0.4)に基づいて地震力を設定する。 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位につい

て，構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，

各部位の設計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が

有する耐震性への影響を評価する。 

 

 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，

評価対象として抽出された部位が，耐震重要施設，常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和の間接支持

機能を有する場合には，機器・配管系に対し，水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響を確認

する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値へ

の影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映

する。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽

出されなかった部位であっても，３次元FEM モデルによる

地震応答解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が

想定される部位について検討対象として抽出する。 

(注) Regulatory Guide (RG) 1.92 “Combining modal responses 

and Spatial components in seismic response analysis” 

 

 

位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対

し，３次元的な応答特性により，有する耐震性への影響が想定

される部位を抽出する。 

⑤ ３次元 FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部

位について，３次元 FEMモデルを用いた精査を実施し，水平２

方向及び鉛直方向地震力により，有する耐震性への影響が想定

される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出され

なかった部位についても，局所応答の観点から，３次元 FEMモ

デルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地震力によ

り，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

局所応答に対する３次元 FEM モデルによる精査は，施設の重

要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，燃料加工建屋について，

地震応答解析を行う。 

 

 

 

 

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

おいては，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算

書」のうち建物・構築物の局部評価に示す水平１方向及び鉛直

方向地震力の組合せによる局部評価の荷重又は応力の算出結

果等を用い，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み合わせる

方法として，米国 REGULATORY GUIDE 1.92＊の「2. Combining 

Effects Caused by Three Spatial Components of an 

Earthquake」を参考として，組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)に

基づいて地震力を設定する。 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，構

造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位の設

計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が有する耐震性へ

の影響を評価する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評価

対象として抽出された部位が，耐震重要施設又は重大事故等対

処施設の間接支持機能を有する場合には，機器・配管系に対し，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影

響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出さ

れなかった部位であっても，３次元 FEM モデルによる地震応答

解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が想定される部

位について検討対象として抽出する。 

 

 

注記 ＊：REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL 

RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC RESPONSE 

ANALYSIS” 

 

部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対し，３次元的な応答特性により，有する耐震性への影響が

想定される部位を抽出する。 

⑤ ３次元 FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部

位について，３次元 FEMモデルを用いた精査を実施し，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，有する耐震性へ

の影響が想定される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出さ

れなかった部位についても，局所応答の観点から，３次元 FEM

モデルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せにより，有する耐震性への影響が想定される部位を

抽出する。 

局所応答に対する３次元 FEM モデルによる精査は，施設の

重要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，燃料加工建屋につ

いて，地震応答解析を行う。 

 

 

 

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

おいて，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部

評価の荷重又は応力の算出結果を組み合わせることにより評

価を行う場合は， 米国 REGULATORY GUIDE 1.92＊の「2. 

Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考として，組合せ係数法(1.0：

0.4：0.4)に基づいて地震力を設定する。 

 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，

構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位

の設計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が有する耐

震性への影響を評価する。 

 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評

価対象として抽出された部位が，耐震重要施設，重大事故等

対処施設の間接支持機能を有する場合には，機器・配管系に

対し，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値

への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出

されなかった部位であっても，３次元 FEM モデルによる地震

応答解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が想定さ

れる部位について検討対象として抽出する。 

 

注記 ＊：REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL 

RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC RESPONSE 

ANALYSIS” 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(6／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-2 図 建物・構築物の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-2 図 建物・構築物の 水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価フロー 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(7／17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 構築物（洞道） 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重である

のに対し，洞道は地中に埋設されているため，動土圧や動水圧等

の外力が主たる荷重となる。また，洞道は，比較的単純な構造部

材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が長手方向に連続する構

造的特徴を有することから，３次元的な応答の影響は小さいた

め，２次元断面での耐震評価を行っている。 

洞道は，主に配管等の間接支持機能を維持するため，管軸方向

に対して空間を保持できるように構造部材が配置されることか

ら，構造上の特徴として，明確な弱軸，強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して，顕著な影響を及

ぼさないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断面

として，耐震評価を実施している。 

 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを考

慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行う。 

洞道を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用すると考

えられる荷重を整理することで，荷重が作用する構造部材の配

置等から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可

能性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物について，従来設計手法での評価対象断面

(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答が評価対象断面

(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査に影響を与

える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づ

く構造部材の照査において，評価対象断面(弱軸方向)に直交す

る断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の発生応力

を適切に組み合わせることで，水平２方向及び鉛直方向地震力

による構造部材の発生応力を算出し，構造物が有する耐震性へ

の影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な

手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

 

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

の影響を受ける可能性があり，従来設計手法の耐震評価に

加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造

形式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造

物を抽出し，構造物が有する耐震性への影響を評価する。

影響評価フローを第 4.2-1図に示す。 

(1) 影響評価対象構造形式の抽出 

① 構造形式の分類 

洞道について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手法の考

え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重を

抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造形式の抽出 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(8／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作用

するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した上で，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される構造形

式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答

特性が想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法にお

ける評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響により３次元的な応答が想定される箇所を抽

出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が水平２方向及び鉛直方向地震力に対し

て，従来設計手法における評価対象断面の耐震評価で満足でき

るか検討を行う。 

(2) 評価対象構造物の選定 

⑥ 評価対象構造物の選定 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される

構造形式を対象に，評価対象構造物を選定する。 

評価対象構造物の選定に当たっては，洞道は明確な弱軸・強軸

を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が明確である

ことを考慮し，従来設計手法における評価対象断面(弱軸方向)

の耐震評価結果を踏まえて選定する。 

(3) 影響評価手法 

⑦ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

評価対象として選定された構造物について，従来設計手法で

の評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答

が，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の照査に影響を与える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地

震応答解析に基づく構造部材の照査において，評価対象断面(弱

軸方向)に直交する断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構

造部材の発生応力を適切に組み合わせることで，構造部材の設

計上の許容値に対する評価を実施し，構造部材が有する耐震性

への影響を確認する。 

⑧ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響

が確認された構造物が，耐震Ｓクラスの施設の機器・配管系の間

接支持構造物である場合には，機器・配管系に対して，水平２方

向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響を確認す

る。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影

響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(9／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-1 図 構築物(洞道)の水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せによる影響評価フロー 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(10／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計の考

え方 

 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮

し，変形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向（応

答軸方向）に基準地震動Ｓｓを入力して得られる各方向の地震

力（床応答）を用いている。 

応答軸（強軸・弱軸）が明確となっている設備の耐震評価に

おいては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的

となる応答軸方向に入力するなど，従来評価において保守的な

取り扱いを基本としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がり

を持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化

を行っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ

入力し，この入力により算定される荷重や応力のうち大きい方

を用いて評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応

答軸以外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用といった

構造上の配慮など，水平方向の入力に対して配慮した設計とし

ている。 

 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備（部

位）の評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系及びこれらの施設への波及的影響防止のために耐

震評価を実施する設備とする。 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特

徴により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及

び構成等により水平２方向の地震力による影響を受ける可能性

がある設備（部位）を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備（部位）は，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施

する。水平各方向の地震力が１：１で入力された場合の発生値

を従来の評価結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及び鉛直

方向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度化し

た手法を用いる等により，水平２方向の地震力による設備（部

位）に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は

影響のない設備とし，評価対象には抽出せず，従来の発生値を

超えて耐震性への影響が懸念される場合は，設備が有する耐震

性への影響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を

用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

4.3 機器・配管系 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

 

機器・配管系における水平方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による従来設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮し，変

形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向(応答軸方

向)に基準地震動を入力して得られる各方向の地震力(応答スペ

クトル)を用いている。 

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価にお

いては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的とな

る応答軸方向に入力する等，保守的な取り扱いを基本としてい

る。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がり

を持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化

を行っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ入

力し，この入力により算定される荷重や応力のうち大きい方を

用いて評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じにくい構造の採用，応

答軸以外の振動モードが生じにくいサポート設計の採用といっ

た構造上の配慮等，水平方向の入力に対して配慮した設計とし

ている。 

 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

機器・配管系においては，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備(部位)

の評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設，重大事故等対処施設の機器・配管

系及びこれらの施設への波及的影響防止のために耐震性を確保

する設備(以下「評価対象設備」という。)とする。 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特

徴により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及

び構成等により水平２方向の地震力による影響を受ける可能性

がある設備(部位)を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施す

る。水平各方向の地震力が１:１で入力された場合の発生値を従

来設計手法による結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及び

鉛直方向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度

化した手法を用いる等により，水平２方向の地震力による設備

(部位)に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた荷重や応力の結果が，従来設計手法による発生値と同

等である場合は影響のない設備とし，評価対象には抽出せず，従

来設計手法による発生値を超えて耐震性への影響が懸念される

場合は，設備が有する耐震性への影響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手

法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

 

 

 

4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮

し，変形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向(応

答軸方向)に基準地震動Ｓｓを入力して得られる各方向の地震

力(床応答)を用いている。 

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価にお

いては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的と

なる応答軸方向に入力するなど，従来評価において保守的な取

り扱いを基本としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がり

を持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化

を行っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ

入力し，この入力により算定される荷重や応力のうち大きい方

を用いて評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応

答軸以外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用といった

構造上の配慮等，水平方向の入力に対して配慮した設計として

いる。 

 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備(部位)

の評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設の機器・配管系及びこれらの施設

への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備とする。 

 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特

徴により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及

び構成等により水平２方向の地震力による影響を受ける可能性

がある設備(部位)を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施す

る。水平各方向の地震力が１:１で入力された場合の発生値を

従来の評価結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及び鉛直方

向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度化した

手法を用いる等により，水平２方向の地震力による設備(部位)

に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は

影響のない設備とし，評価対象には抽出せず，従来の発生値を

超えて耐震性への影響が懸念される場合は，設備が有する耐震

性への影響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1回申請範囲である安全機能

を有する施設に対する記載と

し、重大事故等対処施設のうち

機器・配管系については後次回

申請以降に示す。 

以降，本資料において重大事故

等対処施設のうち機器・配管系

の記載有無による先行炉との

差異理由は同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(11／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

 

機器・配管系において，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた従来の耐震計算に対して，水平2方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及び発生値の増分

の観点から抽出し，影響を評価する。影響評価は従来設計で用

いている質点系モデルによる評価結果を用いて行うことを基本

とする。影響評価のフローを図4-3に示す。 

なお，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討

する際は，地震時に水平2方向及び鉛直方向それぞれの最大応答

が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方である

Square－Root－of－the－Sum－of－the－Squares 法（以下「最

大応答の非同時性を考慮したSRSS 法」という。）又は組合せ係

数法（1.0：0.4：0.4）を適用する。この組合せ方法について

は，現状の耐震評価が基本的に概ね弾性範囲でとどまる体系で

あることに加え，国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線

形モデルで実施している等類似であり，水平2 方向及び鉛直方

向の位相差は機器の応答にも現れることから，米国Regulatory 

Guide 1.92 の「2．Combining Effects Caused by Three 

Spatial Components of an Earthquake」を参考としているもの

である。 

 

① 評価対象となる設備の整理 

耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

並びにこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実

施する設備を評価対象とし，機種ごとに分類し整理する。（図4-

3①） 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する

観点，若しくは応答軸方向以外の振動モード（ねじれ振動等）

が生じる観点にて検討を行い，水平２方向の地震力による影響

の可能性がある設備を抽出する。（図4-3②） 

③ 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対し

て，水平２方向の地震力が各方向１：１で入力された場合に各

部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向

地震力の組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向

地震力を考慮した発生値の増分を用いて影響を検討し，耐震性

への影響が懸念される設備を抽出する。 

また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，

機器・配管系への影響の可能性がある部位が抽出された場合

は，機器・配管系への影響を評価し，耐震性への影響が懸念さ

れる設備を抽出する。 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配

慮し耐震裕度が小さい設備（部位）を対象とする。（図4-3③） 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

機器・配管系において，従来設計手法に対して，水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及

び発生値の増分の観点から抽出し，影響を評価する。なお，影響

評価は従来設計手法で用いている質点系モデル，有限要素法モ

デル等による結果を用いて行うことを基本とする。影響評価の

フローを第 4.3-1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 影響評価対象となる設備の整理 

評価対象設備を，機種ごとに分類し整理する(第 4.3-1 図①)。 

 

 

 

 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する

観点，又は応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動等)が生じ

る観点で検討を行い，水平２方向の地震力による影響の可能性

がある設備を抽出する(第 4.3-1図②)。 

③ 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対し

て，水平２方向の地震力が各方向１:１で入力された場合に各部

にかかる荷重や応力を求め，従来設計手法に対して，水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した発生値の増分を用いて

影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

また，建物・構築物の検討により，機器・配管系への影響の可

能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管系への影響を評

価し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配

慮し耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする(第 4.3-1図③)。 

なお，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討

する際は，地震時に水平２方向及び鉛直方向それぞれの最大応

答が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方である

Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares 法(以下「非同時性を

考慮した SRSS法」という。)又は組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)

を適用する。この組合せ方法については，現状の耐震評価は基本

的におおむね弾性範囲でとどまる体系であることに加え，国内

と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルで実施してい

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

機器・配管系において，水平１方向及び鉛直方向地震力を組

み合わせた従来の耐震計算に対して，水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及び発生値の

増分の観点から抽出し，影響を評価する。影響評価は従来設計

で用いている質点系モデルによる結果を用いて行うことを基本

とする。影響評価のフローを第4.3-1図に示す。 

なお，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討す

る際は，地震時に水平２方向及び鉛直方向それぞれの最大応答

が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方である

Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares法(以下「非同時性を

考慮した SRSS法」という。)又は組合せ係数法(1.0：0.4：

0.4)を適用する。この組合せ方法については，現状の耐震評価

は基本的におおむね弾性範囲で留まる体系であることに加え，

国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルで実施し

ている等類似であり，水平２方向及び鉛直方向の位相差は機器

の応答にも現れることから，米国 REGULATORY GUIDE l.92の

「2.Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考としているものである。 

 

 

① 影響評価対象となる設備の整理 

耐震重要施設の機器・配管系及びこれらの施設への波及的影

響防止のために耐震評価を実施する設備を評価対象とし，機種

ごとに分類し整理する(第4.3-1図①)。 

 

 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する

観点，若しくは応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動等)が

生じる観点にて検討を行い，水平２方向の地震力による影響の

可能性がある設備を抽出する(第4.3-1図②)。 

③ 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対し

て，水平２方向の地震力が各方向１:１で入力された場合に各

部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向

地震力の組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向

地震力を考慮した発生値の増分を用いて影響を検討し，耐震性

への影響が懸念される設備を抽出する。 

また，建物・構築物の検討により，機器・配管系への影響の

可能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管系への影響

を評価し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配

慮し耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする(第4.3-1図

③)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(12／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

 

 

 

 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する

耐震性への影響を確認する。（図4-3④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 水平方向及び鉛直方向地震力を考慮したフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る等類似であり，水平２方向及び鉛直方向の位相差は機器の応

答にも現れることから，米国 REGULATORY GUIDE 1.92 の

「2.Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考としているものである。 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有

する耐震性への影響を確認する(第 4.3-1図④)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3-1 図 機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した影響評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有

する耐震性への影響を確認する(第 4.3-1図④)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-1 図  機器・配管系の 水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せを考慮した影響評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，本図書内

の整合を図るため 4.3.3 項に

合わせた記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①評価対象となる設備の整理

②構造上，水平２方向及び鉛直方向
地震力の組合せの影響の可能性が

ある設備か

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを
考慮した発生荷重等を用いた検討

建物・構築物の検討に
よる機器・配管系への
影響検討結果

③水平２方向及び鉛直方向地震力
の組合せを考慮した発生値が従来
の発生値と比べて影響があるか

④水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価（水平２方向
及び鉛直方向地震力の組合せに対
し，耐震性への影響があるか）

従来の設計手法に加えて更
なる設計上の配慮が必要な設備

従来の設計手法で水平２方向及び
鉛直方向地震力は対応可能

YES

NO

YES

YES

NO

NO
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(13／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

4.3 屋外重要土木構造物 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法

の考え方 

従来の設計の考え方について，取水構造物を例に表4-1 に示

す。 

 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重である

のに対し，屋外重要土木構造物は，おおむね地中に埋設されて

いるため，動土圧や動水圧等の外力が主たる荷重となる。ま

た，屋外重要土木構造物は，比較的単純な構造部材の配置で構

成され，ほぼ同一の断面が奥行き方向に連続する構造的特徴を

有することから，３次元的な応答の影響は小さいため，２次元

断面での耐震評価を行っている。 

屋外重要土木構造物は，主に海水の通水機能や配管等の間接

支持機能を維持するため，通水方向や管軸方向に対して空間を

保持できるように構造部材が配置されることから，構造上の特

徴として，明確な弱軸，強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して顕著な影響を及

ぼさないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断

面として，耐震設計上求められる水平１方向及び鉛直方向の地

震力による耐震評価を実施している。 

図4-4 に示す通り，従来設計手法では，屋外重要土木構造物

の構造上の特徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加

振方向に平行な壁部材を見込まず，垂直に配置された構造部材

のみで受けもつよう設計している。 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施

設の耐震性についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10 

の申請設備の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響

を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書」におけ

る屋外重要土木構造物の耐震評価では，弱軸方向を評価対象断

面とし，水平１方向及び鉛直方向の地震力を同時に作用させて

評価を行っている。 

 

 

 

 

4.3 屋外重要土木構造物(洞道) 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

従来の設計の考え方について，屋外重要土木構造物(洞道)

（以下，「洞道」という。）の一般部を例に第4.1-1表に示

す。 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であ

るのに対し，洞道は地中に埋設されているため，動土圧や動

水圧等の外力が主たる荷重となる。また，洞道は，比較的単

純な構造部材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が長手方向

に連続する構造的特徴を有することから，３次元的な応答の

影響は小さいため，２次元断面での耐震評価を行っている。 

 

洞道は，主に配管等の間接支持機能を維持するため，管軸

方向に対して空間を保持できるように構造部材が配置される

ことから，構造上の特徴として，明確な弱軸，強軸を有す

る。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して，顕著な影響

を及ぼさないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価

対象断面として，耐震設計上求められる水平１方向及び鉛直

方向の地震力による耐震評価を実施している。 

第 4.1-3 図 に示す通り，従来設計手法では，洞道 の構造上の

特徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加振方向に平

行な壁部材を見込まず，垂直に配置された構造部材のみで受け

もつよう設計している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによる差異。 

 

 

 

 

 

洞道に合う表現とした。 

 

 

 

通水機能が要求される洞道は

ない。 
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(14／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-1 表 従来設計における評価対象断面の考え方 

(洞道一般部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.1-3図 従来設計手法の考え方 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(15／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震

力を考慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を

行う。 

評価対象は，屋外重要土木構造物等である，取水構造物及び

屋外二重管，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装

置用カルバート，代替淡水貯槽，常設低圧代替注水系ポンプ

室，常設低圧代替注水系配管カルバート，ＳＡ用海水ピット取

水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，

緊急用海水ポンプピット，格納容器圧力逃がし装置用配管カル

バート，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬

型設備用軽油タンク基礎並びに波及影響防止のために耐震評価

する土木構造物とする。また，津波防護施設である防潮堤，構

内排水路逆流防止設備，貯留堰も本評価では屋外重要土木構造

物として扱うこととし，評価対象に含める（「4.4 津波防護施

設，浸水防止設備及び津波監視設備」参照）。 

屋外重要土木構造物を構造形式ごとに分類し，構造形式ごと

に作用すると考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部

材の配置等から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受

ける可能性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物については，従来設計手法での評価対象断

面（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の照査におい

て，評価対象断面（弱軸方向）に直交する断面（強軸方向）の

地震応答解析に基づく構造部材の発生応力等を適切に組み合わ

せることで，水平２方向及び鉛直方向地震力による構造部材の

発生応力を算出し，構造物が有する耐震性への影響を確認す

る。 

 

 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は詳細な手

法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響を受ける可能性があり，水平１方向及び鉛直

方向の従来評価に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物に

ついて，構造形式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とす

る構造物を抽出し，構造物が有する耐震性への影響を評価す

る。影響評価のフローを図4-5 に示す。 

(1) 影響評価対象構造物の抽出 

① 構造形式の分類 

評価対象構造物について，各構造物の構造上の特徴や従来

設計手法の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造物形式の抽

出 

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作

用するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した上

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

洞道 において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞道 を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用すると

考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部材の配置等

から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可能

性のある構造物を抽出する。 

 

抽出された構造物について，従来設計手法での 評価対象断

面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答が評価対象断

面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査に影響

を与える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析

に基づく構造部材の照査において，評価対象断面(弱軸方向)

に直交する断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の発生応力を適切に組み合わせることで，水平２方向及び鉛

直方向地震力による構造部材の発生応力を算出し，構造物が

有する耐震性への影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細

な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

 

洞道 において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響を受ける可能性があり，水平１方向及び鉛直方向の従来評価

に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造形

式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造物を抽出

し，構造物が有する耐震性への影響を評価する。影響評価フロ

ーを第 4.1-4図に示す。 

(1) 影響評価対象構造 形式 の抽出 

① 構造形式の分類 

洞道 について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手法

の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷

重の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷

重を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造形式の抽

出 

 

 

 

 

評価対象は洞道のみであるため

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞道の評価においては，先行炉

と同様に，縦断方向加振におけ

る応答が横断方向加振におけ

る構造部材の照査に影響を与

えるか否かについて，まずはコ

ンクリートの許容せん断応力

度による照査を実施している

ことから，評価上の取り扱いが

明確となるよう記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞道の評価手順に合わせた記載

とした。洞道の評価においては，

評価対象構造形式を抽出した上

で，抽出された構造形式の中か

ら代表箇所を評価対象構造物と

して選定している。 
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(16／17) 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 補正案 備考 

で，水平２方向及び鉛直方向地震力の影響が想定される構造

形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答

特性が想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法に

おける評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直方向

地震力の影響により３次元的な応答が想定される箇所を抽出

する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに対して，従来設計手法における評価対象断面の耐震評価

で満足できるか検討を行う。 

 

 

 

 (2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

評価対象として抽出された構造物について，従来設計手法

での評価対象断面（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造

部材の照査において，評価対象断面（弱軸方向）に直交する

断面（強軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の発生応

力等を適切に組み合せることで，水平２方向及び鉛直方向地

震力による構造部材の発生応力を算出すると共に構造部材の

設計上の許容値に対する評価を実施し，構造物が有する耐震

性への影響を確認する。 

 

評価対象部位については，屋外重要土木構造物が明確な弱

軸・強軸を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が

明確であることを考慮し，従来設計手法における評価対象断

面（弱軸方向）における構造部材の耐震評価結果及び水平２

方向の影響の程度を踏まえて選定する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤にて，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響が確認された構造物が，耐震重要施設，常設耐震重要重

大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系の間接支持構造物である場

合，機器・配管系に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる応答値への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

なお，④及び⑤の精査にて，屋外重要土木構造物の影響の

観点から抽出されなかった部位であっても，地震応答解析結

果から機器・配管系への影響の可能性が想定される部位につ

いては検討対象として抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように

作用するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した

上で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想

定される構造形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応

答特性が想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法

における評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せの影響により３次元的な応答が想定さ

れる箇所を抽出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対して，従来設計手法における評価対象断面の

耐震評価で満足できるか検討を行う。 

(3) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力 の組合せ の影響評価 

評価対象として選定された構造物について，従来設計手

法での 評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)

の応答が評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく

構造部材の照査に影響を与える場合には，評価対象断面

(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査におい

て，評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の

地震応答解析に基づく構造部材の発生応力等を適切に組み

合せることで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

よる構造部材の設計上の許容値に対する評価を実施し，構

造部材が有する耐震性への影響を確認する。 

評価対象 構造物 については，洞道 が明確な弱軸・強軸

を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が明確で

あることを考慮し，従来設計手法における評価対象断面

(弱軸方向)における構造部材の耐震評価結果及び水平２方

向の影響の程度を踏まえて選定する。 

 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤にて，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せ

の影響が確認された構造物が，耐震重要施設の機器・配管

系の間接支持構造物である場合，機器・配管系に対して，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響を確認する。 

 

 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値へ

の影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映

する。 

なお，④及び⑤の精査にて，洞道 の影響の観点から抽出され

なかった 構造物 であっても，地震応答解析結果から機器・配

管系への影響の可能性が想定される 構造物 については検討対

象として抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，添付書類

「Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方

針」に合わせた記載とした。 

評価上の取り扱いについては

4.1.1.2と同様。 

 

 

 

 

 

 

 

洞道の評価においては個別部位

の評価ではなく各構造部材の評

価により構造物全体の評価を行

うことから「構造物」と記載。 
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(17／17) 
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図 4-5 水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，「機器・配管

系」又は「屋外重要土木構造物」に区分し設計をしていることか

ら，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価は，施

設，設備の区分に応じて「4.2 機器・配管系」又は「4.3 屋外重

要土木構造物」の方針に基づいて実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.1-4図 屋外重要土木構造物(洞道)の水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せによる影響評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設においては

津波が敷地高さに到達しない

ことを事業変更許可申請書に

記載しており該当はない。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(1／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針 

 

目次 

1. 概要  

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力  

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限  

3.2 変位，変形の制限  

4. 機能維持  

4.1 動的機能維持  

4.2 電気的機能維持  

4.3 気密性の維持 

4.4 止水性の維持  

4.5 遮蔽性の維持  

4.6 支持機能の維持  

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針 

 

目次 

. 概要 1 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

3. 構造強度の制限 

4. 変位，変形の制限 

4.1  建物・構築物間相対変位に対する配慮 

5. 機能維持 

5.1  動的機能維持 

5.2  電気的機能維持 

5.3  気密性の維持 

5.4  遮蔽性の維持 

5.5  支持機能の維持 

5.6  耐震重要施設のその他の機能維持 

5.7  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

4.1  動的機能維持 

4.2  電気的機能維持 

4.3  気密性の維持 

 

4.4  遮蔽性の維持 

4.5  支持機能の維持 

4.6  貯水機能の維持 

4.7  耐震重要施設のその他の機能維持 

4.8  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備が有する機能に応

じた記載とした。以下同

様。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(2／47) 
別紙４ 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「4. 

設計用地震力」に示す設計用地震力の算定法及び「5. 機能維持の基本方

針」に示す機能維持の考え方に基づき，設計基準対象施設及び重大事故

等対処施設の機能維持に関する基本的な考え方を説明するものである。 

 

 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅴ-2-1-

1 耐震設計の基本方針の概要」の「4. 設計用地震力」に示す設計用地震

力の算定法に基づくこととし，具体的な算定法は表2-1 に示す。 

また，当該申請の工事計画における機器・配管系の設計用地震力の算

定に際しては，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に定

める方法にて設定した設備評価用床応答曲線を用いる。 

このため，表2-1 に示す設計用床応答曲線については，設備評価用床

応答曲線を含むものとして扱う。 

 

 

表2-1 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

（設計基準対象施設） 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，次の地震層せん断力係数及び震

度に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す

設計用地震力の算定方法及び機能維持の考え方に基づき，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の機能維持に関する基本的な考え方を説明する

ものである。 

 

 

 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅲ

－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す設計用地震力の算定方

法に基づくこととし，具体的な算定方法は第 2.-1表に従い算定

する。また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算

定に際しては，添付書類「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の

作成方針」に定める方法にて設定した設計用床応答曲線を用い

る。 

 

 

 

第 2.-1表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん

断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう

ち「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定方法及び「5. 機

能維持の基本方針」に示す機能維持の考え方に基づき，安全機能

を有する施設及び重大事故等対処施設の機能維持に関する基本的

な考え方を説明するものである。 

重大事故等対処施設に該当する機器・配管系については，後次回

以降で申請する。 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅲ

－１－１ 耐震設計の基本方針」の「4. 設計用地震力」に示す

設計用地震力の算定方法に基づくこととし，具体的な算定方法は

第 2.-1表に示す。 

また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定に際

しては，添付書類「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方

針」に定める方法にて設定した設計用床応答曲線を用いる。 

 

 

第 2.-1表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

（安全機能を有する施設） 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん断力係

数及び震度に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 
耐震 
クラス 

地震層せん断力係数及
び水平震度 

地震層せん断力係数 
(必要保有水平耐力 

算出用) 

鉛直震
度 

建物 
・ 

構築物 

Ｓ 3.0Ci
＊1 1.0Ci

＊2 1.0Cv
＊3 

(0.240) 
Ｂ 1.5Ci

＊1 1.0Ci
＊2 － 

Ｃ 1.0Ci
＊1 1.0Ci

＊2 － 

機器 
・ 

配管系 

Ｓ 3.6Ci
＊1 － 1.2Cv

＊3 

(0.288) 
Ｂ 1.8Ci

＊1 － － 
Ｃ 1.2Ci

＊1 － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海第二においては「設

備評価用床応答曲線」を

用いた評価を実施して

いるが，MOX 燃料加工施

設においては「設計用床

応答曲線」を用いた評価

を実施しているため，記

載していない。 

 

 

設工認申請書本文にお

ける「Ⅰ-１ 基本設計方

針」と同様に，建物・構

築物は，建屋，屋外重要

土木構造物(洞道)等の

総称としており，屋外重

要土木構造物(洞道)に

ついても，建物・構築物

の項目にて記載。以降同

様。 

 

Ｒｔは埋め込み深さ，支

持地盤のせん断波速度

により変動するため，

0.8 に限定しない記載と

した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(3／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

（重大事故等対処施設） 

静的地震力は，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備，及び当該設備が設置される重大事故等対処施設に適用するもの

とし，以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

 
 

 

 

(2) 動的地震力 

（設計基準対象施設） 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 動的地震力 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づ

き算定する。 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

静的地震力は，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備，及び当該設備が設置される重大事故等対処施

設に適用するものとし，以下の地震層せん断力係数及び震度に基

づき算定する。なお、重大事故等対処施設に該当する機器・配管

系については，後次回以降で申請する。 

 

 

(2) 動的地震力 

（安全機能を有する施設） 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 

＊1 

設備分類 
施設区分 

＊2 

耐震 
クラス 

地震層せん断力係
数及び水平震度 

地震層せん断力係
数（必要保有水平
耐力算出用） 

鉛直震度 

建物・ 
構築物 

① Ｂ 1.5Ci ＊3 1.0Ci ＊4 － 

① Ｃ 1.0Ci ＊3 1.0Ci ＊4 － 

種別 
耐震 

クラス 

入力地震動又は入力地震力＊1 

水平 鉛直 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 
弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ1/2＊2 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ1/2＊2 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ1/2＊2 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ1/2＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に

おいて，敷地に到達する

津波はないことを記載

しており，津波防護施

設，浸水防止設備，津波

監視設備に該当する施

設はない。以降，本資料

における津波防護施設，

浸水防止設備，津波監視

設備の記載有無による

先行炉との差異理由は

同様。 

表現上の差異。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(4／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

（重大事故等対処施設） 

動的地震力は，重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分に応じて，

以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する動

的地震力は，以下の入力地震動に基づき算定する。 

1) 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

 

入力地震動 

水平 鉛直 

地震を要因とする

重大事故等に対す

る施設 

基準地震動Ｓｓ×1.21) 基準地震動Ｓｓ×1.21) 

（重大事故等対処施設） 

動的地震力は，重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分に

応じて，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

なお、重大事故等対処施設に該当する機器・配管系の動的地震

力については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する動的地震

力は，以下の入力地震動に基づき算定する。 

 

注記＊1：基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 

＊1 
設備分類 
施設区分 

＊2 

耐震 
クラス 

入力地震動又は入力地震力＊3 

水平 鉛直 

建物・ 
構築物 

④ 
Ｓ 

基準地震動 Ss 基準地震動 Ss 

③ 基準地震動 Ss 基準地震動 Ss 

①，
② 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Sd1/2＊4 
弾性設計用地震動 

Sd1/2＊4 

項目 
入力地震動 

水平 鉛直 

地震を要因とする

重大事故等に対す

る施設 

基準地震動Ｓｓ1.2＊1 基準地震動Ｓｓ1.2＊1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設の耐震

性の裕度を確認するた

めに、基準地震動を 1.2

倍にした地震力を用い

るため記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(5／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

(3) 設計用地震力 

（設計基準対象施設） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施

設に適用する。 
＊2：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直に

おける動的と静的の大きい方の地震力とを，絶対値和法で組
み合わせてもよいものとする。 

＊3：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 
＊4：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直に

おける動的地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよいも
のとする。 

 

(3) 設計用地震力 

 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 設計用地震力 

（設計基準対象施設） 

注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれの
ある施設に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
耐震 
重要
度 

水平 鉛直 摘要 

建物 
・ 

構築物 

Ｓ 

地震層せん断力係
数 

3.0Ｃｉ 

静的震度 
（0.240） 

荷重の組合せは，水平方向及び鉛
直方向が静的地震力の場合は同
時に不利な方向に作用させるも
のとする。 
水平方向及び鉛直方向が動的地
震力の場合は組合せ係数法又は
二乗和平方根(SRSS)法による。屋
外重要土木構造物については，動
的解析において水平方向及び鉛
直方向の動的地震力を同時に考
慮するものとする。 

弾性設計用地震動Ｓ
ｄ 

弾性設計用地震動
Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 

地震層せん断力係数 
1.5Ｃｉ 

－ － 

弾性設計用地震動 
Ｓｄ1/2＊1 

弾性設計用地震動 
Ｓｄ1/2＊1 

荷重の組合せは，組合せ係数法，
二乗和平方根(SRSS)法又は絶対
値和法による。屋外重要土木構造
物については，動的解析において
水平方向及び鉛直方向の動的地
震力を同時に考慮するものとす
る。 

Ｃ 
地震層せん断力係

数 
1.0Ｃｉ 

－ － 

機器 
・ 

配管系 

Ｓ 

静的震度 
3.6Ｃｉ 

静的震度 
（0.288） 

荷重の組合せは，水平方向及び鉛
直方向が静的地震力の場合は同
時に不利な方向に作用させるも
のとする。 
水平方向及び鉛直方向が動的地
震力の場合は二乗和平方根
(SRSS)法又は絶対値和法による。 

設計用床応答曲線Ｓ
ｄ 
又は 

弾性設計用地震動Ｓ
ｄ 

設計用床応答曲線
Ｓｄ 
又は 

弾性設計用地震動
Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓ
ｓ 
又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線
Ｓｓ 
又は 

基準地震動Ｓｓ 

荷重の組合せは，二乗和平方根
(SRSS)法又は絶対値和法による。 

Ｂ 

静的震度 
1.8Ｃｉ 

－ 水平方向及び鉛直方向が動的地
震力の場合は二乗和平方根
(SRSS)法又は絶対値和法による。 設計用床応答曲線 

Ｓｄ1/2＊1 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ1/2＊1 

Ｃ 
静的震度 

1.2Ｃｉ 
－ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶対値和法での荷重の

組合せにおいて，動的地

震力と静的地震力での

組み合わせは行ってい

ないため，記載していな

い。なお，絶対値和法の

適用については表内に

記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(6／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

（重大事故等対処施設） 

 
 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 
①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 
②：①が設置される重大事故等対処施設 
③：常設耐震重要重大事故防止設備 
④：③が設置される重大事故等対処施設 
⑤：常設重大事故緩和設備 
⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設
備が属する耐震重要度分類のクラス 
また，常設重大事故緩和設備については，当該クラスをＳと表記す
る。 

 
＊3：放射性物質放出の最終障壁である原子炉格納容器に適用する。 
＊4：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に

適用する。 
＊5：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 
＊6：水平における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直における動的

地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 
＊7：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設に適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

なお、重大事故等対処施設に該当する機器・配管系の設計用地

震力については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 
①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故防
止設備 
②：①が設置される重大事故等対処施設 
③：常設耐震重要重大事故等対処設備 
④：③が設置される重大事故等対処施設 
 
 

＊2：常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を
有する施設が属する耐震重要度分類のクラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 

＊1 
設備分類 
施設区分 

＊2 

耐震 
クラス 

水平 鉛直 摘要 

建物・ 
構築物 

④ 

Ｓ 

基準地震動
Ss 

基準地震動 Ss 
荷重の組合せは，組合
せ係数法又は二乗和平
方根（SRSS）法による。
屋外重要土木構造物
(洞道)については，動
的解析において水平方
向及び鉛直方向の動的
地震力を同時に考慮す
るものとする。 

③ 
基準地震動

Ss 
基準地震動

Ss 

①，② 

Ｂ 

地震層せん断
力係数 

1.5Ci 
－ － 

弾性設計用地
震動 

Sd1/2 

弾性設計用地
震動 

Sd1/2 

荷重の組合せは，組合
せ係数法による。 

Ｃ 
地震層せん断
力係数 
1.0Ci 

－ － 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(7／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

発電用原子炉施設の耐震設計については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設

計の基本方針の概要」のうち「5.1 構造強度」に示す考え方に基づき，

設計基準対象施設における各耐震重要度及び重大事故等対処施設の施設

区分に応じた設計用地震力が加わった場合，これらに生じる応力とその

他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下とする設計とす

る。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるよ

うに十分に余裕を見込んだ値とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値

は，表3-1 に示す通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系のＳｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解析に用いる等価

繰返し回数は，設置場所等に関係なく複数の設備に対して適用が可能に

なるように設定した値（Ｓｓ地震動：160回，Ｓｄ地震動：320 回），又

は設備ごとに個別に設定した値を用いる。Ｓｄ地震動の疲労解析は，設

備ごとに個別に設定したＳｄ地震動の等価繰返し回数がＳｓ地震動の疲

労解析に用いた等価繰返し回数以下であれば省略できる。 

 

また，建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対して，

妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎

地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等によ

る地盤の支持力又は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計と

し，設計基準対象施設における耐震重要度及び重大事故等対処施設の施

設区分に応じた許容限界を設定する。 

 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び

風荷重を組合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを図3-1 に示す。

積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受

圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等常時の荷重に対して積雪荷重の

割合が無視できる施設を除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重に

ついては，屋外に設置されている施設のうち，コンクリート構造物等の

自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて相対的に無

視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み

合わせる。表3-2 に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを

示す。 

 

通常運転時の状態，運転時の異常な過渡変化時の状態及び事故時の状

態については，次のように定義される運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状

態Ⅲ，運転状態Ⅳ及び運転状態Ⅴのそれぞれの状態として考慮する。 

(1) 「運転状態Ⅰ」とは，発電用原子炉施設の通常運転時の状態をいう。

ここで通常運転とは，運転計画等で定める起動，停止，出力運転，高温

待機，燃料取替等の発電用原子炉施設の運転をいう。 

3. 構造強度の制限 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計については，添付書類「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基本方針」に基づき，耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場合，

これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力を許容

限界以下とする設計とする。 

 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持で

きるように余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための

機能が維持できる値とする。安全機能を有する施設の地震力に

よる応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容限界

を第 3.-1表に示す。また，重大事故等に対処するために必要な

機能が維持されることの確認に当たっては，第 3.-1 表(2)又は

第 3.-2表に示す許容限界の適用に加えて，塑性変形する場合で

あっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響を及ぼ

すことがないものを許容限界とする。具体的に適用する許容限

界については後次回で申請する「耐震計算書作成の基本方針」に

おいて示す。 

 

機器・配管系の疲労解析に用いる等価繰返し回数は，原則，設

備ごとに個別に設定した値を用いる。Ｓｄ地震動の疲労解析は，

設備ごとに個別に設定したＳｄ地震動の等価繰返し回数がＳｓ

地震動の疲労解析に用いた等価繰返し回数以下であれば省略で

きる。 

 

 

建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対して，

妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施

設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規

格及び基準等による地盤の支持力を十分下回る設計とし，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設に応じた許容限界を設定する。 

 

 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷

重及び風荷重を組み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フロ

ーを第 3.-1 図に示す。積雪荷重については，屋外に設置されて

いる施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構

造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を

除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外の

直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，コンクリー

ト構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震

荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様

の施設においては，地震力と組み合わせる。第 3.-3表に施設の

区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。 

 

 

 

 

 

 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計については，添付書類「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.1 構造強度」に示す考え

方に基づき，安全機能を有する施設における各耐震重要度及び重

大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場

合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合

計値等を許容限界以下とする設計とする。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持でき

るように十分に余裕を見込んだ値とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許

容値は，第 3.-1表に示す通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系のＳｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解析に用い

る等価繰返し回数は，原則，設備ごとに個別に設定した値を用い

る。 

Ｓｄ地震動の疲労解析は，設備ごとに個別に設定したＳｄ地震

動の等価繰返し回数がＳｓ地震動の疲労解析に用いた等価繰返し

回数以下であれば省略できる。 

 

また，建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対

して，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要とな

る施設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認められる

規格及び基準等による地盤の支持力又は支持力度と比べて妥当な

安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設における耐震

重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設

定する。 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷

重及び風荷重を組み合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを

第 3.-1図に示す。積雪荷重については，屋外に設置されている施

設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等

常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地

震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外の直接風を

受ける場所に設置されている施設のうち，コンクリート構造物等

の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて相

対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，

地震力と組み合わせる。第 3.-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重

及び風荷重の組合せを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

ては，設置場所によらず

複数の設備に対して適

用可能な値を設定して

いないことから，設備ご

とに設定することを記

載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におけ

る運転状態として，通常

時の状態，設計基準事故

時の状態を定義付けし

ているため，先行炉にお
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(8／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

(2) 「運転状態Ⅱ」とは，運転状態Ⅰから逸脱した運転状態であって，

運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ，運転状態Ⅴ及び試験状態以外の状態をいう。

「試験状態」とは，耐圧試験により原子炉施設に最高使用圧力を超える

圧力が加えられている状態をいう。 

(3) 「運転状態Ⅲ」とは，発電用原子炉施設の故障，異常な作動等によ

り原子炉の運転の停止が緊急に必要とされる運転状態をいう。 

(4) 「運転状態Ⅳ」とは，発電用原子炉施設の安全性を評価する観点か

ら異常な状態を想定した運転状態をいう。 

(5) 「運転状態Ⅴ」とは，発電用原子炉施設が重大事故に至るおそれが

ある事故，又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能が必要と

される運転状態をいう。なお，添付書類「Ⅴ-3 強度に関する説明書」に

記載の「運転状態Ⅳを超える事象」に相当するものである。 

使用済燃料乾式貯蔵容器については，次のように定義される設計事象

Ⅰ，設計事象Ⅱ，設計事象Ⅲ，設計事象Ⅳのそれぞれの状態を考慮する。 

(1) 「設計事象Ⅰ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の通常の取扱い時及

び貯蔵時の状態をいう。 

(2) 「設計事象Ⅱ」とは，設計事象Ⅰ，設計事象Ⅲ，設計事象Ⅳ及び試

験状態以外の状態をいう。「試験状態」とは，耐圧試験により使用済燃料

乾式貯蔵容器に最高使用圧力を超える圧力が加えられている状態をい

う。 

(3) 「設計事象Ⅲ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器又はその取扱い機器

等の故障，異常な作動等により，貯蔵又は計画された取扱いの停止が緊

急に必要とされる状態をいう。 

(4) 「設計事象Ⅳ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の安全設計上想定さ

れる異常な事態が生じている状態をいう。 

 

表 3-1 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

（設計基準対象施設） 

a.建物・構築物（原子炉格納容器を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-1表 安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界 

 (1) 建物・構築物 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-1表 安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

（安全機能を有する施設） 
 

耐震 
クラス 

荷重の組合せ 
許容限界 

建物・構築物 
基礎地盤の
支持性能 

建
物・
構築
物 

Ｓクラス 

＊1 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｄ 

質点系モデルによる地震応答解析
の最大せん断ひずみ度がおおむね
弾性状態に留まる範囲で耐えるこ
と又は部材に生じる応力が短期許
容応力度に基づく許容値又は CCV
規格＊2 における荷重状態Ⅲの許容
値を超えないこととする。 

地盤の短期
許容支持力
度とする。 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｓ 

質点系モデルによる地震応答解析
の最大せん断ひずみ度が 2.0×10-3

を超えないこと又は部材に生じる
応力が終局耐力に対し妥当な安全
余裕を有していることあるいは部
材に生じる応力又はひずみが CCV
規格＊2 における荷重状態Ⅳの許容
値を超えないこととする。 

地盤の極限
支持力度に
対して妥当
な安全余裕
を 持 た せ
る。 

Ｂクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 
部材に生じる応力が短期許容応力
度に基づく許容値を超えないこと
とする。 

地盤の短期
許容支持力
度とする。 

Ｃクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 
部材に生じる応力が短期許容応力
度に基づく許容値を超えないこと
とする。 

地盤の短期
許容支持力
度とする。 

 

ける運転状態Ⅰ～Ⅴの

解説は記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号は機器・配管系とも

揃えた記載とした。以下

同様。 
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〔記号の説明〕 

Ｇ  ：固定荷重 

Ｐ  ：積載荷重 

 

Ｋｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＫＢ  ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震力 

ＫＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間そ

の作用が続く荷重は，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力と組み合わせる。 

＊2：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）

日本機械学会，2003） 

 

 

 

b.原子炉格納容器 

 
 

〔記号の説明〕 

Ｄ ：死荷重 

Ｌ ：活荷重 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｔ１：運転時温度荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ２：異常時温度荷重 

Ｈ ：水力学的動荷重 

Ｋｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

注記＊1：冷却材喪失事故時の荷重として圧力の最大値は考慮しない。 

＊2：原子炉格納容器は原子炉冷却材喪失時の最終障壁となることから，

構造体全体としての安全余裕を確認する意味で，原子炉冷却材喪失後の

最大内圧とＳｄ（又は静的地震力）との組合せを考慮するものとし，内

圧は安全側に原子炉格納容器の最高使用圧力に置き換えるものとする。 

＊3：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）

日本機械学会，2003） 

 

 

 

 

 

記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

ＬＳ ：積雪荷重(短期事象との組合せ用) 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される地震力 

ＳＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

注記＊1： 地震力と組み合わせる荷重には，この他，建物・構築

物の実況に応じて，土圧，水圧等を考慮するものとする。 

＊2： 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規

格((社)日本機械学会，2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故時の状態

で施設に作用する荷重

については，運転時の状

態で施設に作用する荷

重を超えるもの及び長

時間施設に作用するも

のがないため，事業変更

許可申請に合わせて記

載した。 

 

MOX 燃料加工施設におい

ては該当する設備がな

いため記載していない。 
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（重大事故等対処施設） 

a.建物・構築物（原子炉格納容器を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔記号の説明〕 

Ｇ ：固定荷重 

Ｐ ：積載荷重 

Ａ ：重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって

引き起こされるおそれのある事象による荷重，又は重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重のうち長期的な荷重 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＫＢ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震力 

ＫＣ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処

設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備については，当該クラスをＳと表記する。 

 

b.原子炉格納容器 

 
 

〔記号の説明〕 

Ｄ ：死荷重 

Ｌ ：活荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

 

＊1 
設備分類 
施設区分 

＊2 

耐震 
クラス 

荷重の組合せ 
許容限界 

建物・構築物 
基礎地盤の支

持性能 

建
物・
構築
物 

③，④ 
Ｓクラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋Ａ＋Ｓｓ 
要求機能が維持
されることとす
る。 

地盤の極限支
持力度に対し
て妥当な安全
余裕を持たせ
る。 

①，
② 

Ｂクラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 

部材に生じる応
力が短期許容応
力度に基づく許
容値を超えない
こととする。 

地盤の短期許
容支持力度と
する。 

Ｃクラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 

部材に生じる応
力が短期許容応
力度に基づく許
容値を超えない
こととする。 

地盤の短期許
容支持力度と
する。 

 

〔記号の説明〕 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

Ａ ：重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によ

って引き起こされるおそれのある事象による荷重，又は重大事故

等時の状態で施設に作用する荷重のうち長期的な荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震

力 

ＳＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故等対処設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

 

＊2：常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を

有する施設が属する耐震重要度分類のクラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

ては該当する設備がな

いため記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(11／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ２：異常時温度荷重 

Ｐ３：重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的（以下「SA

（L）時」という。）に作用する荷重） 

Ｐ４：重大事故等時圧力荷重（SA 時の状態で SA（L）時より更に長期的

（以下「SA（LL）時」という。）に作用する荷重） 

Ｈ ：水力学的動荷重 

Ｋｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳＡｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

注記＊1：冷却材喪失事故時の荷重として圧力の最大値は考慮しない。 

＊2：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）

日本機械学会，2003） 

＊3：重大事故等時の状態 

 

 

(2) 機器・配管系 

a. 記号の説明 

Ｄ : 死荷重 

Ｐ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態（地震との組合せが独

立な運転状態Ⅳ，Ⅴは除く）における圧力荷重 

Ｍ : 地震及び死荷重以外で地震と組み合わすべきプラントの運転状態

（地震との組合せが独立な運転状態Ⅳ，Ⅴは除く）で設備に作用し

ている機械的荷重各［運転状態におけるＰ及びＭについては，安全

側に設定された値（最高使用圧力，設計機械荷重等）を用いてもよ

い。］ 

ＰＬ : 地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除き，その後

に生じている圧力荷重 

ＭＬ : 地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除き，その後

に生じている死荷重及び地震荷重以外の機械的荷重 

ＰＤ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ

及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合

にはこれを含む｡）又は当該設備に設計上定められた最高使用圧

力による荷重 

ＭＤ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ

及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合

にはこれを含む｡）又は当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｐｄ : 当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

 

Ｍｄ : 当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＰＳＡＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））に作

用する圧力荷重 

ＭＳＡＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））に作

用する機械的荷重 

ＰＳＡＬＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））よ

り更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する圧力荷重 

ＭＳＡＬＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））よ

り更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する機械的荷重 

ＰＳＡＤ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状態等を考慮

して当該設備に設計上定められた設計圧力による荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ  ：死荷重(自重) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に

合わせた記載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(12／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ＭＳＡＤ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状態等を考慮

して当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力 

Ｓｄ* : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又はＳクラス設備に

適用される静的地震力 

Ｓｓ : 基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

 

 

ＳＢ : 耐震Ｂクラス設備に適用される地震動により定まる地震力又は静

的地震力 

ＳＣ : 耐震Ｃクラス設備に適用される静的地震力 

 

 

ⅢＡＳ: 発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005 年版（2007 年追

補版含む。））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007）（日本機械学会 

2007 年9 月）（以下「設計・建設規格」という。）の供用状態Ｃ

相当の許容応力を基準として，それに地震により生じる応力に

対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態 

ⅣＡＳ: 設計・建設規格の供用状態Ｄ相当の許容応力を基準として，それ

に地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許

容応力状態 

ⅤＡＳ:運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力状態を基本として，そ

れに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた

許容応力状態 

ＢＡＳ: 耐震Ｂクラス設備の地震時の許容応力状態 

ＣＡＳ : 耐震Ｃクラス設備の地震時の許容応力状態 

Ⅰ＋Ｓｄ* 設計事象Ⅰの貯蔵時の状態において，Ｓｄ*地震力が作用した

場合の許容応力区分 

Ⅰ＋Ｓｓ 設計事象Ⅰの貯蔵時の状態において，Ｓｓ地震力が作用した場

合の許容応力区分 

 

Ｓｙ : 設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定さ

れる値 

 

 

Ｓｕ : 設計引張強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9 に規定

される値 

Ｓｍ : 設計応力強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1 に規定

される値。 ただし，耐圧部テンションボルトにあ

っては設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表2 

に規定される値 

Ｓ : 許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6 

に規定される値 

ただし，クラスＭＣ容器にあっては設計・建設規格 

付録材料図表Part5 表3 に規定される値 

また，耐圧部テンションボルトについては，クラス

ＭＣにあっては設計・建設規格 付録材料図表 

Part5 表4 に規定される値。その他については設

計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7 に規定さ

れる値 

Ｆ : 設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆ＊ : 設計・建設規格 SSB-3121.3 の規定により，SSB-3121(1)a.にお

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷

重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｙ ：設計降伏点  「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格(2005年版(2007年追補版を含む))JSME S NC1-

2005/2007」(以下「JSME S NC1」という。)付録材料図表 Part5

表 8に規定される値 

Ｓｕ ：設計引張強さ 「JSME S NC1」付録材料図表 Part5

表 9に規定される値 

Ｓｍ ：設計応力強さ 「JSME S NC1」付録材料図表 Part5

表 1に規定される値 

 

 

Ｓ ：許容引張応力 「JSME S NC1」付録材料図表 Part5

表 5又は表 6に規定される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｙ ：設計降伏点「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005

年版(2007年追補版を含む))JSME S NC1-2005/2007」(以下「JSME 

S NC1」という。)付録材料図表 Part5表 8 に規定される値 

 

 

Ｓｕ ：設計引張強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5表 9 に規

定される値 

Ｓｍ ：設計応力強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5表 1 に規

定される値 

 

 

Ｓ：許容引張応力「JSME S NC1」付録材料図表 Part5表 5又は表

6 に規定される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用文献を明確化し，記

載の適正化として図書

内での表現を統一した。

以下同様。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図

書内での表現を統一し

た。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(13／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

けるＳｙ及びＳｙ（ＲＴ）を1.2Ｓｙ及び1.2Ｓｙ（ＲＴ）に読み替

えた値 

Ｓｈ: 最高使用温度における許容引張応力  

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 に規定される

値 

ｆｔ: 許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く｡）に対して設計・建設

規格SSB-3121.1(1)により規定される値｡ボルト等

に対して設計・建設規格 SSB-3131(1)により規定

される値 

 

ｆｓ : 許容せん断応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・

建設規格SSB-3121.1(2)により規定される値。ボ

ルト等に対しては，設計・建設規格SSB-3131(2)

により規定される値 

 

ｆｃ : 許容圧縮応力 支持構造物（ボルト等を除く｡）に対して設計・建

設規格SSB-3121.1(3)により規定される値 

ｆｂ : 許容曲げ応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・建

設規格SSB-3121.1(4)により規定される値 

ｆｐ : 許容支圧応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・建

設規格SSB-3121.1(5)により規定される値 

ｆｔ
＊，ｆｓ

＊，ｆｃ
＊，ｆｂ

＊，ｆｐ
＊： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に設計・建

設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定する値とあるのを設

計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に規定する値の1.2 倍

の値と読み替えて計算した値。ただし，その他の支持構造物の

上記ｆｔ～ｆｐ
＊においては，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a の

Ｆ値はＳｙ及び0.7Ｓｕのいずれか小さい方の値。ただし，使用

温度が40℃を超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニ

ッケル合金にあっては，1.35Ｓｙ，0.7Ｓｕ又はＳｙ(RT)のいずれ

か小さい方の値。また，Ｓｙ(RT)は40℃における設計降伏点の値 

 

 

 

ＴＬ : 形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重(N)（同

一仕様につき3 個の試験の最小値又は1 個の試験の90%） 

Ｓｙｄ : 最高使用温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

Ｓｙｔ : 試験温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

 

ＡＳＳ : オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ : 高ニッケル合金 

Ｌ : 活荷重 

Ｐ１ : 運転時圧力荷重 

Ｒ１ : 運転時配管荷重 

Ｔ１ : 運転時温度荷重 

Ｐ２ : 異常時圧力荷重 

Ｒ２ : 異常時配管荷重 

Ｔ２ : 異常時温度荷重 

Ｐ３ : 重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期（Ｌ））

に作用する圧力荷重） 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対

して「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131 により規定される

値 

 

ｆｓ ：許容せん断応力 同 上 

 

 

 

 

ｆｃ ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対

して「JSMES NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ｆｂ ：許容曲げ応力  同 上 

 

ｆｐ ：許容支圧応力  同 上 

 

ｆｔ*，ｆｓ*，ｆｃ*，ｆｂ*，ｆｐ*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に「JSME 

S NC1」SSB-3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び「Ｓｙ(RT)」とある

のを「1.2Ｓｙ」及び「1.2Ｓｙ(RT)」と読み替えて算出した値

(「JSME S NC1」SSB-3121.3 及び SSB-3133) 

 なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表 Part5表 1，

表 5，表 6，表 8及び表 9に値の記載がない場合は，別途定めら

れた規格・基準等を準用することとする。 

注記：添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に定めてい

る設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重ついては，通常

時に作用している荷重を超えるもの及び長時間施設に作用する

ものがないため，地震荷重と組み合わせるものはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ：許容引張応力支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME 

S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

 

 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

 

ｆｃ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ｆｂ：許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ｆｐ：許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

 ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に「JSME 

S NC1」SSB-3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び「Ｓｙ(RT)」

とあるのを「1.2Ｓｙ」及び「1.2Ｓｙ(RT)」と読み替えて

算出した値(「JSME S NC1」SSB-3121.3及びSSB-3133) 

 なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表Part5

表1，表5，表6，表8及び表9に値の記載がない場合は，別

途定められた規格・基準等を準用することとする。 

注記：添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に

定めている設計基準事故時の状態で施設に作用する荷

重ついては，通常時に作用している荷重を超えるもの及

び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組

み合わせるものはない。 

 

 

ＴＬ : 形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重

(N)（同一仕様につき3 個の試験の最小値又は1 個の試験

の90%） 

Ｓｙｄ : 最高使用温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

Ｓｙｔ : 試験温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

ＡＳＳ : オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ : 高ニッケル合金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図

書内での表現を統一し

た。 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図

書内での表現を統一し

た。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に

合わせた記載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(14／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

Ｒ３ : 重大事故等時配管荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期（Ｌ））

に作用する配管荷重） 

Ｐ４ : 重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期（Ｌ））

より更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する圧力荷重） 

Ｒ４ : 重大事故等時配管荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期（Ｌ））

より更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する配管荷重） 

Ｋｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又はＳクラス設備に適

用される静的地震力 

ＫＳＡｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

ＫＳ : 基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

Ｆｃ : コンクリートの設計基準強度 

 

 

ｂ．荷重の組合せ及び許容応力 

(a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備の機器・配管系 

イ. クラス１容器及び重大事故等クラス２容器（クラス１容器） 

（クラス１容器） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２容器（クラス１容器）） 

 

＜文中表＞ 

 

ロ. クラスＭＣ容器及び重大事故等クラス２容器（クラスＭＣ容器） 

（クラスＭＣ容器）（１／２） 

＜文中表＞ 

 

（クラスＭＣ容器）（２／２） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２容器（クラスＭＣ容器））（１／２） 

 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２容器（クラスＭＣ容器））（２／２） 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. クラス２，３容器及び重大事故等クラス２容器（クラス２，３容器） 

（クラス２容器及びクラス３容器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(15／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等クラス２容器（クラス２，３容器）） 

＜文中表＞ 

 

 

 

ニ. クラス１管及び重大事故等クラス２管（クラス１管） 

（クラス１管） 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

（重大事故等クラス２管（クラス１管）） 

 

＜文中表＞ 

 

 

① 容器 

 

a．Ｓクラス 

＜文中表＞ 

 

b．Ｂ，Ｃクラス 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 容器 

 

a．Ｓクラス 

 
耐
震 
重
要
度 

荷重の 
組合せ 

許容限界＊1 

一次一般膜応力 
一次膜応力＋
一次曲げ応力 

一次＋ 
二次応力 

一次＋ 
二次＋ 
ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋ 
Ｐ ｄ ＋
Ｍ ｄ ＋
Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの
小さい方。 
ただし，ＡＳＳ及
びＨＮＡについ
ては上記値と 1.2
Ｓとの大きい方。 

左欄の 1.5 倍
の値 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみによ
る疲労解析を行い，疲労累
積係数が 1.0 以下であるこ
と。ただし，地震動のみに
よる一次＋二次応力の変動
値が 2Ｓｙ以下であれば疲労

解析は不要。＊2 

Ｄ＋ 
Ｐ ｄ ＋
Ｍ ｄ ＋
ＳＳ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 1.5 倍
の値 

 

注記＊1：座屈に対する評価が必要な場合には，JEAG4601—1987 
第 2 種容器(クラス MC 容器)の座屈に対する計算式による。 
＊2：２Sy を超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，

「JSME S NC1」PVB-3300(PVB-3313 を除く。Smは 2／3 Syと
読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．（重大事故等対処設備(Ｓクラス)） 

重大事故等対処設備に該当する機器・配管系については，後次回

申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書と

の整合性を図るために

「Ⅲ-1-1 耐震設計の基

本方針」に合わせた記載

とした。 

 

 

 

 

記載の適正化として，図

書間の整合を図るため

に「Ⅲ-1-1 耐震設計の

基本方針」に合わせた記

載とした。 

 

非常用炉心冷却系等に

用いるＰＤ及びＭＤに

ついては，運転状態が規

定されている発電プラ

ント特有の条件であり，

当社においてはＰｄ及

びＭｄの荷重を用いた

設計を行うことから記

載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(16／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ホ. クラス２，３管及び重大事故等クラス２管（クラス２，３管） 

（クラス２，３管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 配管類 

a．Ｓクラス 
＜文中表＞ 

 

b．Ｂ，Ｃクラス 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 配管系 

a．Ｓクラス 

 
耐震 
重要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜
応 力 

一次応力 
(曲げ応力を
含む。) 

一 次 ＋ 
二 次 応
力 

一 次 ＋ 
二 次 ＋ 
ピーク応力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。) 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6
Ｓｕの小さ
い方。 
ただし，Ａ
ＳＳ及びＨ
ＮＡについ
ては上記値
と 1.2Ｓと
の 大 き い
方。＊1 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳ
Ｓ及びＨＮ
Ａについて
は上記値と
1.2Ｓとの大
きい方。 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみ
による疲労解析を行
い，疲労累積係数が 1.0
以下であること。ただ
し，地震動のみによる
一次＋二次応力の変動
値が 2Ｓｙ以下であれ
ば疲労解析は行わな
い。＊2 Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＳ 

0.6Ｓｕ＊1 
左欄の 1.5
倍の値 

ダ 

ク 

ト 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
Ｓｄ 

地震時の加
速度及び相
対変位に対
し機能が保
たれるよう
サポートの
スパン長＊3

を最大許容
ピッチ以下
に確保する
こと。 

－ － － 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＳ 

注記＊1：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除く。)
におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許容値の0.8倍の
値とする。 

＊2：２Ｓｙを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME S NC1」
PPB-3536(同(3)及び(6)を除く。また Smは 2／3 Syに読み替える。)
の簡易弾塑性解析を用いる。 

＊3：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書と

の整合性を図るために

「Ⅲ-1-1 耐震設計の基

本方針」に合わせた記載

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクトについては別途

記載。 

非常用炉心冷却系等に

用いるＰＤ及びＭＤに

ついては，運転状態が規

定されている発電プラ

ント特有の条件であり，

当社においてはＰｄ及

びＭｄの荷重を用いた

設計を行うことから記

載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(17／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

（重大事故等クラス２管（クラス２，３管）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．（重大事故等対処設備（Ｓクラス）） 

重大事故等対処設備に該当する機器・配管系については，後次

回申請以降で申請する。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(18／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ヘ. クラス４管及び重大事故等クラス２管（クラス４管） 

（クラス４管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等クラス２管（クラス４管）） 

 

＜文中表＞ 

 

ト. クラス１ポンプ及び重大事故等クラス２ポンプ（クラス１ポンプ） 

（クラス１ポンプ） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２ポンプ（クラス１ポンプ）） 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再掲】※ダクト部分の比較 
② 配管系 

a．Ｓクラス 

 
耐震 
重要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応
力 

一次応力 
(曲げ応力を含

む。) 

一 次 ＋ 
二 次 応 力 

一 次 ＋ 
二 次 ＋ 
ピーク応力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。) 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐ
ｄ＋Ｍｄ

＋Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの
小さい方。 
ただし，ＡＳＳ
及びＨＮＡに
ついては上記
値と 1.2Ｓとの
大きい方。＊1 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ
及びＨＮＡに
ついては上記
値と 1.2Ｓとの
大きい方。 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみによる
疲労解析を行い，疲労累積係数
が 1.0 以下であること。ただし，
地震動のみによる一次＋二次応
力の変動値が 2Ｓｙ以下であれ
ば疲労解析は不要。＊2 Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＳ 
0.6Ｓｕ＊1 

左欄の 1.5 倍
の値 

ダ 

ク 

ト 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐ
ｄ＋Ｍｄ

＋Ｓｄ 

地震時の加速
度及び相対変
位に対し機能
が保たれるよ
うサポートの
スパン長＊ 3 を
最大許容ピッ
チ以下に確保
すること。 

－ － － 

Ｄ＋Ｐ
ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＳ 

注記＊1：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除く。)
におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許容値の0.8倍の
値とする。 
＊2：２Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S 
NC1」PPB-3536(1)，(2)，(4)及び(5) (ただし，Smは 2／3 Syと読
み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 
＊3：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクトについて第 5種管

（JEAG4601）の規定を準

用した記載とした。 

 

非常用炉心冷却系等に

用いるＰＤ及びＭＤに

ついては，運転状態が規

定されている発電プラ

ント特有の条件であり，

当社においてはＰｄ及

びＭｄの荷重を用いた

設計を行うことから記

載していない。 

。 

ダクトにおける機能が

保たれるサポートのス

パン長とは支持間隔が

座屈限界長さ以下のス

パン長にすることにつ

いて記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(19／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

チ. クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ及び重大事故等

クラス２ポンプ（クラス２，３，その他のポンプ） 

（クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等クラス２ポンプ（クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その

他のポンプ）） 

 

＜文中表＞ 

 

リ. クラス１弁（弁箱）及び重大事故等クラス２弁（クラス１弁（弁箱）） 

（クラス１弁（弁箱）） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２弁（クラス１弁（弁箱））） 

＜文中表＞ 

 

ヌ. クラス２弁（弁箱）及び重大事故等クラス２弁（クラス２弁（弁箱）） 

（クラス２弁（弁箱）） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２弁（クラス２弁（弁箱）） 

＜文中表＞ 

 

 

③ ポンプ 

ａ．Ｓクラス 

 

＜文中表＞ 

 

b．Ｂ，Ｃクラス 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 弁(弁箱) 

 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ポンプ 

ａ．Ｓクラス 
耐
震 
重
要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 
一次応
力 

一 次 ＋ 
二 次 応 力 

一 次 ＋ 
二 次 ＋ 
ピ ー ク 応 力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐ
ｄ＋Ｍ
ｄ＋Ｓ
ｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの
小さい方。 
ただし，ＡＳＳ
及びＨＮＡにつ
いては上記値と
1.2Ｓとの大きい
方。 

左欄の 
1.5 倍の
値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解
析を行い，疲労累積係数が 1.0 以下であ
ること。ただし，地震動のみによる一次
＋二次応力の変動値が２Sy 以下であれ
ば疲労解析は不要。＊1 Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍ
ｄ＋Ｓ
Ｓ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 

1.5 倍の
値 

 
注記＊1：２Syを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S NC1」

PVB-3300(PVB-3313 を除く。Smは 2／3 Syと読み替える。)の簡易弾塑性解
析を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．（重大事故等対処設備（Ｓクラス）） 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界については，後

次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプについて第 3種ポ

ンプ（JEAG4601）の規定

を準用した記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(20／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

（比較対象無し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル. 炉心支持構造物 

（設計基準対象施設） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等対処施設） 

＜文中表＞ 

ヲ. 炉内構造物 

（設計基準対象施設） 

＜文中表＞ 

（重大事故等対処施設） 

＜文中表＞ 

ワ. クラス１支持構造物及び重大事故等クラス２支持構造物（クラス１

支持構造物） 

（クラス１支持構造物） 

＜文中表＞ 

（重大事故等クラス２支持構造物（クラス１支持構造物）） 

＜文中表＞ 

カ. クラスＭＣ支持構造物及び重大事故等クラス２支持構造物（クラス

ＭＣ支持構造物） 

（クラスＭＣ支持構造物） 

＜文中表＞ 

（重大事故等クラス２支持構造物（クラスＭＣ支持構造物）） 

＜文中表＞ 

ヨ. クラス２，３支持構造物及び重大事故等クラス２支持構造物（クラ

ス２，３支持構造物） 

（クラス２，３支持構造物） 

＜文中表＞ 

（重大事故等クラス２支持構造物（クラス２，３支持構造物）） 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 支持構造物 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 弁(弁箱) 

耐震 
重要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜
応力 

一次応力 
一 次 ＋ 
二 次 応 力 

一 次 ＋ 
二 次 ＋ 
ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
Ｓｄ 

――――――――――――――――――       ＊1 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＳ 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＢ 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＣ 

注記＊1：バルブの肉厚が接続配管と同等の場合で，特に大きな駆動部を
有する電動弁，空気作動弁については，「JSME S NC1」VVB-3300 の評
価を行う。ただし，地震時に過大な応力の発生を防ぐ処置が講じられて
いるものは，この限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁ついて，その他の弁の

規定を準用した記載と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(21／47) 
別紙４ 
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タ. その他の支持構造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

＜文中表＞ 

レ. 使用済燃料乾式貯蔵容器 

（イ） キャスク容器＊1 

＜文中表＞ 

（ロ） バスケット＊1 

＜文中表＞ 

（ハ） 二次蓋＊1 

＜文中表＞ 

（ニ） 中間胴，トラニオン及び支持構造物＊1 

＜文中表＞ 

ソ. クラス１耐圧部テンションボルト（容器以外）及び重大事故等クラ

ス２耐圧部テンションボルト（容器以外）（クラス１耐圧部テンションボ

ルト（容器以外）） 

（クラス１耐圧部テンションボルト（容器以外）） 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 支持構造物 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持構造物について，そ

の他の支持構造物を準

用した記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(22／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

（重大事故等クラス２耐圧部テンションボルト（容器以外）（クラス１耐

圧部テンションボルト 

（容器以外））） 

＜文中表＞ 

 

 

ツ. クラス２，３耐圧部テンションボルト及び重大事故等クラス２耐圧

部テンションボルト（クラス２，３耐圧部テンションボルト） 

（クラス２，３耐圧部テンションボルト） 

＜文中表＞ 

 

 

 

（重大事故等クラス２耐圧部テンションボルト（クラス２，３耐圧部テ

ンションボルト）（クラス２，３耐圧部テンションボルト）） 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(23／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ネ. 埋込金物 

荷重の組合せに対する許容応力状態は，埋込金物が支持する支持構造

物と同等とする。また，以下では，設計基準対象施設の許容限界を示す

が，重大事故等対処施設における許容応力状態 

ⅤＡＳの許容限界については，許容応力状態ⅣＡＳの許容限界と読み替

える。 

(イ) 鋼構造物の許容応力 

鋼構造物の許容応力は次による。 

ⅰ. 埋込板，アンカーフレーム，スタッド等は，その他の支持構造物

（ボルト以外）の規定による。 

ⅱ. アンカボルトは，その他の支持構造物（ボルト等）の規定による。 

(ロ) コンクリート部の許容基準 

コンクリート部の強度評価における許容荷重はＪＥＡＧ４６０１－

1991 追補版に基づき，次の通りとする。 

また，アンカー部にじん性が要求される場合にあっては，原則とし

て基礎ボルトが先に降伏するような設計とする。 

ⅰ. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンクリートの評価 

(ⅰ) コンクリートにせん断補強筋がない場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は，以下に示すコン

クリート部の引張荷重に対する許容値以下となるようにする。 

p≦pa＝min(pa1,pa2) 

ここに 

pa1＝0.31・Ｋ１・Ａｃ √Fc 
pa2＝Ｋ２・αc・Ａ0・Fc 

p ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

pa ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容引張荷重（N） 

pa1 ：コンクリート躯体がコーン状破壊する場合の基礎ボルト１本当た

りの許容引張荷重（N） 

pa2 ：基礎ボルト頭部に接するコンクリート部が支圧破壊する場合の基

礎ボルト１本当たりの許容引張荷重（N） 

Ｋ１ ：コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Ｋ２ ：支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ａc ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積（mm2） 

αc ：支圧面積と有効投影面積から定まる定数，＝ �Ac/A0  かつ 10 以

下 

Ａ0 ：支圧面積（mm2） 

また，各許容応力状態に対するコーン状破壊耐力及び支圧破壊耐力の低

減係数（Ｋ１及びＫ２）の値を以下に示す。 

 
 

(ⅱ) コンクリートにせん断補強筋を配する場合 

コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積の範囲内にせん断補強筋

を配する場合， 

鉄筋比が 0.4 ％以上あれば許容応力状態ⅣＡＳにおけるコンクリート

部の引張強度は， 

(ⅰ)の場合の 1.5 倍の強度を有するものとして評価することができる。 

⑥ 埋込金物 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 埋込金物 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行炉における文章で

の記載内容を表の形式

に纏めて記載した。 
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鉄筋比：Pt＝ ∑𝐴𝐴𝑊𝑊
𝐴𝐴𝐶𝐶

 

 

Aw：せん断補強筋断面積（mm2） 

Ac：有効投影面積（mm2） 

 

ⅱ. 基礎ボルトがせん断荷重を受ける場合のコンクリートの評価 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は，以下に示すコンク

リート部のせん断荷重に対する許容値以下になるようにする。 

q≦qa＝min（qa1,qa2） 

ここに 

qa1＝0.5・Ｋ３・Ａb・� Ec・Fc 

qa2＝0.31・Ｋ４・Ａc1・√Fc 
q ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

qa ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容せん断荷重（N） 

qa1：基礎ボルトと基礎ボルト周辺のコンクリートが圧壊して破壊（複合

破壊）する 

場合の基礎ボルト１本当たりの許容せん断荷重（N） 

qa2：へり側コンクリートが破壊する場合の基礎ボルト１本当たりの許容

せん断荷重 

（N） 

Ｋ３ ：複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数 

Ｋ４ ：へり側コンクリート破壊の場合のせん断耐力の低減係数 

Ａb ：基礎ボルトの谷径断面積（スタッドの場合は軸部断面積）（mm2） 

Ec ：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

a ：へりあき距離（mm） 

Ａc1 ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積（mm2）＝πa2/2 

ただし， � Ec・Fcの値は，500 N/mm2 以上，880 N/mm2以下とする。

880 N/mm2を超える場合は，� Ec・Fc＝880 N/mm2として計算する。 

 

また，各許容応力状態に対するせん断耐力の低減係数（Ｋ３及びＫ４）

の値を以下に示す。 

 
ⅲ. 基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合のコンクリー

トの評価 

基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合，それらの組合せ

荷重が以下に示す 

コンクリート部の引張荷重及びせん断荷重の組合せに対する許容値以下

となるようにする。 

 

�
𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑎𝑎
�
2

+ �
𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑎𝑎
�
2
≦ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 
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別紙４ 
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ここに 

pa ：引張荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たりのコンクリート部の

許容引張荷重（N） 

＝min(pa1,pa2) 

qa ：せん断荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たりのコンクリート部

の許容せん断荷重（N） 

＝min(qa1,qa2) 

p ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

q ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

 

ⅳ. コンクリート部の面内せん断力が大きい場合の評価 

鉄筋コンクリート造建物・構築物において，耐震要素として地震時に

生じる力を負担させる壁（以下「耐震壁」という。）において地震力によ

る各層の面内せん断ひずみ度又は面内せん断力が著しく大きい場合は，

鉄筋コンクリート造壁の機器・配管に対する支持機能の評価に，下記の

許容限界を用いることとする。 

(ⅰ) 耐震壁の面内せん断ひずみ度と基礎ボルトの面外引張力に関する

許容限界の目安値 

地震力による各層の面内せん断ひずみ度γと機器・配管のアンカー部

に作用する面外の引張力 p を pu で除した値 p／pu が，以下に示す図の

網掛け部の許容限界ゾーン内にあることとする。 

ここで，pu は定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力で，下記の式に

よる。また，面内せん断ひずみ度γは，ＪＥＡＧ４６０１で定まる復元

力特性を用いた応答解析結果に基づく値とする。 

pu＝0.31・Ａc・√Fc 
ここに， 

pu ：定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力（N） 

Ａc：有効投影面積（「ⅰ. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンク

リートの評価」参照）（mm2） 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 
 

 

 

(ⅱ) 耐震壁の面内せん断力と基礎ボルトの面外引張力に関する許容限

界の目安値 

地震力による各層の面内せん断力 Q を終局せん断耐力 Qu で除した値 Q

／Qu と前記の p／pu が，以下に示す図の網掛け部の許容限界ゾーン内

にあることを目安とする。 

ここで，Qu は各層の終局せん断耐力で，下記の式による。 

Qu＝τu・As 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(26／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ここに 

 
 

τs＝(PV＋PH)･σy/2＋(σV+σH)/2 

Qu ：終局せん断耐力（N） 

τu ：終局せん断応力度（N/mm2） 

AS ：有効せん断断面積（mm2） 

FC ：コンクリートの圧縮強度（N/mm2） 

PV ：縦筋比 

PH ：横筋比 

σV ：縦軸応力度（N/mm2） 

σH ：横軸応力度（N/mm2） 

σy ：鉄筋の降伏応力度（N/mm2） 

Ｄ ：引張，圧縮フランジの芯々間距離（mm） 

（ボックス壁であれば地震荷重加力方向の壁長，円筒壁の場合は外径） 

Ｑ ：当該耐震壁面内せん断力（N） 

Ｍ ：当該耐震壁曲げモーメント（N･mm） 

 
ⅴ. コンクリートの許容圧縮応力度 

コンクリートの許容圧縮応力度は下表に示す値とする。 

 
 

ⅵ. コンクリートの許容せん断応力度 

コンクリートの許容せん断応力度は下表に示す値とする。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(27／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ⅶ. 異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応力度 

異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応力度は下表

に示す値とする。 

 
ⅷ. コンクリートの許容支圧応力度 

コンクリートの許容支圧応力度は下表に示す値とする。 

 

 
 

ⅸ. 引抜き力及び押抜き力に対するコンクリートの許容せん断応力度 

スタッド，アンカボルト等の引抜き力及びベースプレートの押抜き（パ

ンチング）力によってコンクリートに生じる各許容応力状態におけるせ

ん断応力度τp は次式により計算し，ⅵ.に示す許容せん断応力度より低

いことを確認する。 

また，本評価法以外に，「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・

許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」の「2.9.4 章 埋込金物の許容

応力」の解説(7).b に示される米国コンクリート学会の規定を用いる場

合もある。 

 

 

τ𝑝𝑝 =
𝑃𝑃

𝑎𝑎𝐷𝐷・𝑏𝑏𝐷𝐷・𝑗𝑗
 

 

ここで 

P ＝引抜き力又は押抜き力（N） 

αＤ＝1.5（定数） 

bo ＝せん断力算定断面の延べ幅（mm） 

j ＝(7／8)d（mm） 

d ＝せん断力算定断面の有効せい（mm） 

 

 

ただし，せん断力算定断面は次のように考える。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(28／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 
(ハ) 形式試験による場合 

埋込金物に対し形式試験により標準設計荷重を求める場合は次によ

る。 

ⅰ. 試験個数は，同一仕様のものを，荷重種別（引張，曲げ，せん断）

ごとに最低 3 個とする。 

ⅱ. 埋込金物の変形により支持構造物としての機能を喪失する限界の

荷重を TL(Test-Load)とする。ただし，埋込板のごとく荷重による

変形の発生と破壊との判別がつきにくいものにあっては破壊荷重を

TL とする。 

ⅲ. 許容荷重は，3 個の TL のうち最小値を(TL)min とし下の表によ

り求める。ただし，最小値が他の 2 個の TL に比べ過小な場合は，

新たに 3 個の TL を求め，合計 6 個の TL の中で後から追加した 3 

個の TL の最小値が最初の 3 個の TL の最小値を上回った場合は，

合計 6 個の TL の最小値をはぶき 2 番目に小さい TL を(TL)min と

する。ただし，下回った場合は，最小値を(TL)min とする。 

 

 
(ニ) スタッドの評価 

スタッドの評価においては，せん断耐力の評価式を規定している日本

建築学会「各種合成構造設計指針・同解説」設計式（ＡＩＪ式）を用い

ることができる。 

 

(ホ) メカニカルアンカ，ケミカルアンカの許容応力 

建物施工後に設置する後打ちアンカには，メカニカルアンカ及びケミ

カルアンカがあり，その許容値は，「各種合成構造設計指針・同解説」（日

本建築学会，2010 年改定）又はＪＥＡＧ４６０１・補-1984 に基づき設

計する。 

 

ⅰ. メカニカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設

計指針・解説 資料 5金属拡張アンカーボルトの設計」に基づき設計

する。また，ＪＥＡＧ４６０１・補-1984 に基づく場合は，前記

ネ.(イ)，(ロ)の許容値に更に 20%の低減を行うものとする。 

(ⅰ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示す許容荷

重 pa 以下となるようにする。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(29／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

pa＝min(pa1，pa2) 

pa1＝φ1・sσpa・sca 

pa2＝φ2・αc・cσt・Ac 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa2：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷重（N） 

αc：施工のバラツキを考慮した低減係数で，αc＝0.75 とする。 

φ1，φ2：低減係数であり，以下の表に従う。 

 

〈文中表〉 

 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσy とする。（N/mm2） 

sσy：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Sy とする。（N/mm2） 

sca：ボルト各部の最小断面積（mm2）又はこれに接合される鋼材の断面積

で危険断面にお 

ける値 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの割裂強度で cσt＝0.31 Fc と

する。 

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ac：コーン状破壊面の有効水平投影面積で，Ac＝π・ ce( ce＋Ｄ)とす

る。（mm2） 

Ｄ：アンカーボルト本体の直径（mm） 

：アンカーボルトの埋込み深さで，母材表面から拡張面先端までの距離

（mm） 

 
 

 

(ⅱ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示す許容荷重

qa 以下となるよう 

にする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3) 

qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・αc・cσqa・sca 

qa3＝φ2・αc・cσt・Aqc 

ここで， 

qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容せん断荷重（N） 

sσqa：ボルトのせん断強度で，sσqa＝0.7・sσy とする。（N/mm2） 

sca：ボルトのコンクリート表面における断面積（mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5 Fc・Ec とする。（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積で

Aqc＝0.5・πc2 とする。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

 

(ⅲ) 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p 及びせん断荷重 q の組合せ荷重を受ける場合，

以下となるようにする。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(30／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 
 

 

ⅱ. ケミカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設計指

針・解説 4.5 接着系アンカーボルトの設計」又はＪＥＡＧ４６０１・補

-1984 に基づき設計する。 

「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく場合は以下の通りである。 

また，ＪＥＡＧ4601・補-1984 に基づく場合は，前記ネ.(イ)，(ロ)の許

容値に更に 20%の低減を行うものとする。 

(ⅰ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示す許容荷重 pa 

以下となるようにする。 

pa＝min(pa1，pa3) 

pa1 = φ1・sσpa・sca 

pa3 = φ3・τa・π・da・ ℓce 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa3：ボルトの付着力により決まる許容引張荷重（N） 

φ1，φ3：低減係数であり，以下の表に従う。 

 

〈文中表〉 

 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσy とする。ただし，ボルトの降伏

を保証する場合の上限引張力を算定するときは，sσpa＝αyu・sσy とす

る。（N/mm2） 

sσy：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Sy とする。（N/mm2） 

αyu：ボルトの材料強度のばらつきを考慮した降伏点強度に対する割増係

数であり，1.25 以上を用いる。 

a：ボルトの断面積で，軸部断面積とねじ部有効断面積の小さい方の値

（mm2） 

da：ボルトの径（mm） 

ℓce：ボルトの強度算定用埋込み深さでℓce＝ℓe－2da とする。(mm） 

ℓe：ボルトの有効埋込み深さ(mm） 

τa：ボルトの付着強度で τa＝α1・α2・α3・τbavg とする。(N/mm2） 

ここで， 

α n：へりあき及びボルトピッチによる付着強度の低減係数で

αn＝0.5 �𝐶𝐶𝑎𝑎
ℓ𝑒𝑒
� + 0.5とする。 

（n＝1,2,3）ただし，�𝐶𝐶𝑛𝑛
ℓ𝑒𝑒
� � ≥ 1.0の場合は，�𝐶𝐶𝑛𝑛

ℓ𝑒𝑒
� � = 1.0， ℓ𝑒𝑒 ≥ 10𝑑𝑑𝑎𝑎

の場合は，ℓ𝑒𝑒 = 10𝑑𝑑𝑎𝑎とする。 

cn：へりあき寸法又はボルトピッチ a の 1/2 で，最も小さくなる寸法 3 

面までを考慮す 

る。 

τbavg：ボルトの基本平均付着強度であり，接着剤及び充填方式により以

下の表に従う。 

〈文中表〉 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(31／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

(ⅱ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示す許容荷重

qa 以下となるよ 

うにする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3) 

qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・cσqa・sca 

qa3＝φ2・cσt・Aqc 

ここで， 

qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷重（N） 

φ2：低減係数であり，(ⅰ)において示す表に従う。 

sσqa：ボルトのせん断強度で sσqa＝0.7・sσy とする。（N/mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5� Fc・Ecとする。（N/mm2） 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度で cσt＝0.31√ Fc 
とする。（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

 

 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積で Aqc

＝0.5πc2 とす 

る。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

また，ボルトの有効埋込み長さ e が以下となるようにする。 

 

ℓ𝑒𝑒 ≥
𝜎𝜎𝑝𝑝𝑎𝑎・𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠

4𝜏𝜏𝑎𝑎
 

 

 

（ⅲ） 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p 及びせん断荷重 q の組合せ荷重を受ける場

合，以下となるようにする。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(32／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ナ. 燃料集合体（燃料被覆管） 

 
注記＊1：せん断ひずみエネルギー説に基づく相当応力に対して評価す

る。 
＊2：使用温度及び照射の効果を考慮して許容値を設定する。 

 

(b) Ｂ，Ｃクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備の機器・配管系イ. クラス２，３容器及び重

大事故等クラス２容器（クラス２，３容器） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 容器 

ｃ．Ｂ，Ｃクラス 
耐震 
重要度 

荷重の 
組合せ 

許容限界 
一次一般膜応力 一次応力 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐ ｄ＋
Ｍｄ＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 
ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ
については上記値と 1.2Ｓ
との大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ
については上記値と 1.2Ｓ
との大きい方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐ ｄ＋
Ｍｄ＋ＳＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．（重大事故等対処設備（Ｂ，Ｃクラス）） 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界については，後

次回申請以降で申請する。 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

ては未臨界状態で核燃

料物質を取り扱うこと，

原子炉格納容器のよう

な高温，高圧環境での取

り扱いが無いことから

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(33／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ロ. クラス２管及び重大事故等クラス２管（クラス２管） 

（クラス２管） 

 

〈文中表〉 

 

（重大事故等クラス２管（クラス２管）） 

〈文中表〉 

 

 

ハ. クラス３管，クラス４管 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 配管系 

ｃ．Ｂ，Ｃクラス 

 

耐
震
重
要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一 次 一 般 膜 応 力 一 次 応 力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。) 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋
Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ
については上記値と 1.2Ｓ
との大きい方＊1。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ
については上記値と 1.2Ｓ
との大きい方。 Ｃ 

Ｄ＋Ｐｄ＋
Ｍｄ＋ＳＣ 

ダ
ク
ト 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋
Ｍｄ＋ＳＢ 

地震時の加速度及び相対
変位に対し機能が保たれ
るようサポートのスパン
長＊2 を最大許容ピッチ以
下に確保すること。 

－ 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋
Ｍｄ＋ＳＣ 

注記＊1：軸力による全断面平均応力については，Ｓクラスの配管(ダクトを除く。)
におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許容値の 0.8 倍の値とす
る。 

＊2：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(34／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ニ. クラス２，３ポンプ，その他のポンプ及び重大事故等クラス２ポン

プ（クラス２，３ポンプ，その他のポンプ） 

 
 

 

ホ. クラス２支持構造物及び重大事故等クラス２支持構造物（クラス２

支持構造物） 

（クラス２支持構造物） 

 

〈文中表〉 

 

（重大事故等クラス２支持構造物（クラス２支持構造物）） 

 

〈文中表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ポンプ 

ｃ．Ｂ，Ｃクラス 

耐震 
重要度 

荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 
一 次 応 力 
(曲げ応力を含

む。) 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの 
小さい方。 

ただし，ＡＳＳ及び
ＨＮＡについては
上記値と 1.2Ｓとの
大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及び
ＨＮＡについては
上記値と 1.2Ｓとの
大きい方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋ＳＣ 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(35／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

ヘ. その他の支持構造物 

 
 

 

 

 

（重大事故等クラス２支持構造物） 

 

〈文中表〉 

 

 

(3) 土木構造物 

（設計基準対象施設） 

 

〈文中表〉 

 

 

（重大事故等対処施設） 

〈文中表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 支持構造物 

 
 

ｂ．重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界については，後

次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持構造物について，そ

の他の支持構造物を準

用した記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(36／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

(4) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

(a) 土木構造物 

津波防護施設 

〈文中表〉 

 

 

(b) 建物・構築物 

浸水防止設備 

 

〈文中表〉 

 

 

(c) 機器・配管系 

イ. 記号の説明 

Ｄ ：死荷重 

ＰＤ：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ及

び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合にはこ 

れを含む），又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

ＭＤ：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ

及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合にはこ 

れを含む），又は当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

 

ロ. 荷重の組合せ及び許容応力 

浸水防止設備（浸水防止蓋（ボルト以外）） 

 

〈文中表〉 

 

浸水防止設備（浸水防止蓋（ボルト以外）） 

〈文中表〉 

 

 

浸水防止設備（逆止弁（ボルト以外）） 

〈文中表〉 

 

浸水防止設備（ボルト） 

〈文中表〉 

 

 

浸水防止設備（貫通部止水処置） 

貫通部止水処置にモルタルを用いる場合の許容荷重はコンクリート標準

示方書【構造性能照査編】（（社）土木学会 2002 年制定）に準じて，次の

通りとする。 

〈文中表〉 

 

 

津波監視設備 

 

〈文中表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に

おいて，敷地に到達する

津波はないことを記載

しているため，当該事項

に係る内容は記載して

いない。 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

事業変更許可申請書に

おいて，敷地に到達する

津波はないことを記載

しているため，当該事項

に係る内容は記載して

いない。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(37／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

(5) 地盤 

（設計基準対象施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）地盤 

（安全機能を有する施設） 

 荷重の組合せ 許容限界 

Ｓクラス 
Ｄ＋Ｌ＋Ｓｄ 短期許容支持力度とする。 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｓ 
極限支持力度に対して妥当な安全
余裕を持たせる。 

Ｂクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 短期許容支持力度とする。 
Ｃクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 短期許容支持力度とする。 

記号の説明 
Ｄ ：固定荷重 
Ｌ ：積載荷重 
Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 
Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 
ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される地震 
ＳＣ   ：耐震Ｃクラスの施設に適用される地震力 
 

第 3.-2表 重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

設備分類＊1 
荷重の組合

せ＊2 
許 容 限 界 

選定において基準地震
動を 1.2 倍した地震力を
考慮する設備が設置さ
れる重大事故等対処施
設 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ

＋1.2Ｓｓ 
要求機能が維持されることと
する。 

地震を要因として発生
する重大事故等に対処
する重大事故等対処設
備が設置される重大事
故等対処施設 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ

＋1.2Ｓｓ 
要求機能が維持されることと
する。 

注記＊1：選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備又
は地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処
設備に該当する部位を示す。 
＊2：地震力と組み合わせる荷重には，このほか，建物・構築物の実

況に応じて，土圧，水圧等を考慮するものとする。なお，重大
事故等時の状態で施設に作用する荷重については，前述の基準
地震動との組合せに対する評価によるものとする。 

 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の記号の説明について

は，後次回申請以降で申請する。 

 

① 容器 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

② 配管系 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

記号は図書内で統一し

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設の耐震

性の裕度を考慮するた

めに、基準地震動を 1.2

倍にした地震力を用い

るため記載した。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(38／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2 地震力と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

(1) 考慮する荷重の組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 検討対象の施設・設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-2表 重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

第 3.-3表 地震力と積雪荷重，風荷重の組合せ 

〈文中表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ポンプ 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

④ 弁(弁箱) 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

⑤支持構造物 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

⑥埋め込み金物  

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

第 3.-3表 地震力と積雪荷重，風荷重の組合せ 

（1）考慮する荷重の組合せ 

項目 施設の配置 
荷重の種類 

風荷重＊1 積雪荷重＊1 

建物・構築物 屋外＊2 〇＊3 〇＊4 

機器・配管系 
屋内 － － 

屋外＊2 〇＊3 〇＊4 

注記＊1：組み合わせる荷重は，添付書類「Ⅴ－１－１－１ 加工
施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に基づくも
のとし，積雪荷重については，六ヶ所村統計書における観測記録
上の極値190cmに，「建築基準法施行令」第八十二条に定めるとこ
ろの建築基準法の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の組合
せを適用して，平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35を考慮
する。また，風荷重については，「Ｅの数値を算出する方法並びに
ＶＤ及び風力係数を定める件」(平成12年5月31日建設省告示第
1454号)に定められた六ヶ所村の基準風速34m/sとする。なお，風
荷重は平均的な風荷重とするため，ガスト係数Gfは1とする。 

＊2：風荷重の影響が大きいと考えられる鉄骨架構及びそ
れに類する構造物について，組合せ考慮する。 

＊3：屋外に設置されている施設のうち，コンクリート構造
物等の自重が大きい施設を除く。 

＊4：積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等
常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設
を除く。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書内で表現を統一し

た。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(39／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 耐震計算における積雪荷重及び風荷重の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-1図 積雪荷重及び風荷重設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）検討対象の施設・設備 

 
施設・設備※ 

風荷重 積雪荷重 

建物・構築物 - ・MOX 燃料加工建屋 

※後次回申請以降の設備については，後次回申請において示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-1図 耐震計算における積雪荷重及び風荷重設定フロー 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書内で表現を統一し

た。 

表現上の差異（事業変更

許可申請書に合わせた

記載とした。） 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(40／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 

3.2 変位，変形の制限 

発電用原子炉施設として設置される建物・構築物，機器・配管系の設

計に当たっては，剛構造とすることを原則としており，地震時にこれら

に生じる応力を許容応力値以内に抑えることにより，変位，変形に対し

ては特に制限を設けなくても機能は十分維持されると考えられる。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計上の注意

を要する部分については以下のような配慮を行い，設備の機能維持が十

分果たされる設計とする。 

 

 

(1) 建物間相対変位に対する配慮 

原子炉格納容器を貫通する配管，ダクト等，又は異なった建物間を渡

る配管等の設計においては，十分安全側に算定された建物間相対変位に

対し，配管ルート，支持方法又は伸縮継手の採用等でこれを吸収できる

ように配慮する。 

 

 

 

(2) 燃料集合体の変位に対する配慮 

地震時における原子炉スクラム時，燃料集合体の地震応答変位は制御

棒の挿入時間に影響を与える。そのため，炉心を模擬した実物大の部分

モデルによる加振時制御棒挿入試験結果から挿入機能に支障を与えない

最大燃料集合体変位を求め，地震応答解析から求めた燃料集合体変位が

その最大燃料集合体変位を下回ることを確認する。 

(3) ライナ部のひずみに対する配慮 

原子炉格納容器の底部に設置されるライナ部はコンクリート部の変形

及びコンクリートとの温度差により生じる強制ひずみに対し，原子炉格

納容器の気密性に影響するような有意なひずみが生じることはない設計

とする。 

 

4. 機能維持 

4.1 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方

針の概要」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に基づき，地震時及

び地震後において，その機器に要求される安全機能を維持するため，設

計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に

応じた地震動に対して，その機能種別により制御棒挿入機能に係る機器，

回転機器及び弁に分類し，それぞれについて，以下の方法により機能維

持を満足する設計とする。 

 

 

 

(1) 制御棒挿入機能に係る機器 

地震時における制御棒の挿入性（制御棒が目安とする設計時間内に挿

入できること）については，炉心を模擬した実物大の部分モデルによる

加振時制御棒挿入試験結果等から駆動機能が地震時にも維持されること

を確認する。 

 

 

(2) 回転機器及び弁 

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁につい

ては，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施

4. 変位，変形の制限 

ＭＯＸ燃料加工施設として設置される建物・構築物，機器・配

管系の設計に当たっては，剛構造とすることを原則としており，

地震時にこれらに生じる応力を許容応力値以内に抑えることに

より，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能は十分

維持される。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計上

の注意を要する部分については以下のような配慮を行い，設備

の機能維持が十分果たされる設計とする。 

 

4.1  建物・構築物間相対変位に対する配慮 

異なった建物・構築物間の取合部については，十分安全側に算

定された建物・構築物間相対変位に対し適切な間隔を設けるこ

ととし，異なった建物・構築物間を渡る配管系の設計において

は，十分安全側に算定された建物・構築物間相対変位に対し配管

ルート，支持方法又は伸縮継手の採用等でこれを吸収できるよ

うに考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 機能維持 

5.1  動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設

計の基本方針」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，その機器が要求される安全機能

を維持するため，回転機器及び弁の機種別に分類し，ＭＯＸ燃料

加工施設の耐震重要度に応じた応答加速度が，加振試験等の既

往の研究によって機能維持を確認した加速度(以下「動的機能確

認済加速度」という。)以下とする設計とするか，又は応答加速

度による解析等により機能維持を満足する設計とする。 

具体的な評価手順については第 5.-1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 変位，変形の制限 

ＭＯＸ燃料加工施設として設置される建物・構築物，機器・配

管系の設計に当たっては，剛構造とすることを原則としており，

地震時にこれらに生じる応力を許容応力値以内に抑えることによ

り，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能は十分維

持されると考えられる。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計上

の注意を要する部分については以下のような配慮を行い，設備の

機能維持が十分果たされる設計とする。 

 

（1）建物間相対変位に対する配慮 

異なった建物間を渡る配管系の設計においては，十分安全側に算

定された建物間相対変位に対し配管ルート，支持方法又は伸縮継

手の採用等でこれを吸収できるように考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 機能維持 

4.1 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設

計の基本方針」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に基づき，

地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機能を維

持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地

震力に対して，その機能種別により回転機器及び弁に分類し，そ

れぞれについて，以下の方法により機能維持を満足する設計とす

る。 

 

具体的な評価手順については第 4.-1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 回転機器及び弁 

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁

については，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

て、先行炉のように未臨

界へ移行させる機能を

有する制御棒に類似し

た施設や原子炉格納容

器に該当する施設はな

いため記載していない。 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におけ

る動的機能維持の評価

手順を記載した 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

て制御棒挿入機能に係

る機器は存在しないこ

とから記載していない。 
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設区分に応じた地震動による応答加速度が，加振試験等の既往の研究に

よって機能維持を確認した加速度（以下「動的機能確認済加速度」とい

う。）以下とするか，もしくは応答加速度による解析等により機能維持を

満足する設計とする。動的機能確認済加速度を超える場合には，詳細検

討により機能維持を満足する設計とする。標準的な機種の動的機能確認

済加速度を表 4-1 に示す。 

 

表 4-1 の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度が地震動を模擬

した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏まえ，地震動による応

答を模擬した静的荷重試験によって得られる，機能維持を確認した加速

度以下であること，又は既往知見に基づいた解析により機能維持を満足

する設計とする。 

具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

 

a. クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ及び重大事故等ク

ラス２ポンプ（クラス２，３，その他のポンプ）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについては，次

のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。また，クラス

１ポンプについては，地震時及び地震後において，動的機能を必要とし

ないが，地震によって軸固着が生じないことを同様の方法で確認する。 

(a) 計算による機能維持の評価 

静的若しくは動的解析により地震荷重を求め，軸受に負荷する荷重が，

軸受の許容荷重以内であることを確認する。また，その他の必要な機能

についても計算により確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した静的

実験により，機能維持の確認をする。 

 

b. クラス１弁，クラス２弁及び重大事故等クラス２弁（クラス１弁，ク

ラス２弁）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については，次のい

ずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

次にいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

イ. 配管系の解析により，弁の最大加速度を求める。 

ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかにより，与えられた設計荷重により，ヨーク，弁

本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の強い部分（一般にはボ

ンネット付根部）の応力等が降伏点，又は機能維持に必要な限界値を

超えないことを確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した

静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対処施設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が，加振試

験等の既往の研究によって機能維持を確認した加速度（以下「動

的機能確認済加速度」という。）以下とするか，もしくは応答加速

度による解析等により機能維持を満足する設計とする。動的機能

確認済加速度を超える場合には，詳細検討により機能維持を満足

する設計とする。標準的な機種の動的機能確認済加速度を第 4.-1

表に示す。 

第 4.-1 表の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度が地

震動を模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏ま

え，地震動による応答を模擬した静的荷重試験によって得られる，

機能維持を確認した加速度以下であること，又は既往知見に基づ

いた解析により機能維持を満足する設計とする。 

具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

 

a. ポンプ，ブロワ類について 

 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについて

は，次のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

静的若しくは動的解析により地震荷重を求め，軸受に負荷する荷

重が，軸受の許容荷重以内であることを確認する。また，その他

の必要な機能についても計算により確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬し

た静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

b. 弁について 

 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については，次

のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

次にいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

イ. 配管系の解析により，弁の最大加速度を求める。 

ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかにより，与えられた設計荷重により，ヨーク，

弁本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の強い部分（一般

にはボンネット付根部）の応力等が降伏点，又は機能維持に必要

な限界値を超えないことを確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬し

た静的実験により，機能維持の確認をする。 
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表 4-1 動的機能確認済加速度 

 
 

（参考文献） 

・電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究

第 5.-1図 評価手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.-1図 評価手順 

 
※１ 加振試験より得た機能確認済加速度等を含む 

※２ 補強・交換等による対策 
 

第 4.-1表 動的機能確認済加速度 

種別 機種 
加速度 
確認部位 

機能確認済加速度 
(×9.8ｍ/ｓ2) 

水平 
方向 

鉛直＊1 
方向 

横形ポンプ＊1 

横形単段遠心式ポンプ 

軸位置 

3.2 
(軸直角方向) 

1.4 
(軸方向) 

1.0 
横形多段遠心式ポンプ 

電動機 

横形ころがり軸受電動機 

軸受部 

4.7 

1.0 
横形すべり軸受電動機 2.6 
立形ころがり軸受電動機 

2.5 
立形すべり軸受電動機 

ファン 
遠心直結型ファン 

メカニカルシー
ルケーシング 2.3 

1.0 
軸受部 遠心直動型ファン 2.6 

軸流式ファン 2.4 

冷凍機 
ターボ式冷凍機 圧縮機軸受部 2.2 

1.0 スクリュー式冷凍機 圧縮機部 2.25 
往復動式冷凍機 シリンダ部 1.9 

非常用 
ディーゼル 
発電機 

高速形ディーゼル機関＊2 
機関重心位置 1.1 

1.0 

ガバナ取付位置 1.8 

中速形ディーゼル機関(1)＊2 
機関重心位置 1.1 

ガバナ取付位置 1.8 

中速形ディーゼル機関(2)＊2 
機関重心位置 1.7＊1 
ガバナ取付位置 1.8＊1 

制御用 
空気 
圧縮機 

Ⅴ形２気筒圧縮機 
シリンダ部 2.2 1.0 

立形単気筒圧縮機 

弁 
一般弁＊3 

駆動部 
6.0 

6.0 一般弁(逆止弁) 
ゴムダイヤフラム弁 2.7  

MOX 燃料加工施設におけ

る動的機能維持の評価

手順を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表については，分割申

請であることを踏まえ

て第 1回申請範囲に該当

する冷却塔の動的機能

維持評価を補足説明資

料にて説明することと

していた。 

第 1回申請においては，

後次回申請範囲を含め

た全体像を示す必要が

あるため，東海第二の記

載に合わせ，MOX に用い

ている動的機能確認済

加速度について記載し

た。 
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（H10～H13）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設

計の基本方針の概要」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機能を維持

するため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設

の施設区分に応じた地震動による応答加速度が各々の盤，器具等に対す

る加振試験等により機能維持を確認した加速度（以下「電気的機能確認

済加速度」という。）以下であること，あるいは解析による最大発生応力

が許容応力以下であることにより，機能維持を満足する設計とする。 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認する。そ

の後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度以上

での動作確認を実施する。または，実機を模擬した機器を当該機器が設

置される床における模擬地震波により加振して，動作確認を実施する。 

 

 

 

 

 

4.3 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基

本方針の概要」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え方に基づき，地震

時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防止，発電所周

辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害から公衆を守るた

め，事故時に放射性気体の放出，流入を防ぐことを目的として，設計基

準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じ

た地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」等による構造強度を確認す

ること，及び同じく地震動に対して機能を維持できる設計とする換気設

備とあいまって，気密性維持の境界において気圧差を確保することで必

要な気密性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震

設計の基本方針」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全

機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応

じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できること

を試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

上記加振試験では，掃引試験により固有振動数を確認後，加振

試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度以上で

の動作確認を実施する。または，実機を模擬した機器を当該機器

が設置される床における模擬地震波により加振して，動作確認

を実施する。 

 

 

 

 

5.3  気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線

障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，事故時に放射性気

体の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施設

の耐震重要度に応じた地震動に対して，構造強度を確保する設

計とする。 

 

 

ダンパ 

空気作動式ダンパ 
ケーシング 
重心位置 

3.6 

1.0 
ベーン取付位置 5.0 

電動式ダンパ 
ケーシング 
重心位置 

3.2 

ベーン取付位置 3.5 

ブロワ ルーツ式ブロワ 

軸シール 
(メカニカル) 

2.3 1.0 

軸シール 
(オイル) 

1.2 1.0 

注記 ＊1：既往の研究等において試験等により妥当性が確認されている値。 
＊2：軸継手は電動機にスラスト軸受がなく軸方向荷重がポンプ側に作用する形式
のうち，ギヤカップリングを使用している場合に評価する。 
＊3：高速形及び中速形(1) ；原子力発電技術機構の耐震信頼性実証試験において
ＢＷＲ用として評価された形式。中速型(2)；同実証実験においてＰＷＲ用として
評価された形式。 
＊4：空気作動及び電動のグローブ弁，ゲート及びバタフライ弁 
 

(参考文献) 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する

研究(H10～H13)」 

「ルーツブロアの地震時の動的機能維持評価に関する研究」平成

６年 12月 

 

4.2  電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震

設計の基本方針」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え方に基

づき，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機

能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた

地震動による応答加速度が各々の盤，器具等に対する加振試験等

により機能維持を確認した加速度（以下「電気的機能確認済加速

度」という。）以下であること，あるいは解析による最大発生応力

が許容応力以下であることにより，機能維持を満足する設計とす

る。 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認す

る。その後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床におけ

る加速度以上での動作確認を実施する。又は，実機を模擬した機

器を当該機器が設置される床における模擬地震波により加振し

て，動作確認を実施する。 

 

なお，重大事故等対処施設の機能維持方針については，後次回

申請以降で申請する。 

 

4.3  気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線

障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，事故時に放射性気体

の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震

動に対して，「3.1 構造強度上の制限」等による構造強度を確認す

ること，及び同じく地震動に対して機能を維持できる設計とする

換気設備とあいまって，気密性維持の境界において気圧差を確保
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気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，

施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震後において，耐震壁

のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとどまることを基本とする。その

状態にとどまらない場合は，地震応答解析による耐震壁のせん断ひずみ

から算定した空気漏えい量が，設置する換気設備の性能を下回ることで

必要な気密性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鋼製の構造物を含む原子炉格

納容器バウンダリは，設計基準事故及び重大事故等時における内圧と地

震力との組合せを考慮した荷重に対しても，「3.1 構造強度上の制限」に

よる構造強度を確保する設計とする。この場合，格納容器貫通部におい

ては相対変位量を考慮した処置を施す等，相対変位量を考慮した設計を

行う。また，使用材料，製作及び保守に関しても管理を行うことで，地

震時及び地震後において，気密性維持の境界において気圧差を確保し十

分な気密性を維持する設計とする。 

 

原子炉建屋原子炉棟の鉄筋コンクリート造の部分において，耐震壁に

ついては，「3.構造強度」に定める建物・構築物の許容限界であるせん断

ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，事故時に原子炉格納容器から漏

えいした空気を非常用ガス処理系で処理できることを確認することで，

スラブについては，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設

計とすることで，気密性維持の境界において気圧差を確保し，気密性を

維持する設計とする。 

 

緊急時対策所，中央制御室待避室及び第二弁操作室は，地震時及び地

震後においてもその機能を維持できるように，耐震壁については，せん

断ひずみがおおむね弾性域内にとどまる設計とすることで，スラブにつ

いては，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計とするこ

とで，気密性維持の境界において気圧差を確保し，居住性を維持する設

計とする。 

中央制御室は，地震時及び地震後においてもその機能を維持できるよ

うに，耐震壁については，「3. 構造強度」に定める建物・構築物の許容

限界であるせん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，設置する換気

設備の性能以下であることを確認することで，スラブについては，地震

時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計とすることで，気密性

維持の境界において気圧差を確保し，居住性を維持する設計とする。 

 

4.4 止水性の維持 

止水性の維持が要求される施設は，津波防護施設及び浸水防止設備で

あり，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(4) 

止水性の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，防護対

象設備を設置する建物及び区画に，津波に伴う浸水による影響を与えな

いことを目的として，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，「3.1 構造強

度上の制限」に示す構造強度の確保に加え，主要な構造体の境界部に設

置する材料については，有意な漏えいが生じない変形に留めることで，

止水性を維持する設計とする。 

具体的には，止水性の維持が要求される施設の母材部については，基

 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造

の施設は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震後

において，耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとどま

ることを基本とする。その状態に留まらない場合は，地震応答解

析による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい量が，

設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維持す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することで必要な気密性を維持する設計とする。 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の

施設は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震後に

おいて，耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとどまるこ

とを基本とする。その状態にとどまらない場合は，地震応答解析

による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい量が，設置

する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維持する設計

とする。 

 

なお，重大事故等対処施設の機能維持方針については，後次回

申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，地震時及び地震後においてもその機能を維持

できるように，耐震壁については，せん断ひずみがおおむね弾性

域内にとどまること又は「3. 構造強度」に定める建物・構築物の

許容限界であるせん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，設

置する換気設備の性能以下であることを確認することで，スラブ

については，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設

計とすることで，気密性維持の境界において気圧差を確保し，居

住性を維持する設計とする。 

なお，緊急時対策所の機能維持方針については，後次回申請以

降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器バウン

ダリに該当する施設は

ないため記載していな

い。 

 

 

 

 

 

原子炉建屋原子炉棟に

該当する施設はないた

め記載していない。 

 

 

 

 

 

 

中央制御室待避室及び

第二弁操作室に該当す

る施設はない。また，先

行炉では設計結果に合

わせて書き分けている

が，緊急時対策所及び中

央監視室の設計結果は

後次回申請にて示すこ

とから，共通の方針とし

て記載した。 

 

 

 

津波に起因する止水性

については，事業変更許

可申請書において，敷地

に到達する津波はない

ことを記載しているた

め，当該事項に係る内容

は記載していない。 
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準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる荷重又は応力に対して，おおむ

ね弾性状態に留まることを計算により確認する。 

加えて，止水性の維持が要求される施設の取付部及び閉止部等のうち，

間隙が生じる可能性のある境界部に設置した材料については，境界部に

おいて基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる相対変位量が，材料の

試験により確認した止水性が維持できる変位量未満であることを計算に

より確認する。更に，鋼製防護壁に設置される止水機構のうち一次止水

機構については，止水性が要求される部材の追従性についても解析及び

実規模大の試験により確認する。 

また，止水性の維持が要求される施設が取付けられた，建物・構築物

及び土木構造物の壁など，止水性の維持が要求される部位についても，

基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる荷重又は応力に対して，おお

むね弾性状態に留まることを計算により確認する。 

各施設の母材部並びに取付部及び閉止部等の境界部は，使用材料，製作

及び保守に関しても十分な管理を行い，止水性が維持できるよう考慮す

る。 

 

4.5 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基

本方針の概要」のうち「5.2(5) 遮蔽性の維持」の考え方に基づき，地震

時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防止，発電所周

辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害から公衆を守るた

め，鉄筋コンクリート造として設計することを基本とし，遮蔽性の維持

が要求される生体遮蔽装置については，設計基準対象施設の耐震重要度

分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，「3.1 

構造強度上の制限」による構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを

確保することで，地震後における残留ひずみを小さくし，ひび割れがほ

ぼ閉鎖し，貫通するひび割れが直線的に残留しないこととすることで，

遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

4.6 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を支持する機能の維持が要求される施設は，添

付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(6) 支持機

能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，被支持設備

が設計基準対象施設の場合は耐震重要度分類，重大事故等対処施設の場

合は施設区分に応じた地震動に対して，以下に示す通り，支持機能を維

持する設計とする。 

 

 

 

 

(1) 建物・構築物の支持機能の維持 

 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対して，被支持

設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

具体的には，Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求される建物・構

築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，耐震壁

の最大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超え

ない設計とすること，又は基礎等を構成する部材に生じる応力若しくは

ひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超えない設計とす

ることで，Ｓクラス設備等の支持機能が維持できる設計とする。鉄骨造

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(4) 遮蔽性の維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線

障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，鉄筋コンクリート

造として設計することを基本とし，耐震重要度に応じた地震動

に対して構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保する

ことで地震後における残留ひずみを小さくし，ひび割れがほぼ

閉塞し，貫通するひび割れが直線的に残留しないこととするこ

とで遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

 

5.5  支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「5.2(6) 支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び

地震後において，被支持設備の機能を維持するため，被支持設備

の耐震重要度，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動

に対して，構造強度を確保することで，支持機能が維持できる設

計とする。 

 

 

(1) 建物・構築物の支持機能の維持 

 

建物・構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基礎については

終局耐力又は終局耐力時の変形を許容限界とし，耐震壁につい

ては最大せん断ひずみ度が「3. 構造強度の制限」による許容限

界を超えない設計とすることで，第 2.-1 表に示す設計用地震力

に対するＳクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計と

する。鉄骨造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生す

る応力が「3. 構造強度の制限」による許容限界を超えない設計

とすることでＳクラス設備等の支持機能が維持できる設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(4) 遮蔽性の維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線

障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，鉄筋コンクリート造

として設計することを基本とし，遮蔽性の維持が要求される生体

遮蔽装置については，安全機能を有する施設の耐震重要度分類及

び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「3.1 

構造強度上の制限」による構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び

厚さを確保することで，地震後における残留ひずみを小さくし，

ひび割れがほぼ閉塞し，貫通するひび割れが直線的に残留しない

こととすることで，遮蔽性を維持する設計とする。 

 

4.5  支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求さ

れる施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう

ち「5.2(6) 支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地

震後において，被支持設備が安全機能を有する施設の場合は耐震

重要度分類，重大事故等対処施設の場合は設備分類に応じた地震

動に対して，以下に示す通り，支持機能を維持する設計とする。 

なお，重大事故等対処施設の機能維持方針については，後次回

申請以降で申請する。 

 

(1) 建物・構築物（屋外重要土木構造物(洞道)以外）の支持機能

の維持 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対して，

被支持設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

具体的には，Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求される建

物・構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地震動Ｓｓに対

して，耐震壁の最大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制限」に

よる許容限界を超えない設計とすること，又は基礎等を構成する

部材に生じる応力若しくはひずみが「3.1 構造強度上の制限」に

よる許容限界を超えない設計とすることで，Ｓクラス設備等の支
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の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生する応力が「3.1 構造

強度上の制限」による許容限界を超えない設計とすることでＳクラス設

備等の支持機能が維持できる設計とする。 

 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみ

の許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築

物の部位の健全性も確保されており，支持機能を確保していると考える

ことができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干

渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反

力に対しても十分な構造強度を確保する設計とする。 

 

 

 

(2) 屋外重要土木構造物の支持機能の維持 

Ｓクラスの機器・配管系の間接支持機能を求められる屋外重要土木構

造物については，地震動に対して，構造部材の曲げについては限界層間

変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又は許

容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及

びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕をもたせることと

し，それぞれ安全余裕については各施設の機能要求等を踏まえた設定と

する。 

 

(3) 車両型の間接支持構造物における支持機能の維持 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，被支持設備の機

能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

また，地震時に車両等の転倒を防止するよう，加振試験等で車両全体

が安定性を有し，転倒しないことを確認する設計，若しくは地震応答解

析から得られた重心相対変位が転倒条件の相対変位以下となるよう設計

することで，設置箇所における機能維持を満足する設計とする。 

 

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

通水機能及び貯水機能の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-

1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(7) 通水機能及び貯水機能の

維持」の考え方に基づき，非常時に冷却する海水を確保するための通水

機能及び貯水機能の維持が要求される非常用取水設備は，地震時及び地

震後において，通水機能及び貯水機能を維持するため，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対して，構造強度を確保することで，通水機能及び貯水

機能が維持できる設計とする。 

地震力が作用した場合において，構造部材の曲げについては限界層間

変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又は許

容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及

びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，通水機能

及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

 

 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断

ひずみの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従

する建物・構築物の部位の健全性も確保されており，支持機能を

確保していると考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相

互に干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡

る設備からの反力に対しても十分な構造強度を確保する設計と

する。 

 

 

(2) 構築物(洞道)の支持機能の維持 

構築物(洞道)については，地震力が作用した場合において，構

造部材の曲げについては限界層間変形角又は曲げ耐力，せん断

についてはせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせること

で機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6  耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等は，添付

書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2 (5) 耐

震重要施設のその他の機能維持」の考え方に基づき，耐震重要施

設の性能，機能の維持又は当該機能を阻害することを防止する

ために，耐震重要施設に適用される基準地震動Ｓｓによる地震

持機能が維持できる設計とする。鉄骨造の場合は，基準地震動Ｓ

ｓに対して，部材に発生する応力が「3.1 構造強度上の制限」に

よる許容限界を超えない設計とすることでＳクラス設備等の支持

機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断

ひずみの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従す

る建物・構築物の部位の健全性も確保されており，支持機能を確

保していると考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互

に干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設

備からの反力に対しても十分な構造強度を確保する設計とする。 

 

 

(2)屋外重要土木構造物(洞道)の支持機能の維持 

屋外重要土木構造物(洞道)については，地震力が作用した場合

において，構造部材の曲げについては限界層間変形角，終局曲率

又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又は許容応力度を

許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐

力に対して妥当な安全余裕をもたせることで機器・配管系の支持

機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  貯水機能の機能維持 

貯水機能の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ-1-1 耐震設

計の基本方針」のうち「5.2(6)貯水機能の維持」の考え方に基づ

き，重大事故等への対処に必要となる水を確保するための貯水機

能の維持が要求される水供給設備は，地震時及び地震後において，

貯水機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度分

類及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，

構造強度を確保することで，貯水機能が維持できる設計とする。 

地震力が作用した場合において，構造部材の曲げについては限

界層間変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん

断耐力又は許容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界層間

変形角，終局曲率及びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとし，貯水機能が維持できる設計とする。 

 

4.7  耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等は，添付

書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2 (5) 耐震

重要施設のその他の機能維持」の考え方に基づき，耐震重要施設

の性能，機能の維持又は当該機能を阻害することを防止するため

に，耐震重要施設に適用される基準地震動Ｓｓによる地震力によ

り構造強度を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常時に海水を確保す

るための通水機能の維

持が要求される非常用

取水設備に該当する設

備はないため，重大事故

等への対処に必要とな

る水を確保するための

貯水機能の維持につい

て記載した。また，地震

力は基準地震動 Ss に限

らないため施設の分類

に応じた地震力として

記載した。 

 

動的機能による機能維

持と異なる冷却機能の

設計上の対応について

記載した。 
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力により構造強度を確保する設計とする。 

 

5.7  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

(1) 建物・構築物 

以下 a.及び b.に示す設備を設置する建物・構築物については，

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対する建物・構築物全体とし

ての変形能力について，質点系モデルによる地震応答解析の最

大せん断ひずみ度が 2.0×10-3を超えないこととする。 

 

a. 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設

備 

b. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故

等対処設備 

 

(2) 機器・配管系 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう

に，設備のき裂，損壊等により放出経路の維持等，重大事故等の

対処に必要な機能が維持できるように設計する。 

 

a. 露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグ

ローブボックスについては，パネルにき裂や破損が生じない

こと及び転倒しないことを確認する。 

b. 上記 a.のグローブボックスの内装機器については，放射性

物質(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持す

る設備の破損により，容器等が落下又は転倒しないこと。 

c. 可搬型重大事故等対処設備については，各保管場所におけ

る地震力に対して，転倒しないよう固縛等の措置を講ずると

ともに，動的機器については加振試験等により重大事故等の

対処に必要な機能が損なわれないことを確認する。 

なお，これら重大事故等に対処するための機能維持の確認

に当たっては，塑性変形する場合であっても破断延性限界に

至らず，その施設の必要な機能が損なわれないことを確認す

ることとし，評価条件については液体比重，温度等の実運転条

件，実構造に則した減衰定数の適用，弾塑性解析等を用いても

よい。 

 

 

 

 

 

4.8  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

(1) 建物・構築物 

以下 a.及び b.に示す設備を設置する建物・構築物については，

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対する建物・構築物全体として

の変形能力について，質点系モデルによる地震応答解析の最大せ

ん断ひずみ度が 2.0×10-3を超えないこととする。 

 

a. 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備 

b. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等

対処設備 

 

(2) 機器・配管系 

重大事故等対処施設のうち機器・配管系の機能維持方針につい

ては，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動 Ss による地

震力により構造強度を

確保することで，耐震重

要施設の機能維持又は

機能の阻害を防止する

設計対応について記載

した。 
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目次 

1． 概要 

2． 構造計画 

2.1 建物・構築物 

2.2 機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1 建物・構築物 

3.2 機器・配管系 

4． 耐力，強度等に対する制限 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

5． 品質管理上の配慮 

5.1 建物・構築物 

5.2 機器・配管系 

 

 

 

1. 概要 

発電所の各施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常運

転時荷重に対してのみならず地震時荷重等の短期間に作用す

る荷重に対しても耐えられるよう設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値と

して定められているが，重要施設の構造安全性を一層高める

ためには，その構造体のダクティリティ＊を高めるように設

計することが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，各施

設のダクティリティを維持するために必要と考えられる構造

計画，材料の選択，耐力・強度等に対する制限及び品質管理上

の配慮を各項目別に説明するものである。 

なお，構造特性等の違いから，施設を建物・構築物と機器・

配管系に分けて示す。 

注記＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値

等が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこ

と，又は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点 

 

目次 

1. 概要 

2. 構造計画上の配慮 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1  建物・構築物 

3.2  機器・配管系 

4. 耐力，強度等に対する制限 

4.1  建物・構築物 

4.2  機器・配管系 

5. 品質管理上の配慮 

5.1  建物・構築物 

5.2  機器・配管系 

 

 

 

1. 概要 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常

運転時荷重に対してのみならず，地震時荷重等の短期間に作

用する設計荷重に対して耐えるように設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値とし

て定められているが，重要施設の構造安全性を一層高めるた

めには，その構造体のダクティリティを高めるように設計す

ることが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，ダクティ

リティを維持するために必要と考えられる構造計画，材料の

選択，耐力・強度等に対する制限及び品質管理上の配慮を各項

目別に説明するものである。 

なお，構造特性等の違いから施設を建物・構築物と機器・配

管系に分けて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点 

 

目次 

1. 概要 

2. 構造計画 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1  建物・構築物 

3.2  機器・配管系 

4. 耐力，強度等に対する制限 

4.1  建物・構築物 

4.2  機器・配管系 

5. 品質管理上の配慮 

5.1  建物・構築物 

5.2  機器・配管系 

 

 

 

1. 概要 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常

運転時荷重に対してのみならず，地震時荷重等の短期間に作

用する荷重に対して耐えるように設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値とし

て定められているが，重要施設の構造安全性を一層高めるた

めには，その構造体のダクティリティ＊を高めるように設計

することが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，各施設

のダクティリティを維持するために必要と考えられる構造計

画，材料の選択，耐力・強度等に対する制限及び品質管理上の

配慮を各項目別に説明するものである。 

なお，構造特性等の違いから，施設を建物・構築物と機器・

配管系に分けて示す。 

注記＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，

又は直ちに損傷に至らない能力・特性。 
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2. 構造計画 

2.1 建物・構築物 

(1) 原子炉格納容器内構造物（原子炉本体の基礎及びダイヤ

フラム・フロア） 

原子炉格納容器内構造物は，構造形態に合った解析法に

よって解析され，構造設計が行われる。ダイヤフラム・フロ

アは，コンクリート構造物であり，設計では異常時圧力荷

重，温度荷重，地震時荷重等を適切に組み合わせる。原子炉

本体の基礎には，機能上開口部が多いが，応力集中に対し

て十分考慮した設計を行う。 

 

 

(2) 原子炉建屋 

原子炉建屋は，原子炉建屋原子炉棟と耐震上の観点から

その周囲に配置された原子炉建屋付属棟より構成する。主

体構造は鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の建物である。 

 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器の

配置を考慮しながらつとめて剛構造体となるよう配置し，

鉛直荷重がスムーズに基礎に伝達されるように配慮し構造

壁の有効性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが

多く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分

担する。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の耐

震一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛性

は大きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメ

ントができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定

め，ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に

対する耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝

達させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させ

る。 

 

2.2 機器・配管系 

機器・配管系に対して十分なダクティリティを持たせるた

めに構造及び配置上，次の点に注意する。 

機器・配管系は，構造上，過度な応力集中が生じるような設

計は避けるとともに，さらに，製作，施工面から溶接及び加工

しやすい構造，配置とし，十分な施工管理を行う。 

また，熱処理等によりできる限り残留応力を除去する製作

法を採用する。 

また，疲労累積のレベルをできるだけ低く保つ設計とし，

必要な場合には疲労評価を行い，疲労破壊に対して十分な余

裕を持つことを確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なることな

く，応力集中が生じないような全体のバランスのとれた配管

経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の余裕を向

2. 構造計画上の配慮 

2.1 建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の主要な建物・構築物の構造は，原則と

して鉄筋コンクリート造(一部を鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄

骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造としたものを含

む。)とする。 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器の配

置を考慮しながらつとめて剛構造体になるよう配慮し，鉛直

荷重がスムーズに基礎に伝達されるよう配慮し構造壁の有効

性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが多

く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分担す

る。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の耐震

一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛性は大

きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメン

トができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定め，

ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に対する

耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝達

させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させる。 

 

 

2.2 機器・配管系 

機器・配管系は構造上，切欠き等，応力集中が生じるような

設計はできるだけ避けるよう留意する。さらに，製作，施工面

からも，このような脆弱な部分を作らないため，溶接及び加工

しやすい構造，配置とするとともに，熱処理等によりできる限

り残留応力を除去する製作法を採用する。 

 

 

また，必要な場合には疲労解析を行い，疲労破壊に対して十

分な余裕を持つことを確認する。 

 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なること

なく，応力集中が生じないような全体のバランスのとれた配

管経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の余裕を

 

2. 構造計画 

2.1  建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料加工建屋は，主体構造が鉄筋コンクリート造の建物で

ある。 

 

 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器の配

置を考慮しながらつとめて剛構造体となるよう配置し，鉛直

荷重がスムーズに基礎に伝達されるように配慮し構造壁の有

効性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが多

く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分担す

る。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の耐震

一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛性は大

きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメン

トができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定め，

ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に対する

耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝達

させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させる。 

 

 

2.2  機器・配管系 

機器・配管系に対して十分なダクティリティを持たせるた

めに構造及び配置上，次の点に注意する。 

機器・配管系は，構造上，過度な応力集中が生じるような設

計は避けるとともに，さらに，製作，施工面から溶接及び加工

しやすい構造，配置とし，十分な施工管理を行う。 

また，熱処理等によりできる限り残留応力を除去する製作

法を採用する。 

また，疲労累積のレベルをできるだけ低く保つ設計とし，必

要な場合には疲労評価を行い，疲労破壊に対して十分な余裕

を持つことを確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なること

なく，応力集中が生じないような全体のバランスのとれた配

管経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の余裕を

 

 

 

原子炉格納容器内構造物に類

する施設はないため、記載し

ない。 
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上させるものとする。 

 

3. 材料の選択 

建物・構築物及び機器・配管系の材料について，ダクティリ

ティを維持するために必要と考えられる方針を示す。 

 

3.1 建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は「建築基準法・同施行令」

等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築工事標

準仕様書・同解説ＪＡＳＳ ５Ｎ原子力発電所施設における鉄

筋コンクリート工事（（社）日本建築学会，2013 改定）」（以下

「ＪＡＳＳ ５Ｎ」という。），「鉄筋コンクリート構造計算規

準・同解説－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，1999

改定）」等，鉄骨材料は「鋼構造設計規準－許容応力度設計法

－」（（社）日本建築学会，2005 改定）等により選定する。 

なお，鉄筋コンクリート材料についての例を以下に示す。 

(1) セメント 

セメントは「ＪＡＳＳ ５Ｎ」の規定による。 

(2) 骨材 

使用する骨材の品質，粒形，大きさ，粒度等は「ＪＡＳＳ 

５Ｎ」の規定による。 

(3) 水 

コンクリートの練混ぜに使用する水は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」

の規定による。 

(4) 混和材 

コンクリートに用いる混和材料としてはコンクリート用

フライアッシュ及びコンクリート用化学混和剤等がある。

これらの混和材料は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」の規定による。 

(5) 鉄筋 

鉄筋は「JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）」に適合

するものを使用する。 

 

 

3.2 機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地か

ら信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準」（昭和 55 年通商産業省告示 501号，最終改正平成 15 年

7 月 29 日経済産業省告示第 277 号），「発電用原子力設備規

格設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版を含む））」〈第

Ⅰ編 軽水炉規格〉ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007」（日本

機械学会）（以下「設計・建設規格」）等に示されるもの及び化

学プラント，火力プラントや国内外の原子力プラントにおい

て十分な使用実績があり，かつ，その材料特性が十分把握さ

れているものを使用する。 

 

 

 

 

 

向上させるものとする。 

 

3. 材料の選択 

 

 

 

3.1 建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は，「建築基準法・同施行令」

等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築工事標準

仕様書・同解説 JASS 5N 原子力発電所施設における鉄筋コン

クリート工事(2013 改定)」(以下「JASS 5N」という。)，「鉄

筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－

(1999 改定)」等，鉄骨材料は「鋼構造設計規準－許容応力度

設計法－」(2005 改定)等により選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地から

信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準」(昭和 55 年通商産業省告示 501 号，最終改正平成 15 年

7 月 29 日経済産業省告示第 277 号)，「発電用原子力設備規

格設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む))〈第Ⅰ

編 軽水炉規格〉JSME SNC1」等に示されるもの及びＭＯＸ燃料

加工施設の使用環境等を考慮し，化学プラント，火力プラント

や国内外の原子力プラントにおいて使用実績があるものや，

その材料特性が十分把握されているものを使用する。 

 

 

 

 

 

 

向上させるものとする。 

 

3. 材料の選択  

建物・構築物及び機器・配管系の材料について，ダクティリ

ティを維持するために必要と考えられる方針を示す。 

 

3.1  建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は「建築基準法・同施行令」

等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築工事標準

仕様書・同解説 JASS 5N 原子力発電所施設における鉄筋コン

クリート工事(（社）日本建築学会，2013 改定)」(以下「JASS 

5N」という。），「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許

容応力度設計法－(（社）日本建築学会，1999 改定)」等，鉄

骨材料は「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」(（社）日

本建築学会，2005改定)等により選定する。 

なお，鉄筋コンクリート材料についての例を以下に示す。 

(1) セメント 

セメントは「JASS 5N」の規定による。 

(2) 骨材 

使用する骨材の品質，粒形，大きさ，粒度等は「JASS 5N」

の規定による。 

(3) 水 

コンクリートの練混ぜに使用する水は「JASS 5N」の規定

による。 

(4) 混和材 

コンクリートに用いる混和材料としてはコンクリート用

フライアッシュ及びコンクリート用化学混和剤等がある。

これらの混和材料は「JASS 5N」の規定による。 

(5) 鉄筋 

鉄筋は「JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）」に適合

するものを使用する。 

 

 

3.2  機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地から

信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準」(昭和 55 年通商産業省告示 501 号，最終改正平成 15 年 7

月 29日経済産業省告示第 277号)，「発電用原子力設備規格設

計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む))〈第Ⅰ編 軽水

炉規格〉JSME S NC1-2005/2007」（日本機械学会）（以下「設計・

建設規格」） 等に示されるもの及びＭＯＸ燃料加工施設の使

用環境等を考慮し，化学プラント，火力プラントや国内外の原

子力プラントにおいて十分な使用実績があるものや，その材

料特性が十分把握されているものを使用する。 
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機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規格・

基準に示される炭素鋼及び低合金鋼（この２つを総称して「フ

ェライト鋼」と呼ぶ。），オーステナイト系ステンレス鋼及び

非鉄金属を用いる。このうちフェライト鋼については，使用

条件に対して脆性破壊防止の観点から延性を確保できるよう

必要な確認を行う。 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，

破壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

(3) 中性子照射による脆化を考慮して材料を選択する。また

原子炉圧力容器内には監視試験片を配置し，材料の機械的

性質の変化を監視する。 

 

 

 

(4) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成

形加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用する。 

 

(5) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

 

 

 

 

 

(6) 冷却材等に対する耐食性の良い材料を使用する。 

 

 

 

4. 耐力，強度等に対する制限 

建物・構築物及び機器・配管系の強度設計に関しては，通常

時の荷重に対してのみならず，地震時荷重等のように短期間

に作用する荷重に対して十分な耐力・強度及びダクティリテ

ィを有するように考慮する。 

以下にその内容を示す。 

 

4.1 建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する基準，規格等としては「建

築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解

説－許容応力度設計法－」（（社）日本建築学会，1999 改定），

「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）

日本建築学会，2005 制定）」，「鋼構造設計規準－許容応力度

設計法（（社）日本建築学会，2005 改定）」，「発電用原子力設

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規格，

基準に示される炭素鋼，オーステナイト系ステンレス鋼及び

非鉄金属を用いる。 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

 

 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，破

壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成形

加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用する。 

 

(4) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

(5) 閉じ込め部又は耐圧部に使用する材料は，取り扱う放射

性物質の濃度，腐食環境(使用温度)等の条件を考慮して定

めた指定材料又はこれと同等以上の特性を有する材料を選

定する。 

 

 

 

 

 

4. 耐力・強度等に対する制限 

 

 

 

 

 

 

4.1 建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する規格，基準としては，「建

築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解

説－許容応力度設計法－」(1999 改定)，「原子力施設鉄筋コン

クリート構造計算規準・同解説(2005 制定)」，「鋼構造設計規

準－許容応力度設計法(2005 改定)」等があり，これらの規格，

基準を適用する。 

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規格・

基準に示される炭素鋼，オーステナイト系ステンレス鋼及び

非鉄金属を用いる。 

 

 

 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，破

壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成形

加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用する。 

 

(4) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 耐力，強度等に対する制限 

建物・構築物及び機器・配管系の強度設計に関しては，通常

時の荷重に対してのみならず，地震時荷重等のように短期間

に作用する荷重に対して十分な耐力・強度及びダクティリテ

ィを有するように考慮する。 

以下にその内容を示す。 

 

4.1  建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する基準，規格等としては「建

築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解

説－許容応力度設計法－」(（社）日本建築学会，1999 改定），

「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(（社）

日本建築学会，2005 制定)」，「鋼構造設計規準－許容応力度設

計法(（社）日本建築学会，2005 改定)」，「発電用原子力設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設は未臨界状

態を保持する設計であるた

め，中性子照射による影響は

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設では冷却材

等を用いていないため、記載

していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(5／6) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）日本機械

学会，2003 制定）」等があり，これらの規格・基準を適用する

ものとする。 

 

4.2 機器・配管系 

機器・配管系の構造強度及び設計においては，設計・建設規

格を適用するとともにＡＳＭＥ「Boiler and Pressure Vessel 

Code」等を準用する。 

以下，機器・配管系のダクティリティを維持するために必

要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

(1) 脆性破壊が生じないように，十分な靱性を有する材料を

選定する。また，使用材料が設計・建設規格の破壊靱性試験

に対する要求に適合していることを確認する。 

 

 

 

 

 

(2) 延性破壊又は疲労破壊が生じないように添付書類「Ｖ-2

－1－9 機能維持の基本方針」に基づき応力制限を行うとと

もに，必要に応じて疲労解析を行う。 

(3) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(4) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(5) 応力腐食割れが生じないように，水質管理，材料選定及

び残留応力の低減等の配慮を行う。 

 

 

 

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持す

るためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選

択及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，設計

及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に基づき品

質管理を十分に行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設計

した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意す

べき事項を示す。 

 

5.1 建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」等に準

拠するが，ダクティリティを保証する意味で特に留意する項

目を次に示す。 

(1) 材料管理 

セメント，水，骨材，鉄筋，鉄骨等が規定の仕様を満たし

ていることを確認する。 

(2) 配筋管理 

配筋が設計図書，仕様書どおりであることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

4.2 機器・配管系 

機器・配管系の構造強度設計においては，適切な基準等を適

用し，延性破壊，疲労破壊等に関して材料選定に対する配慮に

加え応力を制限する。 

以下に機器・配管系のダクティリティを維持するために必

要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

(1) 疲労破壊が生じないように添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機

能維持の基本方針」に基づき応力制限を行うとともに，必要

に応じて疲労解析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(3) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(4) 応力腐食割れが生じないように，材料選定及び残留応力

の低減等の配慮を行う。 

 

 

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持する

ためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選択

及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，計画，設

計した耐力・強度等が得られるように品質管理の上でも十分

な配慮を行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設計

した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意すべ

き事項を示す。 

 

5.1 建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は，別添Ⅳ「設計及び工事に

係る品質マネジメントシステム」に基づき行うが，ダクティリ

ティを保証する意味で特に留意する項目を以下に示す。 

(1) 材料管理 

コンクリート(遮蔽要求部分の密度)，鉄筋，鋼材につい

て，規定の仕様を満たしていることを確認する。 

(2) 構造管理 

鉄筋の組み立てについては，鉄筋量，かぶり厚さ，定着長

さ及び継手長さについて，コンクリートの打上がりについ

規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）日本機械学

会，2003 制定）」等があり，これらの規格・基準を適用するも

のとする。 

 

 

4.2  機器・配管系 

機器・配管系の構造強度設計においては，JEAG4601，設計・

建設規格等を準用する。 

 

以下に機器・配管系のダクティリティを維持するために必

要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

(1) 脆性破壊が生じないように，十分な靱性を有する材料を

選定する。また，使用材料が設計・建設規格の破壊靱性試験

に対する要求に適合していることを確認する。 

 

 

 

 

 

(2) 延性破壊又は疲労破壊が生じないように添付書類「Ⅲ－

１－１－８ 機能維持の基本方針」に基づき応力制限を行

うとともに，必要に応じて疲労解析を行う。 

(3) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(4) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(5) 応力腐食割れが生じないように，材料選定及び残留応力

の低減等の配慮を行う。 

 

 

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持する

ためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選択

及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，設計及び

工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に基づ

き品質管理を十分に行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設計

した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意すべ

き事項を示す。 

 

5.1  建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は「JASS 5N」等に準拠する

が，ダクティリティを保証する意味で特に留意する項目を次

に示す。 

(1) 材料管理 

セメント，水，骨材，鉄筋，鉄骨等が規定の仕様を満たし

ていることを確認する。 

(2) 配筋管理 

配筋が設計図書，仕様書どおりであることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設においては，

水質管理を必要とする対象が

ないため記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(6／6) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正案 備考 
 

 

 

 

(3) 鉄骨等の溶接管理 

規定どおりに溶接されていることを確認する。 

(4) 調合管理 

規定どおりに調合されていることを確認する。 

(5) 打込み，養生管理 

規定，仕様書どおり打込み，養生が行われていることを確

認する。 

(6) 強度管理 

設計した強度等が得られていることを確認するため，規

定等に従って試験し管理する。 

 

5.2 機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，設計 ・建設規格，ＡＳ

ＭＥ「Boiler and Pressure Vessel Code」等に準拠するが，

ダクティリティを保証する意味で特に留意する項目を次に示

す。 

 

(1) 材料管理 

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

 

(2) 強度管理 

素材，溶接部の試験片による強度，ＲＴＮＤＴ等の試験，

耐圧，漏えい 及び振動 試験によって確認する。 

 

(3) 製作・据付管理 

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行わ

れていることを確認する。 

(4) 保守・点検 

据付け後も 供用期間中検査等 必要な管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては，主要寸法及び断面寸法が，所定の許容差内に納まって

いることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 強度管理 

コンクリートの圧縮強度が所定の値以上であることを確

認する。 

 

5.2 機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，別添Ⅳ「設計及び工事に

係る品質マネジメントシステム」に基づき行うが，ダクティリ

ティを保証する意味で特に留意する項目を以下に示す。 

 

 

(1) 材料管理 

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

(2) 製作・据付管理 

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行わ

れていることを確認する。 

(3) 保守・点検 

据付け後も巡視点検，自主検査等及び保全等必要な管理

を行う。 

 

 

 

 

 

 

(3) 鉄骨等の溶接管理 

規定どおりに溶接されていることを確認する。 

(4) 調合管理 

規定どおりに調合されていることを確認する。 

(5) 打込み，養生管理 

規定，仕様書どおり打込み，養生が行われていることを確

認する。 

(6) 強度管理 

設計した強度等が得られていることを確認するため，規

定等に従って試験し管理する。 

 

5.2  機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，設計 及び工事に係る品

質マネジメントシステムに関する説明書に基づき行う が，ダ

クティリティを保証する意味で特に留意する項目を以下に示

す。 

 

(1) 材料管理 

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

 

(2) 強度管理 

非破壊試験，適切な 耐圧 試験，漏えい試験等によって確

認する。 

 

 (3) 製作・据付管理 

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行わ

れていることを確認する。 

(4) 保守・点検 

据付け後も 自主検査等 必要な管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系における品質管

理は，設計及び工事に係る品

質マネジメントシステムに関

する説明書に示すグレードに

応じて行うため，本記載とし

た。 

 

 

 

 

加工施設の技術基準解釈に基

づく内容を記載した。 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設において据

付後に実施する内容を記載し

た。 

 

 

 

 

191



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(1／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要 

 

目次 

1. 概要  

2. 耐震設計の基本方針  

2.1 基本方針  

2.2 適用規格  

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類  

 

 

3.1 耐震重要度分類  

3.2 重大事故等対処施設の設備の分類  

 

 

3.3 波及的影響に対する考慮  

4. 設計用地震力  

4.1 地震力の算定法  

4.2 設計用地震力  

5. 機能維持の基本方針  

5.1 構造強度  

5.2 機能維持  

6. 構造計画と配置計画  

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針  

8. ダクティリティに関する考慮  

9. 機器・配管系の支持方針について  

10. 耐震計算の基本方針  

10.1 建物・構築物  

10.2 機器・配管系  

10.3 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造

物）  

10.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針 

 

目次 

1. 概要  

2. 耐震設計の基本方針  

2.1  基本方針  

2.2  適用規格  

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類

  

3.1  安全機能を有する施設の耐震重要度分類  

3.2  重大事故等対処設備の設備分類  

 

 

3.3  波及的影響に対する考慮  
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4.1  地震力の算定方法  

4.2  設計用地震力  
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Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針 
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設工認申請書本文における「Ⅰ

-1 基本設計方針」と同様に，

建物・構築物は，建屋，屋外重

要土木構造物（洞道）等の総称

としており，屋外重要土木構造

物（洞道）についても，建物・

構造物の章内にて記載。 

MOX においては，敷地高さに津

波が到達しないことを事業変更

許可申請書において記載してお

り，該当はない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(2／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の耐震設計が「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基

準規則」という。）第4 条及び第49 条（地盤）並びに第5 条及

び第50 条（地震による損傷の防止）に適合することを説明す

るものである。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地

震動Ｓｓに対して機能を保持するとしているものとして，第 11

条及び第 52 条に係る火災防護設備の耐震性については添付書

類「Ⅴ-2-別添 1」に，第 12 条に係る溢水防護に係る設備の耐

震性については添付書類「Ⅴ-2-別添 2」に，第 54 条に係る可

搬型重大事故等対処設備等の耐震性については添付書類「Ⅴ-

2-別添 3」にて説明する。 

1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計が「加工施設の技

術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第５条，

第26条(地盤)，第６条，第27条(地震による損傷の防止)及び第

30条(重大事故等対処設備)に適合することを説明するもので

ある。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地

震動Ｓｓ又は基準地震動Ｓｓを1.2倍とした地震力に対して機

能を保持するとしているものとして，第11条及び第29条に係る

火災防護設備の耐震性，第12条及び第30条に係る溢水防護設備

の耐震性及び重大事故等対処設備の耐震性については添付書

類の別添にて説明する。 

1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計が「加工施設の技

術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第５条，

第26条(地盤)，第６条，第27条(地震による損傷の防止)及び第

30条(重大事故等対処設備)に適合することを説明するもので

ある。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地

震動又は基準地震動を1.2倍した地震力に対して機能を保持す

るとしているものとして，第11条及び第29条に係る火災防護設

備の耐震性，第12条及び第30条に係る溢水防護設備の耐震性及

び重大事故等対処設備の耐震性については添付書類の別添に

て説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動を 1.2 倍した地震力

に対する当社特有の考慮 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(3／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の耐震設計は，設計基準対象施設について

は地震により安全機能が損なわれるおそれがないこと，重大事

故等対処施設については地震により重大事故に至るおそれが

ある事故又は重大事故（以下「重大事故等」という。）に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的と

し，「技術基準規則」に適合する設計とする。 

 

施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅴ-2-1-2基準地震動Ｓｓ及び

弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」に示す。 

(1) 設計基準対象施設のうち，地震により生ずるおそれがあるそ

の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程

度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は，その

供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震による加速度によって作用する地震力に対して，その安

全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

(2) 設計基準対象施設は，地震により発生するおそれがある安全

機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺

斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く

放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全

機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」

という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類

（以下「耐震重要度分類」という。）し，それぞれに応じた地震

力に十分耐えられる設計とする。 

 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大

事故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備及

び可搬型重大事故等対処設備に耐震設計上の区分を分類する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，上記に示す，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができる

設計とする。 

本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設の両方に属する重大事故等対処施設については，基準地

震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。なお，特定重大

事故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外である。 

 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

安全機能を有する施設については，地震により安全機能が

損なわれるおそれがないこと，重大事故等対処施設について

は地震により重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故

(以下「重大事故等」という。)に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないことを目的とし，「技術基準規則」に

適合するように設計する。 

 

施設の設計にあたり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設

計用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。 

(1) 安全機能を有する施設のうち，地震により生ずるおそれが

あるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。)

は，その供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震動(以下「基準地震動」という。)による加速度によっ

て作用する地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそ

れがないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，安全機能を有する施設は地震により発生するおそれ

がある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆へ

の影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場

合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応

じて，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに

分類し，それぞれに応じた地震力に十分耐えられるように設

計する。 

 

 

重大事故等対処設備については，各設備が有する重大事故

等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，

重大事故等が発生した場合において対処するために必要な

機能を有する設備であって常設のもの(以下「常設重大事故

等対処設備」という。)を，耐震重要施設に属する設計基準事

故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下

「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)及び常設耐

震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

に，可搬型のものを可搬型重大事故等対処設備に分類し，そ

れぞれの設備分類に応じて設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，基準地震動による地震力に対して重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよ

うに設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する安全

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

MOX燃料加工施設の耐震設計は，安全機能を有する施設につ

いては，地震により安全機能が損なわれるおそれがないこと，

重大事故等対処施設については地震により重大事故に至るお

それがある事故又は重大事故(以下「重大事故等」という。)に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを

目的とし，「技術基準規則」に適合する設計とする。 

 

施設の設計にあたり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。 

(1) 安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生ずる

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公

衆への影響の程度が特に大きい施設(以下「耐震重要施設」とい

う。)は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動

(以下「基準地震動」という。)による加速度によって作用する

地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそれがない設計

とする。 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動による地震

力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とする。 

 

 

 

(2)安全機能を有する施設は，地震により発生するおそれがあ

る安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響

を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響

の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類（以下「耐震重要度分類」

という。）し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐

えることができる設計とする。 

 

 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大

事故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備及び可搬型重大事故

等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設は，上記に示す，代替する安全機能を有する施設が属す

る耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分耐える

ことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書において，

敷地に到達する津波はないこ

と，また耐震重要施設又は常設

耐震重要重大事故等対処施設の

周辺に崩壊を起こすおそれのあ

る斜面がないことを記載してい

るため，当該事項に係る内容は

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設に常設重大

事故緩和設備がないため記載し

ていない。 
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【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(4／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 設計基準対象施設における建物・構築物及び土木構造物（屋

外重要土木構造物及びその他の土木構造物）については，耐震

重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設

置する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓ

による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分

な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備が設置される重大事故等対処施設については，代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地

圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合において

も，その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ずる設

計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，地盤変状が生じ

た場合においても，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないよう，適切な対策を講ずる設計とす

る。 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は，そ

の周辺地盤を強制的に液状化させることを仮定した場合にお

いても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅴ-2-1-3 地盤

の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力

に十分に耐えることができるように設計する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐

震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に耐え

ることができるように設計する。 

 

 

 

 

(2) 安全機能を有する施設の建物・構築物については，耐震重

要度に応じて算定する地震力が作用した場合においても，接

地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設については，基準地震動による地震力が作用した

場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤

に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，

代替する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じ

て適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対

する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－

２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等

対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重

要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏

まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響

の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に耐えることが

できる設計とする。 

 

(3) 建物・構築物とは，建屋，屋外重要土木構造物（洞道）の総

称とする。 

 

 

(4) 安全機能を有する施設における建物・構築物については，耐

震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した

場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に

設置する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設については，基準地震動による地震力が作用した場合

においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置

する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，代替

する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラス

に適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対す

る十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合において

も，その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ずる設

計とする。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設については，地盤変状が生じた場合においても，重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な対策を講ずる設計とする。 

 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設のうち周辺地盤の液状化のお

それがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合にお

いても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－２ 

地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設特有の設計

上の考慮事項として記載 

 

 

 

 

 

基本設計方針に基づいた記載と

した。 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺地盤の液状化のおそれがあ

る施設については，液状化の影

響を考慮するものとし，液状化

特性は敷地地盤の試験結果に基

づき，ばらつき及び不確実性を

考慮した上で設定する。そのた

め，周辺地盤を強制的に液状化

させることを仮定した設計は行

わない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(5／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
(4) Ｓクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）について，静的

地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定

するものとする。 

 

(5) Ｓクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が保持できる設計と

する。 

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力（終

局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有するように，機器・

配管系については，塑性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設の機能を保持できるように設計する。 

 

 

 

 

 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このう

ち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，

動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の

確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認す

る。 

 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の

いずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとど

まる範囲で耐える設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない設計とする。建物・構築物については，構

造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分

な余裕を有するように，機器・配管系については，塑性ひずみ

が生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまって

破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持でき

るように設計する。 

 

 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このう

ち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，

動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の

確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確

認する。 

 

(3) 耐震重要施設について，静的地震力は水平方向地震力と鉛

直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。 

(4) 動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

(5) 耐震重要施設は，基準地震動による地震力に対してその安

全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

 

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力(耐

震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な

余裕を有するように，機器・配管系については，塑性ひずみ

が生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持

できるように設計する。 

建物・構築物のうち構築物(洞道)は，構造部材の曲げにつ

いては限界層間変形角又は曲げ耐力，構造部材のせん断につ

いては，せん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとど

まる範囲で耐えるように設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，基準地震動による地震力に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ように設計する。建物・構築物については，構造物全体とし

ての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変

形に対して十分な余裕を有するように，機器・配管系につい

ては，その施設に要求される機能を保持するように設計し，

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小

さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，

その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように設計

する。 

(6) 地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求について

は，基準地震動による地震力に対して，当該機器の構造，動

作原理等を考慮した設計を行い，実証試験等により確認され

ている機能確認済加速度等を許容限界とする。 

 

(5)  Ｓクラスの施設について，静的地震力は水平方向地震力と

鉛直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。 

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設については，基準地震動及び弾性

設計用地震動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

(6)  Ｓクラスの施設は，基準地震動による地震力に対してその

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

建物・構築物については，建物・構築物全体としての変形能

力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十

分な余裕を有するように，機器・配管系については，塑性域に

達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能

を保持できるように設計する。 

建物・構築物のうち屋外重要土木構造物(洞道)は，構造部材

の曲げについては限界層間変形角，終局曲率又は鉄筋の降伏強

度，構造部材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とし，

限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全

余裕をもたせる設計とする。 

動的機器等については，基準地震動による地震力に対して，

当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち，

動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作

原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認

がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。 

 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいず

れか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範

囲で耐える設計とする。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計と

する。建物・構築物については，構造物全体としての変形能力

(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分

な余裕を有するように，機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが

生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 動的機器等については，基準地震動による地震力に対し 

て，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。この 

うち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構 

造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能 

維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないこ 

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(6／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
 (6) 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置され

た建物・構築物は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ

れぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計と

する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等時に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

新設屋外重要土木構造物は，構造部材の曲げについては許容

応力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を許容

限界とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げにつ

いては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終

局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断

耐力を許容限界とする場合もある。既設屋外重要土木構造物の

構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間

変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コ

ンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限

界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれ安全

余裕については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物に

ついては，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能

力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有す

るとともに，その施設に要求される機能が保持できるものとす

る。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求

される機能が保持できるものとする。 

基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(7／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
(7) Ｂクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静

的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐える

設計とする。 

また，共振のおそれのあるものについては，その影響につい

ての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性設計

用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものとする。当該地震動によ

る地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わ

せて算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静

的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐える

設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設は，上記に示す，代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力に対して，おおむね弾性状態にと

どまる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設が，それ以

外の発電所内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によっ

て，それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び

配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 

 (7) Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えるように設計する。 

 

また，共振のおそれのある施設については，弾性設計用地

震動に２分の１を乗じた地震力により検討を行う。なお，当

該地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定するものとする。 

 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えるように設計する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設については，設計

基準事故に対処するための設備が有する機能を代替する施

設の属する耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐

震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて分類した地震力を適用する。 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設が，それ以外のＭＯＸ燃料加工

施設内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によって，

それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(9) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動によ

る地震力に対して，耐震重要施設の「安全機能」又は常設耐

震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設の「重大事故等の対処に必要な機能」に影響を及ぼすよう

な崩壊を起こすおそれがないものとする。 

 

(10) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計

画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように

考慮する。 

 

(11) 地震を要因とする重大事故等に対する施設については，工

学的，総合的判断に基づき基準地震動の 1.2倍の地震力に対

して必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

なお，本設計に当たっては，安全機能を有する施設及び重大

事故等対処施設の耐震設計における設計方針のほか，塑性変形

する場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に

影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 

(7) Ｂクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静

的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設

計とする。 

また，共振のおそれのある施設については，その影響につい

ての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性設計

用地震動に２分の１を乗じたものとする。当該地震動による地

震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて

算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静

的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるよ

うに設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設については，上記に示

す，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される地震力に対して，おおむね弾

性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設が，それ以外のＭＯＸ燃料加工施設

内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によって，それぞ

れその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

(9) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動による地

震力に対して，耐震重要施設の「安全機能」又は常設耐震重要

重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の「重大

事故等の対処に必要な機能」に影響を及ぼすような崩壊を起こ

すおそれがないものとする。 

 

(10) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画

及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書の記載に

合わせた。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(8／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
2.2 適用規格 

適用する規格としては，既に認可された工事計画の添付書類

（以下「既工事計画」という。）で適用実績がある規格のほか，

最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示した

うえで適用可能とする。なお，規格基準に規定のない評価手法

等を用いる場合は，既往研究等において試験，研究等により妥

当性が確認されている手法，設定等について，適用条件，適用

範囲に留意し，その適用性を確認した上で用いる。 

既工事計画において実績のある適用規格を以下に示す。 

 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987」 

（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

ＪＥＡＧ４６０１・補－1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 

追補版」（社）日本電気協会 

（以降，「ＪＥＡＧ４６０１」と記載しているものは上記3指針

を指す。） 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法

－（（社）日本建築学会，1999 改定） 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日

本建築学会，2005 制定） 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，

2005 改定） 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計と保有水平耐力－（（社）日本建築学会，2001 改定） 

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能（（社）日本建築

学会，1990改定） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定） 

・発電用原子力設備規格コンクリート製原子炉格納容器規格

（（社）日本機械学会，2003） 

・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会，2010改

定) 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］（（社）土木学会，

2002 年制定） 

・道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日

本道路協会，平成14 年3月） 

・道路橋示方書（Ⅴ耐震設計編）・同解説（（社）日本道路協会，

平成14 年3 月） 

・水道施設耐震工法指針・解説（（社）日本水道協会，1997 年

版） 

・地盤工学会基準（JGS1521－2003）地盤の平板載荷試験方法 

・地盤工学会基準（JGS3521－2004）剛体載荷板による岩盤の平

板載荷試験方法 

 

 

 

ただし，ＪＥＡＧ４６０１に記載されているＡｓクラスを含

むＡクラスの施設をＳクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ

２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと

2.2  適用規格 

適用する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法

の認可申請書の添付書類(以下「既設工認」という。)で適用実

績がある規格のほか，最新の規格基準についても技術的妥当性

及び適用性を示したうえで適用可能とする。なお，規格基準に

規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究等において試

験，研究等により妥当性が確認されている手法，設定等につい

て，適用条件，適用範囲に留意し，その適用性を確認した上で

用いる。 

既設工認において実績のある主要な適用規格を以下に示す。 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力

編 JEAG4601･補-1984」 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」 

(以降，添付書類Ⅲにおいて「JEAG4601」と記載しているも

のは上記３指針を指す。) 

 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計法－(1999 改定) 

 

 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(2005 改定) 

 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力

度設計と保有水平耐力－ (2001 改定) 

 

・建築基礎構造設計指針(2001 改定) 

 

 

 

 

 

 

 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］(2002年制定) 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説(平成14

年3月) 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説(平成14年3月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，JEAG4601に記載されているＡｓクラスを含むＡク

ラスの施設をＳクラスの施設に読み替えた上で，基準地震動

Ｓ２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓ

2.2  適用規格 

適用する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法

の認可申請書の添付書類(以下「既設工認」という。)で適用実

績がある規格のほか，最新の規格基準についても技術的妥当性

及び適用性を示したうえで適用可能とする。なお，規格基準に

規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究等において試

験，研究等により妥当性が確認されている手法，設定等につい

て，適用条件，適用範囲に留意し，その適用性を確認した上で

用いる。 

既設工認において実績のある主要な適用規格を以下に示す。 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」（社）日本

電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

JEAG4601･補-1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」

（社）日本電気協会 

(以降，添付書類Ⅲにおいて「JEAG4601」と記載しているものは

上記３指針を指す。) 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法

－(（社）日本建築学会，1999 改定) 

 

 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(（社）日本建築学会，

2005 改定) 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計と保有水平耐力－(（社）日本建築学会，2001 改定) 

 

・建築基礎構造設計指針(（社）日本建築学会，2001 改定) 

 

 

 

 

 

 

 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］(（社）土木学

会，2002年制定) 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説(（社）日本

道路協会，平成14年3月) 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説(（社）日本道路協会，

平成14年3月) 

 

 

 

 

 

 

ただし，JEAG4601に記載されているＡｓクラスを含むＡクラ

スの施設をＳクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ２，Ｓ１

をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと読み替え

 

MOX の既設工認において実績

のある適用規格を記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(9／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭

和55 年通商産業省告示第501号，最終改正平成15年7月29日経

済産業省告示第277号）に関する内容については，「発電用原

子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版を含

む））＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1－2005／2007」（日

本機械学会）（以下「設計・建設規格」という。）に従うもの

とする。 

ｄと読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準

地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとす

る。 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭

和 55年通商産業省告示第 501号，最終改正平成 15年７月 29

日経済産業省告示第 277号)に関する内容については，「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007年追補版

を含む))＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1」(以下「JSME S 

NC1」という。) に従うものとする。 

る。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭和

55 年通商産業省告示第 501 号，最終改正平成 15 年７月 29 日

経済産業省告示第 277 号)に関する内容については，「発電用原

子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含

む))＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1」(以下「JSME S NC1」

という。) に従うものとする。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(10／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類 

3.1 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を以下の通り分類

する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類

及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されること

を確認する地震動を添付書類「Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大

事故等対処施設の施設区分の基本方針」の表2-1 に，申請設備

の耐震重要度分類について同資料表2-2 に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しており，そ

の機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある

施設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響

を緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な

機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するため

に必要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある

津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設

であって，その影響が大きい施設 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

 

3.2 重大事故等対処施設の設備の分類 

重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の区分を設

備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置

状態を踏まえて，以下の通りに分類する。下記の分類に基づき

耐震評価を行う申請設備の設備分類について，添付書類「Ⅴ-

2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本

方針」の表4-1 に示す。 

 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計

するもの 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合にお

いて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する設備であって常設のもの 

 

 

 

 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  安全機能を有する施設の耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のと

おり分類する。各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及

び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されること

を確認する地震動を添付書類「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類

及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針」に示す。 

 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内包している施設，当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する

可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部

に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響が

Ｓクラス施設と比べ小さい施設。 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

3.2  重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備について，各設備が有する重大事故等

に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ，常設重

大事故等対処設備を以下のとおりに分類する。各施設の設備

分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持され

ることを確認する地震動を添付書類「Ⅲ－１－１－３ 重要

度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針」に示

す。 

(1) 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないよう設計する

設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属

する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を

代替する設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  安全機能を有する施設の耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとお

り分類する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要

度分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持され

ることを確認する地震動を添付書類「Ⅲ－１－１－３ 重要度

分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針」の第

2.3‐1表及び第3.2-１表に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能

性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のある事態

を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放散さ

れる事故発生の際に外部に放散される放射性物質による影響

を低減させるために必要となる施設であって，環境への影響が

大きいもの。 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラス施設と比べ小さい施設。 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

3.2  重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備の設備分類については，後次回申請

以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回申請の反映の対象明確化 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(11／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
 (2) 静的地震力に対して十分耐えるよう，また共振のおそれ

のある施設については弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 

を乗じたものによる地震力に対しても十分に耐えるよう

設計するもの 

 

 

 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラ

スに属する設計基準事故対処設備が有する機能を代

替するもの 

(2) 静的地震力に対して十分に耐えるよう，また共振のおそれ

のある施設については弾性設計用地震動に２分の１を乗じ

た地震力に対しても十分に耐えるよう設計する設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)a.以外のＢ

クラス設備 

(3) 静的地震力に対して十分に耐えるよう設計する設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)a.及び上記

(2)a.以外の設備 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(12／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
3.3 波及的影響に対する考慮 

 

「3.1 耐震重要度分類」及び「3.2 重大事故等対処施設の設

備の分類」に示した耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防

止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設（以下「上位クラス施設」という。）は，下位クラス施設

の波及的影響によって，それぞれその安全機能及び重大事故等

に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

この設計における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺

を俯瞰した調査・検討等を行う。 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にある

上位クラス施設以外の施設（資機材等含む）をいう。 

 

耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示す

(1)～(4)の4つの事項から検討を行う。 

また，原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき

事項が抽出された場合は，これを追加する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響につい

ては，以下に示す(1)～(4)の4つの事項について，「耐震重要施

設」を「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重

大事故等時に対処するために必要な機能」に読み替えて適用す

る。 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位

又は不等沈下による影響 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等

沈下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位

クラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の

安全機能への影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震

重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重要施

設の安全機能への影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋

内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重要

施設の安全機能への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重

3.3  波及的影響に対する考慮 

3.3.1  耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 

耐震重要施設は，下位クラス施設の波及的影響によって，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺の耐震重

要施設以外のＭＯＸ燃料加工施設内にある施設（資機材等含

む）をいう。 

波及的影響に対する設計に当たっては，以下の４つの観点を

もとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選

定した事象に対する波及的影響の検討により，波及的影響を考

慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がな

いことを確認する。 

波及的影響を考慮する施設の設計については，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用し，その選定に当たっ

ては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

なお，波及的影響の確認においては，水平２方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用する場合の影響を添付書類「Ⅲ－１－１

－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価方針」に基づき考慮する。 

また，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外

に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出され

た場合には，その観点を追加する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又

は不等沈下による影響の観点 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て不等沈下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がない

ことを確認する。 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による

下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により，耐震重

要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震

重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震

重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要

3.3  波及的影響に対する考慮 

3.3.1  耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 

「3.1 耐震重要度分類」及び「3.2 重大事故等対処設備の設

備分類」に示した耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設（以下「上位クラス施

設」という。）は，下位クラス施設の波及的影響によって，それ

ぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。 

この設計における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺

を俯瞰した調査・検討等を行う。 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にある

上位クラス施設以外のＭＯＸ燃料加工施設内にある施設（資機

材等含む）をいう。 

 

耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示す

(1)～(4)の４つの事項から検討を行う。 

また，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外

に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出され

た場合には，その観点を追加する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設に対する波及的影響については，以下に示す(1)～(4)

の 4 つの事項について，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重

大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安

全機能」を「重大事故等時に対処するために必要な機能」に読

み替えて適用する。 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又

は不等沈下による影響の観点 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等

沈下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位

クラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の

安全機能への影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐

震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重

要施設の安全機能への影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建

屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重

要施設の安全機能への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設に常設重大

事故緩和設備がないため記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(13／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
要施設の安全機能への影響 

上記の観点から調査・検討等を行い，波及的影響を考慮すべ

き下位クラス施設及びそれに適用する地震動を添付書類「Ⅴ-

2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本

方針」の表2-1 及び表2-2 並びに表4-1 及び表4-2 に示す。 

 

 

上記の観点から調査・検討等を行い抽出された波及的影響を

考慮すべきこれらの下位クラス施設は，上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する。 

また，工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際

に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，

敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認

する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とす

る下位クラス施設についても併せて確認する。 

以上の詳細な方針は，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係

る基本方針」に示す。 

施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

3.3.2 常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響の

考慮 

常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響の

考慮については，「3.3.1 耐震重要施設に対する波及的影響

の考慮」の「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を

「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適

用する。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持され

ることの確認に当たっては，上記に示す方針のほか，塑性変

形する場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機

能に影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定す

る。 

以上の波及的影響に係る設計方針を添付書類「Ⅲ－１－１

－４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

要施設の安全機能への影響 

上記の観点から調査・検討等を行い，波及的影響を考慮すべ

き下位クラス施設及びそれに適用する地震動を添付書類「Ⅲ－

１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類

の基本方針」及び「Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方

針」に示す。 

 

上記の観点から調査・検討等を行い抽出された波及的影響を

考慮すべきこれらの下位クラス施設は，上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する。 

また，工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際

に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，

敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認

する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とす

る下位クラス施設についても併せて確認する。 

以上の詳細な方針は，添付書類「Ⅲ－１－１－４ 波及的影

響に係る基本方針」に示す。 
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4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

 

 

 

(1) 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの施設

（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。），Ｂ

クラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれ耐震

重要度分類に応じて，以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度

に基づき算定するものとする。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設に，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

a. 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の

耐震重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量

を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.O 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を

0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力

係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0 とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ０は1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3 以上を基準とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定

するものとする。 

 

b. 機器・配管系 

静的地震力は，上記a.に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設

の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし

て，当該水平震度及び上記a.の鉛直震度をそれぞれ20％増しと

した震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

安全機能を有する施設及び常設重大事故等対処施設の耐

震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静

的地震力及び動的地震力とする。 

本方針に基づく設計用地震力を，添付書類「Ⅲ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」に示す。 

4.1.1  静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設

に適用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下

の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

耐震重要度に応じて定める静的地震力を第 4.1.1-1 表

に示す。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，

設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替

する施設の属する耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事

故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計におけ

る耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使

用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線によ

る公衆への影響の程度に応じて分類した地震力を適用す

る。 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設

の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量

を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0

を 0.2以上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類，

地震層せん断力の係数の高さ方向の分布係数，地震地域係数

を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定における地震層せん断力係

数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に応じた係数は，Ｓクラス，

Ｂクラス及びＣクラスともに 1.0とし，その際に用いる標準

せん断力係数Ｃ0は 1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同

時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力

は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び

地盤の種類を考慮して求めた鉛直震度より算定するものと

する。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

(2) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(1)に示す地震層

せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じた

ものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震度

をそれぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同

時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

 

 

 

4.1.1  静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの

施設，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それ

ぞれの耐震重要度分類に応じて以下の地震層せん断力係数Ｃｉ

及び震度に基づき算定するものとする。 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設に，代替する機能を有する安全機能を有する施設が

属する耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を適

用する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等

対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重

要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏

まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響

の程度に応じて分類した地震力を適用する。 

 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設

の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量

を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0を

0.2以上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考

慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力

係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ0は1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の

種類を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただ

し，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

(2) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの静的地震力は，上記(1)に示す

地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗

じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震

度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOXにおいては，敷地高さに津

波が到達しないことを事業変

更許可申請書において記載し

ており，該当はない。 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ特有の設計上の考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 
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度は高さ方向に一定とする。 

 

c. 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物） 

土木構造物の静的地震力については，ＪＥＡＧ４６０１の規

定を参考に，Ｃクラスの建物・構築物に適用される静的地震力

を適用する。 

 

上記a.，b.及びc.の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数の

適用については，耐震性向上の観点から，一般産業施設，公共

施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

(2) 動的地震力 

設計基準対象施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施

設，屋外重要土木構造物及びＢクラスの施設のうち共振のおそ

れのあるものに適用する。Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備を除く。）については，基準地震

動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適

用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を2 分の1 

にしたものによる地震力を適用する。 

 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用

する。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の

機能を代替する共振のおそれのある施設については，共振のお

それのあるＢクラスの施設に適用する地震力を適用する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の土木構造物については，基

準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき

による材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等

については，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」

に，設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅴ-2-

1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定する。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせ

た既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出

し，3 次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用い

た耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を添付書類「Ⅴ-

直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0 等の割増し係数

については，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公

共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

4.1.2  動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち

共振のおそれのある施設に適用することとし，それぞれの耐

震重要度に応じて以下の入力地震動又は地震力を適用する。 

Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設につい

ては，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅

に２分の１を乗じた地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設については，Ｓクラス施設の機能を代替する施

設であるため，基準地震動Ｓｓを適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち，共振

のおそれのあるＢクラス施設については，弾性設計用地震

動Ｓｄから定める入力地震動の振幅に２分の１を乗じた

地震力を適用する。 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばら

つきによる変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等に

ついては，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基

本方針」に，設計用床応答曲線の作成方針については，添

付書類「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」

に示す。 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて影響評価を行う。動的地震力の水平２方向及

び鉛直方向の組合せについては，水平１方向及び鉛直方向

地震力を組み合わせた耐震計算(以下「従来設計手法」と

いう。)への影響の可能性がある施設，設備を抽出し，３

次元応答性状の可能性も考慮した上で従来設計手法に及

度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0等の割増し係数につ

いては，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の

耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

4.1.2  動的地震力 

安全機能を有する施設については，動的地震力は，Ｓクラス

の施設及びＢクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用

する。Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を２分の

１にしたものによる地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設基準地震動Ｓｓによる地

震力を適用する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラス施設

の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設につ

いては，共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を

適用する。 

 

 

 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき

による材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等

については，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本

方針」に，設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類

「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定する。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わせ

た既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出

し，３次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用い

た耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を添付書類「Ⅲ－

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOXにおいては，敷地高さに津

波が到達しないことを事業変

更許可申請書において記載し

ており，該当はない。 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(16／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価方針」に示す。 

 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目

的として設置した地震観測網から得られた観測記録により振

動性状の把握を行う。地震観測網の概要については，添付書類

「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網に

ついて」に示す。 

 

4.2 設計用地震力 

「4.1 地震力の算定法」に基づく設計用地震力は添付書類「Ⅴ-

2-1-9 機能維持の基本方針」の表2-1 に示す地震力に従い算定す

るものとする。 

ぼす影響を確認する。確認に当たっての方針を添付書類

「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

耐震重要度に応じて定める動的地震力を第 4.1.2-1表に

示す。 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上

を目的として設置した地震観測装置から得られた観測記

録により振動性状の把握を行う。地震観測網の概要につい

ては，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方

針」の別紙「地震観測網について」に示す。 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は添付書類「Ⅲ

－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価方針」に示す。 

 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目

的として設置した地震観測装置から得られた観測記録により

振動性状の把握を行う。地震観測網の概要については，添付書

類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震

観測網について」に示す。 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は添付書

類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(17／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，設計基準対象施設の耐震

重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震

動に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない

施設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，

電気的機能，気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及

び貯水機能の維持を必要とする施設については，その機能が維

持できる設計とする。 

気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及び貯水機能

の維持については，構造強度を確保することを基本とする。必

要に応じて評価項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1 構造強度 

発電用原子炉施設は，設計基準対象施設の耐震重要度分類及

び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に伴う地震

力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した

上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に

対し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電

用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する

基本方針」に従い行う。なお，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子

炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち

添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」，添付書類「Ⅴ

-1-1-10 通信連絡設備に関する説明書」，添付書類「Ⅴ-4-2 生

体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」，添

付書類「Ⅴ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書」及び

添付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」

における耐震設計方針についても本項に従う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針」の表3-1 に示す。 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下にお

かれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化

時を含むものとする。 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪） 

 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は

重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状

態 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた

地震力に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない

施設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，

電気的機能，気密性，遮蔽性，支持機能の維持を必要とする施

設については，その機能が維持できる設計とする。 

気密性，遮蔽性，支持機能の維持については，構造強度を確

保することを基本とする。また，必要に応じて検討項目を追加

することで，機能維持設計を行う。 

 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1  構造強度 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要

度及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震力によ

る荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，

構造強度を確保する設計とする。また，必要に応じて，変位

及び変形に対し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ－１－１－１ 加

工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に従

い行う。 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅲ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

 

 

 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

b. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，

風)。 

 

 

 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた

地震力に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない

施設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，

電気的機能，気密性，遮蔽性，支持機能，貯水機能の維持を必

要とする施設については，その機能が維持できる設計とする。 

気密性，遮蔽性，支持機能及び貯水機能の維持については，

構造強度を確保することを基本とする。また，必要に応じて検

討項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1  構造強度 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度

分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せ

を適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，

必要に応じて，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。 

 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ－１－１－１ 加

工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に従い

行う。なお，後次回申請以降において申請する添付書類「添付

Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書」，添付書類「Ⅴ

－１－１－９ 通信連絡設備に関する説明書」，及び「Ⅴ－１

－２－１ 緊急時対策所の機能に関する説明書」における耐震

設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅲ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」に示す。 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

安全機能を有する施設については以下のａ．，ｂ．の状態，重

大事故等対処施設については以下のａ．～ｃ．の状態を考慮す

る。 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

b. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(風，積雪)。 

 

ｃ．重大事故等時の状態 

MOX燃料加工施設が重大事故に至るおそれがある事故又は重

大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状

態。 

 

 

 

 

 

 

施設に応じた記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設に応じた記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX においては，運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故

時の状態で施設に作用する荷重

は，通常運転時の状態で施設に

作用する荷重を超えるもの及び

長時間施設に作用するものがな

い。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(18／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の状態，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の状態を考慮する。 

 

 

(a) 通常運転時の状態 

原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機及び燃料取替え等

が計画的又は頻繁に行われた場合であって，運転条件が所定の

制限値以内にある運転状態 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しく

はその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の

頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状

態であって，当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却

材圧カバウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものと

して安全設計上想定すべき事象が発生した状態 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態で

あって，当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多

量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計

上想定すべき事象が発生した状態（使用済燃料に関する事象を

含む。） 

 

(d) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪） 

 

(e) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態 

 

c. 土木構造物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大事

故等対処施設については， 

以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下にお

かれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

を含むものとする。 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪） 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

 

 

 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合には，ＭＯＸ燃料加工施設か

ら多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとし

て，安全設計上想定すべき事象が発生した状態。 

 

 

 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の状態を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が重大事故等の状態で，重大事故

等対処施設の機能を必要とする状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

安全機能を有する施設については以下のａ．～ｂ．の状態を考

慮する。 

 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合には，ＭＯＸ燃料加工施設から多量

の放射性物質が放出するおそれがあるものとして，安全設計上

想定すべき事象が発生した状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸでは運転時の異常な過渡

変化に係る考慮の必要はないた

め記載していない 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(19／41) 
別紙４ 

 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
(2) 荷重の種類 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用してい

る荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通

常の気象条件による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続

する事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考

慮する。） 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故

等時の状態での荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管系か

らの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 

 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続

する事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考

慮する。） 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

c. 土木構造物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用してい

る荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通

常の気象条件による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

5.1.2  荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

 

 

 

a. ＭＯＸ燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず

通常時に作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧 

 

 

 

 

b. 積雪荷重及び風荷重 

ただし，通常時に作用している荷重には，機器・配管系か

ら作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土

圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるもの

とする。 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

 

 

 

a. 通常時に作用している荷重 

 

b. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時

に作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれる

ものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・

構築物に準じる。 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の荷重を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

5.1.2  荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設については

以下のａ．～ｂ．の荷重とする。 

 

a. ＭＯＸ燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通

常時に作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧 

 

 

 

 

b. 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

 

ただし，通常時に作用している荷重には，機器・配管系から

作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，

地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとす

る。 

 

(2) 機器・配管系 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設については

以下のａ．～ｂ．の荷重とする。 

 

a. 通常時に作用している荷重 

    

b. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時に

作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるもの

とする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築

物に準じる。 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の荷重を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 計 基 準 事 故 時 の 扱 い は

5.1.1（1）と同様。 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(20／41) 
別紙４ 

 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

a. 建物・構築物（d.に記載のものを除く。） 

(a) Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重

及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組

み合わせる。※1，※2，※3 

 

(b) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷

重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のう

ち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震に

よって引き起こされるおそれのある事象による荷重と地

震力とを組み合わせる。重大事故等による荷重は設計基準

対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏ま

え，地震によって引き起こされるおそれのない事象による

荷重として扱う。 

 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震に

よって引き起こされるおそれのない事象による荷重は，そ

の事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性

設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。この組

合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の

上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考

慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原

子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うそ

の他の施設を含む）については，いったん事故が発生した

場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力を組み合わせ，その状態からさらに長期

的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地

震力を組み合わせる。また，その他の施設については，い

ったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷

重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と組み合わせる荷重を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震

力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重(固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重とす

る。 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築

物について，基準地震動以外の地震動による地震力又は静的

地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重，

積雪荷重及び風荷重とする。 

 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧

について，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

 

 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と組み合わせる荷重を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震

力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重(固

定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と

する。 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築

物について，基準地震動以外の地震動による地震力又は静的

地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重，

積雪荷重及び風荷重とする。 

 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧

について，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

 

 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重（固

定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引

き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準

地震動による地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重（固

定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引

き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，

適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震

力）と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，

工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間について

は対策の成立性も考慮した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉特有の施設のため記載な

し 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(21／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時

作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷

重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

※1 Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に

作用する荷重については，b．機器・配管系の考え方に沿っ

た下記の2つの考え方に基づき検討した結果として後者を

踏まえ，施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く

荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力を組み合わせることとしている。この考え方は，ＪＥＡ

Ｇ４６０１における建物・構築物の荷重の組合せの記載と

も整合している。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地

震によって引き起こされるおそれのある事象によって施

設に作用する荷重は，その事故事象の継続時間等との関係

を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地

震によって引き起こされるおそれのない事象であっても，

いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせ

る。 

 

※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については，異

常時圧力の最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

とを組み合わせる。 

 

※3 原子炉建屋基礎盤については，常時作用している荷重及び

運転時の状態で施設に作用する荷重と弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せも考慮する。 

 

 

 

ｄ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物について

は，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動による地震力又

は静的地震力とを組み合わせる。 

なお，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧につ

いて，基準地震動による地震力，弾性設計用地震動による地震

力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX においては，設計基準事故

時の状態で施設に作用する荷重

は，通常運転時の状態で施設に

作用する荷重を超えるもの及び

長時間施設に作用するものがな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器バウンダリに類

する施設はない。 

 

 

Sdとの組合せが必要な Sクラス

の基礎盤はない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(22／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
b. 機器・配管系（d.に記載のものを除く。） 

(a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常運転時の状態で施

設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれのある事象によって施設に作

用する荷重は，その事故事象の継続時間等との関係を踏ま

え，適切な地震力とを組み合わせる。※ 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時

の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重の

うち，地震によって引き起こされるおそれのある事象によ

る荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等による荷重

は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な

考察を踏まえ，地震によって引き起こされるおそれのない

事象による荷重として扱う。 

 

 

 

(d) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態で施設に作用す

る荷重のうち地震によって引き起こされるおそれのない

事象であっても，いったん事故が発生した場合，長時間継

続する事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震

力と組み合わせる。原子炉格納容器については，放射性物

質の最終障壁であることを踏まえ，LOCA後の最大内圧と弾

性設計用地震動Ｓｄとの組合せを考慮する。 

 

(e) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時

の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重の

うち，地震によって引き起こされるおそれのない事象によ

る荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動

の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動

Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わ

せる。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続

(2) 機器・配管系 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震

力，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力と組み合

わせる荷重は，通常時に作用している荷重及び設計基準事故

時に生じる荷重とする。 

 

 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地震

動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，通常

時に作用している荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合わ

せる荷重は，通常時に作用している荷重とする。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

(3) 重大事故等対処施設 

a. 建物・構築物 

通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧)，積雪荷重，風荷重のほか，以下の施設の状態

に応じた荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

① 基準地震動による地震力。 

② 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがある事象によって

作用する荷重と基準地震動による地震力。 

③ 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがない事象による荷

重と，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえた適切な地震力(基準地震動

又は弾性設計用地震動による地震力)。 

この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設定する。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 動的地震力又は静的地震力。 

なお，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧

について，基準地震動による地震力，弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び

水圧とする。 

b. 機器・配管系 

通常時に作用している荷重のほか，以下の施設の状態

に応じた荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

① 基準地震動による地震力。 

② 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動

による地震力。 

(2) 機器・配管系 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震

力，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わ

せる荷重は，通常時に作用している荷重及び設計基準事故時に

生じる荷重とする。 

 

 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地震

動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，通常

時に作用している荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合わ

せる荷重は，通常時に作用している荷重とする。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．機器・配管系の設計基準事故時（以下「事故等」という。）

に生じる荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によっ

て引き起こされるおそれのない事故等であっても，いった

ん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷

重は，その事故等の発生確率及び地震動の超過確率の関係

を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

 

 

 

重大事故等対処施設の機器・配管系については、後次回で

説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．項にまとめた記載とした。

また，原子炉格納容器について

は該当しないため記載しない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(23／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策

の成立性も考慮した上で設定する。 

 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と

地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）との組合せについては，以下を基本設計とする。原子炉冷

却材圧力バウンダリを構成する設備については，いったん事故

が発生した場合，長期間継続する事象のうち，長時間継続する

事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み

合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重

と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。また，原子炉

格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧

力，温度条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）につ

いては，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象に

よる荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わ

せ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基

準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。また，その他の

施__設については，いったん事故が発生した場合，長時間継続

する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合

わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常

運転時の状態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変

化時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は静的

地震力を組み合わせる。 

 

 

※ 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については，異

常時圧力最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と

を組み合わせる。 

 

重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設

計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって

引き起こされるおそれのない事象による荷重として扱

う。 

③ 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれがない事象による荷重と，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえた

適切な地震力(基準地震動又は弾性設計用地震動による

地震力)。 

④ 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重と 1.2

倍した基準地震動による地震力。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 動的地震力又は静的地震力。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物

と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については該当

しないため記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については該当

しないため記載しない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(24／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
c. 土木構造物 

(a) 屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の土木構造物については，常時作用している荷重及び運転

時に施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。な

お，屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設の土木構造物については，運転時の異常な過渡変化時

の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故時の状態で施

設に作用する荷重のうち地震によって引き起こされるお

それのある事象による荷重はない。 

(b) その他の土木構造物並びに常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設の土木構造物については，常時作用している荷重

及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又

は静的地震力を組み合わせる。 

なお，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物につ

いては，運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重

はない。 

d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水

防止設備が設置された建物・構築物 

(a) 津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み

合わせる。 

(b) 浸水防止設備及び津波監視設備については，常時作用して

いる荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基

準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

上記d.(a)及び(b)については，地震と津波が同時に作用する可

能性について検討し，必要に応じて基準地震動Ｓｓによる

地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また，津波

以外による荷重については，「(2) 荷重の種類」に準じる

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(25／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
e. 荷重の組合せ上の留意事項 

(a) 動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力と

を適切に組み合わせて算定するものとする。 

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しい場合に

は，その妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態

での評価は行わないものとする。 

(c) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各

ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当

性を示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重

ねなくてもよいものとする。 

(d) 設計基準対象施設において上位の耐震重要度分類の施設

を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する

場合においては，支持される施設の耐震重要度分類に応じ

た地震力と，常時作用している荷重，運転時に施設に作用

する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備区分

に応じた地震力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせ

る。 

 

 

(e) 地震と組み合わせる自然条件として，風及び積雪を考慮す

る。風及び積雪は，施設の設置場所，構造等を考慮して，風荷重

及び積雪荷重として地震荷重と組み合わせる。 

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

 

 

(1) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが

判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価

は行わなくてもよい。 

 

 

 

 

(2) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部

分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の

耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重，運

転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

(3) 機器・配管系の設計基準事故時(以下本項目では「事故」と

いう。)に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引

き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び

地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，

いったん事故が発生した場合，長時間継続する事故による荷

重は，その事故の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

なお，設計基準事故の状態で施設に作用する荷重は，通常

時に作用している荷重を超えるもの及び長時間施設に作用

するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはない。 

(4) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，

積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している

荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震

力との組合せを考慮する。 

(5) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置され

ている施設のうち，風による受圧面積が小さい施設や，風荷

重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを

考慮する。 

 

 

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

 

 

(1) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが

判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価

は行わなくてもよい。 

 

 

 

 

(2) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部

分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の

耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重，運

転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

(3) 機器・配管系の設計基準事故時(以下本項目では「事故」と

いう。)に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引

き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び

地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，

いったん事故が発生した場合，長時間継続する事故による荷

重は，その事故の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

なお，設計基準事故の状態で施設に作用する荷重は，通常

時に作用している荷重を超えるもの及び長時間施設に作用

するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはない。 

(4) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，

積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している

荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震

力との組合せを考慮する。 

(5) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置され

ている施設のうち，風による受圧面積が小さい施設や，風荷

重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを

考慮する。 

 

(6) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重の組み合わせ

における，地震によって引き起こされるおそれがある事象又

は地震によって引き起こされるおそれがない事象について

は，後次回申請以降の添付書類〇「添５第28表 主要な重大

事故等対処設備の設備分類」に示す。 

 

 

(7)一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ss-C4は，水平方向の地震動のみであることか

ら，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価に

あたっては，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方

向の評価用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」とい

う。）による地震力を用いた場合においても，水平方向と鉛

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書において，

『基準地震動 Ss-C4は，水平方

向の地震動のみであることか

ら，水平方向と鉛直方向の地震

力を組み合わせた影響評価を

行う場合には，工学的に水平方
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(26／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対

して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体的に

は，一関東評価用地震動（鉛直）を用いた場合の応答と基準

地震動の応答との比較により，基準地震動を用いて評価した

施設の耐震安全性に影響を与えないことを確認する。なお，

施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場合には詳

細評価を実施する。影響評価結果については，Ⅲ-3-1-別添1

「一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果」に示

す。 

一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第

5.1.4-1図に，設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第

5.1.4-2図に示す。 

向の地震動から設定した鉛直

方向の評価用地震動（以下「一

関東評価用地震動（鉛直）」と

いう。）による地震力を用い

る。』としていることを受け，

その方針について記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(27／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
(4) 許容限界 

 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する

許容限界は次の通りとし，ＪＥＡＧ４６０１等の安全上適切と

認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されてい

る値を用いる。 

a. 建物・構築物 

(a) Ｓクラスの建物・構築物（d.に記載のものは除く。） 

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との

組合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とする。 

 

 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子

炉格納容器バウンダリを構成する施設における長期的荷重と

の組合せを除く。）に対しては，下記ロ.に示す許容限界を適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限

界 

建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の

変形）に対して十分な余裕を有し，終局耐力に対して妥当な安

全余裕をもたせることとする。 

 

 

また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸

次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに

至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定め

るものとする。 

 

 (b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)に示すＳクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓに

よる地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基

準事故時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄ

5.1.5  許容限界 

 

各施設の地震力と組み合わせる荷重とを組み合わせた

状態に対する許容限界は次のとおりとし，JEAG4601 等の

安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当

性が確認されている値を用いる。 

(1) 建物・構築物 

a. Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひ

ずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，

部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせ

ん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせる

こととする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次

増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態にとどまるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認めら

れる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5  許容限界 

 

各施設の地震力と組み合わせる荷重とを組み合わせた状態

に対する許容限界は次のとおりとし，JEAG4601等の安全上適切

と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されて

いる値を用いる。 

(1) 建物・構築物 

ａ. Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひ

ずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，

部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせ

ん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせる

こととする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次

増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態にとどまるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認めら

れる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひ

ずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，

部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせ

ん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせる

こととする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次

増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については該当

しないため記載しない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(28／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
による地震力との組合せに対する許容限界は，上記(a)イ.に示

すＳクラスの建物・構築物の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

(d) 耐震重要度の異なる施設又は施設区分の異なる重大事故

等対処施設を支持する建物・構築物 

上記(a)ロ.の項を適用するほか，耐震重要度の異なる施設又

は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の変形等に対して，その支持機能を損なわないものとする。

なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持され

ることを確認する際の地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

 

 

 

 

(e) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力

が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類又は重大事故等

対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属

する耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとす

る。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設については，上記における重大事故等対処施設が代替する機能

を有する設計基準対象施設が属する耐震重要度分類をＳクラス

とする。 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

上記a.(b)による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)

については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保

有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余

裕を有していることを確認する。 

 
 
 
 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

 

 

上記(1)a.(b)による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)

については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保

有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余

裕を有していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(29／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
b. 機器・配管系 

(a) Ｓクラスの機器・配管系（d.に記載のものは除く。） 

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との

組合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

 

 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子

炉格納容器バウンダリを構成する設備，非常用炉心冷却設備等

における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては，下記(a)

ロ.に示す許容限界を適用する。 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限

界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

にとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要

求される機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重等を

制限する。 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.に示すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓ

による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常

用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時

の状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は，上

記(a)イ.に示すＳクラスの機器・配管系の弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

を適用する。 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設の機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) チャンネル・ボックス 

チャンネル・ボックスは，地震時に作用する荷重に対して，

燃料集合体の冷却材流路を維持できること及び過大な変形や

破損により制御棒の挿入が阻害されることがないものとする。 

(2) 機器・配管系 

a. Ｓクラスの機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量

が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に

応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状

態にとどまるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を

有する応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記a.(b)による応力を許容限界とする。 

(3) 重大事故等対処施設 

a. 建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

上記(1)a.(a)を適用する。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

上記(1)b.を適用する。 

(c) 建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)の

保有水平耐力 

上記(1)c.を適用する。 

b. 機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

上記(2)a.(a)による応力，荷重を許容限界とする。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

(2) 機器・配管系 

a. Ｓクラスの機器・配管系 

(a) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状

態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有

する応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量

が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応

力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

 

 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設の許容限界については，後次回申請以降で申

請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重

大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(2)a.(b)による応力を許容限界とする。 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

MOX においては，地震と組み合

わせる事故時荷重は無いため記

載していない。 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX においては，地震と組み合

わせる事故時荷重は無いため記

載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉ではチャンネル・ボック

スに燃料集合体の冷却と制御棒

挿入経路確保機能が求められる

ため記載があるが，MOX には同

様機能は要求されないため記載
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(30／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
上記(2)b.による応力を許容限界とする。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持され

ることの確認に当たっては，上記(3)に示す許容限界の適用

に加えて，塑性変形する場合であっても破断延性限界に至ら

ず，その施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許容限

界とする。 

 

 

していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(31／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
c. 土木構造物 

(a) 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設の土木構造物 

イ. 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を

許容限界とする。 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限

界 

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲げについては許容

応力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を許容

限界とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げにつ

いては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終

局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断

耐力を許容限界とする場合もある。既設屋外重要土木構造物の

構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間

変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コ

ンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限

界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれの安

全余裕については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

(b) その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を

許容限界とする。 

d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水

防止設備が設置された建物・構築物 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物に

ついては，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能

力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有す

るとともに，その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸

水防止機能）が保持できるものとする。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求

される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できるも

のとする。 

 

  P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(32／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
e. 基礎地盤の支持性能 

 

(a) Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，屋外

重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は

津波監視設備が設置された建物・構築物の基礎地盤 

 

イ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限

界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準等による地

盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認す

る。 

 

ロ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との

組合せに対する許容限界 

（屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は

津波監視設備が設置された建物・構築物の基礎地盤を除

く。） 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準等に

よる地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系及び

その他の土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設の建物・構築物，機器・配管系及び土木構造物の基礎地

盤 

上記(a)ロ.による許容支持力度を許容限界とする。 

(4) 基礎地盤の支持性能 

 

a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常

設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

 

 

 

 

 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による

地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを

確認する。 

 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

 

 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準

による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系の基礎地盤 

上記 a.(b)を適用する。 

(3) 基礎地盤の支持性能 

 

a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設

耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

 

 

 

 

 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤

の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

 

 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

 

 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準によ

る地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地

盤については，後次回申請以降で申請する。 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常

設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，

機器・配管系の基礎地盤 

上記(3)a.(b)を適用する。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系の基礎地盤については，後次回申請以降で

申請する。 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書において，

敷地に到達する津波はないこと

を記載しているため，当該事項

に係る内容は記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(33／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
5.2 機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器に要求される安全機能を維持するため，制御棒挿入機

能に係る機器，回転機器及び弁の機種別に分類し，制御棒挿入

機能に係る機器については，燃料集合体の相対変位，回転機器

及び弁については，その加速度を用いることとし，設計基準対

象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分

に応じた地震動に対して，各々に要求される動的機能が維持で

きることを試験又は解析により確認することで，当該機能を維

持する設計とするか，若しくは応答加速度による解析等により

当該機能を維持する設計とする。 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を

支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，

当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこと

とする。 

 

 

 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，設計基準

対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区

分に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持でき

ることを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計

とする。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐

津波設計の基本方針」における津波監視設備及び添付書類「Ⅴ

-1-1-10 通信連絡設備に関する説明書」における通信連絡設備

に関する電気的機能維持の耐震設計方針についても本項に従

う。 

 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の

放出，流入を防ぐことを目的として，設計基準対象施設の耐震

重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震

動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保に加えて，

構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設の気圧差

を確保することで，十分な気密性を確保できる設計とする。添

付書類「Ⅴ-1-7-3中央制御室の居住性に関する説明書」及び添

付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」に

おける気密性の維持に関する耐震設計方針についても本項に

従う。 

5.2  機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器が要求される安全機能を維持するため，回転機

器及び弁の機種別に分類した上で，実証試験等により確認さ

れている機能維持加速度等を許容限界とし，安全機能を有す

る施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に

応じた地震動に対して，試験又は解析若しくは応答加速度に

よる解析等により当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が，当該機器

を支持する配管の地震応答により増加すると考えられると

きは，当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見

込むこととする。 

 

 

 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，安全機

能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設

備分類に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維

持できることを試験又は解析により確認し，当該機能を維持

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後にお

いて，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気

体の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する

施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に応

じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確

保に加えて，構造強度の確保と換気設備の性能があいまって

施設の気圧差を確保することで，気密性を確保できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

5.2  機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器が要求される安全機能を維持するため，回転機器及び

弁の機種別に分類した上で，実証試験等により確認されている

機能維持加速度等を許容限界とし，安全機能を有する施設の耐

震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震動

に対して，試験又は解析若しくは応答加速度による解析等によ

り当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が，当該機器を

支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，

当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこと

とする。 

 

なお，重大事故等対処施設の動的機能維持については，後次

回申請以降で申請する。 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，安全機能

を有する施設の耐震重要度に対して，要求される電気的機能が

維持できることを試験又は解析により確認し，当該機能を維持

する設計とする。 

 

後次回申請以降に示す添付書類「Ⅴ－１－１－９ 通信連絡

設備に関する説明書」における通信連絡設備に関する電気的機

能維持の耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

なお，重大事故等対処施設の電気的機能維持については，後

次回申請以降で申請する。 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の

放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施設の

耐震重要度に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保

に加えて，構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設

の気圧差を確保することで，気密性を確保できる設計とする。

添付書類「Ⅴ－１－２－１ 緊急時対策所の機能に関する説明

書」における気密性の維持に関する耐震設計方針についても本

項に従う。 

なお，重大事故等対処施設の気密性の維持については，後次

回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

MOX では当該機能を有する設備

が無いため，記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書において，

敷地に到達する津波はないこと

を記載しているため，当該事項

に係る内容は記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(34／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
(4) 止水性の維持 

止水性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，防護対象設備を設置する建物及び区画に，津波に伴う浸水

による影響を与えないことを目的として，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく主要な構造部材の

構造健全性の維持に加えて，間隙が生じる可能性のある構造物

間の境界部について，地震力に対して生じる相対変位量等を確

認し，その止水性を維持する設計とする。添付書類「Ⅴ-1-1-2 

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説

明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」

における止水性の維持に関する耐震設計方針についても本項

に従う。 

 

(5) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震

後において，放射線障害から公衆等を守るため，設計基準対象

施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に

応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を

確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維

持する設計とする。添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線

の遮蔽及び熱除去についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-1-9-

3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」における遮蔽性の維

持に関する耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能

を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等

対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，構造強度を確保

することで，支持機能が維持できる設計とする。 

 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん

断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材

に生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有している

ことで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計と

する。 

 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の

構造部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断に

ついては許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変形角又は終

局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及

び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする場合

もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地

震後において，放射線障害から公衆等を守るため，安全機能

を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備

分類に応じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構

造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，

遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(5) 耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等，耐

震重要施設の性能，機能の維持又は当該機能を阻害すること

を防止するために，耐震重要施設に適用される基準地震動に

よる地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を

確保する設計とする。 

(6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要

求される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の

機能を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大

事故等対処設備の設備分類に応じた地震動に対して「5.1 

構造強度」に基づく構造強度を確保することで，支持機能が

維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，基礎につい

ては終局耐力又は終局耐力時の変形を許容限界とし，耐震壁

については終局耐力時の変形に対し安全余裕を確保するこ

とで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震

後において，放射線障害から公衆等を守るため，安全機能を有

する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に

応じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を

確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維

持する設計とする。添付書類「Ⅱ－２ 加工施設の放射線によ

る被ばくの防止に関する計算書」及び添付書類「Ⅴ－１－２－

１ 緊急時対策所の機能に関する説明書」における遮蔽性の維

持に関する耐震設計方針についても本項に従う。 

なお，重大事故等対処施設の遮蔽性の維持については，後次

回申請以降で申請する。 

 

 (5) 耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等，耐震

重要施設の性能，機能の維持又は当該機能を阻害することを防

止するために，耐震重要施設に適用される基準地震動による地

震力に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保する

設計とする。 

(6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能

を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等

対処設備の設備分類に応じた地震動に対して「5.1 構造強度」

に基づく構造強度を確保することで，支持機能が維持できる設

計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん

断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材

に生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有している

ことで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波に起因する止水性について

は，事業変更許可申請書におい

て，敷地に到達する津波はない

ことを記載しているため，当該

事項に係る内容は記載していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設屋外重要土木構造物はない 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(35／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
また，既設屋外重要土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コン

クリートの曲げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材

の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん

断についてはせん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変

形角，終局曲率及びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計と

する。 

 

 

車両型設備の間接支持構造物については，地震動に対して，

転倒評価を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持

できる設計とする。 

 

(7) 通水機能及び貯水機能の維持 

非常時に冷却する海水を確保するための通水機能及び貯水

機能の維持が要求される非常用取水設備は，地震時及び地震後

において，通水機能及び貯水機能を維持するため，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，構造強度を確保することで，通水

機能及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の

構造部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断に

ついては許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変形角又は終

局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及

び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする場合

もある。地震力が作用した場合において，既設屋外重要土木構

造物の構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限

界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，

鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を

許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断

耐力に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，通水機能

及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

これらの機能維持の考え方を，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維

持の基本方針」に示す。なお，重大事故等対処施設の設計にお

いては，設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価

条件の比較を行い，重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別

途，重大事故等時の状態にて設計を行う。 

建物・構築物のうち構築物(洞道)については，地震力が作

用した場合において，構造部材の曲げについては限界層間変

形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐

力又は許容応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，

終局曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせ

ることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とす

る。 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，転

倒検討を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持

できる設計とする。 

 

 

 

(7) 重大事故等対処施設のその他の機能維持 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれない

ように，設備のき裂，損壊等により放出経路の維持等，重大

事故等の対処に必要な機能が維持できるように設計する。 

a. 露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さらに火災源を有する

グローブボックスについては，パネルにき裂や破損が生じ

ないこと及び転倒しないことを確認する。 

b. 上記 a.のグローブボックスの内装機器については，放

射性物質(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器等

を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しな

いことを確認する。 

c. 可搬型重大事故等対処設備については，各保管場所にお

ける地震力に対して，転倒しないよう固縛等の措置を講ず

るとともに，動的機器については加振試験等により重大事

故等の対処に必要な機能が損なわれないことを確認する。 

重大事故等対処施設のその他の機能維持については，基準

地震動の 1.2倍の地震力に対し，「5.1.5 許容限界」の「(2) 

機器・配管系」の「a. Ｓクラスの機器・配管系」に示す「(a) 

基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」以外

を適用する場合は，塑性変形する場合であっても破断延性限

界に至らず，その施設の機能に影響を及ぼすことがないもの

を許容限界として，重大事故等の対処に必要な機能が維持で

きることを確認する。 

 

本方針に係る設計の考え方を，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に示す。なお，重大事故等対処設備の設

計において，安全機能を有する施設と重大事故等対処設備の設

計条件の比較を行い，重大事故等対処設備の設計条件の方が厳

しい場合は，重大事故等対処設備における設計条件にて設計を

行う。 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物のうち屋外重要土木構造物(洞道)については，

地震力が作用した場合において，構造部材の曲げについては限

界層間変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせ

ん断耐力又は許容応力度を許容限界とする。なお，限界層間変

形角，終局曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもた

せることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

(6) 貯水機能の維持 

貯水機能の機能維持方針については，後次回申請以降で申請

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能維持の考え方を，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機能維

持の基本方針」に示す。 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。また，MOX

において屋外重要土木構造物

(洞道)は全て鉄筋コンクリート

構造物であるため，鋼材につい

ては記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(36／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
6. 構造計画と配置計画 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び

配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮す

る。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の支

持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔を取り配置

する若しくは，上位クラス施設の有する機能を保持する設計と

する。 

 

 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響

がないことが確認された場所に設置する。具体的には，ＪＥＡ

Ｇ４６０１－1987 の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂

災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に，

個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出とその耐震安定性評価につい

ては，設置（変更）許可申請書にて記載・確認されており，そ

の結果，敷地内土木構造物による斜面の保持等の措置を講じる

必要がないことを確認している。 

 

 

 

 

 

 

8. ダクティリティに関する考慮 

発電用原子炉施設は，構造安全性を一層高めるために，材料

の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよう

設計する。具体的には，添付書類「Ⅴ-2-1-10 ダクティリティ

に関する設計方針」に示す。 

6. 構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画

及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮

する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に考慮し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点から出来る限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の

支持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，耐震重要施設に対して離隔を取り配置す

るか，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して

耐震性を確保するか若しくは，下位クラス施設の波及的影響を

想定しても耐震重要施設の有する機能を保持する設計とする。 

 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設については，基準地震動による地震

力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所

に設置する。具体的には，JEAG4601の安定性評価の対象とすべ

き斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距

離を参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出については，「核燃料物質加工

事業変更許可申請書(ＭＯＸ燃料加工施設）」（以下「事業変更

許可申請書」という。）にて記載・確認されており，その結果，

耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力に対し

て，施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こす

おそれのある斜面はないこと，常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設の周辺においては，基準地

震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要

な機能に影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面

はないことを確認している。 

 

8. ダクティリティ※に関する考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材

料の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよ

う設計する。具体的には，添付書類「Ⅲ－１－１－９ 構造計

画，材料選択上の留意点」に従う。 

 ※ 地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又

は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

6. 構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，

地震の影響が低減されるように考慮する。 

 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の

支持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔を取り配置

する若しくは，上位クラス施設の有する機能を保持する設計と

する。 

なお，重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際して

の考慮事項については，後次回申請以降で申請する。 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設については，基準地震動による地震

力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所

に設置する。具体的には，JEAG4601の安定性評価の対象とすべ

き斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距

離を参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出については，事業変更許可申請

書にて記載，確認されており，その結果，耐震重要施設周辺に

おいては，基準地震動による地震力に対して，施設の安全機能

に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面

はないことを確認している。 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の周辺斜面の崩壊に対する設計方針について

は，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

8. ダクティリティ※に関する考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材

料の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよ

う設計する。具体的には，添付書類「Ⅲ－１－１－９ 構造計

画，材料選択上の留意点」に従う。 

 ※ 地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又

は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の解説を記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(37／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に

基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，設

計の考え方に共通の部分があること，特にポンプやタンク等の

補機類，電気計測制御装置，配管系については非常に多数設置

することからその設計方針をまとめる。 

具体的には，添付書類「Ⅴ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設

計方針」に示す。 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既工事計画で実績があり，かつ，最新の

知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本と

する。 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能

性を確認した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平1 方向及び鉛直方向地震力の組合せで実

施した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象施設のうち，配管及び弁並びに補機（容器及びポン

プ類）及び電気計装品（盤，装置及び器具）は多数施設してい

ること，また，設備として共通して使用できることから，その

計算方針については添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構造物

の耐震計算について」及び添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成の

方法」に示す。 

評価に用いる環境温度については，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安

全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書」に従う。 

 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」

に基づいて耐震設計を行う。具体的には，後次回で申請する

添付書類「機器の耐震支持方針」，「配管系の耐震支持方

針」及び「電気計測制御装置等の耐震設計方針」に従う。 

 

 

 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最新の知

見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とす

る。また，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可

能性を確認した上で適用する。 

 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで

実施した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を確認する。 

 

評価対象施設のうち，形状，構造特性に応じたモデルに置換

して定式化された計算式等を用いる設備の計算方針について

は後次回で申請する添付書類「耐震性に関する計算書作成の基

本方針」及び添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計

算書」に示す。 

 

評価に用いる環境温度については，後次回で申請する添付書

類「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」に従う。 

 

 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に

基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，設

計の考え方に共通の部分があること，特にポンプやタンク等の

機器，配管系，電気計測制御装置等については非常に多数設置

することからその設計方針をまとめる。 

具体的には，後次回で申請する添付書類「Ⅲ－１－１－１０ 

機器の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－１１－１ 配管系の耐震

支持方針」及び「Ⅲ－１－１－１２－１ 電気計測制御装置等

の耐震設計方針」に従う。 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最新の知

見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とす

る。 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能

性を確認した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組

合せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで実

施した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象施設のうち，形状，構造特性に応じたモデルに置換

して定式化された計算式等を用いる設備の計算方針について

は後次回で申請する添付書類「Ⅲ－２ 耐震性に関する計算書

作成の基本方針」及び添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に

関する計算書」に示す。 

 

評価に用いる環境温度については，後次回で申請する添付書

類「Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対

処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に従う。 

 

 

 

MOX は申請していない添付書類

であるため，「後次回で申請す

る」と記載した。 

機器，配管系，電気計測制御装

置等については各々設計方針が

異なることから個別の設計方針

を作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX は申請していない添付書類

であるため，「後次回で申請す

る」と記載した。 

記載の適正化として，添付書類

「Ⅲ-1-1-11 機器の耐震支持

方針」と整合を図った記載とし

た。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(38／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての

変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4．設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ

ることを確認すること（解析による設計）により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりＪＥＡＧ４６０１に基

づき実施することを基本とする。また，評価に当たっては，材

料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な

設備を設置する施設の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ

-2-3～Ⅴ-2-10」の各申請設備の耐震計算書及び添付書類「Ⅴ-

2-11 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性について

の計算書」に示す。 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

原子炉建屋においては，設備の補強や追加等の改造工事に伴

う重量増加を地震応答解析モデルに反映していないことを踏

まえ，重量増加を反映した地震応答解析について，添付書類「Ⅴ

-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」の別紙に示し，各耐震

計算書の別紙においてその影響を検討する。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEM を用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求ま

る地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生す

る局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

原子炉建屋の評価においては，原子炉建屋地下排水設備を設

置し，原子炉建屋基礎盤底面レベル以深に地下水位を維持する

ことから，浮力及び水圧は考慮しないこととする。原子炉建屋

地下排水設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を

維持することとし，その評価を添付書類「Ⅴ-2-2-2-1～Ⅴ-2-

2-2-9」に示す。 

 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の設計は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造物全体と

しての変形並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計

用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づ

いた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発

生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す

許容限界内にあることを確認すること(解析による設計)に

より行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき

実施することを基本とする。また，設計に当たっては材料物

性のばらつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

 

なお，建物・構築物のうち構築物(洞道)の設計については，

構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解

析手法を用いることとし，地盤及び構造物の地震時における

非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形

解析のいずれかにて行う。 

その他の建物・構築物の評価手法は JEAG4601 に基づき実

施することを基本とする。 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震

性に関する計算書」に示す。 

 

 

 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示

す。 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備について

は，FEMを用いた応力解析等により，静的又は動的解析によ

り求まる地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重によ

り発生する局部的な応力が，許容限界内にあることを確認す

る。 

 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての

変形並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内に

あることを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM等を用いた応力解析法 

・応答スペクトルモーダル解析法 

なお，建物・構築物のうち屋外重要土木構造物(洞道)の設計

については，地盤と構造物の相互作用を考慮できる連成系の地

震応答解析手法を用いることとし，地盤及び構造物の地震時に

おける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非

線形解析のいずれかにて行う。 

 

 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性

に関する計算書」に示す。 

 

 

 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

MOX 燃料加工建屋においては，設備の追加や増床等の設計変

更に伴う重量増加を地震応答解析モデルに反映しており，重量

増加を反映した地震応答解析について，添付書類「Ⅲ-3-1-1-1 

燃料加工建屋の地震応答計算書」に示し，各耐震計算書におい

てその評価結果を示す。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEMを用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求ま

る地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生す

る局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

MOX 燃料加工建屋の評価においては，地下水排水設備を設置

し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持することか

ら，側面の水圧は考慮しないこととするが，揚圧力については

考慮することとする。地下水排水設備は，基準地震動 Ss によ

る地震力に対して機能を維持することとし，その評価を添付書

類「Ⅲ-3-1-1-別添 1」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応答スペクトルモーダル解析法

の適用については，東海第二で

は該当が無いため，他先行プラ

ントに合わせた記載とした。 

 

 

p1 に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎スラブの評価においては設

計用地下水位に応じた揚圧力

（浮力）を考慮している。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(39／41) 
別紙４ 

 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基

本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること（解析に

よる設計）により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりＪＥＡＧ４６０１に基

づき実施することを基本とし，その他の手法を適用する場合は

適用性確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法

及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構

造物の耐震計算について」，添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成

の方法」，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10」の各申請設備の耐震計

算書及び添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響を及ぼすおそれのある

施設の耐震性についての計算書」に示す。 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器に作用する加速度が振動試験又

は解析等により機能が維持できることを確認した加速度（動的

機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度）以

下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容

荷重以下となることを確認する。 

制御棒の地震時挿入性については，加振試験結果から挿入機

能に支障を与えない燃料集合体変位と地震応答解析から求め

た燃料集合体変位とを比較することにより評価する。 

具体的な計算手法については，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10」

の各申請設備の耐震計算書に示す。 

 

 

 

 

 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する

影響評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の設計は，「4. 設計用地震力」で示す設計用

地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合

わすべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維

持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること

(解析による設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき

実施することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適

用性を確認の上適用することとする。なお，材料物性の不確

かさを適切に考慮する。 

 

・応答スペクトル・モーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

具体的な評価手法は，後次回で申請する添付書類「機器の

耐震支持方針」，「配管系の耐震支持方針」及び「耐震性に関

する計算書作成の基本方針」並びに「Ⅲ－３ ＭＯＸ燃料加

工施設の耐震性に関する計算書」に示す。 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につ

いては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度

が振動試験又は解析等により機能が維持できることを確認

した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持

確認済加速度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求

まる地震荷重が許容荷重以下となることを確認する。 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」に示す。 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の設計は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基

本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析に

よる設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を

確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びス

ペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき

等を適切に考慮する。 

・応答スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

具体的な評価手法は，後次回で申請する添付書類「Ⅲ－１－

１－１０ 機器の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－１１－１ 配

管系の耐震支持方針」及び「Ⅲ－２ 耐震性に関する計算書作

成の基本方針」並びに「Ⅲ－３ ＭＯＸ燃料加工施設の耐震性

に関する計算書」に示す。 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度が振

動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加

速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加

速度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷

重が許容荷重以下となることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，本図書内

の整合を図るため 10.項に合わ

せた記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒地震時挿入性について，

MOX 燃料加工施設は未臨界状態

で核燃料物質を取り扱う施設で

あり，当該機能を有する設備が

無いため，記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(40／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
10.3 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物） 

土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の

評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応

力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応

力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界

内にあることを確認すること（解析による設計）により行う。 

屋外重要土木構造物については，構造物と地盤の相互作用を考

慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の地震

時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，

非線形解析のいずれかにて行う。また，評価に当たっては，材料

物性のばらつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

その他の土木構造物の評価手法は，ＪＥＡＧ４６０１に基づき

実施することを基本とする。 

屋外重要土木構造物の具体的な評価手法については，添付書類

「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性につい

ての計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10」の各申請設備の耐

震計算書に示す。また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

10.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の評価は，「4. 

設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づ

いた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ

応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあること

を確認すること（解析による設計）により行う。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，

防潮堤，貯留堰，浸水防止蓋，逆流防止設備，潮位計，津波・

構内監視カメラ等，様々な構造形式がある。このため，これら

の施設・設備の評価は，それぞれの施設・設備に応じ，「10.1 

建物・構築物」，「10.2機器・配管系」，「10.3 土木構造物（屋外

重要土木構造物及びその他の土木構造物）」に示す手法に準じ

ることとする。また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1_耐震設計の基本方針】(41／41) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
 第 4.1.1-1表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 

第 4.1.2-1表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 
 

 

第 5.1.4-1図 一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答ス

ペクトル 

第 5.1.4-2図 一関東評価用地震動（鉛直）の加速度時刻歴

波形 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(1／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基

本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

 

 

 

 

2.2 発電用原子炉施設の区分 

3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

 

4.2 重大事故等対処施設の区分 

5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

 

 

 

Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分

類の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

2.1  耐震重要度による分類 

 

2.2  クラス別施設 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

 

 

3. 重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  耐震設計上の設備分類 

3.2  設備分類上の留意事項 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分

類の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

2.1 耐震重要度による分類 

 

2.2 クラス別施設 

2.3 耐震重要度分類上の留意事項 

2.4 MOX燃料加工施設の区分 

3. MOX燃料加工施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処設備の設備分類  

4.1 耐震設計上の設備分類  

4.2 設備分類上の留意事項  

4.3 重大事故等対処施設の区分 

4.4 重大事故等対処設備の設備分類の取合点 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(2／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分

類」に基づき設計基準対象施設の耐震設計上の重要度分類及び

重大事故等対処施設の施設区分についての基本方針について説

明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を次のように分類す

る。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を

緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機

能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために

必要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津

波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設で

あって，その影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

 

1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度分類

及び重大事故等対処設備の設備分類についての基本方針を示

したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度を，次のように

分類する。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散す

る可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性

のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が

外部に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性

物質による影響を低減させるために必要となる施設であっ

て，環境への影響が大きいもの。 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分

類」に基づき，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度分

類及び重大事故等対処設備の設備分類についての基本方針に

ついて説明するものである。 

なお，重大事故等対処設備の設備分類に係る説明について

は，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

2.1  耐震重要度による分類 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度を，次のように

分類する。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する

可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部

に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

 

第 1 回申請範囲である安全機能

を有する施設に対する記載とし，

重大事故等対処施設については

後次回申請以降に示す。 

以降，本資料において重大事故等

対処施設の記載有無による先行

炉との差異理由は同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則の違いにより，

MOX 燃料加工施設では該当する

記載事項がないため記載して

いない。 
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a.原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 

 

 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するため

の施設，及び原子炉の停止状態を維持するための施設 

d. 原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設 

e. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から崩壊熱を

除去するための施設 

f. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁とな

り放射性物質の放散を直接防ぐための施設 

g. 放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部放散を

抑制するための施設であり，上記の「放射性物質の放散を直接防

ぐための施設」以外の施設 

h. 津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）

及び浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。） 

i. 敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設

備」という。） 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設であり，次の施設を含む。 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，１次冷

却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

b. 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少ない

又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響

が「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（昭和53 年

通商産業省令第77 号）第2 条第2 項第6 号に規定する「周辺監

視区域」外における年間の線量限度に比べ十分に小さいものは除

く。） 

c. 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，その破損

により，公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性の

ある施設 

d. 使用済燃料を冷却するための施設 

e. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制

するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

a. ＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボ

ックス等であって，その破損による公衆への放射線の影響が大き

い施設 

b. 上記 a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を

抑制するための設備・機器 

c. 上記 a．及び b．の設備・機器の機能を確保するために必要な

施設 

d. その他の施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響が

Ｓクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はＭＯＸを非密封

で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であっ

て，その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さいも

の(ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式によりその

破損による公衆への放射線の影響が十分小さいものは除

く。) 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機

器であってＳクラス以外の設備・機器 

c. その他の施設 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

先行炉の記載を参考に，事業許

可基準規則の内容を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行炉の記載を参考に，事業許

可基準規則の内容を記載した。 
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別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示

す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a. ＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグロ

ーブボックス等であって，その破損による公衆への放射

線の影響が大きい施設 

(a) 粉末調整工程のグローブボックス 

(b) ペレット加工工程のグローブボックス(排ガス処理装

置グローブボックス(下部)，ペレット立会検査装置グ

ローブボックス及び一部のペレット保管容器搬送装置

を収納するグローブボックスを除く。) 

(c) 焼結設備のうち，以下の設備・機器 

① 焼結炉(焼結炉内部温度高による過加熱防止回路を

含む。) 

② 排ガス処理装置 

(d) 貯蔵施設のグローブボックス 

(e) 小規模試験設備のグローブボックス 

(f) 小規模試験設備のうち，以下の設備・機器 

① 小規模焼結処理装置(小規模焼結処理装置内部温度

高による過加熱防止回路及び小規模焼結処理装置へ

の冷却水流量低による加熱停止回路を含む。) 

② 小規模焼結炉排ガス処理装置 

b. 上記a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への

放散を抑制するための設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックスからグロー

ブボックス排風機までの範囲及び安全上重要な施設

のグローブボックスの給気側のうち，グローブボッ

クスの閉じ込め機能維持に必要な範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパ又は弁の設置によりＢクラス以下の

排気設備の破損によってＳクラスの排気設備に影響

を与えないように設計する。 

 

 

2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示

す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a. ＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグロー

ブボックス等であって，その破損による公衆への放射線の

影響が大きい施設 

(a) 粉末調整工程のグローブボックス 

(b) ペレット加工工程のグローブボックス(排ガス処理装

置グローブボックス(下部)，ペレット立会検査装置グロ

ーブボックス及び一部のペレット保管容器搬送装置を

収納するグローブボックスを除く。) 

(c) 焼結設備のうち，以下の設備・機器 

① 焼結炉(焼結炉内部温度高による過加熱防止回路を

含む。) 

② 排ガス処理装置 

(d) 貯蔵施設のグローブボックス 

(e) 小規模試験設備のグローブボックス 

(f) 小規模試験設備のうち，以下の設備・機器 

① 小規模焼結処理装置(小規模焼結処理装置内部温度

高による過加熱防止回路及び小規模焼結処理装置へ

の冷却水流量低による加熱停止回路を含む。) 

② 小規模焼結炉排ガス処理装置 

b. 上記a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への

放散を抑制するための設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックスからグロー

ブボックス排風機までの範囲及び安全上重要な施設

のグローブボックスの給気側のうち，グローブボック

スの閉じ込め機能維持に必要な範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパ又は弁の設置によりＢクラス以下の排

気設備の破損によってＳクラスの排気設備に影響を

与えないように設計する。 

 

 

事業変更許可申請書の記載に

合わせた 
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 ② グローブボックス排気フィルタ(安全上重要な施設

のグローブボックスに付随するもの。) 

③ グローブボックス排気フィルタユニット 

④ グローブボックス排風機(排気機能の維持に必要な

回路を含む。) 

(b) 工程室排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックス等を設置す

る工程室から工程室排気フィルタユニットまでの範

囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパの設置によりＢクラス以下の排気設

備の破損によってＳクラスの排気設備に影響を与え

ないように設計する。 

② 工程室排気フィルタユニット 

c. 上記a．及びb．の設備・機器の機能を確保するために

必要な施設 

(a) 非常用所内電源設備のうち，以下の設備・機器 

① 非常用発電機(発電機能を維持するために必要な範

囲) 

② 燃料油貯蔵タンク 

③ 非常用直流電源設備 

④ 非常用無停電電源装置 

⑤ 高圧母線及び低圧母線 

d. その他の施設 

(a) 火災防護設備のうち，以下の設備・機器 

① グローブボックス温度監視装置 

② グローブボックス消火装置(安全上重要な施設のグ

ローブボックスの消火に関する範囲) 

③ 延焼防止ダンパ(安全上重要な施設のグローブボッ

クスの排気系に設置するもの。) 

④ ピストンダンパ(安全上重要な施設のグローブボッ

クスの給気系に設置するもの。) 

(b) 水素・アルゴン混合ガス設備の混合ガス水素濃度高による

混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁(焼結炉系，

小規模焼結処理系) 

② グローブボックス排気フィルタ(安全上重要な施設

のグローブボックスに付随するもの。) 

③ グローブボックス排気フィルタユニット 

④ グローブボックス排風機(排気機能の維持に必要な

回路を含む。) 

(b) 工程室排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックス等を設置す

る工程室から工程室排気フィルタユニットまでの範

囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパの設置によりＢクラス以下の排気設備

の破損によってＳクラスの排気設備に影響を与えな

いように設計する。 

② 工程室排気フィルタユニット 

c. 上記a．及びb．の設備・機器の機能を確保するために必

要な施設 

(a) 非常用所内電源設備のうち，以下の設備・機器 

① 非常用発電機(発電機能を維持するために必要な範

囲) 

② 燃料油貯蔵タンク 

③ 非常用直流電源設備 

④ 非常用無停電電源装置 

⑤ 高圧母線及び低圧母線 

d. その他の施設 

(a) 火災防護設備のうち，以下の設備・機器 

① グローブボックス温度監視装置 

② グローブボックス消火装置(安全上重要な施設のグ

ローブボックスの消火に関する範囲) 

③ 延焼防止ダンパ(安全上重要な施設のグローブボッ

クスの排気系に設置するもの。) 

④ ピストンダンパ(安全上重要な施設のグローブボッ

クスの給気系に設置するもの。) 

(b) 水素・アルゴン混合ガス設備の混合ガス水素濃度高に

よる混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断

弁(焼結炉系，小規模焼結処理系) 
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 (2) Ｂクラスの施設 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はＭＯＸを非密封

で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等で

あって，その破損による公衆への放射線の影響が比較的

小さいもの(ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式

によりその破損による公衆への放射線の影響が十分小さ

いものは除く。) 

(a) ＭＯＸを取り扱う設備・機器(ただし，放射性物質の

環境への放散のおそれのない装置類又は内蔵量の非常

に小さい装置類を除く。) 

(b) 原料ウラン粉末を貯蔵するウラン貯蔵棚 

(c) Ｓクラスのグローブボックス以外のグローブボック

ス(ただし，選別・保管設備及び燃料棒加工工程の一部

のグローブボックスを除く。) 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機

器であってＳクラス以外の設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，Ｂクラスのグロ

ーブボックス等からＳクラスのグローブボックス排気

設備に接続するまでの範囲及びＢクラスのグローブボ

ックスの給気側のうち，フィルタまでの範囲 

(b) 窒素循環設備のうち，以下の設備・機器 

① 窒素循環ダクトのうち，窒素雰囲気型グローブボ

ックス(窒素循環型)を循環する経路 

② 窒素循環ファン 

③ 窒素循環冷却機 

c. その他の施設 

(a) 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコン

クリート遮蔽 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属さない施設 

 

(2) Ｂクラスの施設 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はＭＯＸを非密封で

取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であっ

て，その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さい

もの(ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式により

その破損による公衆への放射線の影響が十分小さいもの

は除く。) 

(a) ＭＯＸを取り扱う設備・機器(ただし，放射性物質の

環境への放散のおそれのない装置類又は内蔵量の非常

に小さい装置類を除く。) 

(b) 原料ウラン粉末を貯蔵するウラン貯蔵棚 

(c) Ｓクラスのグローブボックス以外のグローブボック

ス(ただし，選別・保管設備及び燃料棒加工工程の一部

のグローブボックスを除く。) 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器

であってＳクラス以外の設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，Ｂクラスのグロー

ブボックス等からＳクラスのグローブボックス排気設

備に接続するまでの範囲及びＢクラスのグローブボッ

クスの給気側のうち，フィルタまでの範囲 

(b) 窒素循環設備のうち，以下の設備・機器 

① 窒素循環ダクトのうち，窒素雰囲気型グローブボッ

クス(窒素循環型)を循環する経路 

② 窒素循環ファン 

③ 窒素循環冷却機 

c. その他の施設 

(a) 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコン

クリート遮蔽 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属さない施設 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(7／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
 2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能は，その機能に直接的に

関連するもののほか，補助的な役割をもつもの及び支持構

造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初めて維

持し得るものであることを考慮し，これらを主要設備等，

補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物及び波及的影

響を検討すべき設備に区分する。 

安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備

等，補助設備及び直接支持構造物については同一の耐震重

要度とするが，間接支持構造物の支持機能及び波及的影響

の評価については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適

用される地震動に対して安全上支障がないことを確認す

る。 

(2) 燃料加工建屋の耐震設計について，弾性設計用地震動に

よる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対しておおむね弾性範囲に留まるとともに，基準地震動に

よる地震力に対して構造物全体として変形能力について十

分な余裕を有するように設計する。 

(3) 一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末

一時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，

製品ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チ

ャンネルは，核燃料物質を取り扱うという観点からＢクラ

スとする。また，容器等が相互に影響を与えないようにす

るために，基準地震動による地震力に対して過度な変形等

が生じないよう十分な構造強度を持たせる設計とする。 

(4) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で

液体状の放射性物質を移送するための配管及びサンプリン

グ配管のうち，明らかに取扱量が少ない配管は，設備のバ

ウンダリを構成している範囲を除き，下位の分類とする。 

(5) 安全上重要な施設として選定する構築物は，Ｓクラスと

する。 

具体的には，原料受払室，原料受払室前室，粉末調整第

1 室，粉末調整第 2 室，粉末調整第 3室，粉末調整第 4

室，粉末調整第 5室，粉末調整第 6 室，粉末調整第 7室，

粉末調整室前室，粉末一時保管室，点検第 1室，点検第 2

室，ペレット加工第 1 室，ペレット加工第 2室，ペレット

加工第 3 室，ペレット加工第 4室，ペレット加工室前室，

ペレット一時保管室，ペレット・スクラップ貯蔵室，点検

第 3室，点検第 4室，現場監視第 1 室，現場監視第 2室，

スクラップ処理室，スクラップ処理室前室及び分析第 3 室

で構成する区域の境界の壁及び床(以下「重要区域の壁及び

床」という。)をＳクラスとする。 

 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能は，その機能に直接的に関

連するもののほか，補助的な役割をもつもの及び支持構造物

等の間接的な施設を含めて健全性を保持する観点で，これら

を主要設備等，補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物

及び波及的影響を検討すべき設備に区分する。 

 

安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備

等，補助設備及び直接支持構造物については同一の耐震重要

度とするが，間接支持構造物の支持機能及び波及的影響の評

価については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用され

る地震動に対して安全上支障がないことを確認する。 

 

(2) 燃料加工建屋の耐震設計について，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対

しておおむね弾性範囲に留まるとともに，基準地震動による

地震力に対して構造物全体として変形能力について十分な

余裕を有するように設計する。 

(3) 一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末一

時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品

ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チャンネ

ルは，核燃料物質を取り扱うという観点からＢクラスとす

る。また，容器等が相互に影響を与えないようにするために，

基準地震動による地震力に対して過度な変形等が生じない

よう十分な構造強度を持たせる設計とする。 

(4) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で

液体状の放射性物質を移送するための配管及びサンプリン

グ配管のうち，明らかに取扱量が少ない配管は，設備のバウ

ンダリを構成している範囲を除き，下位の分類とする。 

(5) 安全上重要な施設として選定する構築物は，Ｓクラスとす

る。 

具体的には，原料受払室，原料受払室前室，粉末調整第 1

室，粉末調整第 2室，粉末調整第 3 室，粉末調整第 4室，粉

末調整第 5室，粉末調整第 6 室，粉末調整第 7 室，粉末調整

室前室，粉末一時保管室，点検第 1 室，点検第 2 室，ペレッ

ト加工第 1室，ペレット加工第 2室，ペレット加工第 3 室，

ペレット加工第 4室，ペレット加工室前室，ペレット一時保

管室，ペレット・スクラップ貯蔵室，点検第 3 室，点検第 4

室，現場監視第 1室，現場監視第 2 室，スクラップ処理室，

スクラップ処理室前室及び分析第 3 室で構成する区域の境

界の壁及び床(以下「重要区域の壁及び床」という。)をＳク

ラスとする。 
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(8／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 (6) 貯蔵施設を取り囲む壁，天井及びこれらと接続している

柱，梁並びに地上１階以上の外壁は，遮蔽機能を有するた

めＢクラスとする。 

(7) 工程室の耐震壁の開口部周辺が，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対

して，弾性範囲を超える場合であっても，排気設備との組

合せで，閉じ込め機能を確保できることからこれを許容す

る。 

(8) 貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽は，Ｂク

ラスとする。 

(9) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢

水によって安全機能が損なわれない設計とする。 

(10) 窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環

する経路については，基準地震動による地震力に対してその

機能を保持する設計とする。 

 

(6) 貯蔵施設を取り囲む壁，天井及びこれらと接続している

柱，梁並びに地上１階以上の外壁は，遮蔽機能を有するため

Ｂクラスとする。 

(7) 工程室の耐震壁の開口部周辺が，弾性設計用地震動による

地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対し

て，弾性範囲を超える場合であっても，排気設備との組合せ

で，閉じ込め機能を確保できることからこれを許容する。 

 

(8) 貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽は，Ｂクラ

スとする。 

(9) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢水

によって安全機能が損なわれない設計とする。 

(10) 窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環

する経路については，基準地震動による地震力に対してその

機能を保持する設計とする。 
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(9／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
2.2 発電用原子炉施設の区分 

2.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連するも

ののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的な施

設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものであること

を考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造物，間接

支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分する。 

 

2.2.2 各区分の定義 

各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補助

的役割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備，補助設備に直接取り付けら

れる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受

ける支持構造物をいう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を

受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設のうち，

その破損等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼす

おそれのある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検

討については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本

方針」に示す。 

 

2.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造物

については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支持機

能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設備の耐

震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないことを確認

するものとする。 

 

設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設を

表2-1 に，設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類を表2-

2 に示す。 

同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持される

ことを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用

する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質加工事業変更許可申請書(ＭＯＸ燃料加工施設）

(以下「事業変更許可申請書」という。)に基づくＭＯＸ燃料

加工施設の耐震設計上の重要度分類を第2.3-1表に示す。 

なお，第 2.3-1表には，当該施設を支持する建物・構築物の

支持機能が維持されることを確認する地震動(以下「検討用地

震動」という。)についても併記する。 

 

 

 

 

 

2.4 MOX燃料加工施設の区分 

2.4.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連するも

ののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的な施

設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものであること

を考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造物，間接

支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分する。 

 

2.4.2 各区分の定義 

 各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備等とは，当該機能に直接的に関連する設備及び構築

物をいう。 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備等の補

助的役割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備等，補助設備に直接取り付け

られる支持構造物，又はこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を

受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき設備とは，下位の耐震クラスに属す

るものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影

響を及ぼすおそれのある設備をいう。波及的影響を考慮すべ

き設備の検討については，添付書類「Ⅲ－１－１－４ 波及

的影響に係る基本方針」に示す。 

 

2.4.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造

物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支

持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設

備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないこ

とを確認するものとする。 

 

核燃料物質加工事業変更許可申請書(ＭＯＸ燃料加工施設）

(以下「事業変更許可申請書」という。)に基づくＭＯＸ燃料

加工施設の耐震設計上の重要度分類を第2.3-1表に示す。 

同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が

維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべ

き設備に適用する地震動(以下「検討用地震動」という。)を

併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設においては主要

設備に構築物を含むことから「主

要設備等」と記載した。 
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(10／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

設計基準対象施設の重要度分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場合

の取合点は，原則として，機器から見て第 1 弁とする。取

合点となる第 1 弁は，上位の重要度分類に属するものとす

る。 

 

(2) 原子炉格納容器バウンダリは，バウンダリを構成する弁ま

でをＳクラスとする（図 3-1 参照）。 

 

図3-1 原子炉格納容器バウンダリとＳクラスの範囲 

 

(3) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，原子炉冷却材

圧力バウンダリ周りで第 2 隔離弁までがバウンダリの場合

は第 2 弁（注 1），その他は上位クラスから見て第 1 弁（注

2）とする。取合点となる弁は，図 3-2 に示すように上位の

重要度分類に属するものとする。 

 

図 3-2 配管系中の取合点 

 

 3. MOX燃料加工施設の重要度分類の取合点 

MOX燃料加工施設の重要度分類の取合点は，以下のとおりとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場合

の取合点は，原則として，機器から見て第１弁とする。取合

点となる第１弁は，上位の重要度分類に属するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，上位クラスか

ら見て第１弁とする。取合点となる弁は，第 3.-１図に示す

ように上位の重要度分類に属するものとする。 

 

 

 

第 3.－１図 配管系中の取合点 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOXの重要度分類の取合は，左記

(1)，(2)で設定していることから

記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(11／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

重大事故等対処施設について，耐震設計上の区分を設備が有す

る重大事故等時に対処するために必要な機能を踏まえて，以下の

通りに分類する。 

 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等時に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないように設

計するもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計

基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの 

 

(2) 静的地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じた

ものによる地震力に対して十分に耐えるよう設計するもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラス

に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

3. 重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  耐震設計上の設備分類 

施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要

な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分に分類する。 

 

 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等が発生した場合において，対処するために必

要な機能を有する設備であって常設のもの。 

 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属

する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を

代替するもの。 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記a.以外のも

の。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  設備分類上の留意事項 

(1) 重大事故等対処設備の設計においては，重大事故等対処

施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設の耐震

重要度に応じた地震力を適用するが，適用に当たっては以

下を考慮する。 

(2) 常設耐震重要重大事故等対処設備については，耐震重要

施設に属する安全機能を有する施設の安全機能を代替する

設備であることから，耐震重要施設の耐震設計に適用する

基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれない設計とする。 

(3) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備については，代替する安全機能を有する施設の耐

震重要度に応じた地震力に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれない設計とする。 

具体的には，代替する安全機能を有する施設の耐震重要

度がＢクラス又はＣクラスの施設については，それぞれの

重要度に応じた地震力に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれない設計とする。 

 

4. 重大事故等対処設備の設備分類 

4.1  耐震設計上の設備分類 

重大事故等対処設備の設備分類については，後次回申請以降

で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  設備分類上の留意事項 

重大事故等対処設備の設備分類上の留意事項については，

後次回申請以降で申請する。 
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(12／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
4.2 重大事故等対処施設の区分 

4.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に関連するもののほ

か，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初め

て維持し得るものであることを考慮し，これらを設備，直接支持

構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分

する。 

 

4.2.2 各区分の定義 

各区分の設備とは次のものをいう。 

(1) 設備とは，重大事故等時に対処するために必要な機能を有す

る設備で，重大事故等時に当該機能に直接的に関連する設備

及び間接的に関連する設備をいう。 

(2) 直接支持構造物とは，設備に直接取り付けられる支持構造

物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造

物をいう。 

(3) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を

受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(4) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設の破損等

によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのあ

る施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討について

は，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」に示

す。 

 

4.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

設備の直接支持構造物については設備と同一の設備分類とす

るが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互間の影響について

は，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震動に対し

て安全上支障のないことを確認するものとする。 

 

重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設を表4-1 に，重

大事故等対処施設の申請設備の設備分類を表4-2 に示す。また，

同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用す

る地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に基づく重大事故等対処設備の耐震設計

上の設備分類を第 3.2-1表に示す。 

なお，第 3.2-1 表には，当該設備を支持する建物・構築物の支

持機能が維持されることを確認する検討用地震動についても併

記する。 

 

4.3 重大事故等対処施設の区分 

重大事故等対処施設の区分については，後次回申請以降で申

請する。 
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(13／13) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

重大事故等対処施設の設備分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との，上位クラス施設と下位ク

ラス施設の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とす

る。取合点となる第1 弁は，上位クラス施設に属するものと

する。 

(2) 配管系中の上位クラス施設と下位クラス，施設の取合点は，

原子炉冷却材圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウ

ンダリの場合は第2 弁（注1），その他は上位クラスから見て

第1 弁（注2）とする。取合点となる弁は，図5-1 に示すよ

うに上位クラス施設に属するものとする。 

ここで上位クラス施設とは，耐震重要施設及び常設耐震重

要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

ている重大事故等対処施設をいい，下位クラス施設とは，上

位クラスの施設以外の発電所内にある施設（資機材等を含

む。）をいう。 

 

図 5-1 配管系中の取合点 

表 2-1 設計基準対象施設のクラス別施設 

表 2-2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表 

表 4-1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設 

表 4-2 重大事故等対処施設の申請設備の設備分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3-1 表 クラス別施設 

 

第 3.2-1 表 重大事故等対処設備 (主要設備)の設備分類 

 

4.4  重大事故等対処設備の設備分類の取合点 

重大事故等対処設備の設備分類の取合点については，後次

回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3-1 表 クラス別施設 

 

第 3.2-1 表 重大事故等対処設備 (主要設備)の設備分類 
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【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(1／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針 

 

目次 

1. 概要  

2. 基本方針  

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針  

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点  

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計  

3.3 接続部の観点による設計  

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計  

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計  

 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設  

4.1 不等沈下又は相対変位の観点  

4.2 接続部の観点  

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点  

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点  

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

 

5.1 耐震評価部位  

5.2 地震応答解析  

5.3 設計用地震動又は地震力  

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ  

5.5 許容限界  

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本設計 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

4.2  接続部の観点 

4.3  建屋内施設の損傷,転倒及び落下の観点 

4.4  建屋外施設の損傷,転倒及び落下の観点 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針 

5.1  耐震評価部位 

5.2  地震応答解析 

5.3  設計用地震動又は地震力 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5  許容限界 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本設計 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

3.3 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

3.4 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

3.5 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

4.2  接続部の観点 

4.3  建屋内施設の損傷,転倒及び落下の観点 

4.4  建屋外施設の損傷,転倒及び落下の観点 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針 

5.1  耐震評価部位 

5.2  地震応答解析 

5.3  設計用地震動又は地震力 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5  許容限界 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 
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【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(2／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

「3.3 波及的影響に対する考慮」に基づき，設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設の耐震設計を行うに際して，波及的影響を考慮

した設計の基本的な考え方を説明するものである。 

 

本資料の適用範囲は，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

である。 

 

 

2. 基本方針 

設計基準対象施設のうち耐震重要度分類のＳクラスに属する施

設（以下「Ｓクラス施設」という。），重大事故等対処施設のうち常

設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びにこ

れらが設置される常設重大事故等対処施設（以下「ＳＡ施設」とい

う。）は，下位クラス施設の波及的影響によって，それぞれその安全

機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよ

うに設計する。 

 

 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

 

Ｓクラス施設の設計においては，「設置許可基準規則の解釈別記

2」（以下「別記2」という。）に記載の以下の4つの観点で実施する。 

ＳＡ施設の設計においては，別記2 における「耐震重要施設」を

「ＳＡ施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要

な機能」に読み替えて適用する。 

 

 

 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又

は不等沈下による影響 

② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相

互影響 

③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

 

また，上記①～④以外に設計の観点に含める事項がないかを確認

する。原子力発電情報公開ライブラリ（NUCIA：ニューシア）から，

原子力発電所の被害情報を抽出し，その要因を整理する。地震被害

の発生要因が「別記2」①～④の検討事項に分類されない要因につい

ては，その要因も設計の観点に追加する。 

 

 

以上の①～④の具体的な設計方法を以下に示す。 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に基

づき耐震設計を行うに当たり，波及的影響を考慮した設計の基

本的な考え方を説明するものである。 

本資料の適用範囲は，安全機能を有する施設のうち耐震重要施

設及び常設耐震重要重大事故等対処施設(以下「上位クラス施

設」という。)である。 

 

 

 

2. 基本設計 

上位クラス施設は，下位のクラスに属する施設(以下「下位ク

ラス施設」という。)の波及的影響によって，その安全機能を損

なわないように設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設(以下「常設重大事故等対処施設」という。)は，安全機能

を有する施設のうち，Ｂクラス及びＣクラスに属する施設，常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備，

可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，重大事故等

に対処するために必要な機能を損なわないように設計する。 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

上位クラス施設の設計においては，「事業許可基準規則の別記

3」(以下「別記 3」という。)に記載の以下の 4 つの観点で実施

する。 

また，本方針における常設重大事故等対処施設の設計におい

ては，別記 3 における「耐震重要施設」及び「上位クラス施設」

を「常設重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等

に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位 

又は不等沈下による影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互 

影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ 

る耐震重要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ 

る耐震重要施設への影響 

 

また，上記(1)～(4)以外に設計の観点に含める事項がないか

を確認するために原子力発電情報公開ライブラリ(NUCIA：ニュ

ーシア)から，原子力施設の被害情報を抽出し，その要因を整理

する。地震被害の発生要因が上記(1)～(4)の検討事項に分類さ

れない要因については，その要因も設計の観点に追加する。 

 

上記(1)～(4)に基づき，上位クラス施設の有する機能を保持

するよう設計する下位クラス施設の設計方針を「5. 波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

「3.3 波及的影響に対する考慮」に基づき，安全機能を有する

施設の耐震設計を行うに際して，波及的影響を考慮した設計

の基本的な考え方を説明するものである。 

 

本資料の適用範囲は，安全機能を有する施設のうち耐震重

要施設及び常設耐震重要重大事故等対処施設(以下「上位クラ

ス施設」という。)である。 

 

2. 基本方針 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要度分類のＳクラス

に属する施設（以下「Ｓクラス施設」という。）は，下位クラ

ス施設の波及的影響によって，それぞれその安全機能を損な

わないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

 

上位クラス施設の設計においては，「事業許可基準規則の別

記3」(以下「別記3」という。)に記載の以下の4つの観点で実

施する。 

また，本方針における常設重大事故等対処施設の設計にお

いては，別記3における「耐震重要施設」及び「上位クラス施

設」を「常設重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大

事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位

又は不等沈下による影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

 

また，上記(1)～(4)以外に設計の観点に含める事項がない

かを確認するために原子力発電情報公開ライブラリ(NUCIA：

ニューシア)から，原子力施設の被害情報を抽出し，その要因

を整理する。地震被害の発生要因が上記(1)～(4)の検討事項

に分類されない要因については，その要因も設計の観点に追

加する。 

上記(1)～(4)に基づき，上位クラス施設の有する機能を保 

持するよう設計する下位クラス施設の設計方針を「5. 波及 

的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に 

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回申請範囲である安全機

能を有する施設に対する記載

とし，重大事故等対処施設につ

いては後次回申請以降に示す。 

以降，本資料において重大事故

等対処施設の記載有無による

先行炉との差異理由は同様。 
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3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2①「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相

対変位又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施設の安全

機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよ

う下位クラス施設を設計する。 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

下位クラスの施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラス

施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわないよう，以下の通り設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の不等

沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離

をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及

的影響を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁を設置す

る。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十分な支持

牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位クラス施設を上

位クラス施設に要求される支持性能が十分でない地盤に設置する

場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定し，上

位クラス施設の有する機能を保持する設計とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置される地盤

の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．波及的影響の

設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5．波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラス

施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわないよう，以下の通り設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設と上位

クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設が上位クラ

ス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位ク

ラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響を防止するために，

衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位クラス

施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，衝突部分の

接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施し，衝突に伴い，

上位クラス施設について，それぞれその安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計す

る。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施して設計

する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラ

ス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位

クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変 

位又は不等沈下による影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，安全機能を損なわないように下位クラス施設の設計

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位

クラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設計す

る。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

と上位クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設

が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置

するか，下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響

を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位

クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，

衝突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施

し，衝突に伴い，上位クラス施設の安全機能が損なわれるおそれ

のないよう設計する。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施し

て設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とす

る下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計

対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

b. 地盤の不等沈下による影響 

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位ク

ラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設計する。 

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，別記２(1)「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起

因する相対変位又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス

施設の安全機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位ク

ラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の不等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十

分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施

設の間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有

する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十

分な支持牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位ク

ラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない

地盤に設置する場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不

等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持する設計

とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置され

る地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保

持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の

有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を

「5．波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方

針」に示す。 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位

クラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設計す

る。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

と上位クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設

が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置

するか，下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響

を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位

クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，

衝突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施

し，衝突に伴い，上位クラス施設の安全機能が損なわれるおそれ

のないよう設計する。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施し

て設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とす

る下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計

対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 
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3.3 接続部の観点による設計 

 

建屋内外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を

対象に，別記 2②「耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部

における相互影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス

施設を設計する。 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓクラス

の隔離弁等を設置することにより分離し，事故時等に隔離されるよ

う設計する。隔離されない接続部以降の下位クラス施設について

は，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地

震力に対して，内部流体の内包機能，機器の動的機能，構造強度等

を確保するよう設計する。又は，これらが維持されなくなる可能性

がある場合は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプロセス変化に

より，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響を与えても，

支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲内に維持

されるよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器の動的機能，構

造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的

影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計 

 

建屋内に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2③「建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒

及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施

設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損な

わないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の

不等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分

な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設

の間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有す

る障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十

分な支持牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位ク

ラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない

地盤に設置する場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不

等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持する設計

とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置され

る地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保

持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の

有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4． 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を

「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針」に示す。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相 

互影響 

建屋内外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施

設を対象に安全機能を損なわないように下位クラス施設の設計

を行う。 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓク

ラスの隔離弁等を設置する等により分離し，故障時等に隔離さ

れるよう設計する。隔離されない接続部以降の下位クラス施設

については，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，内部流体の内包機能，構造強度等を

確保するよう設計する。又は，これらが維持されなくなる可能性

がある場合は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプロセス変

化により，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響を与え

ても，支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲

内に維持されるよう設計する。 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器・配管系の

動的機能，構造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設

計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に 

よる耐震重要施設への影響 

建屋内に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，安全機能を損なわないように下位クラス施設の設計

を行う。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しな

い程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上

位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

建屋内外に設置する上位クラス施設を対象に， 別記２(2)「耐

震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響」の

観点で，上位クラス施設の安全機能を損なわないよう下位クラ

ス施設を設計する。 

 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓク

ラスの隔離弁等を設置する等により分離し，故障時等に隔離さ

れるよう設計する。隔離されない接続部以降の下位クラス施設

については，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，内部流体の内包機能，構造強度等を

確保するよう設計する。又は，これらが維持されなくなる可能性

がある場合は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプロセス変

化により，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響を与え

ても，支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲

内に維持されるよう設計する。 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器・配管系の

動的機能，構造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設

計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

耐震設計方針」に示す。 

 

3.4 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

建屋内に設置する上位クラス施設を対象に， 別記２(3)「建屋

内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能を損なわ

ないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しな

い程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図書内の

整合を図るため 3.2 項に合わせ

た記載とした。以下同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図書内の

整合を図るため 3.1 項に合わせ

た記載とした。 
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に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施

設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する

障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位クラス施設

の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラス施設が損

傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計

する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を

保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対

象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計 

 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2④「建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒

及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施

設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損な

わないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度

に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施

設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する

障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位クラス施設

の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラス施設が損

傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。 

 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計

する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を

保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対

象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行

う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に

示す。 

 

 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に 

よる耐震重要施設への影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，安全機能を損なわないように下位クラス施設の設計

を行う。 

 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しな

い程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上

位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する

強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行

う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に

示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する

強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行

う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に

示す。 

 

3.5 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に，別記３（６）「建屋外における下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で，安全機能

を損なわないように下位クラス施設を設計する。 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しな

い程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上

位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する

強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行

う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に

示す。 
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4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強

度等を確保するように設計するものとして選定した下位クラス施

設を以下に示す。 

 

4.1 不等沈下又は相対変位の観点 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

a. 土留鋼管矢板 

下位クラス施設である土留鋼管矢板は，上位クラス施設である

貯留堰に隣接しており，上位クラス施設の設計に適用する地震動

により地盤が不等沈下し波及的影響を及ぼすおそれが否定でき

ない。このため波及的影響の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の不等沈下により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス

施設を表4-1 に示す。 

 

表4-1 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（不等沈

下） 

 

 

 

 (2) 建屋間の相対変位による影響 

a. タービン建屋，サービス建屋 

下位クラス施設であるタービン建屋，サービス建屋は，上位ク

ラス施設である原子炉建屋に隣接していることから，上位クラス

施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位により

衝突して，原子炉建屋に対して波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の相対変位により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス

施設を表4-2 に示す。 

 

表4-2 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（相対変位） 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき構造強

度を確保するように設計するものとして選定した下位クラス施

設を以下に示す。 

 

4.1  相対変位又は不等沈下の観点 

 

(1) 建屋間相対変位による影響 

今回申請する施設については,建屋間相対変位による波及的影

響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

(2) 地盤の不等沈下による影響 

今回申請する施設については,地盤の不等沈下による波及的影

響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき構造

強度等を確保するように設計するものとして選定した下位クラ

ス施設を以下に示す。 

 

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき確

認した結果，地盤の不等沈下による波及的影響の設計対象と

して選定する下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき確

認した結果，建屋間の相対変位による波及的影響の設計対象

として選定する下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設において，波

及的影響の設計対象となる施

設はないことを記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設において，波

及的影響の設計対象となる施

設はないことを記載した。 
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4.2 接続部の観点 

 

a. ウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉心スプレイ

系及び低圧炉心スプレイ系） 

上位クラス施設である残留熱除去系配管,高圧炉心スプレイ系

配管及び低圧炉心スプレイ系配管に系統上接続されている下位

クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉

心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）は，その損傷により，上

位クラス施設のバウンダリ機能の喪失の可能性が否定できない。 

このため，上位クラス施設の残留熱除去系配管,高圧炉心スプ

レイ系配管及び低圧炉心スプレイ系配管と系統上接続されてい

る下位クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,

高圧炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）を波及的影響の設

計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

との接続部の観点により，波及的影響を受けるおそれのある上位

クラス施設を表4-3 に示す。 

 

表4-3 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（接続部） 

 

 

 

4.2  接続部の観点 

 

今回申請する施設については, 接続部の観点による波及的影

響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

4.2  接続部の観点 

 

今回申請する施設については，接続部の観点による波及的

影響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

 

MOX燃料加工施設において，波

及的影響の設計対象となる施

設はないことを記載した。 
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4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

a. 燃料取替機，原子炉建屋クレーン 

下位クラス施設である燃料取替機及び原子炉建屋クレーン

は，上位クラス施設である使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵

ラック等の上部に設置していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使

用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラック等に衝突し波及的影響

を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

b. チャンネル着脱機，制御棒貯蔵ラック及び制御棒貯蔵ハンガ 

下位クラス施設であるチャンネル着脱機，制御棒貯蔵ラック

及び制御棒貯蔵ハンガは，上位クラス施設である使用済燃料プ

ール内に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料

プール及び使用済燃料貯蔵ラックに波及的影響を及ぼすおそ

れが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーン 

下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーンは，

上位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器

に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

 

d. 原子炉遮蔽 

下位クラス施設である原子炉遮蔽は，上位クラス施設である

原子炉圧力容器に隣接していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原子炉圧力

容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため波及的影響の検討対象とした。 

 

e. 原子炉ウェル遮蔽ブロック 

下位クラス施設である原子炉ウェル遮蔽ブロックは，上位ク

ラス施設である原子炉格納容器の上部に設置していることか

ら，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う

落下により，原子炉格納容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそ

れが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

f. 格納容器機器ドレンサンプ 

下位クラス施設である格納容器機器ドレンサンプは，上位ク

ラス施設である格納容器床ドレンサンプ及び導入管の近傍に

設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，格納容器床ドレンサンプ及び

導入管に波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

 

g. 中央制御室天井照明 

下位クラス施設である中央制御室天井照明は，上位クラス施

設である緊急時炉心冷却系操作盤，原子炉補機操作盤等の上部

4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

今回申請する施設については, 建屋内施設の損傷,転倒及び

落下による波及的影響の設計対象として選定する下位クラス施

設はない。 

 

4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

a．燃料加工建屋 

(a) プレス装置(粉末取扱部)  

下位クラス施設であるプレス装置(粉末取扱部)は，上位ク

ラス施設であるプレス装置(粉末取扱部)グローブボックスの

内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う転倒により，プレス装置(粉末取

扱部)グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(b) プレス装置(プレス部)  

下位クラス施設であるプレス装置(プレス部)は，上位クラ

ス施設であるプレス装置(プレス部)グローブボックスの内部

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，プレス装置(プレス部)

グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(c) グリーンペレット積込装置  

下位クラス施設であるグリーンペレット積込装置は，上位

クラス施設であるグリーンペレット積込装置グローブボック

スの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，グリーンペレ

ット積込装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

 

(d) 空焼結ボード取扱装置  

下位クラス施設である空焼結ボード取扱装置は，上位クラ

ス施設である空焼結ボード取扱装置グローブボックスの内部

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，空焼結ボード取扱装置

グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(e) 焼結ボード供給装置  

下位クラス施設である焼結ボード供給装置は，上位クラス

施設である焼結ボード供給装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，焼結ボード供給装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(f) 焼結ボード取出装置 

下位クラス施設である焼結ボード取出装置は，上位クラス

施設である焼結ボード取出装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，焼結ボード取出装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

MOX 燃料加工施設における後

次回申請範囲を含め，波及的影

響の設計対象とする下位クラ

ス施設を記載した。 
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に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力に伴う落下により，緊急時炉心冷却系操作盤，

原子炉補機操作盤等に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

h. 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋 

下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋は，上位

クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置して

いることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器に衝突し波及

的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の

設計対象とした。 

 

i. 耐火障壁 

下位クラス施設である耐火障壁は，上位クラス施設であるパ

ワーセンタ，125V 系蓄電池及び可燃性ガス濃度制御系再結合

器等に隣接して設置していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，125V 系蓄電

池及び可燃性ガス濃度制御系再結合器等に衝突し波及的影響

を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) 排ガス処理装置  

下位クラス施設である排ガス処理装置は，上位クラス施設

である排ガス処理装置グローブボックス(上部)の内部に設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動

又は地震力に伴う転倒により，排ガス処理装置グローブボッ

クス(上部)に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(h) 焼結ペレット供給装置  

下位クラス施設である焼結ペレット供給装置は，上位クラ

ス施設である焼結ペレット供給装置グローブボックスの内部

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，焼結ペレット供給装置

グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(i) 研削装置  

下位クラス施設である研削装置は，上位クラス施設である

研削装置グローブボックスの内部に設置していることから，

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転

倒により，研削装置グローブボックスに衝突し波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

(j) 研削粉回収装置  

下位クラス施設である研削粉回収装置は，上位クラス施設

である研削粉回収装置グローブボックスの内部に設置してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う転倒により，研削粉回収装置グローブボックスに

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

 

 

(k) ペレット検査設備  

下位クラス施設であるペレット検査設備は，上位クラス施

設であるペレット検査設備グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，ペレット検査設備グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(l) 焼結ボード搬送装置  

下位クラス施設である焼結ボード搬送装置は，上位クラス

施設である焼結ボード搬送装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，焼結ボード搬送装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(m) 回収粉末容器搬送装置  

下位クラス施設である回収粉末容器搬送装置は，上位クラ

ス施設である回収粉末容器搬送装置グローブボックスの内部
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に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，回収粉末容器搬送装置

グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(n) 原料 MOX粉末缶一時保管装置  

下位クラス施設である原料 MOX 粉末缶一時保管装置は，上

位クラス施設である原料 MOX 粉末缶一時保管装置グローブボ

ックスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原料 MOX粉

末缶一時保管装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

 

(o) 粉末一時保管装置  

下位クラス施設である粉末一時保管装置は，上位クラス施

設である粉末一時保管装置グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，粉末一時保管装置グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(p) ペレット一時保管棚  

下位クラス施設であるペレット一時保管棚は，上位クラス

施設であるペレット一時保管棚グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，ペレット一時保管棚グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(q) 焼結ボード受渡装置  

下位クラス施設である焼結ボード受渡装置は，上位クラス

施設である焼結ボード受渡装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，焼結ボード受渡装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(r) スクラップ貯蔵棚  

下位クラス施設であるスクラップ貯蔵棚は，上位クラス施

設であるスクラップ貯蔵棚グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，スクラップ貯蔵棚グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(s) スクラップ保管容器受渡装置  

下位クラス施設であるスクラップ保管容器受渡装置は，上

位クラス施設であるスクラップ保管容器受渡装置グローブボ

ックスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，スクラッ

プ保管容器受渡装置グローブボックスに衝突し波及的影響を
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(11／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

(t) 製品ペレット貯蔵棚  

下位クラス施設である製品ペレット貯蔵棚は，上位クラス

施設である製品ペレット貯蔵棚グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，製品ペレット貯蔵棚グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(u) ペレット保管容器受渡装置  

下位クラス施設であるペレット保管容器受渡装置は，上位

クラス施設であるペレット保管容器受渡装置グローブボック

スの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，ペレット保管

容器受渡装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

 

(v) 原料 MOX粉末缶取出装置  

下位クラス施設である原料 MOX 粉末缶取出装置は，上位ク

ラス施設である原料 MOX 粉末缶取出装置グローブボックスの

内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う転倒により，原料 MOX 粉末缶取

出装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(w) 原料 MOX粉末秤量・分取装置  

下位クラス施設である原料 MOX粉末秤量・分取装置は，上位

クラス施設である原料 MOX 粉末秤量・分取装置グローブボッ

クスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原料 MOX 粉

末秤量・分取装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

 

(x) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置  

下位クラス施設であるウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置

は，上位クラス施設であるウラン粉末・回収粉末秤量・分取装

置グローブボックスの内部に設置していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒によ

り，ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックスに

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

 

(y) 予備混合装置  

下位クラス施設である予備混合装置は，上位クラス施設で

ある予備混合装置グローブボックスの内部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う転倒により，予備混合装置グローブボックスに衝突し

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(12／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響の設計対象とした。 

 

(z) 一次混合装置  

下位クラス施設である一次混合装置は，上位クラス施設で

ある一次混合装置グローブボックスの内部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う転倒により，一次混合装置グローブボックスに衝突し

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 

 

(aa) 一次混合粉末秤量・分取装置  

下位クラス施設である一次混合粉末秤量・分取装置は，上位

クラス施設である一次混合粉末秤量・分取装置グローブボッ

クスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，一次混合粉

末秤量・分取装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

 

(ab) ウラン粉末秤量・分取装置  

下位クラス施設であるウラン粉末秤量・分取装置は，上位ク

ラス施設であるウラン粉末秤量・分取装置グローブボックス

の内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適

用する地震動又は地震力に伴う転倒により，ウラン粉末秤量・

分取装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそ

れが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ac) 均一化混合装置  

下位クラス施設である均一化混合装置は，上位クラス施設

である均一化混合装置グローブボックスの内部に設置してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う転倒により，均一化混合装置グローブボックスに

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

 

 

 (ad) 造粒装置  

下位クラス施設である造粒装置は，上位クラス施設である

造粒装置グローブボックスの内部に設置していることから，

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転

倒により，造粒装置グローブボックスに衝突し波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

(ae) 添加材混合装置  

下位クラス施設である添加材混合装置は，上位クラス施設

である添加材混合装置グローブボックスの内部に設置してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う転倒により，添加材混合装置グローブボックスに

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(13／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(af) 原料 MOX分析試料採取装置  

下位クラス施設である原料 MOX 分析試料採取装置は，上位

クラス施設である原料 MOX 分析試料採取装置グローブボック

スの内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原料 MOX 分析

試料採取装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

 

(ag)分析試料採取・詰替装置  

下位クラス施設である分析試料採取・詰替装置は，上位クラ

ス施設である分析試料採取・詰替装置グローブボックスの内

部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒により，分析試料採取・詰替装

置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ah) 回収粉末処理・詰替装置  

下位クラス施設である回収粉末処理・詰替装置は，上位クラ

ス施設である回収粉末処理・詰替装置グローブボックスの内

部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒により，回収粉末処理・詰替装

置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ai) 回収粉末微粉砕装置  

下位クラス施設である回収粉末微粉砕装置は，上位クラス

施設である回収粉末微粉砕装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，回収粉末微粉砕装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(aj) 回収粉末処理・混合装置  

下位クラス施設である回収粉末処理・混合装置は，上位クラ

ス施設である回収粉末処理・混合装置グローブボックスの内

部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒により，回収粉末処理・混合装

置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ak) 再生スクラップ焙焼処理装置  

下位クラス施設である再生スクラップ焙焼処理装置は，上

位クラス施設である再生スクラップ焙焼処理装置グローブボ

ックスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，再生スク

ラップ焙焼処理装置グローブボックスに衝突し波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

(al) 再生スクラップ受払装置  

下位クラス施設である再生スクラップ受払処理装置は，上
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(14／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位クラス施設である再生スクラップ受払処理装置グローブボ

ックスの内部に設置していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，再生スク

ラップ受払処理装置グローブボックスに衝突し波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

 

 

(am) 容器移送装置  

下位クラス施設である容器移送装置は，上位クラス施設で

ある容器移送装置グローブボックスの内部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う転倒により，容器移送装置グローブボックスに衝突し

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 

 

(an) 原料粉末搬送装置  

下位クラス施設である原料粉末搬送装置は，上位クラス施

設である原料粉末搬送装置グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，原料粉末搬送装置グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ao) 再生スクラップ搬送装置  

下位クラス施設である再生スクラップ搬送装置は，上位ク

ラス施設である再生スクラップ搬送装置グローブボックスの

内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う転倒により，再生スクラップ搬

送装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ap) 添加材混合粉末搬送装置  

下位クラス施設である添加材混合粉末搬送装置は，上位ク

ラス施設である添加材混合粉末搬送装置グローブボックスの

内部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う転倒により，添加材混合粉末搬

送装置グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(aq) 調整粉末搬送装置  

下位クラス施設である調整粉末搬送装置は，上位クラス施

設である調整粉末搬送装置グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，調整粉末搬送装置グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

(ar) 小規模粉末混合装置  

下位クラス施設である小規模粉末混合装置は，上位クラス

施設である小規模粉末混合装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震
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【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(15／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動又は地震力に伴う転倒により，小規模粉末混合装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(as) 小規模プレス装置  

下位クラス施設である小規模プレス装置は，上位クラス施

設である小規模プレス装置グローブボックスの内部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，小規模プレス装置グローブボッ

クスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

 

(at) 小規模研削検査装置  

下位クラス施設である小規模研削検査装置は，上位クラス

施設である小規模研削検査装置グローブボックスの内部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，小規模研削検査装置グロー

ブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

(au) 資材保管装置  

下位クラス施設である資材保管装置は，上位クラス施設で

ある資材保管装置グローブボックスの内部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う転倒により，資材保管装置グローブボックスに衝突し

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれのある

上位クラス施設を第 4.3-1表に示す。 

 

第 4.3-1 表 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響（MOX 燃料加工建屋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設における後次

回申請範囲を含め，波及的影響

の設計対象とする下位クラス

施設を記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(16／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

a. 海水ポンプエリア防護対策施設 

下位クラス施設である海水ポンプエリア竜巻防護対策施設

は，上位クラス施設である残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱

除去系海水系ストレーナ等の上部に設置していることから，上

位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う落下

により，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海水系スト

レーナ等に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

b. 原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設 

下位クラス施設である原子炉建屋外側ブローアウトパネル

防護対策施設は，上位クラス施設である原子炉建屋外側ブロー

アウトパネル及びブローアウトパネル閉止装置に近接して設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動

又は地震力に伴う損傷により，原子炉建屋外側ブローアウトパ

ネル及びブローアウトパネル閉止装置に衝突し，波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設を表4-5 に示す。 

 

表4-5 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

（損傷，店頭及び落下等） 

 

4.4  建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 排気筒 

下位クラス施設である排気筒は，上位クラス施設である燃料加

工建屋に隣接していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う損傷により，燃料加工建屋に衝突

し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 

 

 

ここで選定した波及的影響を受けるおそれのある施設を第 4.4-

1 表に示す。 

 

 

第 4.4-1 表 建屋外下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

 

 

4.4  建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響  

a． 排気筒 

下位クラス施設である排気筒は，上位クラス施設である燃

料加工建屋に隣接していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う損傷により，燃料加工建

屋に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

 

ここで選定した波及的影響を受けるおそれのある施設を第

4.4-1 表に示す。 

 

 

第4.4-1表 建屋外下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による

耐震重要施設への影響 

 

 

 

排気筒は自立式鉄塔構造である。高さが 20.0ｍ(T.M.S.L 

75.0ｍ)であり、頂部内径 2.5ｍの自立式筒身が地上 7.5ｍ

(T.M.S.L 62.5ｍ)の位置で燃料加工建屋に水平支持され，

筒身の下端は地上 1.8ｍ(T.M.S.L 56.8ｍ)で燃料加工建屋

に固定する設計とする。 

ステンレス製筒身の板厚は下端から支持部までは 16mm，

支持部から頂部までは 12mm とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料加工建屋に対する波及的

影響を及ぼすおそれが否定で

きない排気筒が後次回申請対

象であるため設計条件を追記 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(17／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」で選定した施

設の耐震設計方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

5.1 耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位は，そ

れぞれの損傷モードに応じて選定する。 

すなわち，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接続部

における相互影響，損傷，転倒及び落下等を防止するよう，主要構

造部材，支持部及び固定部等を対象とする。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計す

る施設については，上位クラス施設の機能に影響がないよう評価部

位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波及的影響を及ぼ

すおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐震評価

部位」に示す。 

 

5.2 地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において

実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計

の基本方針の概要」の「10．耐震計算の基本方針」に従い，既工認

で実績があり，かつ最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を

基本として行う。 

各施設の設計に適用する地震応答解析は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波

及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の

「3.2 地震応答解析」に示す。 

 

 

5.3 設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位クラ

ス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

各施設の設計に適用する地震動又は地震力は，添付書類「Ⅴ-2-11-

1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震設計方

針」の「3.3 設計用地震動又は地震力」に示す。 

 

 

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及

び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそれのある上位

クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発生する荷

重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の機能に

影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生する荷重を組み

合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮して設

定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，添付書類

「Ⅴ-2-11-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方

針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」において

選定した施設の耐震設計方針を以下に示し，以下の各項目によ

る耐震評価方針は，後次回にて申請する添付書類「波及的影響を

及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果方針」に示

す。 

 

5.1  耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位

は，それぞれの損傷モードに応じて選定する。 

具体的には，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接

続部における相互影響，損傷，転倒及び落下を防止するよう，主

要構造部材，支持部等を評価対象として選定する。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設

計する施設については，上位クラス施設の機能に影響がないよ

う評価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，後次回にて申請する添付書類「波及的

影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果方

針」に示す。 

 

5.2  地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計におい

て実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」に基づき，既設工認で実績があり，かつ最新

の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本として行う。 

施設の設計に適用する地震応答解析は, 後次回にて申請する添

付書類「波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐

震評価結果方針」に示す。 

 

 

5.3  設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位

クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

施設の設計に適用する地震動又は地震力は，添付書類「Ⅲ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

 

 

 

 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類

及び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそれのあ

る上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発

生する荷重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の機能

に影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生する荷重

を組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮して

設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，添付書

類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」にお

いて選定した施設の耐震設計方針を以下に示し，以下の各項

目による耐震評価方針は，後次回にて申請する添付書類「波及

的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結

果」に示す。 

 

5.1  耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部

位は，それぞれの損傷モードに応じて選定する。 

すなわち，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接

続部における相互影響，損傷，転倒及び落下を防止するよう，主

要構造部材，支持部等を評価対象として選定する。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定し

て設計する施設については，上位クラス施設の機能に影響が

ないよう評価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，後次回にて申請する添付書類「Ⅲ

－３－２ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設

の耐震評価結果」に示す。 

 

5.2  地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計に

おいて実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅲ－１－

１ 耐震設計の基本方針」に基づき，既設工認で実績があり，

かつ最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本とし

て行う。 

施設の設計に適用する地震応答解析は，後次回にて申請す

る添付書類「Ⅲ－３－２ 波及的影響を及ぼすおそれのある

下位クラス施設の耐震評価結果」に示す。 

 

5.3  設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，

上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用す

る。 

施設の設計に適用する地震動又は地震力は，後次回にて申

請する添付書類「Ⅲ－３－２－１ 波及的影響を及ぼすおそ

れのある下位クラス施設の耐震評価方針」に示す。 

 

 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の

種類及び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそ

れのある上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス

施設に発生する荷重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の

機能に影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生す

る荷重を組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮

して設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，後

次回にて申請する添付書類「Ⅲ－３－２－１ 波及的影響を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請対象の差異（後次回で申請

するため，記載なし。以下同

様。） 
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【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(18／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ」に示す。 

 

 

5.5 許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許容

限界設定の考え方を，以下建物・構築物，機器・配管系及び土木構

造物に分けて示す。 

 

5.5.1 建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位クラ

ス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下位クラ

ス施設と上位クラス施設との距離を基本として許容限界を設定す

る。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下等を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の最大せん断

ひずみに対してＪＥＡＧ４６０１－1987に基づく終局点に対応す

るせん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力又は「建築

基準法及び同施行令」に基づく層間変形角の評価基準値を基本とし

て許容限界を設定する。 

 

 

5.5.2 機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス施設

の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下等を防止する

場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が

小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有している

ことに相当する許容限界を設定する。 

機器の動的機能維持を確保することで，下位クラス施設の接続部に

おける相互影響を防止する場合は，機能確認済加速度を許容限界と

して設定する。 

 

配管については，配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を上位

クラス配管に含めて構造強度設計を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラスの施

設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評価部位

に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留

まって破断延性限界に十分な余裕を有していること，また転倒した

下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許容限界として設定

する。 

 

 

 

 

 

5.5.3 土木構造物 

土木構造物について，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下等を防止する場合は，構造部材の終局耐力や基

礎地盤の極限支持力度に対し妥当な安全余裕を考慮することを基

本として許容限界を設定する。 

また，構造物の安定性や変形により上位クラス施設の機能に影響が

ないよう設計する場合は，構造物のすべりや変形量に対し妥当な安

全余裕を考慮することを基本として許容限界を設定する。 

  

 

 

5.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許

容限界設定の考え方を，以下建物・構築物及び機器・配管系に分

けて示す。 

 

5.5.1  建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位ク

ラス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下

位クラス施設と上位クラス施設との距離を基本として許容限界

を設定する。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の最大せ

ん断ひずみに対して JEAG4601-1987 に基づく終局点に対応する

せん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力，部材に発

生する変形に対して終局耐力時の変形，又は「建築基準法及び同

施行令」に基づく層間変形角の評価基準値を基本として許容限

界を設定する。 

 

5.5.2  機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス施

設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下を防止

する場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

していることに相当する許容限界を設定するものとし，添付書

類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す基準地震動Ｓ

ｓとの荷重の組合せに適用する許容限界を設定する。 

配管については，設置状況に応じて配管耐震評価上影響のある

下位クラス配管を上位クラス配管に含めて構造強度設計を行

う。 

 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラス施

設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評価

部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること，

また，転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許

容限界として設定する。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持されるこ

との確認に当たっては，上記に示す方針のほか，塑性変形する場

合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響を

及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」に示

す。 

 

5.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許

容限界設定の考え方を，以下建物・構築物及び機器・配管系に分

けて示す。 

 

5.5.1  建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位ク

ラス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下

位クラス施設と上位クラス施設との距離を基本として許容限界

を設定する。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の最大せ

ん断ひずみに対して JEAG4601-1987 に基づく終局点に対応する

せん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力，部材に発

生する変形に対して終局耐力時の変形，又は「建築基準法及び同

施行令」に基づく層間変形角の評価基準値を基本として許容限

界を設定する。 

 

5.5.2  機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス施

設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下を防止

する場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

していることに相当する許容限界を設定する。機器の動的機能

維持を確保することで，下位クラス施設の接続部における相互

影響を防止する場合は，機能確認済加速度を許容限界として設

定する。 

配管については，設置状況に応じて配管耐震評価上影響のある

下位クラス配管を上位クラス配管に含めて構造強度設計を行

う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラス施

設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評価

部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること，

また，転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許

容限界として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本文における「Ⅰ

-１ 基本設計方針」と同様に，

建物・構築物は，建屋，屋外重

要土木構造物(洞道)等の総称

としており，屋外重要土木構造

物(洞道)についても，建物・構

築物の章内にて記載。なお，「Ⅲ

－１－１－４ 波及的影響に
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(19／19) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

各施設の評価に適用する許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波及的

影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.5 

許容限界」に示す。 

 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

設計段階の際に検討した配置・補強等が設計どおりに施されている

ことを，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。ま

た，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス

施設についても合わせて確認する。 

工事段階における検討は，別記2 の4つの観点のうち，③及び④の

観点，すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による影響

について，プラントウォークダウンにより実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護の観

点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下等を想定した場合

に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位クラス施

設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が設置され

ていること，仮置資材等については固縛など，転倒及び落下を防止

する措置が適切に講じられていることを確認する。 

 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及ぼ

さない程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下等により，上位クラス施設に

波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出されれば，

必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を行う。す

なわち，下位クラス施設の配置を変更したり，間に緩衝物等を設置

したり，固縛等の転倒・落下防止措置等を講じたりすることで対策・

検討を行う。 

 

また，工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するように

現場を保持するため，保安規定に機器設置時の配慮事項等を定めて

管理する。 

 

 

 

 

 

 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，安全機能を有する施設の設計段階の際に

検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷地

全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資

材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設に

ついても合わせて確認する。 

工事段階における検討は，「3. 波及的影響を考慮した施設の設

計方針」の 4つの観点のうち，(3)及び(4)の観点，すなわち下位

クラス施設の損傷，転倒及び落下による影響について，現場調査

により実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護

の観点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下を想定した

場合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位ク

ラス施設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が

設置されていること，仮置資材等については固縛など，転倒及び

落下を防止する措置が適切に講じられていることを確認する。 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及

ぼさない程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下により，上位クラス施設に

波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出されれ

ば，必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を行

う。すなわち，下位クラス施設の配置変更，下位クラス施設との

間への緩衝物等の設置，固縛等による転倒・落下防止措置等を講

じることで対策・検討を行う。 

 

 

 

 

 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，上位クラス 施設の設計段階の際に検討し

た配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷地全体を

俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資材等，

現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設について

も合わせて確認する。 

工事段階における検討は，別記２の４つの観点のうち，(3)及び

(4)の観点，すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る影響について，現場調査により実施する。 

 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護

の観点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下を想定した

場合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位ク

ラス施設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が

設置されていること，仮置資材等については固縛など，転倒及び

落下を防止する措置が適切に講じられていることを確認する。 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及

ぼさない程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下により，上位クラス施設に

波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出されれ

ば，必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を行

う。すなわち，下位クラス施設の配置を変更したり，間に緩衝物

等を設置したり，固縛等の転倒・落下防止措置等を講じたりする

ことで対策・検討を行う。 

 

また，工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するよう

に現場を保持するため，保安規定に機器設置時の配慮事項等を

定めて管理する。 

 

係る基本方針」の「4. 波及的

影響の設計対象とする下位ク

ラス施設」において選定される

屋外重要土木構造物(洞道)は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

MOXにおいて，工事段階におけ

る検討は，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下による影響に

ついて，現場調査として実施し

ていることから，実施内容と合

わせた記載とした。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(1／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 地震応答解析の方針 

2.1 建物・構築物 

2.2 機器・配管系 

2.3 屋外重要土木構造物 

3. 設計用減衰定数 

別紙 地震観測網について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

 

3. 設計用減衰定数 

別紙 地震観測網について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

 

3. 設計用減衰定数 

別紙 地震観測網について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本文における「Ⅰ

-１ 基本設計方針」と同様に，

建物・構築物は，建屋，屋外重

要土木構造物(洞道)等の総称

としており，屋外重要土木構造

物(洞道)についても，建物・構

築物の章内にて記載。なお，設

計手法は先行発電炉の屋外重

要土木構造物と同様のため，本

資料においては先行発電炉の

屋外重要土木構造物の記載と

横並びに比較する。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(2／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

うち「4.設計用地震力」に基づき，建物・構築物，機器・配管系及

び屋外重要土木構造物の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本

方針を説明するものである。 

 

図 1-1，図 1-2，図 1-3 に建物・構築物，機器・配管系及び屋外

重要土木構造物の地震応答解析の手順をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

図 1-1 建物・構築物の地震応答解析の手順 

 

 

 

図 1-2 機器・配管系の地震応答解析の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，建物・構築物，機器・配

管系の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本方針を説明す

るものである。 

 

第 1.-1 図，第 1.-2 図及び第 1.-3 図に建物・構築物，構築物

(洞道)及び機器・配管系の地震応答解析の手順をそれぞれ示す 

 

 

 

 

 

第1.-1図 建物・構築物の地震応答解析の手順 

 

 

 

第 1.-2図 構築物(洞道)の地震応答解析の手順 

 

 

 

第1.-3図 機器・配管系の地震応答解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう

ち「4. 設計用地震力」に基づき，建物・構築物及び機器・配管

系の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本方針を説明するも

のである。 

 

第1.-1図及び第1.-2図に建物・構築物及び機器・配管系の地震

応答解析の手順をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

第 1.-1図(1) 建物・構築物の地震応答解析の手順（建屋） 

 

 

 

第 1.-2図(1) 機器・配管系の地震応答解析の手順 

 

 

 

第 1.-1図(2) 建物・構築物の地震応答解析の手順 

    （屋外重要土木構造物(洞道)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 

第 1 回申請範囲である安全機能

を有する施設に対する記載とし，

重大事故等対処施設については

後次回申請以降に示す。 

以降，本資料において重大事故

等対処施設の記載有無による

先行炉との差異理由は同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(3／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

2. 地震応答解析の方針 

2.1 建物・構築物 

 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s 以上であるEL.-370m と

している。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基

盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ

を基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で，

必要に応じ2 次元FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答

解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全

体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置付近

での地質・速度構造の違いにも留意するとともに，地盤の非線

形応答に関する動的変形特性を考慮する。更に必要に応じ敷地

における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏

まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

特に杭を介して岩盤に支持された建物・構築物については杭の

拘束効果についても適切に考慮する。 

 

 また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの建物・構築

物及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の機能

を代替する常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必

要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを1/2倍したものを

用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.

-70mとしている。 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放

基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に設定し

た上で，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮

して入力地震動を設定する。 

また，Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のお

それのある施設については，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の

１を乗じたものから定める入力地震動を用いる。 

 地盤条件を考慮する場合には，地盤の非線形応答に関する

動的変形特性を考慮する。さらに，必要に応じ敷地における

観測記録による検証や最新の科学的，技術的知見を踏まえ，

地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

2.1.1 建屋 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-70m

としている。 

 

 

建物・構築物のうち建屋（以下，2.1.1においては「建物・構築

物」という。）地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表

面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基

に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に

応じ2 次元FEM解析又は１次元波動論により，地震応答解析モデ

ルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体

の地下構造との関係や対象建物・構築物位置での地質・速度構造

の違いにも留意するとともに，地盤の非線形応答に関する動的変

形特性を考慮する。更に必要に応じ敷地における観測記録による

検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の

地盤条件を設定する。 

特に杭を介して岩盤に支持された建物・構築物については杭の

拘束効果についても適切に考慮する。 

 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構

築物及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の機

能を代替する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が

必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを1/2倍したもの

を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解放基盤表面の標高に応じた記

載とした。 

 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 

MOX においては、建屋のみが建

物・構築物の対象である。 

 

 

原子炉施設ではないため，炉心

ではなく，各位置での地質・速

度構造について留意する旨を

記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(4／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

(2) 解析方法及び解析モデル 

 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。

また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲

線の策定は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答

解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中質点

系等に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮する

ものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，

基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮して定め

る。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，地盤ばね

には必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は誘発上下動

を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとする。設計用地

盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定

める。 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範

囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部

分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元

力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設の建物・構築物の支持機能を検討するため

の動的解析において，建物・構築物の主要構造要素がある程度

以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬

した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばら

つき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべきば

らつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的

解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の 3 次元応答性状及び機器・配管系への影響に

ついては，建物・構築物の 3 次元 FEM モデルによる解析に基づ

き，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価する。3 

次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等による。解析方

法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

建物・構築物の動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化

に伴う影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有

効応力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏

まえた上で保守性を考慮して設定する。 

(2) 解析方法及び解析モデル 

a. 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解

析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法

を選定するとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条

件を設定する。また，原則として，建物・構築物の地震応

答解析及び床応答曲線の作成は，線形解析及び非線形解析

に適用可能な時刻歴応答解析法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾

性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当す

る建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に

模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機

能を検討するための動的解析において，施設を支持する建

物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え

る場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性

を考慮した地震応答解析を行う。 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動

が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として

考慮すべきばらつきの要因を選定した上で，選定された要

因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の３次元応答性状及び機器・配管系への影

響については，建物・構築物の３次元FEMモデルによる解

析に基づき，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮し

て評価する。３次元応答性状等の評価は，周波数応答解析

法等による。解析方法及び解析モデルについては，添付書

類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。

また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲

線の作成は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答

解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中質点

系等に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮する

ものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，

基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮して定め

る。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，地盤ばね

には必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は誘発上下動

を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとする。設計用地

盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して

定める。 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範

囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部

分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元

力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震

重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において，

建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える

場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮

した地震応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばら

つき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき

ばらつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動

的解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の３次元応答性状及び機器・配管系への影響に

ついては，建物・構築物の３次元 FEMモデルによる解析に基づ

き，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価する。

３次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等による。解析

方法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」に示す。 

 

建物・構築物の動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化

に伴う影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有

効応力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(5／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網

から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に

用いるモデルについては，地震観測網により得られた観測記録

を用い解析モデルの妥当性確認等を行う。地震観測網の概要は，

別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測装置

から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に用

いるモデルについては，地震観測装置により得られた観測記録を

用い解析モデルの妥当性確認などを行う。地震観測網の概要は，

別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まえた上で保守性を考慮して設定する。 

 

建屋の設置状況を踏まえ，隣接建屋が建物・構築物の応答性

状及び機器・配管系へ及ぼす影響については，地盤 3次元 FEM

モデルによる解析に基づき評価する。解析方法及び解析モデル

については，Ⅲ-3-1別添 4「隣接建屋による影響を考慮した耐

震性についての計算書」に示す。 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網
から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に
用いるモデルについては，地震観測網により得られた観測記録
を用い解析モデルの妥当性確認などを行う。地震観測網の概要
は，別紙「地震観測網について」に示す 

 

 

多くの建屋が隣接する状況を踏

まえて，隣接建屋の影響評価に

ついて記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(6／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

a. 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

をNewmark-β法（β＝1/4）を用いた直接積分法により求める。 

 

 

 

 

 

 

(a) 解析方法 

  建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動

方程式をNewmark-β法（β＝ 1/4）を用いた直接積分法

により求める。 

[𝑚𝑚]･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + [𝑐𝑐]･{�̇�𝑥}𝑡𝑡 + [𝑘𝑘]･{𝑥𝑥}𝑡𝑡 = −[𝑚𝑚]･{�̈�𝑦}𝑡𝑡 
   (1) 

ここで， 

    [𝑚𝑚] :質量マトリックス 

    [𝑐𝑐] :減衰マトリックス 

    [𝑘𝑘] :剛性マトリックス 

    {�̈�𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの加速度ベクトル 

    {�̇�𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの速度ベクトル 

    {𝑥𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの変位ベクトル 

    {�̈�𝑦}𝑡𝑡 :時刻tの入力加速度ベクトル 

 

ここで，時刻𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡における解を次のようにして求め

る。なお，𝛥𝛥𝑡𝑡は時間メッシュを示す。 

{𝑥𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{𝑥𝑥}𝑡𝑡 + {�̇�𝑥}𝑡𝑡･𝛥𝛥𝑡𝑡 + ��1
2
− 𝛽𝛽� ･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + 𝛽𝛽･

{�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡� ･𝛥𝛥𝑡𝑡2  (2) 

{�̇�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̇�𝑥}𝑡𝑡 + 1
2
･[{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + {�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡]･𝛥𝛥𝑡𝑡  

  (3) 

{�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + {𝛥𝛥�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡   

   (4) 

 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加

速度応答増分ベクトルが次のように求められる。 

{𝛥𝛥�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝− [𝐴𝐴]−1･([𝐵𝐵] + [𝑚𝑚]･{𝛥𝛥�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡) 
   (5) 

 

ここで， 

[𝐴𝐴]＝[𝑚𝑚] + 1
2
･𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑐𝑐] + 𝛽𝛽･𝛥𝛥𝑡𝑡2･[𝑘𝑘]  

[𝐵𝐵]＝ �𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑐𝑐] + 1
2
･𝛥𝛥𝑡𝑡2･[𝑘𝑘]�･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑘𝑘]･{�̇�𝑥}𝑡𝑡

  

{𝛥𝛥�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡 − {�̈�𝑦}𝑡𝑡  

 

(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時

刻𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡の応答が時刻𝑡𝑡の応答から求められる。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物

の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性

を十分考慮して評価し，集中質点系等に置換した解析

モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用及び

埋込み効果を考慮するものとし，解析モデルの地盤の

ばね定数は，基礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触

状況及び地盤の剛性等を考慮して定める。各入力地震

動が接地率に与える影響を踏まえて，地盤ばねには必

要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は誘発上下

動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとす

a. 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

を Newmark-β法(β＝1/4)を用いた直接積分法により求める。 

[𝑚𝑚]･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + [𝑐𝑐]･{�̇�𝑥}𝑡𝑡 + [𝑘𝑘]･{𝑥𝑥}𝑡𝑡 = −[𝑚𝑚]･{�̈�𝑦}𝑡𝑡 (1) 

ここで， 

    [𝑚𝑚] :質量マトリックス 

    [𝑐𝑐] :減衰マトリックス 

    [𝑘𝑘] :剛性マトリックス 

    {�̈�𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの加速度ベクトル 

    {�̇�𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの速度ベクトル 

    {𝑥𝑥}𝑡𝑡 :時刻tの変位ベクトル 

    {�̈�𝑦}𝑡𝑡 :時刻tの入力加速度ベクトル 

ここで，時刻𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡における解を次のようにして求める。な

お，𝛥𝛥𝑡𝑡は時間メッシュを示す。 

{𝑥𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{𝑥𝑥}𝑡𝑡 + {�̇�𝑥}𝑡𝑡･𝛥𝛥𝑡𝑡 + ��1
2
− 𝛽𝛽� ･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + 𝛽𝛽･

{�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡� ･𝛥𝛥𝑡𝑡2  (2) 

{�̇�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̇�𝑥}𝑡𝑡 + 1
2
･[{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + {�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡]･𝛥𝛥𝑡𝑡  

  (3) 

{�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + {𝛥𝛥�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡   

  (4) 

 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加速度

応答増分ベクトルが次のように求められる。 

{𝛥𝛥�̈�𝑥}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝− [𝐴𝐴]−1･([𝐵𝐵] + [𝑚𝑚]･{𝛥𝛥�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡)  

  (5) 

ここで， 

[𝐴𝐴]＝[𝑚𝑚] + 1
2
･𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑐𝑐] + 𝛽𝛽･𝛥𝛥𝑡𝑡2･[𝑘𝑘]  

[𝐵𝐵]＝ �𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑐𝑐] + 1
2
･𝛥𝛥𝑡𝑡2･[𝑘𝑘]�･{�̈�𝑥}𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡･[𝑘𝑘]･{�̇�𝑥}𝑡𝑡

 {𝛥𝛥�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡＝{�̈�𝑦}𝑡𝑡+𝛥𝛥𝑡𝑡 − {�̈�𝑦}𝑡𝑡  
 

(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時刻𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡
の応答が時刻𝑡𝑡の応答から求められる。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(7／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

る。また，地盤の剛性等については，必要に応じて地盤

の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応

じた地盤物性値に基づくものとする。 

設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるも

のを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベ

ルを考慮して定める。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(8／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

b. 解析モデル 

代表的な建物・構築物の解析モデルを以下に示す。 

 

 

 

 

 

(a) 原子炉建屋 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及び

せん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤

との相互作用を考慮し，耐震壁等の軸剛性及び屋根トラスの曲げ

せん断剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

(b) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直

方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び杭の軸

剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した多質点系モデル

とする。 

 

(c) 主排気筒 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身及び鉄

塔の曲げ及びせん断剛性を評価した 2 軸の多質点系モデルとす

る。鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身及び

鉄塔の軸剛性を評価した２軸の多質点系モデルとする。 

 

(d) 非常用ガス処理系配管支持架構 

水平方向，鉛直方向とも，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，

鉄骨部材の軸，曲げ及びせん断剛性を評価した要素と，軸剛性の

みを評価した要素による，剛基礎を有する 3 次元フレームモデル

とする。 

 

(e) 緊急時対策所建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直

方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び柱の軸

剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

(f) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁の曲げ及びせん

断剛性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM モデル

とする。鉛直方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁の軸剛

性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM モデルとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の解析モデルにおいて，水平方向は，地盤

との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及びせん断剛性を

評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤との相

互作用を考慮し，耐震壁及び柱等の軸剛性を評価した多質

点系モデルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 解析モデル 

代表的な建物・構築物の解析モデルを以下に示す。 

 

 

 

 

 

(a) 燃料加工建屋 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及び

せん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤

との相互作用を考慮し，耐震壁等の軸剛性を評価した多質点系モ

デルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物，構造が異なる。

詳細は各建物・構築物の地震応

答計算書にて説明。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(9／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

2.2 機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力 

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力地

震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ，又は当該

機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線若しくは時刻

歴応答波とする。設計用床応答曲線の作成方法については，添

付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの機器・配管

系及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の機能

を代替する重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設

の機器・配管系のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要な

ものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形解析により

作成した設計用床応答曲線の応答加速度を1/2 倍したものを用

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動 

機器・配管系の地震応答解析の入力地震動は，基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに基づいた当該機器・配管系

の設置床における設計用床応答曲線又は時刻歴応答波とす

る。設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅲ

－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与え

る影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている

場合については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のと

おり誘発上下動を考慮することとする。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

また，耐震Ｂクラスの機器・配管系のうち共振のおそれの

ある施設の影響検討に当たっては，設計用床応答曲線Ｓｄ又

は弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものから定ま

る入力地震動又は入力地震力を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力 

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力地震

力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ，又は当該機器・

配管系の設置床における設計用床応答曲線若しくは時刻歴応答

波とする。設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅲ

－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影

響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合につ

いては，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘発上下

動を考慮することとする。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・配管

系のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対して

は，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形解析により作成した設計用

床応答曲線の応答加速度を 1/2倍したものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘発上下動を考慮する場合の鉛

直方向地震力への組合せ方法に

ついて，東海第二では該当しない

ため，他先行プラントに合わせた

記載とし 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(10／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各

種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づ

き設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代

表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，有限

要素法モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクト

ルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲

線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法に

より応答を求める。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用

いる場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

クレーン類におけるスペクトルモーダル解析法及び時刻歴応

答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を

模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬

する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮しつつ時刻

歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振

動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

 

３次元的な広がりを持つ設備については，３次元的な配置を

踏まえ，適切にモデル化し，水平2 方向及び鉛直方向の応答成

分について適切に組み合わせるものとする。具体的な方針につ

いては添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大応答加速度の

1.2 倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる

地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解

析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法

を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定

数，剛性等の各種物性値は，適切な規格，基準，あるいは

実験等の結果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮し

て，代表的な振動特性を適切に表現できるよう質点系モデ

ル，有限要素モデル等に置換し，当該機器の設置床の設計

用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法又

は時刻歴応答波を用いた時刻歴応答解析法により応答を求

める。また，応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴

応答解析法を用いる場合は材料物性の不確かさを適切に考

慮する。 

配管系については，適切なモデルに置換し，設計用床応

答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法（標準支

持間隔法を含む）又は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

応答スペクトル・モーダル解析法及び時刻歴応答解析法

の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬

する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬

する観点で，材料物性の不確かさへの配慮を考慮しつつ時

刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設

備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

３次元の広がりを持つ設備については，３次元的な配置

を踏まえ，適切にモデル化し，水平２方向及び鉛直方向の

応答成分について適切に組み合わせるものとする。具体的

な方針については添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示

す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床

面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させ

て構造強度評価に用いる地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法

の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定すると

ともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性

値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づき設定す

る。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表

的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素

モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダ

ル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線

を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法によ

り応答を求める。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用い

る場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

クレーン類におけるスペクトルモーダル解析法及び時刻歴応

答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模

擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬す

る観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応

答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・

構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

材料物性のばらつきを考慮した建物・構築物の応答波が機器・

配管系へ及ぼす影響については，設計用床応答曲線との比較等に

より評価する。影響評価については後次回に示す。 

 

３次元的な広がりを持つ設備については，３次元的な配置を踏

まえ，適切にモデル化し，水平２方向及び鉛直方向の応答成分に

ついて適切に組み合わせるものとする。具体的な方針については

添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最

大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度

評価に用いる地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料物性のばらつきを考慮し

た建物・構築物の応答波による

機器・配管系の影響評価を添付

書類に示すことを記載した。 

 

MOX においては，剛性の高い配

管系に対して設置床面の最大

応答加速度の 1.2倍の加速度を

適用した評価を行うことから

配管系を記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(11／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

a. 解析方法 

スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根（Ｓ

ＲＳＳ）法により求める。時刻歴応答解析法においては直接積分

法，若しくはモーダル時刻歴解析による。 

 

 

 

 

 

 

b. 解析モデル 

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示す。 

 

 

 

(a) 原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物 

原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物は，

建物質量に対しその質量が比較的大きく，また支持構造上からも

原子炉建屋による影響が無視できないため，原子炉建屋と連成さ

せた解析モデルを用いる。原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び

圧力容器内部構造物は，多質点系モデルに置換し，各構造物を結

合するスタビライザ等は等価なばねに置換する。 

 

(b) 一般機器 

容器，熱交換器等の一般の機器は，機器本体及び支持構造物の

剛性をそれぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中させた

１質点系モデルに置換する。 

ただし，振動特性の観点から質量分布，剛性変化等を考慮する

方が適切と考えられる構造の場合は，多質点系モデルに置換する。 

 

(c) 配管 

配管は,その振動性状を適切に考慮するため，３次元多質点はり

モデルに置換する。 

 

(d) クレーン類 

クレーン類は，その構造特性を考慮して３次元はりモデルに置換

する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，すべり要

素等の非線形要素を取り入れた上で３次元はりモデルに置換す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 解析方法 

機器・配管系の地震応答解析は，原則として設計用床応

答曲線を用いる応答スペクトル・モーダル解析法による。

応答スペクトル・モーダル解析法を採用する機器・配管系

の応答の最大値は，二乗和平方根法(SRSS)又は絶対値和法

により求める。また，当該機器・配管系の設置床における

時刻歴応答波を用いる場合は，時刻歴応答解析法による。 

 

 

 

b. 解析モデル 

機器・配管系の解析には，その形状及び支持方法を考慮

して１質点系はり，等分布荷重連続はり，多質点系はり，

有限要素モデルを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 解析方法 

スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根

(SRSS)法又は絶対値和法により求める。時刻歴応答解析法におい

ては直接積分法，若しくはモーダル時刻歴解析による。 

 

 

 

 

 

 

b. 解析モデル 

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 一般機器 

容器，熱交換器等の一般の機器は，機器本体及び支持構造物の

剛性をそれぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中させた

１質点系モデルに置換する。 

ただし，振動特性の観点から質量分布，剛性変化等を考慮する

方が適切と考えられる構造の場合は，多質点系モデルに置換す

る。 

 

(b) 配管 

配管は,その振動性状を適切に考慮するため，等分布荷重連続

はりモデル，３次元多質点はりモデルに置換する。 

 

(d) クレーン類 

クレーン類は，その構造特性を考慮して３次元はりモデル等に置

換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，すべり

要素等の非線形要素を取り入れた上で３次元はりモデルに置換

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海第二(a)に対して，MOXにお

いては，大型設備と建屋を連成

させた解析モデルを適用する

設備はないため記載していな

い。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(12／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

2.3 屋外重要土木構造物 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物及び重大事故等対処施設における常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設の土木構造物の地震応答解析における入

力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動ＳＳを基に，

対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ 2 次

元 FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答解析モデルの入

力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する

場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係

にも留意し，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮す

る。 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定する。地

震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる手法とし，

地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応

じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれかにて行う。地震

応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばらつき等

による変動が屋外重要土木構造物の振動性状や応答性状に及ぼ

す影響を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う影

響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応力解

析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏まえた上

で保守性を考慮して設定する。地中土木構造物への地盤変位に

対する保守的な配慮として，地盤を強制的に液状化させること

を仮定した影響を考慮する場合は，原地盤よりも十分に小さい

液状化強度特性（敷地に存在しない豊浦標準砂に基づく液状化

強度特性）を設定する。上部土木構造物及び機器・配管系への

加速度応答に対する保守的な配慮として，地盤の非液状化の影

響を考慮する場合は，原地盤において非液状化の条件を仮定し

た解析を実施する。 

 

 

 

また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加

振とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時性を考

慮する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せについて適切に

評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２

方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示

す。 

 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価を

適用できる基本構造等と異なる施設については，適用する地震

力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されること

を確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での

地震応答解析，加振試験等を実施する。 

 

b. 構築物(洞道) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解

析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法

を選定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を

設定する。地震応答解析は，構造物と地盤の相互作用を考

慮できる連成系の地震応答解析手法とし，構造物及び地盤

の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線

形，等価線形，非線形解析のいずれかにて行う。地震応答

解析に用いる材料定数については，材料物性のばらつき等

による変動が構築物(洞道)の振動性状や応答性状に及ぼ

す影響を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

なお，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同

時加振とするが，構造物の応答特性により水平２方向の同

時性を考慮する必要がある場合は，水平２方向の組合せに

ついて適切に評価する。具体的な方針については添付書類

「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針」に示す。 

また，構築物(洞道)の解析モデルについては，構造物と

地盤の相互作用を考慮できる２次元有限要素法を用いた

解析モデルを設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 屋外重要土木構造物（洞道） 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物（洞道）の地震応答解析における入力地震

動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓを基に，対象構

造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ 2 次元 FEM 

解析又は１次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で

評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には，

地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係にも留意し，

地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析手法

の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定すると

ともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定する。地震応答

解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる手法とし，地盤及

び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線

形，等価線形，非線形解析のいずれかにて行う。地震応答解析に

用いる材料定数については，材料物性のばらつき等による変動が

屋外重要土木構造物（洞道）の振動性状や応答性状に及ぼす影響

を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う影響

を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応力解析に

用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏まえた上で保守

性を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加振

とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時性を考慮

する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せについて適切に評

価する。具体的な方針については添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に

示す。 

 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価を適

用できる基本構造等と異なる施設については，適用する地震力に

対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認

するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答

解析，加振試験等を実施する。 

 

P1 における屋外重要土木構造物

の取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺地盤の液状化のおそれがあ

る施設については，液状化の影響

を考慮するものとし，液状化特性

は敷地地盤の試験結果に基づき，

ばらつき及び不確実性を考慮し

た上で設定する。そのため，周辺

地盤を強制的に液状化させるこ

とを仮定した設計は行わない。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(13／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

3. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，ＪＥＡＧ４６０１－1987，

1991 に記載されている減衰定数を設備の種類，構造等により適切

に選定するとともに，試験等で妥当性が確認された値も用いる。

具体的には表 3-1 に示す値を用いる。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリート

の材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設施設

の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。入力地震動に

よる建物・構築物の応答レベル及び構造形状の複雑さを踏まえ，

既往の知見に加え，地震観測記録等による検討を行い，適用性が

確認できたことから表 3-1 に示す建物・構築物に対して 5％と設

定する。 

 

 

 

 

地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰

定数については，地中構造物としての特徴，同モデルの振動特性

を考慮して適切に設定する。 

 

第3.-1表  減衰定数 

1.建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601に記載されてい

る減衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定するととも

に，試験等で妥当性が確認された値も用いる。主に用いる値を

第3.-1表に示す。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリート

の材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設施

設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.-1表  減衰定数 

建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-1987，1991に記

載されている減衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定す

るとともに，試験等で妥当性が確認された値も用いる。主に用い

る値を第 3.-1表に示す。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリート

の材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設施設

の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。入力地震動に

よる建物・構築物の応答レベル及び構造形状の複雑さを踏まえ，

既往の知見に加え，地震観測記録等による検討を行い，適用性が

確認できたことから第 3.-1 表に示す建物・構築物に対して 5％

と設定する。ただし，燃料加工建屋については，既設工認におけ

る設定を踏襲し 3%とする。 

 

 

 

地盤と屋外重要土木構造物（洞道）の連成系地震応答解析モデ

ルの減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデルの

振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

第3.-1表  減衰定数 

1.建物・構築物 

対象設備 使用材料 
減衰定数(%) 

水平方向 鉛直方向 

燃 料

加 工

建屋 

建屋 鉄筋コンクリート 3 3 

地盤 － 
JEAG4601-1991追補版の近似法

により算定＊1 

注記 ＊1：地盤条件及び基礎形状等に基づき振動アドミッタンス理論により動
的地盤ばねを算定し，JEAG4601-1991 追補版の近似法により算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAG4601-1991追補版では 5%が

慣用的な値とされているが，既

設工認における設定を踏襲し，

3%とした。以下同様。 

 

 

 

 

 

 

 

MOX において，原子炉建屋，使

用済燃料乾式貯蔵建屋，非常用

ガス処理系配管支持架構及び

格納容器圧力逃がし装置格納

槽と構造が類似する施設はな

いため，緊急時対策所建屋及び

主排気筒と比較し，同等の記載

とした 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(14／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

2.機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考文献） 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研

究(H12～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に

関する研究(H７～H10)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．機器・配管系 

対象設備 
減衰定数(%) 

水平方向 鉛直方向 
溶接構造物 1.0 1.0*1 

ボルト及びリベット構造物 2.0 2.0*1 
ポンプ・ファン等の 
機械装置 

1.0 1.0*1 

空調用ダクト 2.5 2.5*1 

電気盤 4.0 1.0*1 

クレーン 2.0*2 2.0*1 

配管系 0.5～3.0*2*3 0.5～3.0*1*2*3 

液体の揺動 0.5 － 
注記 *1：既往の研究等において，設備の地震入力方向の依存性や

減衰特性について検討され妥当性が確認された値 
*2：既往の研究等において，試験及び解析等により妥当性が

確認されている値 
*3：具体的な適用条件を「第 3.-2 表 配管系の設計用減衰定

数」に示す。 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研

究(H12～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に

関する研究(H７～H10)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回申請対象設備を含め，MOX

における対象設備及び減衰定数

を記載した。 

 

MOX 燃料加工施設においては，

燃料集合体，制御棒駆動機構，

燃料取替機に該当する設備は

ないため記載していない。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(15／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

3.配管の減衰定数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究(H12

～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する

研究(H７～H10)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-2表 配管系の設計用減衰定数 

配管区分 
減衰定数*1 (％) 

保温材無 保温材有*2 

Ⅰ 

スナバ及び架構レストレイント
支持主体の配管系で，支持具(ス
ナッバ又は架構レストレイント)
の数が 4 個以上のもの 

2.0 3.0*3 

Ⅱ 

スナバ，架構レストレイント，ロ
ッドレストレイント，ハンガ等を
有する配管系でアンカ及び U ボ
ルトを除いた支持具の数が 4 個
以上であり，配管区分Ⅰに属さな
いもの 

1.0 2.0*3 

Ⅲ 
U ボルトを有する配管系で，架構
で水平配管の自重を受ける U ボ
ルトの数が 4 個以上のもの 

2.0*3 3.0*3 

Ⅳ 
配管区分Ⅰ，Ⅱ及びⅢに属さない
もの 

0.5 1.5*3 

注記 ＊1：水平方向及び鉛直方向の設計用減衰定数は同じ値を 
使用 

＊2：金属保温材による付加減衰定数は，配管全長に対する金属保
温材使用割合が 40％以下の場合 1.0％を適用するが，金属保温
材使用割合が 40％を超える場合は 0.5％とする 

＊3：JEAG4601-1991 追補版で規定されている配管系の設計用減衰
定数に，既往の研究等において妥当性が確認された値を反映 

＊4：表に示す支持具の種類及び数は，アンカからアンカまでの独
立した振動系について算定する。支持具の算定は，当該支持
点を同一方向に複数の支持具で分配して支持する場合には，
支持具数は 1 個として扱い，同一支持点を複数の支持具で 2
方向に支持する場合は 2 個として扱うものとする。 

 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究(H12

～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する

研究(H７～H10)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，表のタイト

ルについては，規格の記載に合わ

せて「設計用減衰定数」と記載し

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記＊4 については規格の記載
に合わせて，限定した区分では
なく，表に示す支持具の種類及
び数に対する記載とした。 
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【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(16／16) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

Ⅴ-2-1-6 別紙 地震観測網について 

 

目次 

1. 概要 

2. 地震観測網の基本方針 

3. 地震観測網の配置計画 

 

 

1. 概要 

東海第二発電所の主要な建屋には，原子炉格納施設等の安全上

重要な施設の実地震時の振動特性を把握するために，各建屋に地

震計を設置し，継続して地震観測を行う。また，比較的規模の大

きい地震の観測記録が得られた場合は，それらの測定結果に基づ

く解析等により，主要な施設の健全性を確認すること等に活用す

る。 

 

2. 地震観測網の基本方針 

原子炉建屋については，地震時の建屋の水平方向及び鉛直方向

の振動特性を把握するため，建屋の基礎上，原子炉棟の外壁面の

適切な位置に地震計を配置することにより，実地震による建屋の

振動（建屋増幅特性，ロッキング動及び捩れ）を観測する。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋については，地震時の建屋の水平方向

及び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上及び最上

部の適切な位置に地震計を配置することにより，実地震による建

屋の振動（建屋増幅特性）を観測する。 

なお，地震計は水平2 成分と鉛直1 成分の計3 成分を観測する

ものとする。 

 

 

3. 地震観測網の配置計画 

各建屋の地震計の設置方針を表3-1 に示す。 

 

表3-1 各建屋の地震計の設置方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－５ 別紙 地震観測網について 

 

目次 

1．概要 

2．地震観測網の基本方針 

3．地震観測網の配置計画 

 

 

1．概要 

 MOX 燃料加工施設の燃料加工建屋には，実地震時の振動特性

を把握するために，地震計を設置し，継続して地震観測を行う。

また，比較的規模の大きい記録が得られた場合は，それらの測

定結果に基づく解析等により施設の健全性を確認すること等

に活用する。 

 

 

2．地震観測網の基本方針 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設の燃料加工建屋については，地震時の建屋

の水平及び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上

や最上部等の適切な位置に地震計を配置することにより，実地

震による建屋の振動を観測する。なお，地震計は，原則として

水平 2成分と鉛直 1成分の計 3成分を観測するものとする。 

 

 

 

3．地震観測網の配置計画 

 地震計設置位置を第 3.-1 表に，燃料加工建屋における地震

計の配置を第 3.-1 図～第 3.-2図に示す。 

 

第 3.-1表 地震計設置建屋及び設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－５ 別紙 地震観測網について 

 

目次 

1．概要 

2．地震観測網の基本方針 

3．地震観測網の配置計画 

 

 

1．概要  

MOX燃料加工施設の主要な建屋には，安全上重要な施設の実地

震時の振動特性を把握するために，地震計を設置し，継続して地

震観測を行う。また，比較的規模の大きい地震の観測記録が得ら

れた場合は，それらの測定結果に基づく解析等により施設の健全

性を確認すること等に活用する。 

 

 

2．地震観測網の基本方針 

 

 

 

 

燃料加工建屋については，地震時の建屋の水平方向及び鉛直方

向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上や最上部等の適切な

位置に地震計を配置することにより，実地震による建屋の振動

（建屋増幅特性，ロッキング動及び捩れ）を観測する。 

なお，地震計は水平 2 成分と鉛直 1 成分の計 3成分を観測する

ものとする。 

 

 

3．地震観測網の配置計画 

 燃料加工建屋の地震計の設置方針を第 3.-1 表に示す。 

 

第3.-1表 燃料加工建屋の地震計の設置方針 
建屋 設置方針 

燃料加工建屋 

地下３階（基

礎） 

・水平方向及び鉛直方

向の振動を観測する。 

・ロッキング動及び捩

れを確認できるよう

に設置する。 

地上１階 

屋上階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料乾式貯蔵建屋側と

比較し同等の記載とした。 

 

燃料加工建屋はロッキング動及

び捩れについても観測する配置

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

地震観測網の配置の実状に応

じた記載とした。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(1／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針 

 

目次 

1. 概 要 

2. 床応答スペクトル作成に係る基本方針及び作成方法  

2.1 基本方針  

2.2 解析方法 

2.3 減衰定数 

2.4 数値計算用諸元 

2.5 応答スペクトル作成位置  

2.6 応答スペクトルの適用方法 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

2.8 設備用床応答曲線の作成 

 

 

 

 

 

 

3. 地震応答解析モデル 

4. 最大加速度及び設計用床応答曲線 

4.1 弾性設計用地震動Ｓｄ 

4.2 基準地震動Ｓｓ 

4.3 余震荷重を算定するための地震動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(2／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析に用

いる設計用床応答曲線＊1 の作成方針及びその方針に基づき作成し

た設計用床応答曲線に関して説明するものである。 

 

また，当該申請の工事計画においては，耐震計算の適用に際し

て設計用床応答曲線の震度以上になるように配慮した床応答曲線

（以下「設備評価用床応答曲線」という。）を用いることから，

設備評価用床応答曲線の作成方法及び各施設への適用方針を説明

する。 

＊１：1.項～3.項においては，床面の最大加速度も含めた総称と

して説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」のうち「2. 地

震応答解析の方針」に基づき策定した各原子炉施設の解析モデル

に対して，入力地震動を用いた時刻歴応答解析を行い，各質点位置

における加速度応答時刻歴を求める。入力地震動は，添付書類「Ⅴ

-2-1-2 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」に

基づくものとして，表 2－1 に示す。 

 

 

1. 概要 

耐震設計の対象となる機器・配管系の地震力を求めるために，その据

付位置における床応答曲線を作成する。 

ここでは，建物・構築物の応答解析から床応答曲線の作成に至るまでの

作成方針について示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 建物・構築物の応答解析 

床応答曲線を作成するための各階床レベルの加速度時刻歴応答波形の

算定には，次の各項を考慮する。 

 

2.1  入力地震動 

入力地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄ，基準地震動Ｓｓを用いるものと

し，地盤条件を適切に考慮し設定する。 

 

2.2  地盤定数 

地震応答解析に用いる地盤定数については，地盤に関する調査結果に基

づき設定する。 

 

2.3  建物・構築物の解析 

建物・構築物は，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」

に基づき，その振動性状を適切に表現するばね質点系モデル等に置換し

て地震応答解析を行う。 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析

に用いる設計用床応答曲線*1の作成方針及びその方針に基づき

作成した設計用床応答曲線に関して説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

＊１：1.項～3.項においては，床面の最大加速度も含めた総称

として説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の

うち「2. 地震応答解析の方針」に基づき策定した各ＭＯＸ燃料

加工施設の解析モデルに対して，入力地震動を用いた時刻歴応

答解析を行い，各質点位置における加速度応答時刻歴を求め

る。入力地震動は，添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に基づくものとして，第

2.-1表に示す。 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える

影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合

については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘

発上下動を考慮することとする。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

 

 

 

 

 

 

設備評価用床応答曲線

については適用してい

ないため記載していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘発上下動を考慮する

場合の鉛直方向地震力

への組合せ方法につい

て，東海第二では該当

が無いため，他先行 
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備考 

（先行炉との差異） 

 

 

 

 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰付

１自由度系の最大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に対して

求める。 

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各原子炉施設の固有周

期のシフトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行い，設計用床

応答曲線とする。 

(4) 工事計画に係る添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」にお

いて，耐震計算に適用する設備評価用床応答曲線について，各施設

に適用する設計震度が設計用床応答曲線の震度以上となるように

配慮した設備評価用床応答曲線を作成する。 

 

表２－１ 入力地震動 

 

 ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰

付１自由度系の最大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に対

して求める。 

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各ＭＯＸ燃料加工施

設の固有周期のシフトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行

い，設計用床応答曲線とする。 

 

 

 

 

 

第 2.-1表 入力地震動 

 

プラントに合わせた記

載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備評価用床応答曲線

については採用してい

ないため記載していな

い。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(4／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点におけ

る応答加速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を入力

波として応答スペクトルを作成する。すなわち，入力波の絶対加

速度を とおけば，質点系の振動方程式は， 

 

 
 

地震の間の の最大値をω及びｈをパラメータとして求

め，応答スペクトルを作成する（図2－1 参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，「ＶＩＡＮＡ」，「波形処理プロ

グラム k-WAVE for Windows」及び「Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙ

ｓｉｓ Ｓｙｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」を使用し，解析コードの検証及

び妥当性確認等の概要については，添付書類「Ⅴ-5-34 計算機プ

ログラム（解析コード）の概要・ＶＩＡＮＡ」，「Ⅴ-5-42 波形

処理プログラムk-WAVE for Windows」及び「Ⅴ-5-62 計算機プロ

グラム（解析コード）の概要・Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ 

Ｓｙｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」に示す。 

 

 

 

2.4  解析方法 

単純な 1 質点系が地震力を受けるときの運動方程式は次式とな

る。 

 

𝑚𝑚�̈�𝑥 + 𝑐𝑐�̇�𝑢 + 𝑘𝑘𝑢𝑢 = 0 ･･････････････････ (3.2-1) 
�̈�𝑥 = �̈�𝑢 + �̈�𝑢0 を代入すれば， 

𝑚𝑚(�̈�𝑢 + �̈�𝑢0)+𝑐𝑐�̇�𝑢 + 𝑘𝑘𝑢𝑢 = 0 ････････････ (3.2-
2) 

𝑚𝑚�̈�𝑢 + 𝑐𝑐�̇�𝑢 + 𝑘𝑘𝑢𝑢 = - 𝑚𝑚�̈�𝑢0 ････････････ (3.2-
3) 

となる。 

ここに， 

𝑚𝑚：質点の質量 

𝑘𝑘 ：ばね定数 

𝑢𝑢0：地震による基礎の変位 

𝑥𝑥 ：質点の絶対変位 

𝑢𝑢 ：質点の基礎に対する相対変位 

𝑐𝑐 ：減衰定数 

 

 

 

 

建物・構築物の解析モデルのような多自由度系のモデルにおいて

は，各質点の質量，部材定数から(3.2-3)式に相当する多元連立の運

動方程式を組み立て，マトリックス表示すると次式となる。 

[𝑚𝑚]{𝑢𝑢}̈ +[𝑐𝑐]{�̇�𝑢}+[𝑘𝑘]{𝑢𝑢} ＝-

[𝑚𝑚]{𝛼𝛼}�̈�𝑢0 ･････････････････････････････ (3.2-4) 
ここに， 

[𝑚𝑚]：質量マトリックス 

[𝑐𝑐] ：減衰マトリックス 

[𝑘𝑘] ：剛性マトリックス 

{𝑢𝑢} ：変位ベクトル 

{𝛼𝛼} ：入力ベクトル 

�̈�𝑢0 ：入力地震動の加速度 

系の応答は(3.2-4)式を解くことによって得られる。 

 

 

 

 

 

2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点にお

ける応答加速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を

入力波として応答スペクトルを作成する。すなわち，入力波の

絶対加速度を とおけば，質点系の振動方程式は， 

 

 
 

地震の間の の最大値をω及びｈをパラメータとして

求め，応答スペクトルを作成する（第 2.4-1図参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，「応答スペクトル」を使用し，

解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，添付書

類に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床応答スペクトルの作

成は規格に基づく理論

解によって算定してお

り，本算定には解析コ

ードを用いていないた

め，記載していない。 

𝑢𝑢0 

𝑥𝑥 

𝑢𝑢 

𝑚𝑚 

𝑐𝑐 
𝑘𝑘 
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備考 

（先行炉との差異） 

2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」

の機器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 

固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

固有周期計算間隔 

0.05 ～ 0.1 s Δω＝4.0 rad/s 

0.1 ～ 0.2 s Δω＝1.5 rad/s 

0.2 ～ 0.39 s Δω＝1.0 rad/s 

0.39 ～ 0.6 s Δω＝0.3 rad/s 

0.6 ～ 1.0 s Δω＝0.5 rad/s 

 

 

 

 

 

図２－１ 解析フロー図 

 2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の

基本方針」の機器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 

固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

固有周期計算間隔 

固有周期T(秒) 固有周期の刻み 

0.050≦T≦0.100 0.002秒 

0.100＜T≦0.200 0.005秒 

0.200＜T≦0.300 0.01 秒 

0.300＜T≦0.400 0.02 秒 

0.400＜T≦0.700 0.05 秒 

0.700＜T≦1.000 0.1  秒 

 

 

 

第 2.4-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

応答スペクトルは一般

的に短周期において加

速度の変化が大きいこ

と，また，機器・配管系

の固有周期は短周期側

に多いことを踏まえ，

適用規格に基づいた固

有周期計算間隔を記載

した。 

 

 

 

設備評価用床応答曲線

については採用してい

ないため記載していな

い。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(6／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

2.5 応答スペクトル作成位置 

図3－1～図3－24 に示す解析モデルについて応答スペクトル

を作成する。 

 

2.6 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合

は，それぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設

計震度を定める。この場合，以下のように応答スペクトルを修正

して使用する。 

 

  (2) 運用方法 

a. 応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震応答解析から得られる応答波を用いて作成

した応答スペクトルを固有周期の多少のずれにより，応答

に大幅な変化が生じないよう周期軸方向に±10％の拡幅を

行ったものとする。ただし，材料物性のばらつき等を考慮し

た地震応答解析の応答波を用いて作成する応答スペクトル

については，±10％の拡幅は考慮しない。 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向

（ＮＳ，ＥＷ）及び鉛直方向（ＵＤ）の各方向の応答スペク

トルを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 2.5 応答スペクトル作成位置 

 図 3-1(1)～図 3-1(2)に示す解析モデルについて応答スペクト

ルを作成する。 

 

2.6 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合

は，それぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設計

震度を定める。この場合，以下のように応答スペクトルを修正し

て使用する。 

 

(2) 運用方法 

a.応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答

スペクトルを用い，固有周期の多少のずれにより応答に大幅な

変化が生じないよう周期軸方向に±10%の拡幅を行ったものと

する。ただし，材料物性のばらつき等を考慮した地震応答解析

の応答波を用いて作成する応答スペクトルについては，±10％

の拡幅は考慮しない。 

 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向(NS，

EW)及び鉛直方向(UD)の各方向の応答スペクトルを使用する。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(7／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

b. 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応

答スペクトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及

び建屋中間階に設置される機器・配管系については，上下階

の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとす

る。また，建屋上下階を貫通する配管系及び異なる建物，構

築物等を渡る配管系については，それぞれの据付位置の応

答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。た

だし，応答スペクトルの運用において合理性が示される場

合には，その方法を採用できるものとする。 

 

 

 

 b.建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答

スペクトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び

建屋中間階に設置される機器・配管系については，上下階の

応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。ま

た，建屋上下階を貫通する配管系及び異なる建物，構築物を

渡る配管系については，それぞれの据付位置の応答スペクト

ルのうち安全側のものを用いるものとする。ただし，応答ス

ペクトルの運用において合理性が示される場合には，その方

法を採用できるものとする。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(8／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

c. 応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に示

す方法によりモード合成を行うものとする。 

 
 

 

 

 

 c.応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に示す

方法によりモード合成を行うものとする。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(9／28) 
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備考 

（先行炉との差異） 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設計用床応答

曲線の作成方法は以下のとおりとする。設計用床応答曲線の作

成方法における建物・構築物及び屋外重要土木構造物の分類を

表2-2 に示す。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. 床応答曲線 

3.1  作成手順 

床応答曲線は第 3.1-1 図に示す手順に従い，各階床レベルの 1 質点系加

速度応答曲線を床に設置される機器・配管系の設計用減衰定数について

作成する。 

なお，最大加速度応答を算出する際の固有周期の刻みは下記のとおりと

し，建物・構築物の床応答曲線は，互いに直交する水平方向(NS，EW)及

び鉛直方向(UD)について作成する。 

 

固有周期 T(秒) 固有周期の刻み 

0.050≦T≦0.100 0.002 秒 

0.100＜T≦0.200 0.005 秒 

0.200＜T≦0.300 0.01 秒 

0.300＜T≦0.400 0.02 秒 

0.400＜T≦0.700 0.05 秒 

0.700＜T≦1.000 0.1  秒 

 

3.2  床応答曲線の作成 

建物・構築物の時刻歴応答解析により得られた各床面での加速度時刻歴

応答波を入力として，応答曲線を作成する。 

質点系に加速度時刻歴応答波を入力した場合の振動方程式を下記に示

す。 

ｘ̈ + 2ｈ𝜔𝜔ｘ̇ + 𝜔𝜔２ｘ = −ｙ̈  

ただし， ｘ̈：床に対する相対加速度   ｙ̈ ············ ：床加速度 

ｘ̇：床に対する相対速度    ｈ ····················· ：減衰定数 

ｘ：床に対する相対変位     𝜔𝜔  ················ ：固有円振動数 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物における設計用床応答曲線の作成方法は以下

のとおりとする。設計用床応答曲線を作成する建物・構築物

を第2.7-１表に示す。 

なお，重大事故等対処施設については，後次回申請以降で

申請する。 

 

第 2.7-１表 設計用床応答曲線を作成する建物・構築物 

 

適用施設名称 

ＭＯＸ燃料加工建屋 

 

（後次回以降申請範囲） 

適用施設名称 

貯蔵容器搬送用洞道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載の

とおり，建物・構築物

は，建屋，屋外重要土木

構造物(洞道)等の総称

としており，屋外重要

土木構造物(洞道)につ

いても，建物・構築物の

章内にて記載。 

 

第 1 回申請範囲である

安全機能を有する施設

に対する記載とし，重

大事故等対処施設につ

いては後次回申請以降

に示す。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(10／28) 
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発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

2.7.1 建物・構築物 

建物・構築物のコンクリート強度を設計基準強度，地盤の物

性を標準地盤とした解析ケース（以下「基本ケース」とい

う。）の応答波を用いて作成した応答スペクトルに対して，周

期軸方向に±10％拡幅したものを設計用応答曲線とする。 

2.7.2 屋外重要土木構造物 

原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース（以下

「基本ケース」という。）の応答波並びに敷地に存在しない豊

浦標準砂の液状化特性により強制的に液状化させることを仮定

した解析ケース及び地盤物性のばらつきを考慮して非液状化の

条件を仮定した解析ケースの応答波を用いる。 

上記応答波を用いて作成した応答スペクトルに対して，基本

ケースについては周期軸方向に±10％の拡幅を考慮したもの

に，震度軸方向に対して余裕を確保したものを設計用床応答曲

線とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 

 周辺地盤の液状化のお

それがある施設につい

ては，液状化の影響を

考慮するものとし，液

状化特性は敷地地盤の

試験結果に基づき，ば

らつき及び不確実性を

考慮した上で設定す

る。そのため，周辺地盤

を強制的に液状化させ

ることを仮定した設計

は行わない。 
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【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(11／28) 
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備考 

（先行炉との差異） 

2.8 設備評価用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設備評価用床

応答曲線の作成方法は以下のとおりとする。なお，設備評価用

床応答曲線の作成方法における建物・構築物及び屋外重要土木

構造物の分類は設計用床応答曲線（表2-2）と同じとする。 

2.8.1 建物・構築物 

建物・構築物の設備評価用床応答曲線の作成における配慮方

法を以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能維持評

価の適用に際しては，いずれかの方法により作成した設備評価

用床応答曲線を用いる。 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線を

設備評価用床応答曲線とする。 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床

応答曲線を包絡した床応答曲線 

添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に基づき

材料物性のばらつき等を考慮した解析ケースの応答波により

作成した床応答曲線と設計用床応答曲線とを包絡させたもの

を設備評価用床応答曲線とする。 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるよう

に余裕を確保した床応答曲線 

(2)項で設定した床応答曲線に対して保守側に包絡できる

ように余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線とする。 

2.8.2 屋外重要土木構造物 

屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線の作成における

配慮方法を以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能

維持評価の適用に際しては，いずれかの方法により作成した設

備評価用床応答曲線を用いる。 

(1) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

2.7.2 項で作成した設計用床応答曲線を設備評価用床応答

曲線とする。 

(2) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保

した床応答曲線 

2.7.2 項で設定した設計用床応答曲線に対して保守側に包

絡できるように余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線

とする。 

 

 

   

 

 

 

 

周辺地盤の液状化のお

それがある施設につい

ては，液状化の影響を

考慮するものとし，液

状化特性は敷地地盤の

試験結果に基づき，ば

らつき及び不確実性を

考慮した上で設定す

る。そのため，周辺地盤

を強制的に液状化させ

ることを仮定した設計

は行わない。 
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備考 
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3. 地震応答解析モデル 

(1) 原子炉建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－1(1)に，鉛直方向

の地震応答解析モデル図を3－1(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，

ＥＷ方向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評

価した質点系モデルとする。 

(2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－2(1)及び図3－2(2)

に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3－2(3)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，Ｎ

Ｓ方向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評

価した質点系モデルとする。 

(3) 取水構造物 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－3(1)，図3－3(2)，

図3－3(3)及び図3－3(4)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデル

を図3－3(5)及び3－3(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応

答解析モデルにおける構造部材は非線形はり要素によりモデ

ル化する。ＥＷ方向の地震応答解析モデルにおける構造部材

は非線形はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(4) 屋外二重管 

地震応答解析モデルを図3－4(1)，図3－4(2)，図3-4(3)，

図3－4(4)，図3－4(5)及び図3－4(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(5) 緊急時対策所建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－5(1)に，鉛直方向

の地震応答解析モデルを図3－5(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，Ｎ

Ｓ方向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁及び柱の軸剛性を評価した質点系モデルとす

る。 

(6) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－6(1)及び図3－6(2)

に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－6(3)及び図3－

6(4)に示す。 

 3. 地震応答解析モデル 

(1) 燃料加工建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを第3.1-1図に，鉛直方向の

地震応答解析モデルを第3.1-2図に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を評価した質点系モデルとして，

ＥＷ方向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

 

建物・構築物，構造が異

なる。詳細は各建物・構

築物の地震応答計算書

にて説明。 

 

 

292



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(13／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
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（先行炉との差異） 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(7) 主排気筒 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－7(1)に，鉛直方向

の地震応答解析モデル図3－7(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，

0°方向及び45°方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(8) 非常用ガス処理系配管支持架構 

地震応答解析モデルを図3－8 に示す。 

水平方向，鉛直方向とも，地盤との相互作用を考慮し，鉄

骨部材の軸，曲げ及びせん断剛性を考慮した要素と，軸剛性

のみを考慮した要素による，剛基礎を有する3 次元フレーム

モデルとする。 

(9) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－9(1)，図3－9(2)及

び図3－9(3)に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3－9(4)

及び図3－9(5)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，

ＮＳ方向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。地盤は2 

次元FEM モデルとする。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。地盤

は2 次元FEM モデルとする。 

(10) 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3－10(1)及び図3－10(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(11) 常設代替高圧電源装置置場 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－11(1)及び図3－

11(2)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－11(3)及び

図3－11(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応

答解析モデルにおける構造部材は線形はり要素によりモデル

化する。ＥＷ方向の地震応答解析モデルにおける構造部材は

線形はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(12) 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部） 

地震応答解析モデルを図3－12(1)及び図3－12(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元 FEM モデ
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備考 

（先行炉との差異） 

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素に

てモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非ん断応力

～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素に

よりモデル化する。 

(13) 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部） 

地震応答解析モデルを図 3－13(1)及び図 3－13(2)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(14) 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部） 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－14(1)及び図3－

14(2)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－14(3)及び

図3－14(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(15) 可搬型設備用軽油タンク基礎 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－15(1)及び図3－

15(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－15(3)及び3

－15(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(16) 常設低圧代替注水系ポンプ室 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－16(1)及び図3－

16(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－16(3)及び

図3－16(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(17) 代替淡水貯槽 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－17(1)及び図3－

17(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－17(3)及び

図3－17(4)に示す。 
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地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元 FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素に

てモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん

断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材

と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化

する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方地盤と

の離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配

置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要素を設

定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(18) 常設低圧代替注水系配管カルバート 

地震応答解析モデルを図 3－18(1)及び図 3－18(2)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(19) ＳＡ用海水ピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－19(1)及び図3－

19(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－19(3)及び

図3－19(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(20) 緊急用海水ポンプピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－20(1)及び図3－

20(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－20(3)及び

図3－20(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元 FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素に

てモ デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん

断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材

と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化

する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方地盤と

の離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配

置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要素を設

定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(21) 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3－21(1)，図3－21(2)，図3－

21(3)，図3－21(4)，図3－21(5)及び図3－21(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 
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備考 

（先行炉との差異） 

(22) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3－22(1)，図3－22(2)，図3－

22(3)，図3－22(4)，図3－22(5)，図3－22(6)，図3－22(7)

及び図3－22(8)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元 FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応

力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等

価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化す

る。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方地盤との

離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置

する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要素を設定

するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(23) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)） 

地震応答解析モデルを図3－23(1)，図3－22(2)，図3－

22(3)及び図3－22(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(24) 炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉内部

構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎水平方向

の地震応答解析モデルを図3－24(1)に，鉛直方向の地震応答

解析モデル図を3－24(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格

納容器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，

炉心シュラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動

機構ハウジング等の各質点間を等価な曲げ，せん断剛性を有

する無質量のはり又は無質量のばねにより結合する。 

 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な軸剛性を有する無質量のばねにより結

合する。また，屋根トラスは，各質点間を等価な曲げ及びせん断

剛性を有する無質量のはりで結合し，支持端部の回転拘束と等

価な回転ばねで結合する。 
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（先行炉との差異） 

図３－１(1) 原子炉建屋地震応答解析モデル（水平方向） 

図３－１(2) 原子炉建屋地震応答解析モデル（鉛直方向） 

(以降の東海第二発電所における地震応答解析モデル図の記載は省

略する。) 

 

 第 3.1-1 図 燃料加工建屋の地震応答解析モデル（水平方向） 

第 3.1-2 図 燃料加工建屋の地震応答解析モデル（鉛直方向） 
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4. 最大加速度及び設計用床応答曲線 

本項では，施設ごとの各床面の静的震度，設計用最大加速度

及び設計用床応答曲線を示す。 

また，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」において各

施設の耐震計算書の適用に際して，設計用最大加速度及び設計

用床応答曲線の震度以上となるように配慮した設備評価用最大

加速度及び設備評価用床応答曲線を示す。設備評価用最大加速

度及び設備評価用床応答曲線における配慮方法について2.8 項

の記載項目を下記(1)～（5）に示す。なお，以下記載は，床応

答曲線は最大加速度を含めた総称としている。 

ａ．建物・構築物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床

応答曲線を包絡した床応答曲線 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるよう

に余裕を確保した床応答曲線 

ｂ．屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(4) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

(5) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保

した床応答曲線 

 

4.1 弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用最大加速度及び静的震度並びに設計用床応答曲線

（Ｓｄ）を示す。また設備評価用加速度及び設備評価用床応

答曲線（Ｓｄ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度及び静的震度並

びに設備評価用最大加速度を表4.1－1～表4.1－10に示す。

また，建物・構築物と表番号との関連を表4.1に示す。 

 

 

 

 

表 4.1 建物・構築物等における表番号との関連（弾性設計用地震

動 Ss） 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 設計用床応答曲線 

(1) 振動方向に合わせて水平方向(NS，EW)及び鉛直方向の各方向の応答

スペクトルを使用する。この場合用いる応答スペクトルは，基準地震

動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震応答解析から得られる応

答波を用いて作成した応答スペクトルを用い，固有周期の多少のずれ

により応答に大幅な変化が生じないよう周期軸方向に±10%の拡幅を

行ったものとする。ただし，材料物性のばらつき等を考慮した地震応

答解析の応答波を用いて作成する応答スペクトルについては，±10％

の拡幅は考慮しない。 

入力地震動(基準地震動)と設計用床応答曲線における地震波名の一

覧を第 4.-1 表に示す。 

(2) 評価対象設備の振動方向に合わせ，水平方向(NS，EW)及び鉛直方向

(UD)の各方向の応答スペクトルを使用する。 

(3) 評価に適用する設計用床応答曲線Ｓｄについては,弾性設計用地震

動Ｓｄから算定した設計用床応答曲線を用いる。また,共振のおそれ

のある施設に適用する設計用床応答曲線は,設計用床応答曲線Ｓｄ

を用いる。 

(4) 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答スペク

トルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び建屋中間階に

設置される機器・配管系については，上下階の応答スペクトルのう

ち安全側のものを用いるものとする。また，建屋上下階を貫通する

配管系及び異なる建物，構築物を渡る配管系については，それぞれ

の据付位置の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとす

る。ただし，応答スペクトルの運用において合理性が示される場合

には，その方法を採用できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.-1表 基準地震動と設計用床応答曲線における地震波名一覧 

 

 

 各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(19／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備

評価用床応答曲線の図番を表4.2－1～表4.2－10に示す。ま

た，建物・構築物等の表番号との関連を表4.2に示す。 

 

表4.2 建物・構築物等における表番号との関連（弾性設計用地震

動Ss） 

 

 

 

 

 

 

 

  各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(20／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

4.2 基準地震動Ｓｓ 

最大加速度及び設計用床応答曲線（Ｓｓ）を示す。また設

備評価用床応答曲線（Ｓｓ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度及び設備評価用

最大加速度を表4.3－1～表4.3－23に示す。また，建物・構

築物と表番号との関連を表4.3に示す。 

 

表4.3 建物・構築物等における表番号との関連（基準地震動Ss）

（1／2） 

表4.3 建物・構築物等における表番号との関連（基準地震動Ss）

（2／2） 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(21／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備

評価用床応答曲線の図番を表4.4－1～表4.4－20に示す。ま

た，建物・構築物等の表番号との関連を表4.4に示す。 

 

表4.4 建物・構築物等における表番号との関連（基準地震動Ss）

（1／2） 

表4.4 建物・構築物等における表番号との関連（基準地震動Ss）

（2／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  各施設の設計用床応答

曲線については添付書

類Ⅲ－１－１－６別紙

に示すため本資料では

記載していない。 

 

 

 

301



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(22／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

4.3 余震荷重を算定するための地震動 

津波荷重と重畳させる余震荷重を算定するための地震動

（Ｓd－Ⅾ１）における設計用最大加速度を示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度を表4.5－1～表

4.5－7に示す。また，建物・構築物と表番号との関連を表

4.5に示す。 

 

表4.5 建物・構築物等における表番号との関連（Ｓｄ－Ｄ1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  津波荷重と重畳させる

余震荷重については，

津波が敷地高さに到達

しないことを事業変更

許可申請書に記載して

おり該当はないため記

載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(23／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

 
 

  各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(24／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

 

  各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(25／28) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

表4.1－1(1) 弾性設計用地震動Ｓｄ設計用最大加速度（原子炉

建屋）1／7 

表4.1－1(1) 弾性設計用地震動Ｓｄ設計用最大加速度（原子炉

建屋）2／7 

 (以降の東海第二発電所における設計用最大加速度の記載は省略

する。) 

 

  各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(26／28)
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

(以降の東海第二発電所における床応答曲線の記載は省略する。) 

各施設の最大加速度及

び設計用床応答曲線に

ついては添付書類Ⅲ－

１－１－６別紙に示す

ため本資料では記載し

ていない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(27／28)
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

Ⅲ－１－１－６ 別紙１ 加工施設の設計用床応答曲線 

Ⅲ－１－１－６ 別紙１－１ 燃料加工建屋の設計用床応答曲線 

1. 概要

本資料は，燃料加工建屋の設備･機器の耐震設計に用いる設計用床

応答曲線について示したものである。 

2. 設計用床応答曲線の作成

設計用床応答曲線は，「Ⅲ-1-1-6 設計用床応答曲線の策定方針」

に基づき作成する。 

なお，燃料加工建屋の断面図を第2.-1図及び第2.-2図に示す。 

第 2.-1図 断面図(NS 方向)(寸法単位：m) 

第 2.-2図 断面図(EW 方向)(寸法単位：m) 

3. 設計用床応答曲線

基準地震動 Ss に基づく設計用床応答曲線の図番を第 3.-1表に，弾

性設計用地震動 Sd に基づく設計用床応答曲線を第 3.-2 表に示す。 

また，基準地震動 Ss に基づく最大床応答加速度の 1.2 倍及び静的

震度を第 3.-3表に示す。 

第 3.-1表 基準地震動 Ssに基づく設計用床応答曲線の図番(その 1) 

第 3.-1表 基準地震動 Ssに基づく設計用床応答曲線の図番(その 2) 

第 3.-2 表 弾性設計用地震動 Sd に基づく設計用床応答曲線の図番(そ

の 1) 

第 3.-2 表 弾性設計用地震動 Sd に基づく設計用床応答曲線の図番(そ

の 2) 

第 3.-3表  最大床応答加速度の 1.2倍及び静的震度 

第 3-1～336 図 設計用床応答曲線 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(28／28)
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 
備考 

（先行炉との差異） 

Ⅲ－１－１－６ 別紙２ 重大事故等対処施設の機能維持に用いる設計

用床応答曲線 

Ⅲ－１－１－６ 別紙２－１ 燃料加工建屋の設計用床応答曲線 

1. 概要

本資料は，燃料加工建屋の設備･機器のうち，地震を要因とする重

大事故等に対処する重大事故等対処設備の耐震設計に用いる設計用床

応答曲線について示したものである。 

2. 設計用床応答曲線の作成

設計用床応答曲線は，「Ⅲ-1-1-6 設計用床応答曲線の策定方針」に

基づき作成する。 

なお，燃料加工建屋の断面図は，「Ⅲ-1-1-6-別紙1 燃料加工建屋の

設計用床応答曲線」の第2.-1図及び第2.-2図に示すとおりである。 

3. 設計用床応答曲線

基準地震動Ssの1.2倍の地震動に基づく設計用床応答曲線の図番を

第3.-1表に示す。 

また，基準地震動Ssの1.2倍の地震動に基づく最大床応答加速度の

1.2倍の加速度を第3.-2表に示す 

第3.-1表 基準地震動Ssの1.2倍の地震動に基づく設計用床応答曲線の

図番(その1) 

第3.-1表 基準地震動Ssの1.2倍の地震動に基づく設計用床応答曲線の

図番(その2) 

第3.-2表 最大床応答加速度の1.2倍 

第3.-1～168図 設計用床応答曲線 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(1／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

Ⅴ-2-1-8 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価方針 

目次 

1. 概要

2. 基本方針

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用い

る地震動

4. 各施設における水平２方向及び方向地震力の組合せに対する影

響評価方針

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

4.3 屋外重要土木構造物 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価方針 

目次 

1. 概要

2. 基本方針

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針

4.1 建物・構築物（洞道以外） 

4.2 構築物（洞道） 

4.3 機器・配管系 

Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価方針 

目次 

1. 概要

2. 基本方針

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

設工認申請書本文における「Ⅰ

-１ 基本設計方針」と同様に，

建物・構築物は，建屋，屋外重

要土木構造物(洞道)等の総称

としており，屋外重要土木構造

物(洞道)についても，建物・構

築物の章内にて記載。なお，設

計手法は先行発電炉の屋外重

要土木構造物と同様のため，本

資料においては先行発電炉の

屋外重要土木構造物の記載と

横並びに比較する。以下同様。 

MOX燃料加工施設においては

津波が敷地高さに到達しない

ことを事業変更許可申請書に

記載しており該当はない。 

別紙４ 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(2／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち，「4.1 地震力の算定法(2)動的地震力」に基づき，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の方針に

ついて説明するものである。

2. 基本方針

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して

弱軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造としてい

る。

今回，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる耐震設

計に係る技術基準が制定されたことから，従来の設計手法にお

ける水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に

対して，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響の可能性がある施設を評価対象施設として抽

出し，施設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

評価対象は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（平成25 年6 月28日原子力規制委員会規則第6 

号）」の第5 条及び第50 条に規定されている耐震重要施設及び

その間接支持構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設，並びにこ

れらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施

設とする。耐震Ｂクラスの施設については，共振のおそれのあ

るものを評価対象とする。 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位に

ついて水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，施設が

有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手

法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用い

る地震動

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

は，基準地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類

「Ⅴ-2-1-2 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概

要」による。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地震

動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響も考慮した上で

確認し，本影響評価に用いる。 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対す

る影響評価方針

4.1 建物・構築物

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法

の考え方 

従来の設計手法では，建物・構築物の地震応答解析におい

て，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれ

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち，「4.1 地震力の算定方法 4.1.2動的地震力」に基

づき，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価の方針について説明するものである。 

2. 基本方針

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対し

て弱軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造とし

ている。 

「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の

解釈別記３において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せが示されたことから，従来の水平１方向及び鉛直方向地震

力を組み合わせた耐震計算(以下「従来設計手法」という。)

に対して，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せによる影響の可能性がある施設を評価対象施設と

して抽出し，施設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

評価対象は「加工施設の技術基準に関する規則」の第６条

及び第 27条に規定されている耐震重要施設及びその間接支

持構造物，重大事故等対処施設並びにこれらの施設への波及

的影響防止のために耐震評価を実施する施設，設備の部位と

する。なお，耐震Ｂクラスの施設については共振のおそれの

ある施設を評価対象とする。 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部

位について水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，

施設が有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な

手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

に用いる地震動

水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価には，基準

地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅲ－１

－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概

要」による。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影

響評価に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓに

おける地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響

も考慮した上で確認し，本影響評価に用いる。 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針

4.1 建物・構築物（洞道以外） 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

従来設計手法では，建物・構築物の地震応答解析におい

て，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれ

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち，「4.1 地震力の算定方法 4.1.2   動的地震力」に基づ

き，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

の方針について説明するものである。 

2. 基本方針

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して

弱軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造としてい

る。 

「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の

解釈別記３において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せが示されたことから，従来の設計手法における水平１方向

及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に対して，施設

の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによ

る影響の可能性がある施設を評価対象施設として抽出し，施

設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

評価対象は「加工施設の技術基準に関する規則」の第６条及

び第 27条に規定されている耐震重要施設及びその間接支持構

造物，重大事故等対処施設，並びにこれらの施設への波及的影

響防止のために耐震評価を実施する施設とする。耐震Ｂクラス

の施設については共振のおそれのある施設を評価対象とする。 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位に

ついて水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，施設が

有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手

法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動

水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価には，基準地

震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅲ－１－１

－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」によ

る。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響

評価に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおけ

る地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響も考慮

した上で確認し，本影響評価に用いる。 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針

4.1 建物・構築物 

4.1.1 建屋及び排気筒 

4.1.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設

計手法の考え方 

従来の設計手法では，建物・構築物のうち建屋及び排気筒

（以下，4.1.1においては「建物・構築物」という。）の地震応
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(3／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，原子炉施

設における建物・構築物は，全体形状及び平面レイアウトか

ら，地震力を主に耐震壁で負担する構造であり，剛性の高い

設計としている。 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価する

ことを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震

時に生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向に

つり合いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐

震要素として構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向

の耐震壁に対して，それぞれ剛性を評価し，各水平方向に対

して解析を実施している。従って，建物・構築物に対し，水

平２方向の入力がある場合，各方向から作用するせん断力を

負担する部位が異なるため，水平２方向の入力がある場合の

評価は，水平１方向にのみ入力がある場合と同等な評価とな

る。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価すること

を基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コ

ンクリート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。

入力方向ごとの耐震要素について，図4-1に示す。

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する

施設の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-

10 の申請設備の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11波及的

影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書」

のうち建物・構築物の局部評価は，地震応答解析により算出

された応答を水平１方向及び鉛直方向に組み合わせて行って

いる。 

図 4-1 入力方向ごとの耐震要素 

ぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，ＭＯＸ燃

料加工施設における建物・構築物は，全体形状及び平面レイ

アウトから，地震力を主に耐震壁で負担する構造であり，剛

性の高い設計としている。

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価するこ

とを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震時に

生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向に釣合い

よく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素とし

て構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向の耐震壁に対

してそれぞれ剛性を評価し，各水平方向に対して解析を実施し

ている。したがって，建物・構築物に対し水平２方向の入力が

ある場合，各方向から作用するせん断力を負担する部位が異な

るため，水平２方向の入力がある場合の評価は，水平１方向に

のみ入力がある場合と同等な評価となる。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを

基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンク

リート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。

入力方向ごとの耐震要素について，第 4.1-1図に示す。 

また，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算

書」のうち建物・構築物の局部評価は，地震応答解析により算

出された応答を水平１方向及び鉛直方向に組み合わせて行って

いる。 

第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 

答解析において，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モ

デルにそれぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，

ＭＯＸ燃料加工施設における建物・構築物は，全体形状及び平

面レイアウトから，地震力を主に耐震壁で負担する構造であ

り，剛性の高い設計としている。 

軸変形及び曲げ変形を考慮したはり要素で構成するフレーム

モデルとする。

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価するこ

とを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震時に

生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向につり合

いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素と

して構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向の耐震壁に

対して，それぞれ剛性を評価し，各水平方向に対して解析を実

施している。従って，建物・構築物に対し，水平２方向の入力

がある場合，各方向から作用するせん断力を負担する部位が異

なるため，水平２方向の入力がある場合の評価は，水平１方向

にのみ入力がある場合と同等な評価となる。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを

基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンク

リート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。

入力方向ごとの耐震要素について，第 4.1-1図に示す。 

また，添付書類「Ⅲ－３－１－１の加工設備本体に係る耐震

性に関する計算書」のうち建物・構築物の局部評価は，地震応

答解析により算出された応答を水平１方向及び鉛直方向に組み

合わせて行っている。 

第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 
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4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評

価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設並びにこれらの施設への波及的影

響防止のために耐震評価を実施する施設の部位とする。 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響が想定される応答特性から水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある

部位を抽出する。 

応答特性から抽出された水平２方向及び鉛直方向地震力に

よる影響を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷

重又は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合

わせ，各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有す

る耐震性への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影

響が確認された場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設

計上の対応策を講じる。 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平１方

向及び鉛直方向地震力の組み合わせに対して，水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある耐震評

価上の構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評価

する。影響評価のフローを図4-2に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出

① 耐震評価上の構成部位の整理

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，

各建屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的

に確認する。 

② 応答特性の整理

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定され

る応答特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響

防止のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・

構築物との相対変位による衝突可否判断が基本となる。そ

のため，せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式

構造では耐震壁（ラーメン構造では柱，梁）を主たる評価

対象部位とし，その他の構成部位については抽出対象に該

当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特

性のうち，荷重の組合せによる応答特性を検討する。水平

２方向及び鉛直方向地震力に対し，荷重の組合せによる応

答特性により，有する耐震性への影響が想定される部位を

抽出する。

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出

4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を

行う。 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せの影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せによる影響を受ける可能性のある部位を抽出

する。 

応答特性から抽出された，水平２方向の地震力による影響を

受ける可能性がある部位は，従来設計手法による結果の荷重又

は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合わせ，

各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有する耐震性

への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影響が確認さ

れた場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策

を講ずる。 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

建物・構築物の従来設計手法に対して，水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある耐震評価

上の構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評価す

る。影響評価のフローを第 4.1-2 図に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出

① 耐震評価上の構成部位の整理

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各建

屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確認す

る。 

② 応答特性の整理

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応答

特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響確認

のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築物と

の相対変位による衝突の有無の判断が基本となる。そのため，

せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式構造では耐震

壁(ラーメン構造では柱，梁)を主たる抽出対象部位とし，その

他の構成部位については抽出対象に該当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せの影響が想定される応答特性のうち，荷

重の組合せによる応答特性を検討する。水平２方向及び鉛直方

向地震力に対し，荷重の組合せによる応答特性により，有する

耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定される部

4.1.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価

方針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を

行う。 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，重大事

故等対処施設並びにこれらの施設への波及的影響防止のために

耐震評価を実施する施設の部位とする。 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある部位を

抽出する。 

応答特性から抽出された水平２方向及び鉛直方向地震力によ

る影響を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷重又

は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合わせ，

各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有する耐震性

への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影響が確認さ

れた場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策

を講じる。 

4.1.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平１方向

及び鉛直方向地震力の組み合わせに対して，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある耐震評価上の

構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評価する。影

響評価のフローを第 4.1-2図に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出

① 耐震評価上の構成部位の整理

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各

建屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確

認する。 

② 応答特性の整理

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応

答特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響防

止のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築

物との相対変位による衝突可否判断が基本となる。そのた

め，せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式構造で

は耐震壁（ラーメン構造では柱，梁）を主たる評価対象部位

とし，その他の構成部位については抽出対象に該当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性の

うち，荷重の組合せによる応答特性を検討する。水平２方向

及び鉛直方向地震力に対し，荷重の組合せによる応答特性に

より，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定される
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(5／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽

出されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定さ

れる部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに対し，３次元的な応答特性により，有する耐震性へ

の影響が想定される部位を抽出する。 

⑤ ３次元FEM モデルによる精査

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された

部位について，３次元FEM モデルを用いた精査を実施し，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，有する耐

震性への影響が想定される部位を抽出する。

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位についても，局所応答の観点から，３次

元FEM モデルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せにより，有する耐震性への影響が想定さ

れる部位を抽出する。 

局所応答に対する３次元FEM モデルによる精査は，施設

の重要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，原子炉建屋に

ついて，地震応答解析を行う。 

(2) 影響評価手法

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

において，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

局部評価の荷重又は応力の算出結果を組み合わせることに

より評価を行う場合は，米国Regulatory Guide 1.92(注)の

「2. Combining Effects Caused by Three Spatial

Components of an Earthquake」を参考として，組合せ係数

法(1.0：0.4：0.4)に基づいて地震力を設定する。

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位につい

て，構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，

各部位の設計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が

有する耐震性への影響を評価する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，

評価対象として抽出された部位が，耐震重要施設，常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和の間接支持

機能を有する場合には，機器・配管系に対し，水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響を確認

する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値へ

の影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映

する。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽

出されなかった部位であっても，３次元FEM モデルによる

地震応答解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が

想定される部位について検討対象として抽出する。 

(注) Regulatory Guide (RG) 1.92 “Combining modal responses 

and Spatial components in seismic response analysis” 

位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対

し，３次元的な応答特性により，有する耐震性への影響が想定

される部位を抽出する。 

⑤ ３次元 FEM モデルによる精査

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部

位について，３次元 FEMモデルを用いた精査を実施し，水平２

方向及び鉛直方向地震力により，有する耐震性への影響が想定

される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出され

なかった部位についても，局所応答の観点から，３次元 FEMモ

デルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地震力によ

り，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

局所応答に対する３次元 FEM モデルによる精査は，施設の重

要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，燃料加工建屋について，

地震応答解析を行う。 

(2) 影響評価手法

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

おいては，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算

書」のうち建物・構築物の局部評価に示す水平１方向及び鉛直

方向地震力の組合せによる局部評価の荷重又は応力の算出結

果等を用い，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み合わせる

方法として，米国 REGULATORY GUIDE 1.92＊の「2. Combining 

Effects Caused by Three Spatial Components of an 

Earthquake」を参考として，組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)に

基づいて地震力を設定する。 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，構

造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位の設

計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が有する耐震性へ

の影響を評価する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評価

対象として抽出された部位が，耐震重要施設又は重大事故等対

処施設の間接支持機能を有する場合には，機器・配管系に対し，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影

響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出さ

れなかった部位であっても，３次元 FEM モデルによる地震応答

解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が想定される部

位について検討対象として抽出する。 

注記 ＊：REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL 

RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC RESPONSE 

ANALYSIS” 

部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対し，３次元的な応答特性により，有する耐震性への影響が

想定される部位を抽出する。 

⑤ ３次元 FEM モデルによる精査

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部

位について，３次元 FEMモデルを用いた精査を実施し，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，有する耐震性へ

の影響が想定される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出さ

れなかった部位についても，局所応答の観点から，３次元 FEM

モデルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せにより，有する耐震性への影響が想定される部位を

抽出する。

局所応答に対する３次元 FEM モデルによる精査は，施設の

重要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，燃料加工建屋につ

いて，地震応答解析を行う。 

(2) 影響評価手法

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

おいて，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部

評価の荷重又は応力の算出結果を組み合わせることにより評

価を行う場合は， 米国 REGULATORY GUIDE 1.92＊の「2. 

Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考として，組合せ係数法(1.0：

0.4：0.4)に基づいて地震力を設定する。 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，

構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位

の設計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が有する耐

震性への影響を評価する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評

価対象として抽出された部位が，耐震重要施設，重大事故等

対処施設の間接支持機能を有する場合には，機器・配管系に

対し，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値

への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出

されなかった部位であっても，３次元 FEM モデルによる地震

応答解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が想定さ

れる部位について検討対象として抽出する。 

注記 ＊：REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL 

RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC RESPONSE 

ANALYSIS” 
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(6／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

図 4-2 水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価のフロー 

第 4.1-2 図 建物・構築物の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価フロー 

第 4.1-2 図 建物・構築物の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価フロー 
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(7／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計の考

え方 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮

し，変形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向（応

答軸方向）に基準地震動Ｓｓを入力して得られる各方向の地震

力（床応答）を用いている。 

応答軸（強軸・弱軸）が明確となっている設備の耐震評価に

おいては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的

となる応答軸方向に入力するなど，従来評価において保守的な

取り扱いを基本としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がり

を持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化

を行っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ

入力し，この入力により算定される荷重や応力のうち大きい方

を用いて評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応

答軸以外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用といった

構造上の配慮など，水平方向の入力に対して配慮した設計とし

ている。 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備（部

位）の評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系及びこれらの施設への波及的影響防止のために耐

震評価を実施する設備とする。 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特

徴により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及

び構成等により水平２方向の地震力による影響を受ける可能性

がある設備（部位）を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備（部位）は，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施

する。水平各方向の地震力が１：１で入力された場合の発生値

を従来の評価結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及び鉛直

方向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度化し

た手法を用いる等により，水平２方向の地震力による設備（部

位）に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は

影響のない設備とし，評価対象には抽出せず，従来の発生値を

超えて耐震性への影響が懸念される場合は，設備が有する耐震

性への影響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を

用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

4.3 機器・配管系 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

機器・配管系における水平方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による従来設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮し，変

形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向(応答軸方

向)に基準地震動を入力して得られる各方向の地震力(応答スペ

クトル)を用いている。

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価にお

いては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的とな

る応答軸方向に入力する等，保守的な取り扱いを基本としてい

る。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がり

を持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化

を行っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ入

力し，この入力により算定される荷重や応力のうち大きい方を

用いて評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じにくい構造の採用，応

答軸以外の振動モードが生じにくいサポート設計の採用といっ

た構造上の配慮等，水平方向の入力に対して配慮した設計とし

ている。 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

機器・配管系においては，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備(部位)

の評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設，重大事故等対処施設の機器・配管

系及びこれらの施設への波及的影響防止のために耐震性を確保

する設備(以下「評価対象設備」という。)とする。 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特

徴により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及

び構成等により水平２方向の地震力による影響を受ける可能性

がある設備(部位)を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施す

る。水平各方向の地震力が１:１で入力された場合の発生値を従

来設計手法による結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及び

鉛直方向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度

化した手法を用いる等により，水平２方向の地震力による設備

(部位)に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた荷重や応力の結果が，従来設計手法による発生値と同

等である場合は影響のない設備とし，評価対象には抽出せず，従

来設計手法による発生値を超えて耐震性への影響が懸念される

場合は，設備が有する耐震性への影響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手

法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮

し，変形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向(応

答軸方向)に基準地震動Ｓｓを入力して得られる各方向の地震

力(床応答)を用いている。 

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価にお

いては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的と

なる応答軸方向に入力するなど，従来評価において保守的な取

り扱いを基本としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がり

を持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化

を行っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ

入力し，この入力により算定される荷重や応力のうち大きい方

を用いて評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応

答軸以外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用といった

構造上の配慮等，水平方向の入力に対して配慮した設計として

いる。 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備(部位)

の評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設の機器・配管系及びこれらの施設

への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備とする。 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特

徴により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及

び構成等により水平２方向の地震力による影響を受ける可能性

がある設備(部位)を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施す

る。水平各方向の地震力が１:１で入力された場合の発生値を

従来の評価結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及び鉛直方

向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度化した

手法を用いる等により，水平２方向の地震力による設備(部位)

に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は

影響のない設備とし，評価対象には抽出せず，従来の発生値を

超えて耐震性への影響が懸念される場合は，設備が有する耐震

性への影響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

第1回申請範囲である安全機能

を有する施設に対する記載と

し、重大事故等対処施設のうち

機器・配管系については後次回

申請以降に示す。 

以降，本資料において重大事故

等対処施設のうち機器・配管系

の記載有無による先行炉との

差異理由は同様。 
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4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

機器・配管系において，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた従来の耐震計算に対して，水平2方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及び発生値の増分

の観点から抽出し，影響を評価する。影響評価は従来設計で用

いている質点系モデルによる評価結果を用いて行うことを基本

とする。影響評価のフローを図4-3に示す。 

なお，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討

する際は，地震時に水平2方向及び鉛直方向それぞれの最大応答

が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方である

Square－Root－of－the－Sum－of－the－Squares 法（以下「最

大応答の非同時性を考慮したSRSS 法」という。）又は組合せ係

数法（1.0：0.4：0.4）を適用する。この組合せ方法について

は，現状の耐震評価が基本的に概ね弾性範囲でとどまる体系で

あることに加え，国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線

形モデルで実施している等類似であり，水平2 方向及び鉛直方

向の位相差は機器の応答にも現れることから，米国Regulatory 

Guide 1.92 の「2．Combining Effects Caused by Three 

Spatial Components of an Earthquake」を参考としているもの

である。 

① 評価対象となる設備の整理

耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

並びにこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実

施する設備を評価対象とし，機種ごとに分類し整理する。（図4-

3①） 

② 構造上の特徴による抽出

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する

観点，若しくは応答軸方向以外の振動モード（ねじれ振動等）

が生じる観点にて検討を行い，水平２方向の地震力による影響

の可能性がある設備を抽出する。（図4-3②） 

③ 発生値の増分による抽出

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対し

て，水平２方向の地震力が各方向１：１で入力された場合に各

部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向

地震力の組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向

地震力を考慮した発生値の増分を用いて影響を検討し，耐震性

への影響が懸念される設備を抽出する。 

また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，

機器・配管系への影響の可能性がある部位が抽出された場合

は，機器・配管系への影響を評価し，耐震性への影響が懸念さ

れる設備を抽出する。 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配

慮し耐震裕度が小さい設備（部位）を対象とする。（図4-3③） 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

機器・配管系において，従来設計手法に対して，水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及

び発生値の増分の観点から抽出し，影響を評価する。なお，影響

評価は従来設計手法で用いている質点系モデル，有限要素法モ

デル等による結果を用いて行うことを基本とする。影響評価の

フローを第 4.3-1図に示す。

① 影響評価対象となる設備の整理

評価対象設備を，機種ごとに分類し整理する(第 4.3-1 図①)。 

② 構造上の特徴による抽出

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する

観点，又は応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動等)が生じ

る観点で検討を行い，水平２方向の地震力による影響の可能性

がある設備を抽出する(第 4.3-1図②)。 

③ 発生値の増分による抽出

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対し

て，水平２方向の地震力が各方向１:１で入力された場合に各部

にかかる荷重や応力を求め，従来設計手法に対して，水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した発生値の増分を用いて

影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

また，建物・構築物の検討により，機器・配管系への影響の可

能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管系への影響を評

価し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配

慮し耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする(第 4.3-1図③)。 

なお，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討

する際は，地震時に水平２方向及び鉛直方向それぞれの最大応

答が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方である

Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares 法(以下「非同時性を

考慮した SRSS法」という。)又は組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)

を適用する。この組合せ方法については，現状の耐震評価は基本

的におおむね弾性範囲でとどまる体系であることに加え，国内

と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルで実施してい

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

機器・配管系において，水平１方向及び鉛直方向地震力を組

み合わせた従来の耐震計算に対して，水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及び発生値の

増分の観点から抽出し，影響を評価する。影響評価は従来設計

で用いている質点系モデルによる結果を用いて行うことを基本

とする。影響評価のフローを第4.3-1図に示す。 

なお，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討す

る際は，地震時に水平２方向及び鉛直方向それぞれの最大応答

が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方である

Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares法(以下「非同時性を

考慮した SRSS法」という。)又は組合せ係数法(1.0：0.4：

0.4)を適用する。この組合せ方法については，現状の耐震評価

は基本的におおむね弾性範囲で留まる体系であることに加え，

国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルで実施し

ている等類似であり，水平２方向及び鉛直方向の位相差は機器

の応答にも現れることから，米国 REGULATORY GUIDE l.92の

「2.Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考としているものである。 

① 影響評価対象となる設備の整理

耐震重要施設の機器・配管系及びこれらの施設への波及的影

響防止のために耐震評価を実施する設備を評価対象とし，機種

ごとに分類し整理する(第4.3-1図①)。 

② 構造上の特徴による抽出

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する

観点，若しくは応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動等)が

生じる観点にて検討を行い，水平２方向の地震力による影響の

可能性がある設備を抽出する(第4.3-1図②)。 

③ 発生値の増分による抽出

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対し

て，水平２方向の地震力が各方向１:１で入力された場合に各

部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向

地震力の組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向

地震力を考慮した発生値の増分を用いて影響を検討し，耐震性

への影響が懸念される設備を抽出する。 

また，建物・構築物の検討により，機器・配管系への影響の

可能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管系への影響

を評価し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配

慮し耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする(第4.3-1図

③)。

P1 における屋外重要土木構造

物の取り扱いと同様。 
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④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する

耐震性への影響を確認する。（図4-3④） 

図 4-3 水平方向及び鉛直方向地震力を考慮したフロー 

る等類似であり，水平２方向及び鉛直方向の位相差は機器の応

答にも現れることから，米国 REGULATORY GUIDE 1.92 の

「2.Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考としているものである。 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有

する耐震性への影響を確認する(第 4.3-1図④)。 

第 4.3-1 図 機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した影響評価フロー 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有

する耐震性への影響を確認する(第 4.3-1図④)。 

第 4.2-1 図 機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した影響評価フロー 

記載の適正化として，本図書内

の整合を図るため 4.3.3 項に

合わせた記載とした。 

①評価対象となる設備の整理

②構造上，水平２方向及び鉛直方向
地震力の組合せの影響の可能性が

ある設備か

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを
考慮した発生荷重等を用いた検討

建物・構築物の検討に
よる機器・配管系への
影響検討結果

③水平２方向及び鉛直方向地震力
の組合せを考慮した発生値が従来
の発生値と比べて影響があるか

④水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価（水平２方向
及び鉛直方向地震力の組合せに対
し，耐震性への影響があるか）

従来の設計手法に加えて更
なる設計上の配慮が必要な設備

従来の設計手法で水平２方向及び
鉛直方向地震力は対応可能

YES

NO

YES

YES

NO

NO
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(10／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

4.3 屋外重要土木構造物 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法

の考え方 

従来の設計の考え方について，取水構造物を例に表4-1 に示

す。 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重である

のに対し，屋外重要土木構造物は，おおむね地中に埋設されて

いるため，動土圧や動水圧等の外力が主たる荷重となる。ま

た，屋外重要土木構造物は，比較的単純な構造部材の配置で構

成され，ほぼ同一の断面が奥行き方向に連続する構造的特徴を

有することから，３次元的な応答の影響は小さいため，２次元

断面での耐震評価を行っている。 

屋外重要土木構造物は，主に海水の通水機能や配管等の間接

支持機能を維持するため，通水方向や管軸方向に対して空間を

保持できるように構造部材が配置されることから，構造上の特

徴として，明確な弱軸，強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して顕著な影響を及

ぼさないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断

面として，耐震設計上求められる水平１方向及び鉛直方向の地

震力による耐震評価を実施している。 

図4-4 に示す通り，従来設計手法では，屋外重要土木構造物

の構造上の特徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加

振方向に平行な壁部材を見込まず，垂直に配置された構造部材

のみで受けもつよう設計している。 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施

設の耐震性についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10 

の申請設備の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響

を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書」におけ

る屋外重要土木構造物の耐震評価では，弱軸方向を評価対象断

面とし，水平１方向及び鉛直方向の地震力を同時に作用させて

評価を行っている。 

4.2 構築物（洞道） 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重である

のに対し，洞道は地中に埋設されているため，動土圧や動水圧等

の外力が主たる荷重となる。また，洞道は，比較的単純な構造部

材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が長手方向に連続する構

造的特徴を有することから，３次元的な応答の影響は小さいた

め，２次元断面での耐震評価を行っている。 

洞道は，主に配管等の間接支持機能を維持するため，管軸方向

に対して空間を保持できるように構造部材が配置されることか

ら，構造上の特徴として，明確な弱軸，強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して，顕著な影響を及

ぼさないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断面

として，耐震評価を実施している。 

4.3 屋外重要土木構造物(洞道) 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

従来の設計の考え方について，屋外重要土木構造物(洞道)

（以下，「洞道」という。）の一般部を例に第4.1-1表に示

す。 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であ

るのに対し，洞道は地中に埋設されているため，動土圧や動

水圧等の外力が主たる荷重となる。また，洞道は，比較的単

純な構造部材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が長手方向

に連続する構造的特徴を有することから，３次元的な応答の

影響は小さいため，２次元断面での耐震評価を行っている。 

洞道は，主に配管等の間接支持機能を維持するため，管軸

方向に対して空間を保持できるように構造部材が配置される

ことから，構造上の特徴として，明確な弱軸，強軸を有す

る。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して，顕著な影響

を及ぼさないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価

対象断面として，耐震設計上求められる水平１方向及び鉛直

方向の地震力による耐震評価を実施している。 

第 4.1-3 図に示す通り，従来設計手法では，洞道の構造上の特

徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加振方向に平行

な壁部材を見込まず，垂直に配置された構造部材のみで受けも

つよう設計している。 

施設の違いによる差異。 

洞道に合う表現とした。 

通水機能が要求される洞道は

ない。 
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(11／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

第 4.1-1 表 従来設計における評価対象断面の考え方 

(洞道一般部) 

第4.1-3図 従来設計手法の考え方 
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(12／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震

力を考慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を

行う。 

評価対象は，屋外重要土木構造物等である，取水構造物及び

屋外二重管，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装

置用カルバート，代替淡水貯槽，常設低圧代替注水系ポンプ

室，常設低圧代替注水系配管カルバート，ＳＡ用海水ピット取

水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，

緊急用海水ポンプピット，格納容器圧力逃がし装置用配管カル

バート，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬

型設備用軽油タンク基礎並びに波及影響防止のために耐震評価

する土木構造物とする。また，津波防護施設である防潮堤，構

内排水路逆流防止設備，貯留堰も本評価では屋外重要土木構造

物として扱うこととし，評価対象に含める（「4.4 津波防護施

設，浸水防止設備及び津波監視設備」参照）。 

屋外重要土木構造物を構造形式ごとに分類し，構造形式ごと

に作用すると考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部

材の配置等から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受

ける可能性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物については，従来設計手法での評価対象断

面（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の照査におい

て，評価対象断面（弱軸方向）に直交する断面（強軸方向）の

地震応答解析に基づく構造部材の発生応力等を適切に組み合わ

せることで，水平２方向及び鉛直方向地震力による構造部材の

発生応力を算出し，構造物が有する耐震性への影響を確認す

る。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は詳細な手

法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響を受ける可能性があり，水平１方向及び鉛直

方向の従来評価に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物に

ついて，構造形式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とす

る構造物を抽出し，構造物が有する耐震性への影響を評価す

る。影響評価のフローを図4-5 に示す。 

(1) 影響評価対象構造物の抽出

① 構造形式の分類

評価対象構造物について，各構造物の構造上の特徴や従来

設計手法の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

の整理

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造物形式の抽

出

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを考

慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行う。 

洞道を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用すると考

えられる荷重を整理することで，荷重が作用する構造部材の配

置等から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可

能性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物について，従来設計手法での評価対象断面

(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答が評価対象断面

(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査に影響を与

える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づ

く構造部材の照査において，評価対象断面(弱軸方向)に直交す

る断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の発生応力

を適切に組み合わせることで，水平２方向及び鉛直方向地震力

による構造部材の発生応力を算出し，構造物が有する耐震性へ

の影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な

手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

の影響を受ける可能性があり，従来設計手法の耐震評価に

加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造

形式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造

物を抽出し，構造物が有する耐震性への影響を評価する。

影響評価フローを第 4.2-1図に示す。 

(1) 影響評価対象構造形式の抽出

① 構造形式の分類

洞道について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手法の考

え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

の整理

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重を

抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造形式の抽出

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作用

するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した上で，水平

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行

う。 

洞道を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用すると

考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部材の配置等

から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可能

性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物について，従来設計手法での評価対象断

面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答が評価対象断

面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査に影響

を与える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析

に基づく構造部材の照査において，評価対象断面(弱軸方向)

に直交する断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の発生応力を適切に組み合わせることで，水平２方向及び鉛

直方向地震力による構造部材の発生応力を算出し，構造物が

有する耐震性への影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細

な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響を受ける可能性があり，水平１方向及び鉛直方向の従来評価

に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造形

式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造物を抽出

し，構造物が有する耐震性への影響を評価する。影響評価フロ

ーを第 4.1-4図に示す。 

(1) 影響評価対象構造形式の抽出

① 構造形式の分類

洞道について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手法

の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷

重の整理

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷

重を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造形式の抽

出

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように

評価対象は洞道のみであるため

記載していない。 

洞道の評価においては，先行炉

と同様に，縦断方向加振におけ

る応答が横断方向加振におけ

る構造部材の照査に影響を与

えるか否かについて，まずはコ

ンクリートの許容せん断応力

度による照査を実施している

ことから，評価上の取り扱いが

明確となるよう記載した。 

洞道の評価手順に合わせた記載

とした。洞道の評価においては，

評価対象構造形式を抽出した上

で，抽出された構造形式の中か

ら代表箇所を評価対象構造物と

して選定している。 
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【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(13／14)
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用するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した上

で，水平２方向及び鉛直方向地震力の影響が想定される構造

形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答

特性が想定される箇所の抽出

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法に

おける評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直方向

地震力の影響により３次元的な応答が想定される箇所を抽出

する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認

④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せに対して，従来設計手法における評価対象断面の耐震

評価で満足できるか検討を行う。 

(2) 影響評価手法

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価

評価対象として抽出された構造物について，従来設計手法

での評価対象断面（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造

部材の照査において，評価対象断面（弱軸方向）に直交する

断面（強軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の発生応

力等を適切に組み合せることで，水平２方向及び鉛直方向地

震力による構造部材の発生応力を算出すると共に構造部材の

設計上の許容値に対する評価を実施し，構造物が有する耐震

性への影響を確認する。 

評価対象部位については，屋外重要土木構造物が明確な弱

軸・強軸を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が

明確であることを考慮し，従来設計手法における評価対象断

面（弱軸方向）における構造部材の耐震評価結果及び水平２

方向の影響の程度を踏まえて選定する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討

③及び⑤にて，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響が確認された構造物が，耐震重要施設，常設耐震重要重

大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系の間接支持構造物である場

合，機器・配管系に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる応答値への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

なお，④及び⑤の精査にて，屋外重要土木構造物の影響の

観点から抽出されなかった部位であっても，地震応答解析結

果から機器・配管系への影響の可能性が想定される部位につ

いては検討対象として抽出する。 

２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される構造形

式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答

特性が想定される箇所の抽出

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法にお

ける評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響により３次元的な応答が想定される箇所を抽

出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認

④で抽出された箇所が水平２方向及び鉛直方向地震力に対し

て，従来設計手法における評価対象断面の耐震評価で満足でき

るか検討を行う。 

(2) 評価対象構造物の選定

⑥ 評価対象構造物の選定

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される

構造形式を対象に，評価対象構造物を選定する。 

評価対象構造物の選定に当たっては，洞道は明確な弱軸・強軸

を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が明確である

ことを考慮し，従来設計手法における評価対象断面(弱軸方向)

の耐震評価結果を踏まえて選定する。 

(3) 影響評価手法

⑦ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価

評価対象として選定された構造物について，従来設計手法で

の評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答

が，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の照査に影響を与える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地

震応答解析に基づく構造部材の照査において，評価対象断面(弱

軸方向)に直交する断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構

造部材の発生応力を適切に組み合わせることで，構造部材の設

計上の許容値に対する評価を実施し，構造部材が有する耐震性

への影響を確認する。 

⑧ 機器・配管系への影響検討

③及び⑤で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響

が確認された構造物が，耐震Ｓクラスの施設の機器・配管系の間

接支持構造物である場合には，機器・配管系に対して，水平２方

向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響を確認す

る。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影

響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

作用するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した

上で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想

定される構造形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応

答特性が想定される箇所の抽出

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法

における評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せの影響により３次元的な応答が想定さ

れる箇所を抽出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認

④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対して，従来設計手法における評価対象断面の

耐震評価で満足できるか検討を行う。 

(3) 影響評価手法

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価

評価対象として選定された構造物について，従来設計手

法での評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)

の応答が評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく

構造部材の照査に影響を与える場合には，評価対象断面

(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査におい

て，評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の

地震応答解析に基づく構造部材の発生応力等を適切に組み

合せることで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

よる構造部材の設計上の許容値に対する評価を実施し，構

造部材が有する耐震性への影響を確認する。 

評価対象構造物については，洞道が明確な弱軸・強軸を

示し，地震時における構造物のせん断変形方向が明確であ

ることを考慮し，従来設計手法における評価対象断面(弱

軸方向)における構造部材の耐震評価結果及び水平２方向

の影響の程度を踏まえて選定する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討

③及び⑤にて，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せ

の影響が確認された構造物が，耐震重要施設の機器・配管

系の間接支持構造物である場合，機器・配管系に対して，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値へ

の影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映

する。 

なお，④及び⑤の精査にて，洞道の影響の観点から抽出

されなかった構造物であっても，地震応答解析結果から機

器・配管系への影響の可能性が想定される構造物について

は検討対象として抽出する。 

記載の適正化として，添付書類

「Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方

針」に合わせた記載とした。 

評価上の取り扱いについては

4.1.1.2と同様。 

洞道の評価においては個別部位

の評価ではなく各構造部材の評

価により構造物全体の評価を行

うことから「構造物」と記載。 

別紙４ 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-7 水平２方向影響評価方針】(14／14)

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

図 4-5 水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価のフロー 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，「機器・配管

系」又は「屋外重要土木構造物」に区分し設計をしていることか

ら，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価は，施

設，設備の区分に応じて「4.2 機器・配管系」又は「4.3 屋外重

要土木構造物」の方針に基づいて実施する。 

第 4.2-1 図 構築物(洞道)の水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せによる影響評価フロー 

第4.1-4図 屋外重要土木構造物(洞道)の水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せによる影響評価フロー 

MOX燃料加工施設においては

津波が敷地高さに到達しない

ことを事業変更許可申請書に

記載しており該当はない。 

別紙４ 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(1／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針 

 

目次 

1. 概要  

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力  

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限  

3.2 変位，変形の制限  

4. 機能維持  

4.1 動的機能維持  

4.2 電気的機能維持  

4.3 気密性の維持 

4.4 止水性の維持  

4.5 遮蔽性の維持  

4.6 支持機能の維持  

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針 

 

目次 

. 概要 1 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

3. 構造強度の制限 

4. 変位，変形の制限 

4.1  建物・構築物間相対変位に対する配慮 

5. 機能維持 

5.1  動的機能維持 

5.2  電気的機能維持 

5.3  気密性の維持 

5.4  遮蔽性の維持 

5.5  支持機能の維持 

5.6  耐震重要施設のその他の機能維持 

5.7  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

4.1  動的機能維持 

4.2  電気的機能維持 

4.3  気密性の維持 

 

4.4  遮蔽性の維持 

4.5  支持機能の維持 

4.6  貯水機能の維持 

4.7  耐震重要施設のその他の機能維持 

4.8  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備が有する機能に応

じた記載とした。以下同

様。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(2／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「4. 

設計用地震力」に示す設計用地震力の算定法及び「5. 機能維持の基本方

針」に示す機能維持の考え方に基づき，設計基準対象施設及び重大事故

等対処施設の機能維持に関する基本的な考え方を説明するものである。 

 

 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅴ-2-1-

1 耐震設計の基本方針の概要」の「4. 設計用地震力」に示す設計用地震

力の算定法に基づくこととし，具体的な算定法は表2-1 に示す。 

また，当該申請の工事計画における機器・配管系の設計用地震力の算

定に際しては，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に定

める方法にて設定した設備評価用床応答曲線を用いる。 

このため，表2-1 に示す設計用床応答曲線については，設備評価用床

応答曲線を含むものとして扱う。 

 

 

表2-1 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

（設計基準対象施設） 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，次の地震層せん断力係数及び震

度に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す

設計用地震力の算定方法及び機能維持の考え方に基づき，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の機能維持に関する基本的な考え方を説明する

ものである。 

 

 

 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅲ

－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す設計用地震力の算定方

法に基づくこととし，具体的な算定方法は第 2.-1表に従い算定

する。また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算

定に際しては，添付書類「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の

作成方針」に定める方法にて設定した設計用床応答曲線を用い

る。 

 

 

 

第 2.-1表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん

断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう

ち「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定方法及び「5. 機

能維持の基本方針」に示す機能維持の考え方に基づき，安全機能

を有する施設及び重大事故等対処施設の機能維持に関する基本的

な考え方を説明するものである。 

重大事故等対処施設に該当する機器・配管系については，後次回

以降で申請する。 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅲ

－１－１ 耐震設計の基本方針」の「4. 設計用地震力」に示す

設計用地震力の算定方法に基づくこととし，具体的な算定方法は

第 2.-1表に示す。 

また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定に際

しては，添付書類「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方

針」に定める方法にて設定した設計用床応答曲線を用いる。 

 

 

第 2.-1表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

（安全機能を有する施設） 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん断力係

数及び震度に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 
耐震 
クラス 

地震層せん断力係数及
び水平震度 

地震層せん断力係数 
(必要保有水平耐力 

算出用) 

鉛直震
度 

建物 
・ 

構築物 

Ｓ 3.0Ci
＊1 1.0Ci

＊2 1.0Cv
＊3 

(0.240) 
Ｂ 1.5Ci

＊1 1.0Ci
＊2 － 

Ｃ 1.0Ci
＊1 1.0Ci

＊2 － 

機器 
・ 

配管系 

Ｓ 3.6Ci
＊1 － 1.2Cv

＊3 

(0.288) 
Ｂ 1.8Ci

＊1 － － 
Ｃ 1.2Ci

＊1 － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海第二においては「設

備評価用床応答曲線」を

用いた評価を実施して

いるが，MOX 燃料加工施

設においては「設計用床

応答曲線」を用いた評価

を実施しているため，記

載していない。 

 

 

設工認申請書本文にお

ける「Ⅰ-１ 基本設計方

針」と同様に，建物・構

築物は，建屋，屋外重要

土木構造物(洞道)等の

総称としており，屋外重

要土木構造物(洞道)に

ついても，建物・構築物

の項目にて記載。以降同

様。 

 

Ｒｔは埋め込み深さ，支

持地盤のせん断波速度

により変動するため，

0.8 に限定しない記載と

した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(3／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

（重大事故等対処施設） 

静的地震力は，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備，及び当該設備が設置される重大事故等対処施設に適用するもの

とし，以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

 
 

 

 

(2) 動的地震力 

（設計基準対象施設） 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 動的地震力 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づ

き算定する。 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

静的地震力は，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備，及び当該設備が設置される重大事故等対処施

設に適用するものとし，以下の地震層せん断力係数及び震度に基

づき算定する。なお、重大事故等対処施設に該当する機器・配管

系については，後次回以降で申請する。 

 

 

(2) 動的地震力 

（安全機能を有する施設） 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 

＊1 

設備分類 
施設区分 

＊2 

耐震 
クラス 

地震層せん断力係
数及び水平震度 

地震層せん断力係
数（必要保有水平
耐力算出用） 

鉛直震度 

建物・ 
構築物 

① Ｂ 1.5Ci ＊3 1.0Ci ＊4 － 

① Ｃ 1.0Ci ＊3 1.0Ci ＊4 － 

種別 
耐震 

クラス 

入力地震動又は入力地震力＊1 

水平 鉛直 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 
弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ1/2＊2 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ1/2＊2 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ1/2＊2 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ1/2＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に

おいて，敷地に到達する

津波はないことを記載

しており，津波防護施

設，浸水防止設備，津波

監視設備に該当する施

設はない。以降，本資料

における津波防護施設，

浸水防止設備，津波監視

設備の記載有無による

先行炉との差異理由は

同様。 

表現上の差異。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(4／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

（重大事故等対処施設） 

動的地震力は，重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分に応じて，

以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する動

的地震力は，以下の入力地震動に基づき算定する。 

1) 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

 

入力地震動 

水平 鉛直 

地震を要因とする

重大事故等に対す

る施設 

基準地震動Ｓｓ×1.21) 基準地震動Ｓｓ×1.21) 

（重大事故等対処施設） 

動的地震力は，重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分に

応じて，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

なお、重大事故等対処施設に該当する機器・配管系の動的地震

力については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する動的地震

力は，以下の入力地震動に基づき算定する。 

 

注記＊1：基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 

＊1 
設備分類 
施設区分 

＊2 

耐震 
クラス 

入力地震動又は入力地震力＊3 

水平 鉛直 

建物・ 
構築物 

④ 
Ｓ 

基準地震動 Ss 基準地震動 Ss 

③ 基準地震動 Ss 基準地震動 Ss 

①，
② 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Sd1/2＊4 
弾性設計用地震動 

Sd1/2＊4 

項目 
入力地震動 

水平 鉛直 

地震を要因とする

重大事故等に対す

る施設 

基準地震動Ｓｓ1.2＊1 基準地震動Ｓｓ1.2＊1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設の耐震

性の裕度を確認するた

めに、基準地震動を 1.2

倍にした地震力を用い

るため記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(5／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

(3) 設計用地震力 

（設計基準対象施設） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施

設に適用する。 
＊2：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直に

おける動的と静的の大きい方の地震力とを，絶対値和法で組
み合わせてもよいものとする。 

＊3：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 
＊4：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直に

おける動的地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよいも
のとする。 

 

(3) 設計用地震力 

 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 設計用地震力 

（設計基準対象施設） 

注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれの
ある施設に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
耐震 
重要
度 

水平 鉛直 摘要 

建物 
・ 

構築物 

Ｓ 

地震層せん断力係
数 

3.0Ｃｉ 

静的震度 
（0.240） 

荷重の組合せは，水平方向及び鉛
直方向が静的地震力の場合は同
時に不利な方向に作用させるも
のとする。 
水平方向及び鉛直方向が動的地
震力の場合は組合せ係数法又は
二乗和平方根(SRSS)法による。屋
外重要土木構造物については，動
的解析において水平方向及び鉛
直方向の動的地震力を同時に考
慮するものとする。 

弾性設計用地震動Ｓ
ｄ 

弾性設計用地震動
Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 

地震層せん断力係数 
1.5Ｃｉ 

－ － 

弾性設計用地震動 
Ｓｄ1/2＊1 

弾性設計用地震動 
Ｓｄ1/2＊1 

荷重の組合せは，組合せ係数法，
二乗和平方根(SRSS)法又は絶対
値和法による。屋外重要土木構造
物については，動的解析において
水平方向及び鉛直方向の動的地
震力を同時に考慮するものとす
る。 

Ｃ 
地震層せん断力係

数 
1.0Ｃｉ 

－ － 

機器 
・ 

配管系 

Ｓ 

静的震度 
3.6Ｃｉ 

静的震度 
（0.288） 

荷重の組合せは，水平方向及び鉛
直方向が静的地震力の場合は同
時に不利な方向に作用させるも
のとする。 
水平方向及び鉛直方向が動的地
震力の場合は二乗和平方根
(SRSS)法又は絶対値和法による。 

設計用床応答曲線Ｓ
ｄ 
又は 

弾性設計用地震動Ｓ
ｄ 

設計用床応答曲線
Ｓｄ 
又は 

弾性設計用地震動
Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓ
ｓ 
又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線
Ｓｓ 
又は 

基準地震動Ｓｓ 

荷重の組合せは，二乗和平方根
(SRSS)法又は絶対値和法による。 

Ｂ 

静的震度 
1.8Ｃｉ 

－ 水平方向及び鉛直方向が動的地
震力の場合は二乗和平方根
(SRSS)法又は絶対値和法による。 設計用床応答曲線 

Ｓｄ1/2＊1 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ1/2＊1 

Ｃ 
静的震度 

1.2Ｃｉ 
－ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶対値和法での荷重の

組合せにおいて，動的地

震力と静的地震力での

組み合わせは行ってい

ないため，記載していな

い。なお，絶対値和法の

適用については表内に

記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(6／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

（重大事故等対処施設） 

 
 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 
①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 
②：①が設置される重大事故等対処施設 
③：常設耐震重要重大事故防止設備 
④：③が設置される重大事故等対処施設 
⑤：常設重大事故緩和設備 
⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設
備が属する耐震重要度分類のクラス 
また，常設重大事故緩和設備については，当該クラスをＳと表記す
る。 

 
＊3：放射性物質放出の最終障壁である原子炉格納容器に適用する。 
＊4：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に

適用する。 
＊5：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 
＊6：水平における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直における動的

地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 
＊7：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設に適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

なお、重大事故等対処施設に該当する機器・配管系の設計用地

震力については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 
①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故防
止設備 
②：①が設置される重大事故等対処施設 
③：常設耐震重要重大事故等対処設備 
④：③が設置される重大事故等対処施設 
 
 

＊2：常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を
有する施設が属する耐震重要度分類のクラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 

＊1 
設備分類 
施設区分 

＊2 

耐震 
クラス 

水平 鉛直 摘要 

建物・ 
構築物 

④ 

Ｓ 

基準地震動
Ss 

基準地震動 Ss 
荷重の組合せは，組合
せ係数法又は二乗和平
方根（SRSS）法による。
屋外重要土木構造物
(洞道)については，動
的解析において水平方
向及び鉛直方向の動的
地震力を同時に考慮す
るものとする。 

③ 
基準地震動

Ss 
基準地震動

Ss 

①，② 

Ｂ 

地震層せん断
力係数 

1.5Ci 
－ － 

弾性設計用地
震動 

Sd1/2 

弾性設計用地
震動 

Sd1/2 

荷重の組合せは，組合
せ係数法による。 

Ｃ 
地震層せん断
力係数 
1.0Ci 

－ － 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(7／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

発電用原子炉施設の耐震設計については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設

計の基本方針の概要」のうち「5.1 構造強度」に示す考え方に基づき，

設計基準対象施設における各耐震重要度及び重大事故等対処施設の施設

区分に応じた設計用地震力が加わった場合，これらに生じる応力とその

他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下とする設計とす

る。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるよ

うに十分に余裕を見込んだ値とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値

は，表3-1 に示す通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系のＳｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解析に用いる等価

繰返し回数は，設置場所等に関係なく複数の設備に対して適用が可能に

なるように設定した値（Ｓｓ地震動：160回，Ｓｄ地震動：320 回），又

は設備ごとに個別に設定した値を用いる。Ｓｄ地震動の疲労解析は，設

備ごとに個別に設定したＳｄ地震動の等価繰返し回数がＳｓ地震動の疲

労解析に用いた等価繰返し回数以下であれば省略できる。 

 

また，建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対して，

妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎

地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等によ

る地盤の支持力又は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計と

し，設計基準対象施設における耐震重要度及び重大事故等対処施設の施

設区分に応じた許容限界を設定する。 

 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び

風荷重を組合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを図3-1 に示す。

積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受

圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等常時の荷重に対して積雪荷重の

割合が無視できる施設を除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重に

ついては，屋外に設置されている施設のうち，コンクリート構造物等の

自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて相対的に無

視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み

合わせる。表3-2 に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを

示す。 

 

通常運転時の状態，運転時の異常な過渡変化時の状態及び事故時の状

態については，次のように定義される運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状

態Ⅲ，運転状態Ⅳ及び運転状態Ⅴのそれぞれの状態として考慮する。 

(1) 「運転状態Ⅰ」とは，発電用原子炉施設の通常運転時の状態をいう。

ここで通常運転とは，運転計画等で定める起動，停止，出力運転，高温

待機，燃料取替等の発電用原子炉施設の運転をいう。 

3. 構造強度の制限 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計については，添付書類「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基本方針」に基づき，耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場合，

これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力を許容

限界以下とする設計とする。 

 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持で

きるように余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための

機能が維持できる値とする。安全機能を有する施設の地震力に

よる応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容限界

を第 3.-1表に示す。また，重大事故等に対処するために必要な

機能が維持されることの確認に当たっては，第 3.-1 表(2)又は

第 3.-2表に示す許容限界の適用に加えて，塑性変形する場合で

あっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響を及ぼ

すことがないものを許容限界とする。具体的に適用する許容限

界については後次回で申請する「耐震計算書作成の基本方針」に

おいて示す。 

 

機器・配管系の疲労解析に用いる等価繰返し回数は，原則，設

備ごとに個別に設定した値を用いる。Ｓｄ地震動の疲労解析は，

設備ごとに個別に設定したＳｄ地震動の等価繰返し回数がＳｓ

地震動の疲労解析に用いた等価繰返し回数以下であれば省略で

きる。 

 

 

建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対して，

妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施

設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規

格及び基準等による地盤の支持力を十分下回る設計とし，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設に応じた許容限界を設定する。 

 

 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷

重及び風荷重を組み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フロ

ーを第 3.-1 図に示す。積雪荷重については，屋外に設置されて

いる施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構

造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を

除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外の

直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，コンクリー

ト構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震

荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様

の施設においては，地震力と組み合わせる。第 3.-3表に施設の

区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。 

 

 

 

 

 

 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計については，添付書類「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.1 構造強度」に示す考え

方に基づき，安全機能を有する施設における各耐震重要度及び重

大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場

合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合

計値等を許容限界以下とする設計とする。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持でき

るように十分に余裕を見込んだ値とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許

容値は，第 3.-1表に示す通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系のＳｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解析に用い

る等価繰返し回数は，原則，設備ごとに個別に設定した値を用い

る。 

Ｓｄ地震動の疲労解析は，設備ごとに個別に設定したＳｄ地震

動の等価繰返し回数がＳｓ地震動の疲労解析に用いた等価繰返し

回数以下であれば省略できる。 

 

また，建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対

して，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要とな

る施設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認められる

規格及び基準等による地盤の支持力又は支持力度と比べて妥当な

安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設における耐震

重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設

定する。 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷

重及び風荷重を組み合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを

第 3.-1図に示す。積雪荷重については，屋外に設置されている施

設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等

常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地

震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外の直接風を

受ける場所に設置されている施設のうち，コンクリート構造物等

の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて相

対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，

地震力と組み合わせる。第 3.-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重

及び風荷重の組合せを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

ては，設置場所によらず

複数の設備に対して適

用可能な値を設定して

いないことから，設備ご

とに設定することを記

載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におけ

る運転状態として，通常

時の状態，設計基準事故

時の状態を定義付けし

ているため，先行炉にお
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(8／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

(2) 「運転状態Ⅱ」とは，運転状態Ⅰから逸脱した運転状態であって，

運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ，運転状態Ⅴ及び試験状態以外の状態をいう。

「試験状態」とは，耐圧試験により原子炉施設に最高使用圧力を超える

圧力が加えられている状態をいう。 

(3) 「運転状態Ⅲ」とは，発電用原子炉施設の故障，異常な作動等によ

り原子炉の運転の停止が緊急に必要とされる運転状態をいう。 

(4) 「運転状態Ⅳ」とは，発電用原子炉施設の安全性を評価する観点か

ら異常な状態を想定した運転状態をいう。 

(5) 「運転状態Ⅴ」とは，発電用原子炉施設が重大事故に至るおそれが

ある事故，又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能が必要と

される運転状態をいう。なお，添付書類「Ⅴ-3 強度に関する説明書」に

記載の「運転状態Ⅳを超える事象」に相当するものである。 

使用済燃料乾式貯蔵容器については，次のように定義される設計事象

Ⅰ，設計事象Ⅱ，設計事象Ⅲ，設計事象Ⅳのそれぞれの状態を考慮する。 

(1) 「設計事象Ⅰ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の通常の取扱い時及

び貯蔵時の状態をいう。 

(2) 「設計事象Ⅱ」とは，設計事象Ⅰ，設計事象Ⅲ，設計事象Ⅳ及び試

験状態以外の状態をいう。「試験状態」とは，耐圧試験により使用済燃料

乾式貯蔵容器に最高使用圧力を超える圧力が加えられている状態をい

う。 

(3) 「設計事象Ⅲ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器又はその取扱い機器

等の故障，異常な作動等により，貯蔵又は計画された取扱いの停止が緊

急に必要とされる状態をいう。 

(4) 「設計事象Ⅳ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の安全設計上想定さ

れる異常な事態が生じている状態をいう。 

 

表 3-1 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

（設計基準対象施設） 

a.建物・構築物（原子炉格納容器を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-1表 安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界 

 (1) 建物・構築物 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-1表 安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

（安全機能を有する施設） 
 

耐震 
クラス 

荷重の組合せ 
許容限界 

建物・構築物 
基礎地盤の
支持性能 

建
物・
構築
物 

Ｓクラス 

＊1 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｄ 

質点系モデルによる地震応答解析
の最大せん断ひずみ度がおおむね
弾性状態に留まる範囲で耐えるこ
と又は部材に生じる応力が短期許
容応力度に基づく許容値又は CCV
規格＊2 における荷重状態Ⅲの許容
値を超えないこととする。 

地盤の短期
許容支持力
度とする。 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｓ 

質点系モデルによる地震応答解析
の最大せん断ひずみ度が 2.0×10-3

を超えないこと又は部材に生じる
応力が終局耐力に対し妥当な安全
余裕を有していることあるいは部
材に生じる応力又はひずみが CCV
規格＊2 における荷重状態Ⅳの許容
値を超えないこととする。 

地盤の極限
支持力度に
対して妥当
な安全余裕
を 持 た せ
る。 

Ｂクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 
部材に生じる応力が短期許容応力
度に基づく許容値を超えないこと
とする。 

地盤の短期
許容支持力
度とする。 

Ｃクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 
部材に生じる応力が短期許容応力
度に基づく許容値を超えないこと
とする。 

地盤の短期
許容支持力
度とする。 

 

ける運転状態Ⅰ～Ⅴの

解説は記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号は機器・配管系とも

揃えた記載とした。以下

同様。 
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別紙４ 
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〔記号の説明〕 

Ｇ  ：固定荷重 

Ｐ  ：積載荷重 

 

Ｋｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＫＢ  ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震力 

ＫＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間そ

の作用が続く荷重は，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力と組み合わせる。 

＊2：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）

日本機械学会，2003） 

 

 

 

b.原子炉格納容器 

 
 

〔記号の説明〕 

Ｄ ：死荷重 

Ｌ ：活荷重 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｔ１：運転時温度荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ２：異常時温度荷重 

Ｈ ：水力学的動荷重 

Ｋｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

注記＊1：冷却材喪失事故時の荷重として圧力の最大値は考慮しない。 

＊2：原子炉格納容器は原子炉冷却材喪失時の最終障壁となることから，

構造体全体としての安全余裕を確認する意味で，原子炉冷却材喪失後の

最大内圧とＳｄ（又は静的地震力）との組合せを考慮するものとし，内

圧は安全側に原子炉格納容器の最高使用圧力に置き換えるものとする。 

＊3：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）

日本機械学会，2003） 

 

 

 

 

 

記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

ＬＳ ：積雪荷重(短期事象との組合せ用) 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される地震力 

ＳＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

注記＊1： 地震力と組み合わせる荷重には，この他，建物・構築

物の実況に応じて，土圧，水圧等を考慮するものとする。 

＊2： 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規

格((社)日本機械学会，2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故時の状態

で施設に作用する荷重

については，運転時の状

態で施設に作用する荷

重を超えるもの及び長

時間施設に作用するも

のがないため，事業変更

許可申請に合わせて記

載した。 

 

MOX 燃料加工施設におい

ては該当する設備がな

いため記載していない。 
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（重大事故等対処施設） 

a.建物・構築物（原子炉格納容器を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔記号の説明〕 

Ｇ ：固定荷重 

Ｐ ：積載荷重 

Ａ ：重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって

引き起こされるおそれのある事象による荷重，又は重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重のうち長期的な荷重 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＫＢ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震力 

ＫＣ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処

設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備については，当該クラスをＳと表記する。 

 

b.原子炉格納容器 

 
 

〔記号の説明〕 

Ｄ ：死荷重 

Ｌ ：活荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

 

＊1 
設備分類 
施設区分 

＊2 

耐震 
クラス 

荷重の組合せ 
許容限界 

建物・構築物 
基礎地盤の支

持性能 

建
物・
構築
物 

③，④ 
Ｓクラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋Ａ＋Ｓｓ 
要求機能が維持
されることとす
る。 

地盤の極限支
持力度に対し
て妥当な安全
余裕を持たせ
る。 

①，
② 

Ｂクラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 

部材に生じる応
力が短期許容応
力度に基づく許
容値を超えない
こととする。 

地盤の短期許
容支持力度と
する。 

Ｃクラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 

部材に生じる応
力が短期許容応
力度に基づく許
容値を超えない
こととする。 

地盤の短期許
容支持力度と
する。 

 

〔記号の説明〕 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

Ａ ：重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によ

って引き起こされるおそれのある事象による荷重，又は重大事故

等時の状態で施設に作用する荷重のうち長期的な荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震

力 

ＳＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故等対処設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

 

＊2：常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を

有する施設が属する耐震重要度分類のクラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

ては該当する設備がな

いため記載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(11／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ２：異常時温度荷重 

Ｐ３：重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的（以下「SA

（L）時」という。）に作用する荷重） 

Ｐ４：重大事故等時圧力荷重（SA 時の状態で SA（L）時より更に長期的

（以下「SA（LL）時」という。）に作用する荷重） 

Ｈ ：水力学的動荷重 

Ｋｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳＡｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

注記＊1：冷却材喪失事故時の荷重として圧力の最大値は考慮しない。 

＊2：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）

日本機械学会，2003） 

＊3：重大事故等時の状態 

 

 

(2) 機器・配管系 

a. 記号の説明 

Ｄ : 死荷重 

Ｐ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態（地震との組合せが独

立な運転状態Ⅳ，Ⅴは除く）における圧力荷重 

Ｍ : 地震及び死荷重以外で地震と組み合わすべきプラントの運転状態

（地震との組合せが独立な運転状態Ⅳ，Ⅴは除く）で設備に作用し

ている機械的荷重各［運転状態におけるＰ及びＭについては，安全

側に設定された値（最高使用圧力，設計機械荷重等）を用いてもよ

い。］ 

ＰＬ : 地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除き，その後

に生じている圧力荷重 

ＭＬ : 地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除き，その後

に生じている死荷重及び地震荷重以外の機械的荷重 

ＰＤ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ

及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合

にはこれを含む｡）又は当該設備に設計上定められた最高使用圧

力による荷重 

ＭＤ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ

及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合

にはこれを含む｡）又は当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｐｄ : 当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

 

Ｍｄ : 当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＰＳＡＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））に作

用する圧力荷重 

ＭＳＡＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））に作

用する機械的荷重 

ＰＳＡＬＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））よ

り更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する圧力荷重 

ＭＳＡＬＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））よ

り更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する機械的荷重 

ＰＳＡＤ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状態等を考慮

して当該設備に設計上定められた設計圧力による荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ  ：死荷重(自重) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に

合わせた記載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(12／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ＭＳＡＤ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状態等を考慮

して当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力 

Ｓｄ* : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又はＳクラス設備に

適用される静的地震力 

Ｓｓ : 基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

 

 

ＳＢ : 耐震Ｂクラス設備に適用される地震動により定まる地震力又は静

的地震力 

ＳＣ : 耐震Ｃクラス設備に適用される静的地震力 

 

 

ⅢＡＳ: 発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005 年版（2007 年追

補版含む。））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007）（日本機械学会 

2007 年9 月）（以下「設計・建設規格」という。）の供用状態Ｃ

相当の許容応力を基準として，それに地震により生じる応力に

対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態 

ⅣＡＳ: 設計・建設規格の供用状態Ｄ相当の許容応力を基準として，それ

に地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許

容応力状態 

ⅤＡＳ:運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力状態を基本として，そ

れに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた

許容応力状態 

ＢＡＳ: 耐震Ｂクラス設備の地震時の許容応力状態 

ＣＡＳ : 耐震Ｃクラス設備の地震時の許容応力状態 

Ⅰ＋Ｓｄ* 設計事象Ⅰの貯蔵時の状態において，Ｓｄ*地震力が作用した

場合の許容応力区分 

Ⅰ＋Ｓｓ 設計事象Ⅰの貯蔵時の状態において，Ｓｓ地震力が作用した場

合の許容応力区分 

 

Ｓｙ : 設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定さ

れる値 

 

 

Ｓｕ : 設計引張強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9 に規定

される値 

Ｓｍ : 設計応力強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1 に規定

される値。 ただし，耐圧部テンションボルトにあ

っては設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表2 

に規定される値 

Ｓ : 許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6 

に規定される値 

ただし，クラスＭＣ容器にあっては設計・建設規格 

付録材料図表Part5 表3 に規定される値 

また，耐圧部テンションボルトについては，クラス

ＭＣにあっては設計・建設規格 付録材料図表 

Part5 表4 に規定される値。その他については設

計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7 に規定さ

れる値 

Ｆ : 設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆ＊ : 設計・建設規格 SSB-3121.3 の規定により，SSB-3121(1)a.にお

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷

重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｙ ：設計降伏点  「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格(2005年版(2007年追補版を含む))JSME S NC1-

2005/2007」(以下「JSME S NC1」という。)付録材料図表 Part5

表 8に規定される値 

Ｓｕ ：設計引張強さ 「JSME S NC1」付録材料図表 Part5

表 9に規定される値 

Ｓｍ ：設計応力強さ 「JSME S NC1」付録材料図表 Part5

表 1に規定される値 

 

 

Ｓ ：許容引張応力 「JSME S NC1」付録材料図表 Part5

表 5又は表 6に規定される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｙ ：設計降伏点「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005

年版(2007年追補版を含む))JSME S NC1-2005/2007」(以下「JSME 

S NC1」という。)付録材料図表 Part5表 8 に規定される値 

 

 

Ｓｕ ：設計引張強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5表 9 に規

定される値 

Ｓｍ ：設計応力強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5表 1 に規

定される値 

 

 

Ｓ：許容引張応力「JSME S NC1」付録材料図表 Part5表 5又は表

6 に規定される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用文献を明確化し，記

載の適正化として図書

内での表現を統一した。

以下同様。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図

書内での表現を統一し

た。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(13／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

けるＳｙ及びＳｙ（ＲＴ）を1.2Ｓｙ及び1.2Ｓｙ（ＲＴ）に読み替

えた値 

Ｓｈ: 最高使用温度における許容引張応力  

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 に規定される

値 

ｆｔ: 許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く｡）に対して設計・建設

規格SSB-3121.1(1)により規定される値｡ボルト等

に対して設計・建設規格 SSB-3131(1)により規定

される値 

 

ｆｓ : 許容せん断応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・

建設規格SSB-3121.1(2)により規定される値。ボ

ルト等に対しては，設計・建設規格SSB-3131(2)

により規定される値 

 

ｆｃ : 許容圧縮応力 支持構造物（ボルト等を除く｡）に対して設計・建

設規格SSB-3121.1(3)により規定される値 

ｆｂ : 許容曲げ応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・建

設規格SSB-3121.1(4)により規定される値 

ｆｐ : 許容支圧応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・建

設規格SSB-3121.1(5)により規定される値 

ｆｔ
＊，ｆｓ

＊，ｆｃ
＊，ｆｂ

＊，ｆｐ
＊： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に設計・建

設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定する値とあるのを設

計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に規定する値の1.2 倍

の値と読み替えて計算した値。ただし，その他の支持構造物の

上記ｆｔ～ｆｐ
＊においては，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a の

Ｆ値はＳｙ及び0.7Ｓｕのいずれか小さい方の値。ただし，使用

温度が40℃を超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニ

ッケル合金にあっては，1.35Ｓｙ，0.7Ｓｕ又はＳｙ(RT)のいずれ

か小さい方の値。また，Ｓｙ(RT)は40℃における設計降伏点の値 

 

 

 

ＴＬ : 形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重(N)（同

一仕様につき3 個の試験の最小値又は1 個の試験の90%） 

Ｓｙｄ : 最高使用温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

Ｓｙｔ : 試験温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

 

ＡＳＳ : オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ : 高ニッケル合金 

Ｌ : 活荷重 

Ｐ１ : 運転時圧力荷重 

Ｒ１ : 運転時配管荷重 

Ｔ１ : 運転時温度荷重 

Ｐ２ : 異常時圧力荷重 

Ｒ２ : 異常時配管荷重 

Ｔ２ : 異常時温度荷重 

Ｐ３ : 重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期（Ｌ））

に作用する圧力荷重） 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対

して「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131 により規定される

値 

 

ｆｓ ：許容せん断応力 同 上 

 

 

 

 

ｆｃ ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対

して「JSMES NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ｆｂ ：許容曲げ応力  同 上 

 

ｆｐ ：許容支圧応力  同 上 

 

ｆｔ*，ｆｓ*，ｆｃ*，ｆｂ*，ｆｐ*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に「JSME 

S NC1」SSB-3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び「Ｓｙ(RT)」とある

のを「1.2Ｓｙ」及び「1.2Ｓｙ(RT)」と読み替えて算出した値

(「JSME S NC1」SSB-3121.3 及び SSB-3133) 

 なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表 Part5表 1，

表 5，表 6，表 8及び表 9に値の記載がない場合は，別途定めら

れた規格・基準等を準用することとする。 

注記：添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に定めてい

る設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重ついては，通常

時に作用している荷重を超えるもの及び長時間施設に作用する

ものがないため，地震荷重と組み合わせるものはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ：許容引張応力支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME 

S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

 

 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

 

ｆｃ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ｆｂ：許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ｆｐ：許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1により規定される値 

 ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に「JSME 

S NC1」SSB-3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び「Ｓｙ(RT)」

とあるのを「1.2Ｓｙ」及び「1.2Ｓｙ(RT)」と読み替えて

算出した値(「JSME S NC1」SSB-3121.3及びSSB-3133) 

 なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表Part5

表1，表5，表6，表8及び表9に値の記載がない場合は，別

途定められた規格・基準等を準用することとする。 

注記：添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に

定めている設計基準事故時の状態で施設に作用する荷

重ついては，通常時に作用している荷重を超えるもの及

び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組

み合わせるものはない。 

 

 

ＴＬ : 形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重

(N)（同一仕様につき3 個の試験の最小値又は1 個の試験

の90%） 

Ｓｙｄ : 最高使用温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

Ｓｙｔ : 試験温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

ＡＳＳ : オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ : 高ニッケル合金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図

書内での表現を統一し

た。 

 

 

 

 

 

記載の適正化として，図

書内での表現を統一し

た。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に

合わせた記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(14／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

Ｒ３ : 重大事故等時配管荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期（Ｌ））

に作用する配管荷重） 

Ｐ４ : 重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期（Ｌ））

より更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する圧力荷重） 

Ｒ４ : 重大事故等時配管荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期（Ｌ））

より更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する配管荷重） 

Ｋｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又はＳクラス設備に適

用される静的地震力 

ＫＳＡｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

ＫＳ : 基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

Ｆｃ : コンクリートの設計基準強度 

 

 

ｂ．荷重の組合せ及び許容応力 

(a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備の機器・配管系 

イ. クラス１容器及び重大事故等クラス２容器（クラス１容器） 

（クラス１容器） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２容器（クラス１容器）） 

 

＜文中表＞ 

 

ロ. クラスＭＣ容器及び重大事故等クラス２容器（クラスＭＣ容器） 

（クラスＭＣ容器）（１／２） 

＜文中表＞ 

 

（クラスＭＣ容器）（２／２） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２容器（クラスＭＣ容器））（１／２） 

 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２容器（クラスＭＣ容器））（２／２） 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. クラス２，３容器及び重大事故等クラス２容器（クラス２，３容器） 

（クラス２容器及びクラス３容器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(15／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等クラス２容器（クラス２，３容器）） 

＜文中表＞ 

 

 

 

ニ. クラス１管及び重大事故等クラス２管（クラス１管） 

（クラス１管） 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

（重大事故等クラス２管（クラス１管）） 

 

＜文中表＞ 

 

 

① 容器 

 

a．Ｓクラス 

＜文中表＞ 

 

b．Ｂ，Ｃクラス 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 容器 

 

a．Ｓクラス 

 
耐
震 
重
要
度 

荷重の 
組合せ 

許容限界＊1 

一次一般膜応力 
一次膜応力＋
一次曲げ応力 

一次＋ 
二次応力 

一次＋ 
二次＋ 
ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋ 
Ｐ ｄ ＋
Ｍ ｄ ＋
Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの
小さい方。 
ただし，ＡＳＳ及
びＨＮＡについ
ては上記値と 1.2
Ｓとの大きい方。 

左欄の 1.5 倍
の値 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみによ
る疲労解析を行い，疲労累
積係数が 1.0 以下であるこ
と。ただし，地震動のみに
よる一次＋二次応力の変動
値が 2Ｓｙ以下であれば疲労

解析は不要。＊2 

Ｄ＋ 
Ｐ ｄ ＋
Ｍ ｄ ＋
ＳＳ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 1.5 倍
の値 

 

注記＊1：座屈に対する評価が必要な場合には，JEAG4601—1987 
第 2 種容器(クラス MC 容器)の座屈に対する計算式による。 
＊2：２Sy を超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，

「JSME S NC1」PVB-3300(PVB-3313 を除く。Smは 2／3 Syと
読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．（重大事故等対処設備(Ｓクラス)） 

重大事故等対処設備に該当する機器・配管系については，後次回

申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書と

の整合性を図るために

「Ⅲ-1-1 耐震設計の基

本方針」に合わせた記載

とした。 

 

 

 

 

記載の適正化として，図

書間の整合を図るため

に「Ⅲ-1-1 耐震設計の

基本方針」に合わせた記

載とした。 

 

非常用炉心冷却系等に

用いるＰＤ及びＭＤに

ついては，運転状態が規

定されている発電プラ

ント特有の条件であり，

当社においてはＰｄ及

びＭｄの荷重を用いた

設計を行うことから記

載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(16／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ホ. クラス２，３管及び重大事故等クラス２管（クラス２，３管） 

（クラス２，３管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 配管類 

a．Ｓクラス 
＜文中表＞ 

 

b．Ｂ，Ｃクラス 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 配管系 

a．Ｓクラス 

 
耐震 
重要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜
応 力 

一次応力 
(曲げ応力を
含む。) 

一 次 ＋ 
二 次 応
力 

一 次 ＋ 
二 次 ＋ 
ピーク応力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。) 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6
Ｓｕの小さ
い方。 
ただし，Ａ
ＳＳ及びＨ
ＮＡについ
ては上記値
と 1.2Ｓと
の 大 き い
方。＊1 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳ
Ｓ及びＨＮ
Ａについて
は上記値と
1.2Ｓとの大
きい方。 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみ
による疲労解析を行
い，疲労累積係数が 1.0
以下であること。ただ
し，地震動のみによる
一次＋二次応力の変動
値が 2Ｓｙ以下であれ
ば疲労解析は行わな
い。＊2 Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＳ 

0.6Ｓｕ＊1 
左欄の 1.5
倍の値 

ダ 

ク 

ト 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
Ｓｄ 

地震時の加
速度及び相
対変位に対
し機能が保
たれるよう
サポートの
スパン長＊3

を最大許容
ピッチ以下
に確保する
こと。 

－ － － 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＳ 

注記＊1：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除く。)
におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許容値の0.8倍の
値とする。 

＊2：２Ｓｙを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME S NC1」
PPB-3536(同(3)及び(6)を除く。また Smは 2／3 Syに読み替える。)
の簡易弾塑性解析を用いる。 

＊3：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書と

の整合性を図るために

「Ⅲ-1-1 耐震設計の基

本方針」に合わせた記載

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクトについては別途

記載。 

非常用炉心冷却系等に

用いるＰＤ及びＭＤに

ついては，運転状態が規

定されている発電プラ

ント特有の条件であり，

当社においてはＰｄ及

びＭｄの荷重を用いた

設計を行うことから記

載していない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(17／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

（重大事故等クラス２管（クラス２，３管）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．（重大事故等対処設備（Ｓクラス）） 

重大事故等対処設備に該当する機器・配管系については，後次

回申請以降で申請する。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(18／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ヘ. クラス４管及び重大事故等クラス２管（クラス４管） 

（クラス４管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等クラス２管（クラス４管）） 

 

＜文中表＞ 

 

ト. クラス１ポンプ及び重大事故等クラス２ポンプ（クラス１ポンプ） 

（クラス１ポンプ） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２ポンプ（クラス１ポンプ）） 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再掲】※ダクト部分の比較 
② 配管系 

a．Ｓクラス 

 
耐震 
重要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応
力 

一次応力 
(曲げ応力を含

む。) 

一 次 ＋ 
二 次 応 力 

一 次 ＋ 
二 次 ＋ 
ピーク応力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。) 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐ
ｄ＋Ｍｄ

＋Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの
小さい方。 
ただし，ＡＳＳ
及びＨＮＡに
ついては上記
値と 1.2Ｓとの
大きい方。＊1 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ
及びＨＮＡに
ついては上記
値と 1.2Ｓとの
大きい方。 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみによる
疲労解析を行い，疲労累積係数
が 1.0 以下であること。ただし，
地震動のみによる一次＋二次応
力の変動値が 2Ｓｙ以下であれ
ば疲労解析は不要。＊2 Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＳ 
0.6Ｓｕ＊1 

左欄の 1.5 倍
の値 

ダ 

ク 

ト 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐ
ｄ＋Ｍｄ

＋Ｓｄ 

地震時の加速
度及び相対変
位に対し機能
が保たれるよ
うサポートの
スパン長＊ 3 を
最大許容ピッ
チ以下に確保
すること。 

－ － － 

Ｄ＋Ｐ
ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＳ 

注記＊1：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除く。)
におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許容値の0.8倍の
値とする。 
＊2：２Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S 
NC1」PPB-3536(1)，(2)，(4)及び(5) (ただし，Smは 2／3 Syと読
み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 
＊3：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクトについて第 5種管

（JEAG4601）の規定を準

用した記載とした。 

 

非常用炉心冷却系等に

用いるＰＤ及びＭＤに

ついては，運転状態が規

定されている発電プラ

ント特有の条件であり，

当社においてはＰｄ及

びＭｄの荷重を用いた

設計を行うことから記

載していない。 

。 

ダクトにおける機能が

保たれるサポートのス

パン長とは支持間隔が

座屈限界長さ以下のス

パン長にすることにつ

いて記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(19／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

チ. クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ及び重大事故等

クラス２ポンプ（クラス２，３，その他のポンプ） 

（クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等クラス２ポンプ（クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その

他のポンプ）） 

 

＜文中表＞ 

 

リ. クラス１弁（弁箱）及び重大事故等クラス２弁（クラス１弁（弁箱）） 

（クラス１弁（弁箱）） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２弁（クラス１弁（弁箱））） 

＜文中表＞ 

 

ヌ. クラス２弁（弁箱）及び重大事故等クラス２弁（クラス２弁（弁箱）） 

（クラス２弁（弁箱）） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等クラス２弁（クラス２弁（弁箱）） 

＜文中表＞ 

 

 

③ ポンプ 

ａ．Ｓクラス 

 

＜文中表＞ 

 

b．Ｂ，Ｃクラス 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 弁(弁箱) 

 

 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ポンプ 

ａ．Ｓクラス 
耐
震 
重
要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 
一次応
力 

一 次 ＋ 
二 次 応 力 

一 次 ＋ 
二 次 ＋ 
ピ ー ク 応 力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐ
ｄ＋Ｍ
ｄ＋Ｓ
ｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの
小さい方。 
ただし，ＡＳＳ
及びＨＮＡにつ
いては上記値と
1.2Ｓとの大きい
方。 

左欄の 
1.5 倍の
値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解
析を行い，疲労累積係数が 1.0 以下であ
ること。ただし，地震動のみによる一次
＋二次応力の変動値が２Sy 以下であれ
ば疲労解析は不要。＊1 Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍ
ｄ＋Ｓ
Ｓ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 

1.5 倍の
値 

 
注記＊1：２Syを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S NC1」

PVB-3300(PVB-3313 を除く。Smは 2／3 Syと読み替える。)の簡易弾塑性解
析を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．（重大事故等対処設備（Ｓクラス）） 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界については，後

次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプについて第 3種ポ

ンプ（JEAG4601）の規定

を準用した記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(20／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

（比較対象無し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル. 炉心支持構造物 

（設計基準対象施設） 

＜文中表＞ 

 

（重大事故等対処施設） 

＜文中表＞ 

ヲ. 炉内構造物 

（設計基準対象施設） 

＜文中表＞ 

（重大事故等対処施設） 

＜文中表＞ 

ワ. クラス１支持構造物及び重大事故等クラス２支持構造物（クラス１

支持構造物） 

（クラス１支持構造物） 

＜文中表＞ 

（重大事故等クラス２支持構造物（クラス１支持構造物）） 

＜文中表＞ 

カ. クラスＭＣ支持構造物及び重大事故等クラス２支持構造物（クラス

ＭＣ支持構造物） 

（クラスＭＣ支持構造物） 

＜文中表＞ 

（重大事故等クラス２支持構造物（クラスＭＣ支持構造物）） 

＜文中表＞ 

ヨ. クラス２，３支持構造物及び重大事故等クラス２支持構造物（クラ

ス２，３支持構造物） 

（クラス２，３支持構造物） 

＜文中表＞ 

（重大事故等クラス２支持構造物（クラス２，３支持構造物）） 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 支持構造物 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 弁(弁箱) 

耐震 
重要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜
応力 

一次応力 
一 次 ＋ 
二 次 応 力 

一 次 ＋ 
二 次 ＋ 
ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
Ｓｄ 

――――――――――――――――――       ＊1 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＳ 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＢ 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋
ＳＣ 

注記＊1：バルブの肉厚が接続配管と同等の場合で，特に大きな駆動部を
有する電動弁，空気作動弁については，「JSME S NC1」VVB-3300 の評
価を行う。ただし，地震時に過大な応力の発生を防ぐ処置が講じられて
いるものは，この限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁ついて，その他の弁の

規定を準用した記載と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(21／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

タ. その他の支持構造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

＜文中表＞ 

レ. 使用済燃料乾式貯蔵容器 

（イ） キャスク容器＊1 

＜文中表＞ 

（ロ） バスケット＊1 

＜文中表＞ 

（ハ） 二次蓋＊1 

＜文中表＞ 

（ニ） 中間胴，トラニオン及び支持構造物＊1 

＜文中表＞ 

ソ. クラス１耐圧部テンションボルト（容器以外）及び重大事故等クラ

ス２耐圧部テンションボルト（容器以外）（クラス１耐圧部テンションボ

ルト（容器以外）） 

（クラス１耐圧部テンションボルト（容器以外）） 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 支持構造物 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持構造物について，そ

の他の支持構造物を準

用した記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(22／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

（重大事故等クラス２耐圧部テンションボルト（容器以外）（クラス１耐

圧部テンションボルト 

（容器以外））） 

＜文中表＞ 

 

 

ツ. クラス２，３耐圧部テンションボルト及び重大事故等クラス２耐圧

部テンションボルト（クラス２，３耐圧部テンションボルト） 

（クラス２，３耐圧部テンションボルト） 

＜文中表＞ 

 

 

 

（重大事故等クラス２耐圧部テンションボルト（クラス２，３耐圧部テ

ンションボルト）（クラス２，３耐圧部テンションボルト）） 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(23／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ネ. 埋込金物 

荷重の組合せに対する許容応力状態は，埋込金物が支持する支持構造

物と同等とする。また，以下では，設計基準対象施設の許容限界を示す

が，重大事故等対処施設における許容応力状態 

ⅤＡＳの許容限界については，許容応力状態ⅣＡＳの許容限界と読み替

える。 

(イ) 鋼構造物の許容応力 

鋼構造物の許容応力は次による。 

ⅰ. 埋込板，アンカーフレーム，スタッド等は，その他の支持構造物

（ボルト以外）の規定による。 

ⅱ. アンカボルトは，その他の支持構造物（ボルト等）の規定による。 

(ロ) コンクリート部の許容基準 

コンクリート部の強度評価における許容荷重はＪＥＡＧ４６０１－

1991 追補版に基づき，次の通りとする。 

また，アンカー部にじん性が要求される場合にあっては，原則とし

て基礎ボルトが先に降伏するような設計とする。 

ⅰ. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンクリートの評価 

(ⅰ) コンクリートにせん断補強筋がない場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は，以下に示すコン

クリート部の引張荷重に対する許容値以下となるようにする。 

p≦pa＝min(pa1,pa2) 

ここに 

pa1＝0.31・Ｋ１・Ａｃ √Fc 
pa2＝Ｋ２・αc・Ａ0・Fc 

p ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

pa ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容引張荷重（N） 

pa1 ：コンクリート躯体がコーン状破壊する場合の基礎ボルト１本当た

りの許容引張荷重（N） 

pa2 ：基礎ボルト頭部に接するコンクリート部が支圧破壊する場合の基

礎ボルト１本当たりの許容引張荷重（N） 

Ｋ１ ：コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Ｋ２ ：支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ａc ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積（mm2） 

αc ：支圧面積と有効投影面積から定まる定数，＝ �Ac/A0  かつ 10 以

下 

Ａ0 ：支圧面積（mm2） 

また，各許容応力状態に対するコーン状破壊耐力及び支圧破壊耐力の低

減係数（Ｋ１及びＫ２）の値を以下に示す。 

 
 

(ⅱ) コンクリートにせん断補強筋を配する場合 

コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積の範囲内にせん断補強筋

を配する場合， 

鉄筋比が 0.4 ％以上あれば許容応力状態ⅣＡＳにおけるコンクリート

部の引張強度は， 

(ⅰ)の場合の 1.5 倍の強度を有するものとして評価することができる。 

⑥ 埋込金物 

＜文中表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 埋込金物 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行炉における文章で

の記載内容を表の形式

に纏めて記載した。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(24／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

鉄筋比：Pt＝ ∑𝐴𝐴𝑊𝑊
𝐴𝐴𝐶𝐶

 

 

Aw：せん断補強筋断面積（mm2） 

Ac：有効投影面積（mm2） 

 

ⅱ. 基礎ボルトがせん断荷重を受ける場合のコンクリートの評価 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は，以下に示すコンク

リート部のせん断荷重に対する許容値以下になるようにする。 

q≦qa＝min（qa1,qa2） 

ここに 

qa1＝0.5・Ｋ３・Ａb・� Ec・Fc 

qa2＝0.31・Ｋ４・Ａc1・√Fc 
q ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

qa ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容せん断荷重（N） 

qa1：基礎ボルトと基礎ボルト周辺のコンクリートが圧壊して破壊（複合

破壊）する 

場合の基礎ボルト１本当たりの許容せん断荷重（N） 

qa2：へり側コンクリートが破壊する場合の基礎ボルト１本当たりの許容

せん断荷重 

（N） 

Ｋ３ ：複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数 

Ｋ４ ：へり側コンクリート破壊の場合のせん断耐力の低減係数 

Ａb ：基礎ボルトの谷径断面積（スタッドの場合は軸部断面積）（mm2） 

Ec ：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

a ：へりあき距離（mm） 

Ａc1 ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積（mm2）＝πa2/2 

ただし， � Ec・Fcの値は，500 N/mm2 以上，880 N/mm2以下とする。

880 N/mm2を超える場合は，� Ec・Fc＝880 N/mm2として計算する。 

 

また，各許容応力状態に対するせん断耐力の低減係数（Ｋ３及びＫ４）

の値を以下に示す。 

 
ⅲ. 基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合のコンクリー

トの評価 

基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合，それらの組合せ

荷重が以下に示す 

コンクリート部の引張荷重及びせん断荷重の組合せに対する許容値以下

となるようにする。 

 

�
𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑎𝑎
�
2

+ �
𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑎𝑎
�
2
≦ 1 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(25／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ここに 

pa ：引張荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たりのコンクリート部の

許容引張荷重（N） 

＝min(pa1,pa2) 

qa ：せん断荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たりのコンクリート部

の許容せん断荷重（N） 

＝min(qa1,qa2) 

p ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

q ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

 

ⅳ. コンクリート部の面内せん断力が大きい場合の評価 

鉄筋コンクリート造建物・構築物において，耐震要素として地震時に

生じる力を負担させる壁（以下「耐震壁」という。）において地震力によ

る各層の面内せん断ひずみ度又は面内せん断力が著しく大きい場合は，

鉄筋コンクリート造壁の機器・配管に対する支持機能の評価に，下記の

許容限界を用いることとする。 

(ⅰ) 耐震壁の面内せん断ひずみ度と基礎ボルトの面外引張力に関する

許容限界の目安値 

地震力による各層の面内せん断ひずみ度γと機器・配管のアンカー部

に作用する面外の引張力 p を pu で除した値 p／pu が，以下に示す図の

網掛け部の許容限界ゾーン内にあることとする。 

ここで，pu は定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力で，下記の式に

よる。また，面内せん断ひずみ度γは，ＪＥＡＧ４６０１で定まる復元

力特性を用いた応答解析結果に基づく値とする。 

pu＝0.31・Ａc・√Fc 
ここに， 

pu ：定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力（N） 

Ａc：有効投影面積（「ⅰ. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンク

リートの評価」参照）（mm2） 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 
 

 

 

(ⅱ) 耐震壁の面内せん断力と基礎ボルトの面外引張力に関する許容限

界の目安値 

地震力による各層の面内せん断力 Q を終局せん断耐力 Qu で除した値 Q

／Qu と前記の p／pu が，以下に示す図の網掛け部の許容限界ゾーン内

にあることを目安とする。 

ここで，Qu は各層の終局せん断耐力で，下記の式による。 

Qu＝τu・As 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(26／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ここに 

 
 

τs＝(PV＋PH)･σy/2＋(σV+σH)/2 

Qu ：終局せん断耐力（N） 

τu ：終局せん断応力度（N/mm2） 

AS ：有効せん断断面積（mm2） 

FC ：コンクリートの圧縮強度（N/mm2） 

PV ：縦筋比 

PH ：横筋比 

σV ：縦軸応力度（N/mm2） 

σH ：横軸応力度（N/mm2） 

σy ：鉄筋の降伏応力度（N/mm2） 

Ｄ ：引張，圧縮フランジの芯々間距離（mm） 

（ボックス壁であれば地震荷重加力方向の壁長，円筒壁の場合は外径） 

Ｑ ：当該耐震壁面内せん断力（N） 

Ｍ ：当該耐震壁曲げモーメント（N･mm） 

 
ⅴ. コンクリートの許容圧縮応力度 

コンクリートの許容圧縮応力度は下表に示す値とする。 

 
 

ⅵ. コンクリートの許容せん断応力度 

コンクリートの許容せん断応力度は下表に示す値とする。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(27／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ⅶ. 異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応力度 

異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応力度は下表

に示す値とする。 

 
ⅷ. コンクリートの許容支圧応力度 

コンクリートの許容支圧応力度は下表に示す値とする。 

 

 
 

ⅸ. 引抜き力及び押抜き力に対するコンクリートの許容せん断応力度 

スタッド，アンカボルト等の引抜き力及びベースプレートの押抜き（パ

ンチング）力によってコンクリートに生じる各許容応力状態におけるせ

ん断応力度τp は次式により計算し，ⅵ.に示す許容せん断応力度より低

いことを確認する。 

また，本評価法以外に，「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・

許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」の「2.9.4 章 埋込金物の許容

応力」の解説(7).b に示される米国コンクリート学会の規定を用いる場

合もある。 

 

 

τ𝑝𝑝 =
𝑃𝑃

𝑎𝑎𝐷𝐷・𝑏𝑏𝐷𝐷・𝑗𝑗
 

 

ここで 

P ＝引抜き力又は押抜き力（N） 

αＤ＝1.5（定数） 

bo ＝せん断力算定断面の延べ幅（mm） 

j ＝(7／8)d（mm） 

d ＝せん断力算定断面の有効せい（mm） 

 

 

ただし，せん断力算定断面は次のように考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(28／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 
(ハ) 形式試験による場合 

埋込金物に対し形式試験により標準設計荷重を求める場合は次によ

る。 

ⅰ. 試験個数は，同一仕様のものを，荷重種別（引張，曲げ，せん断）

ごとに最低 3 個とする。 

ⅱ. 埋込金物の変形により支持構造物としての機能を喪失する限界の

荷重を TL(Test-Load)とする。ただし，埋込板のごとく荷重による

変形の発生と破壊との判別がつきにくいものにあっては破壊荷重を

TL とする。 

ⅲ. 許容荷重は，3 個の TL のうち最小値を(TL)min とし下の表によ

り求める。ただし，最小値が他の 2 個の TL に比べ過小な場合は，

新たに 3 個の TL を求め，合計 6 個の TL の中で後から追加した 3 

個の TL の最小値が最初の 3 個の TL の最小値を上回った場合は，

合計 6 個の TL の最小値をはぶき 2 番目に小さい TL を(TL)min と

する。ただし，下回った場合は，最小値を(TL)min とする。 

 

 
(ニ) スタッドの評価 

スタッドの評価においては，せん断耐力の評価式を規定している日本

建築学会「各種合成構造設計指針・同解説」設計式（ＡＩＪ式）を用い

ることができる。 

 

(ホ) メカニカルアンカ，ケミカルアンカの許容応力 

建物施工後に設置する後打ちアンカには，メカニカルアンカ及びケミ

カルアンカがあり，その許容値は，「各種合成構造設計指針・同解説」（日

本建築学会，2010 年改定）又はＪＥＡＧ４６０１・補-1984 に基づき設

計する。 

 

ⅰ. メカニカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設

計指針・解説 資料 5金属拡張アンカーボルトの設計」に基づき設計

する。また，ＪＥＡＧ４６０１・補-1984 に基づく場合は，前記

ネ.(イ)，(ロ)の許容値に更に 20%の低減を行うものとする。 

(ⅰ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示す許容荷

重 pa 以下となるようにする。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(29／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

pa＝min(pa1，pa2) 

pa1＝φ1・sσpa・sca 

pa2＝φ2・αc・cσt・Ac 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa2：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷重（N） 

αc：施工のバラツキを考慮した低減係数で，αc＝0.75 とする。 

φ1，φ2：低減係数であり，以下の表に従う。 

 

〈文中表〉 

 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσy とする。（N/mm2） 

sσy：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Sy とする。（N/mm2） 

sca：ボルト各部の最小断面積（mm2）又はこれに接合される鋼材の断面積

で危険断面にお 

ける値 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの割裂強度で cσt＝0.31 Fc と

する。 

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ac：コーン状破壊面の有効水平投影面積で，Ac＝π・ ce( ce＋Ｄ)とす

る。（mm2） 

Ｄ：アンカーボルト本体の直径（mm） 

：アンカーボルトの埋込み深さで，母材表面から拡張面先端までの距離

（mm） 

 
 

 

(ⅱ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示す許容荷重

qa 以下となるよう 

にする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3) 

qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・αc・cσqa・sca 

qa3＝φ2・αc・cσt・Aqc 

ここで， 

qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容せん断荷重（N） 

sσqa：ボルトのせん断強度で，sσqa＝0.7・sσy とする。（N/mm2） 

sca：ボルトのコンクリート表面における断面積（mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5 Fc・Ec とする。（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積で

Aqc＝0.5・πc2 とする。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

 

(ⅲ) 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p 及びせん断荷重 q の組合せ荷重を受ける場合，

以下となるようにする。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(30／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 
 

 

ⅱ. ケミカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設計指

針・解説 4.5 接着系アンカーボルトの設計」又はＪＥＡＧ４６０１・補

-1984 に基づき設計する。 

「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく場合は以下の通りである。 

また，ＪＥＡＧ4601・補-1984 に基づく場合は，前記ネ.(イ)，(ロ)の許

容値に更に 20%の低減を行うものとする。 

(ⅰ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示す許容荷重 pa 

以下となるようにする。 

pa＝min(pa1，pa3) 

pa1 = φ1・sσpa・sca 

pa3 = φ3・τa・π・da・ ℓce 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa3：ボルトの付着力により決まる許容引張荷重（N） 

φ1，φ3：低減係数であり，以下の表に従う。 

 

〈文中表〉 

 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσy とする。ただし，ボルトの降伏

を保証する場合の上限引張力を算定するときは，sσpa＝αyu・sσy とす

る。（N/mm2） 

sσy：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Sy とする。（N/mm2） 

αyu：ボルトの材料強度のばらつきを考慮した降伏点強度に対する割増係

数であり，1.25 以上を用いる。 

a：ボルトの断面積で，軸部断面積とねじ部有効断面積の小さい方の値

（mm2） 

da：ボルトの径（mm） 

ℓce：ボルトの強度算定用埋込み深さでℓce＝ℓe－2da とする。(mm） 

ℓe：ボルトの有効埋込み深さ(mm） 

τa：ボルトの付着強度で τa＝α1・α2・α3・τbavg とする。(N/mm2） 

ここで， 

α n：へりあき及びボルトピッチによる付着強度の低減係数で

αn＝0.5 �𝐶𝐶𝑎𝑎
ℓ𝑒𝑒
� + 0.5とする。 

（n＝1,2,3）ただし，�𝐶𝐶𝑛𝑛
ℓ𝑒𝑒
� � ≥ 1.0の場合は，�𝐶𝐶𝑛𝑛

ℓ𝑒𝑒
� � = 1.0， ℓ𝑒𝑒 ≥ 10𝑑𝑑𝑎𝑎

の場合は，ℓ𝑒𝑒 = 10𝑑𝑑𝑎𝑎とする。 

cn：へりあき寸法又はボルトピッチ a の 1/2 で，最も小さくなる寸法 3 

面までを考慮す 

る。 

τbavg：ボルトの基本平均付着強度であり，接着剤及び充填方式により以

下の表に従う。 

〈文中表〉 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(31／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

(ⅱ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示す許容荷重

qa 以下となるよ 

うにする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3) 

qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・cσqa・sca 

qa3＝φ2・cσt・Aqc 

ここで， 

qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷重（N） 

φ2：低減係数であり，(ⅰ)において示す表に従う。 

sσqa：ボルトのせん断強度で sσqa＝0.7・sσy とする。（N/mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5� Fc・Ecとする。（N/mm2） 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度で cσt＝0.31√ Fc 
とする。（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

 

 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積で Aqc

＝0.5πc2 とす 

る。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

また，ボルトの有効埋込み長さ e が以下となるようにする。 

 

ℓ𝑒𝑒 ≥
𝜎𝜎𝑝𝑝𝑎𝑎・𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠

4𝜏𝜏𝑎𝑎
 

 

 

（ⅲ） 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p 及びせん断荷重 q の組合せ荷重を受ける場

合，以下となるようにする。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(32／47) 
別紙４ 
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ナ. 燃料集合体（燃料被覆管） 

 
注記＊1：せん断ひずみエネルギー説に基づく相当応力に対して評価す

る。 
＊2：使用温度及び照射の効果を考慮して許容値を設定する。 

 

(b) Ｂ，Ｃクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備の機器・配管系イ. クラス２，３容器及び重

大事故等クラス２容器（クラス２，３容器） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 容器 

ｃ．Ｂ，Ｃクラス 
耐震 
重要度 

荷重の 
組合せ 

許容限界 
一次一般膜応力 一次応力 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐ ｄ＋
Ｍｄ＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 
ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ
については上記値と 1.2Ｓ
との大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ
については上記値と 1.2Ｓ
との大きい方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐ ｄ＋
Ｍｄ＋ＳＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．（重大事故等対処設備（Ｂ，Ｃクラス）） 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界については，後

次回申請以降で申請する。 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

ては未臨界状態で核燃

料物質を取り扱うこと，

原子炉格納容器のよう

な高温，高圧環境での取

り扱いが無いことから

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(33／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ロ. クラス２管及び重大事故等クラス２管（クラス２管） 

（クラス２管） 

 

〈文中表〉 

 

（重大事故等クラス２管（クラス２管）） 

〈文中表〉 

 

 

ハ. クラス３管，クラス４管 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 配管系 

ｃ．Ｂ，Ｃクラス 

 

耐
震
重
要
度 

荷重の 
組合せ 

許   容   限   界 

一 次 一 般 膜 応 力 一 次 応 力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。) 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋
Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ
については上記値と 1.2Ｓ
との大きい方＊1。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ
については上記値と 1.2Ｓ
との大きい方。 Ｃ 

Ｄ＋Ｐｄ＋
Ｍｄ＋ＳＣ 

ダ
ク
ト 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋
Ｍｄ＋ＳＢ 

地震時の加速度及び相対
変位に対し機能が保たれ
るようサポートのスパン
長＊2 を最大許容ピッチ以
下に確保すること。 

－ 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋
Ｍｄ＋ＳＣ 

注記＊1：軸力による全断面平均応力については，Ｓクラスの配管(ダクトを除く。)
におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許容値の 0.8 倍の値とす
る。 

＊2：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(34／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ニ. クラス２，３ポンプ，その他のポンプ及び重大事故等クラス２ポン

プ（クラス２，３ポンプ，その他のポンプ） 

 
 

 

ホ. クラス２支持構造物及び重大事故等クラス２支持構造物（クラス２

支持構造物） 

（クラス２支持構造物） 

 

〈文中表〉 

 

（重大事故等クラス２支持構造物（クラス２支持構造物）） 

 

〈文中表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ポンプ 

ｃ．Ｂ，Ｃクラス 

耐震 
重要度 

荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 
一 次 応 力 
(曲げ応力を含

む。) 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの 
小さい方。 

ただし，ＡＳＳ及び
ＨＮＡについては
上記値と 1.2Ｓとの
大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及び
ＨＮＡについては
上記値と 1.2Ｓとの
大きい方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋ＳＣ 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(35／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

ヘ. その他の支持構造物 

 
 

 

 

 

（重大事故等クラス２支持構造物） 

 

〈文中表〉 

 

 

(3) 土木構造物 

（設計基準対象施設） 

 

〈文中表〉 

 

 

（重大事故等対処施設） 

〈文中表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 支持構造物 

 
 

ｂ．重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界については，後

次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持構造物について，そ

の他の支持構造物を準

用した記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(36／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

(4) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

(a) 土木構造物 

津波防護施設 

〈文中表〉 

 

 

(b) 建物・構築物 

浸水防止設備 

 

〈文中表〉 

 

 

(c) 機器・配管系 

イ. 記号の説明 

Ｄ ：死荷重 

ＰＤ：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ及

び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合にはこ 

れを含む），又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

ＭＤ：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲ

及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合にはこ 

れを含む），又は当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

 

ロ. 荷重の組合せ及び許容応力 

浸水防止設備（浸水防止蓋（ボルト以外）） 

 

〈文中表〉 

 

浸水防止設備（浸水防止蓋（ボルト以外）） 

〈文中表〉 

 

 

浸水防止設備（逆止弁（ボルト以外）） 

〈文中表〉 

 

浸水防止設備（ボルト） 

〈文中表〉 

 

 

浸水防止設備（貫通部止水処置） 

貫通部止水処置にモルタルを用いる場合の許容荷重はコンクリート標準

示方書【構造性能照査編】（（社）土木学会 2002 年制定）に準じて，次の

通りとする。 

〈文中表〉 

 

 

津波監視設備 

 

〈文中表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に

おいて，敷地に到達する

津波はないことを記載

しているため，当該事項

に係る内容は記載して

いない。 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

 

 

 

(比較対象無し) 

 

 

事業変更許可申請書に

おいて，敷地に到達する

津波はないことを記載

しているため，当該事項

に係る内容は記載して

いない。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(37／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

(5) 地盤 

（設計基準対象施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）地盤 

（安全機能を有する施設） 

 荷重の組合せ 許容限界 

Ｓクラス 
Ｄ＋Ｌ＋Ｓｄ 短期許容支持力度とする。 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｓ 
極限支持力度に対して妥当な安全
余裕を持たせる。 

Ｂクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 短期許容支持力度とする。 
Ｃクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 短期許容支持力度とする。 

記号の説明 
Ｄ ：固定荷重 
Ｌ ：積載荷重 
Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 
Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 
ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される地震 
ＳＣ   ：耐震Ｃクラスの施設に適用される地震力 
 

第 3.-2表 重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

設備分類＊1 
荷重の組合

せ＊2 
許 容 限 界 

選定において基準地震
動を 1.2 倍した地震力を
考慮する設備が設置さ
れる重大事故等対処施
設 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ

＋1.2Ｓｓ 
要求機能が維持されることと
する。 

地震を要因として発生
する重大事故等に対処
する重大事故等対処設
備が設置される重大事
故等対処施設 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ

＋1.2Ｓｓ 
要求機能が維持されることと
する。 

注記＊1：選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備又
は地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処
設備に該当する部位を示す。 
＊2：地震力と組み合わせる荷重には，このほか，建物・構築物の実

況に応じて，土圧，水圧等を考慮するものとする。なお，重大
事故等時の状態で施設に作用する荷重については，前述の基準
地震動との組合せに対する評価によるものとする。 

 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の記号の説明について

は，後次回申請以降で申請する。 

 

① 容器 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

② 配管系 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

記号は図書内で統一し

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設の耐震

性の裕度を考慮するた

めに、基準地震動を 1.2

倍にした地震力を用い

るため記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(38／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2 地震力と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

(1) 考慮する荷重の組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 検討対象の施設・設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-2表 重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

第 3.-3表 地震力と積雪荷重，風荷重の組合せ 

〈文中表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ポンプ 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

④ 弁(弁箱) 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

⑤支持構造物 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

⑥埋め込み金物  

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及び許

容限界については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

第 3.-3表 地震力と積雪荷重，風荷重の組合せ 

（1）考慮する荷重の組合せ 

項目 施設の配置 
荷重の種類 

風荷重＊1 積雪荷重＊1 

建物・構築物 屋外＊2 〇＊3 〇＊4 

機器・配管系 
屋内 － － 

屋外＊2 〇＊3 〇＊4 

注記＊1：組み合わせる荷重は，添付書類「Ⅴ－１－１－１ 加工
施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に基づくも
のとし，積雪荷重については，六ヶ所村統計書における観測記録
上の極値190cmに，「建築基準法施行令」第八十二条に定めるとこ
ろの建築基準法の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の組合
せを適用して，平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35を考慮
する。また，風荷重については，「Ｅの数値を算出する方法並びに
ＶＤ及び風力係数を定める件」(平成12年5月31日建設省告示第
1454号)に定められた六ヶ所村の基準風速34m/sとする。なお，風
荷重は平均的な風荷重とするため，ガスト係数Gfは1とする。 

＊2：風荷重の影響が大きいと考えられる鉄骨架構及びそ
れに類する構造物について，組合せ考慮する。 

＊3：屋外に設置されている施設のうち，コンクリート構造
物等の自重が大きい施設を除く。 

＊4：積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等
常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設
を除く。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書内で表現を統一し

た。 
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【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(39／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 耐震計算における積雪荷重及び風荷重の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-1図 積雪荷重及び風荷重設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）検討対象の施設・設備 

 
施設・設備※ 

風荷重 積雪荷重 

建物・構築物 - ・MOX 燃料加工建屋 

※後次回申請以降の設備については，後次回申請において示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.-1図 耐震計算における積雪荷重及び風荷重設定フロー 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書内で表現を統一し

た。 

表現上の差異（事業変更

許可申請書に合わせた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針】(40／47) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12 月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 

3.2 変位，変形の制限 

発電用原子炉施設として設置される建物・構築物，機器・配管系の設

計に当たっては，剛構造とすることを原則としており，地震時にこれら

に生じる応力を許容応力値以内に抑えることにより，変位，変形に対し

ては特に制限を設けなくても機能は十分維持されると考えられる。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計上の注意

を要する部分については以下のような配慮を行い，設備の機能維持が十

分果たされる設計とする。 

 

 

(1) 建物間相対変位に対する配慮 

原子炉格納容器を貫通する配管，ダクト等，又は異なった建物間を渡

る配管等の設計においては，十分安全側に算定された建物間相対変位に

対し，配管ルート，支持方法又は伸縮継手の採用等でこれを吸収できる

ように配慮する。 

 

 

 

(2) 燃料集合体の変位に対する配慮 

地震時における原子炉スクラム時，燃料集合体の地震応答変位は制御

棒の挿入時間に影響を与える。そのため，炉心を模擬した実物大の部分

モデルによる加振時制御棒挿入試験結果から挿入機能に支障を与えない

最大燃料集合体変位を求め，地震応答解析から求めた燃料集合体変位が

その最大燃料集合体変位を下回ることを確認する。 

(3) ライナ部のひずみに対する配慮 

原子炉格納容器の底部に設置されるライナ部はコンクリート部の変形

及びコンクリートとの温度差により生じる強制ひずみに対し，原子炉格

納容器の気密性に影響するような有意なひずみが生じることはない設計

とする。 

 

4. 機能維持 

4.1 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方

針の概要」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に基づき，地震時及

び地震後において，その機器に要求される安全機能を維持するため，設

計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に

応じた地震動に対して，その機能種別により制御棒挿入機能に係る機器，

回転機器及び弁に分類し，それぞれについて，以下の方法により機能維

持を満足する設計とする。 

 

 

 

(1) 制御棒挿入機能に係る機器 

地震時における制御棒の挿入性（制御棒が目安とする設計時間内に挿

入できること）については，炉心を模擬した実物大の部分モデルによる

加振時制御棒挿入試験結果等から駆動機能が地震時にも維持されること

を確認する。 

 

 

(2) 回転機器及び弁 

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁につい

ては，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施

4. 変位，変形の制限 

ＭＯＸ燃料加工施設として設置される建物・構築物，機器・配

管系の設計に当たっては，剛構造とすることを原則としており，

地震時にこれらに生じる応力を許容応力値以内に抑えることに

より，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能は十分

維持される。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計上

の注意を要する部分については以下のような配慮を行い，設備

の機能維持が十分果たされる設計とする。 

 

4.1  建物・構築物間相対変位に対する配慮 

異なった建物・構築物間の取合部については，十分安全側に算

定された建物・構築物間相対変位に対し適切な間隔を設けるこ

ととし，異なった建物・構築物間を渡る配管系の設計において

は，十分安全側に算定された建物・構築物間相対変位に対し配管

ルート，支持方法又は伸縮継手の採用等でこれを吸収できるよ

うに考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 機能維持 

5.1  動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設

計の基本方針」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，その機器が要求される安全機能

を維持するため，回転機器及び弁の機種別に分類し，ＭＯＸ燃料

加工施設の耐震重要度に応じた応答加速度が，加振試験等の既

往の研究によって機能維持を確認した加速度(以下「動的機能確

認済加速度」という。)以下とする設計とするか，又は応答加速

度による解析等により機能維持を満足する設計とする。 

具体的な評価手順については第 5.-1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 変位，変形の制限 

ＭＯＸ燃料加工施設として設置される建物・構築物，機器・配

管系の設計に当たっては，剛構造とすることを原則としており，

地震時にこれらに生じる応力を許容応力値以内に抑えることによ

り，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能は十分維

持されると考えられる。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計上

の注意を要する部分については以下のような配慮を行い，設備の

機能維持が十分果たされる設計とする。 

 

（1）建物間相対変位に対する配慮 

異なった建物間を渡る配管系の設計においては，十分安全側に算

定された建物間相対変位に対し配管ルート，支持方法又は伸縮継

手の採用等でこれを吸収できるように考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 機能維持 

4.1 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設

計の基本方針」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に基づき，

地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機能を維

持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地

震力に対して，その機能種別により回転機器及び弁に分類し，そ

れぞれについて，以下の方法により機能維持を満足する設計とす

る。 

 

具体的な評価手順については第 4.-1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 回転機器及び弁 

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁

については，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

て、先行炉のように未臨

界へ移行させる機能を

有する制御棒に類似し

た施設や原子炉格納容

器に該当する施設はな

いため記載していない。 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におけ

る動的機能維持の評価

手順を記載した 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設におい

て制御棒挿入機能に係

る機器は存在しないこ

とから記載していない。 
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設区分に応じた地震動による応答加速度が，加振試験等の既往の研究に

よって機能維持を確認した加速度（以下「動的機能確認済加速度」とい

う。）以下とするか，もしくは応答加速度による解析等により機能維持を

満足する設計とする。動的機能確認済加速度を超える場合には，詳細検

討により機能維持を満足する設計とする。標準的な機種の動的機能確認

済加速度を表 4-1 に示す。 

 

表 4-1 の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度が地震動を模擬

した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏まえ，地震動による応

答を模擬した静的荷重試験によって得られる，機能維持を確認した加速

度以下であること，又は既往知見に基づいた解析により機能維持を満足

する設計とする。 

具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

 

a. クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ及び重大事故等ク

ラス２ポンプ（クラス２，３，その他のポンプ）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについては，次

のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。また，クラス

１ポンプについては，地震時及び地震後において，動的機能を必要とし

ないが，地震によって軸固着が生じないことを同様の方法で確認する。 

(a) 計算による機能維持の評価 

静的若しくは動的解析により地震荷重を求め，軸受に負荷する荷重が，

軸受の許容荷重以内であることを確認する。また，その他の必要な機能

についても計算により確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した静的

実験により，機能維持の確認をする。 

 

b. クラス１弁，クラス２弁及び重大事故等クラス２弁（クラス１弁，ク

ラス２弁）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については，次のい

ずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

次にいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

イ. 配管系の解析により，弁の最大加速度を求める。 

ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかにより，与えられた設計荷重により，ヨーク，弁

本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の強い部分（一般にはボ

ンネット付根部）の応力等が降伏点，又は機能維持に必要な限界値を

超えないことを確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した

静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対処施設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が，加振試

験等の既往の研究によって機能維持を確認した加速度（以下「動

的機能確認済加速度」という。）以下とするか，もしくは応答加速

度による解析等により機能維持を満足する設計とする。動的機能

確認済加速度を超える場合には，詳細検討により機能維持を満足

する設計とする。標準的な機種の動的機能確認済加速度を第 4.-1

表に示す。 

第 4.-1 表の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度が地

震動を模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏ま

え，地震動による応答を模擬した静的荷重試験によって得られる，

機能維持を確認した加速度以下であること，又は既往知見に基づ

いた解析により機能維持を満足する設計とする。 

具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

 

a. ポンプ，ブロワ類について 

 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについて

は，次のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

静的若しくは動的解析により地震荷重を求め，軸受に負荷する荷

重が，軸受の許容荷重以内であることを確認する。また，その他

の必要な機能についても計算により確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬し

た静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

b. 弁について 

 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については，次

のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

次にいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

イ. 配管系の解析により，弁の最大加速度を求める。 

ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかにより，与えられた設計荷重により，ヨーク，

弁本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の強い部分（一般

にはボンネット付根部）の応力等が降伏点，又は機能維持に必要

な限界値を超えないことを確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬し

た静的実験により，機能維持の確認をする。 
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表 4-1 動的機能確認済加速度 

 
 

（参考文献） 

・電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究

第 5.-1図 評価手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.-1図 評価手順 

 
※１ 加振試験より得た機能確認済加速度等を含む 

※２ 補強・交換等による対策 
 

第 4.-1表 動的機能確認済加速度 

種別 機種 
加速度 
確認部位 

機能確認済加速度 
(×9.8ｍ/ｓ2) 

水平 
方向 

鉛直＊1 
方向 

横形ポンプ＊1 

横形単段遠心式ポンプ 

軸位置 

3.2 
(軸直角方向) 

1.4 
(軸方向) 

1.0 
横形多段遠心式ポンプ 

電動機 

横形ころがり軸受電動機 

軸受部 

4.7 

1.0 
横形すべり軸受電動機 2.6 
立形ころがり軸受電動機 

2.5 
立形すべり軸受電動機 

ファン 
遠心直結型ファン 

メカニカルシー
ルケーシング 2.3 

1.0 
軸受部 遠心直動型ファン 2.6 

軸流式ファン 2.4 

冷凍機 
ターボ式冷凍機 圧縮機軸受部 2.2 

1.0 スクリュー式冷凍機 圧縮機部 2.25 
往復動式冷凍機 シリンダ部 1.9 

非常用 
ディーゼル 
発電機 

高速形ディーゼル機関＊2 
機関重心位置 1.1 

1.0 

ガバナ取付位置 1.8 

中速形ディーゼル機関(1)＊2 
機関重心位置 1.1 

ガバナ取付位置 1.8 

中速形ディーゼル機関(2)＊2 
機関重心位置 1.7＊1 
ガバナ取付位置 1.8＊1 

制御用 
空気 
圧縮機 

Ⅴ形２気筒圧縮機 
シリンダ部 2.2 1.0 

立形単気筒圧縮機 

弁 
一般弁＊3 

駆動部 
6.0 

6.0 一般弁(逆止弁) 
ゴムダイヤフラム弁 2.7  

MOX 燃料加工施設におけ

る動的機能維持の評価

手順を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表については，分割申

請であることを踏まえ

て第 1回申請範囲に該当

する冷却塔の動的機能

維持評価を補足説明資

料にて説明することと

していた。 

第 1回申請においては，

後次回申請範囲を含め

た全体像を示す必要が

あるため，東海第二の記

載に合わせ，MOX に用い

ている動的機能確認済

加速度について記載し

た。 
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（H10～H13）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設

計の基本方針の概要」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機能を維持

するため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設

の施設区分に応じた地震動による応答加速度が各々の盤，器具等に対す

る加振試験等により機能維持を確認した加速度（以下「電気的機能確認

済加速度」という。）以下であること，あるいは解析による最大発生応力

が許容応力以下であることにより，機能維持を満足する設計とする。 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認する。そ

の後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度以上

での動作確認を実施する。または，実機を模擬した機器を当該機器が設

置される床における模擬地震波により加振して，動作確認を実施する。 

 

 

 

 

 

4.3 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基

本方針の概要」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え方に基づき，地震

時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防止，発電所周

辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害から公衆を守るた

め，事故時に放射性気体の放出，流入を防ぐことを目的として，設計基

準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じ

た地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」等による構造強度を確認す

ること，及び同じく地震動に対して機能を維持できる設計とする換気設

備とあいまって，気密性維持の境界において気圧差を確保することで必

要な気密性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震

設計の基本方針」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全

機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応

じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できること

を試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

上記加振試験では，掃引試験により固有振動数を確認後，加振

試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度以上で

の動作確認を実施する。または，実機を模擬した機器を当該機器

が設置される床における模擬地震波により加振して，動作確認

を実施する。 

 

 

 

 

5.3  気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線

障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，事故時に放射性気

体の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施設

の耐震重要度に応じた地震動に対して，構造強度を確保する設

計とする。 

 

 

ダンパ 

空気作動式ダンパ 
ケーシング 
重心位置 

3.6 

1.0 
ベーン取付位置 5.0 

電動式ダンパ 
ケーシング 
重心位置 

3.2 

ベーン取付位置 3.5 

ブロワ ルーツ式ブロワ 

軸シール 
(メカニカル) 

2.3 1.0 

軸シール 
(オイル) 

1.2 1.0 

注記 ＊1：既往の研究等において試験等により妥当性が確認されている値。 
＊2：軸継手は電動機にスラスト軸受がなく軸方向荷重がポンプ側に作用する形式
のうち，ギヤカップリングを使用している場合に評価する。 
＊3：高速形及び中速形(1) ；原子力発電技術機構の耐震信頼性実証試験において
ＢＷＲ用として評価された形式。中速型(2)；同実証実験においてＰＷＲ用として
評価された形式。 
＊4：空気作動及び電動のグローブ弁，ゲート及びバタフライ弁 
 

(参考文献) 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する

研究(H10～H13)」 

「ルーツブロアの地震時の動的機能維持評価に関する研究」平成

６年 12月 

 

4.2  電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震

設計の基本方針」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え方に基

づき，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機

能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた

地震動による応答加速度が各々の盤，器具等に対する加振試験等

により機能維持を確認した加速度（以下「電気的機能確認済加速

度」という。）以下であること，あるいは解析による最大発生応力

が許容応力以下であることにより，機能維持を満足する設計とす

る。 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認す

る。その後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床におけ

る加速度以上での動作確認を実施する。又は，実機を模擬した機

器を当該機器が設置される床における模擬地震波により加振し

て，動作確認を実施する。 

 

なお，重大事故等対処施設の機能維持方針については，後次回

申請以降で申請する。 

 

4.3  気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線

障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，事故時に放射性気体

の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震

動に対して，「3.1 構造強度上の制限」等による構造強度を確認す

ること，及び同じく地震動に対して機能を維持できる設計とする

換気設備とあいまって，気密性維持の境界において気圧差を確保
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気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，

施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震後において，耐震壁

のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとどまることを基本とする。その

状態にとどまらない場合は，地震応答解析による耐震壁のせん断ひずみ

から算定した空気漏えい量が，設置する換気設備の性能を下回ることで

必要な気密性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鋼製の構造物を含む原子炉格

納容器バウンダリは，設計基準事故及び重大事故等時における内圧と地

震力との組合せを考慮した荷重に対しても，「3.1 構造強度上の制限」に

よる構造強度を確保する設計とする。この場合，格納容器貫通部におい

ては相対変位量を考慮した処置を施す等，相対変位量を考慮した設計を

行う。また，使用材料，製作及び保守に関しても管理を行うことで，地

震時及び地震後において，気密性維持の境界において気圧差を確保し十

分な気密性を維持する設計とする。 

 

原子炉建屋原子炉棟の鉄筋コンクリート造の部分において，耐震壁に

ついては，「3.構造強度」に定める建物・構築物の許容限界であるせん断

ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，事故時に原子炉格納容器から漏

えいした空気を非常用ガス処理系で処理できることを確認することで，

スラブについては，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設

計とすることで，気密性維持の境界において気圧差を確保し，気密性を

維持する設計とする。 

 

緊急時対策所，中央制御室待避室及び第二弁操作室は，地震時及び地

震後においてもその機能を維持できるように，耐震壁については，せん

断ひずみがおおむね弾性域内にとどまる設計とすることで，スラブにつ

いては，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計とするこ

とで，気密性維持の境界において気圧差を確保し，居住性を維持する設

計とする。 

中央制御室は，地震時及び地震後においてもその機能を維持できるよ

うに，耐震壁については，「3. 構造強度」に定める建物・構築物の許容

限界であるせん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，設置する換気

設備の性能以下であることを確認することで，スラブについては，地震

時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計とすることで，気密性

維持の境界において気圧差を確保し，居住性を維持する設計とする。 

 

4.4 止水性の維持 

止水性の維持が要求される施設は，津波防護施設及び浸水防止設備で

あり，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(4) 

止水性の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，防護対

象設備を設置する建物及び区画に，津波に伴う浸水による影響を与えな

いことを目的として，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，「3.1 構造強

度上の制限」に示す構造強度の確保に加え，主要な構造体の境界部に設

置する材料については，有意な漏えいが生じない変形に留めることで，

止水性を維持する設計とする。 

具体的には，止水性の維持が要求される施設の母材部については，基

 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造

の施設は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震後

において，耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとどま

ることを基本とする。その状態に留まらない場合は，地震応答解

析による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい量が，

設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維持す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することで必要な気密性を維持する設計とする。 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の

施設は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震後に

おいて，耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとどまるこ

とを基本とする。その状態にとどまらない場合は，地震応答解析

による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい量が，設置

する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維持する設計

とする。 

 

なお，重大事故等対処施設の機能維持方針については，後次回

申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，地震時及び地震後においてもその機能を維持

できるように，耐震壁については，せん断ひずみがおおむね弾性

域内にとどまること又は「3. 構造強度」に定める建物・構築物の

許容限界であるせん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，設

置する換気設備の性能以下であることを確認することで，スラブ

については，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設

計とすることで，気密性維持の境界において気圧差を確保し，居

住性を維持する設計とする。 

なお，緊急時対策所の機能維持方針については，後次回申請以

降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器バウン

ダリに該当する施設は

ないため記載していな

い。 

 

 

 

 

 

原子炉建屋原子炉棟に

該当する施設はないた

め記載していない。 

 

 

 

 

 

 

中央制御室待避室及び

第二弁操作室に該当す

る施設はない。また，先

行炉では設計結果に合

わせて書き分けている

が，緊急時対策所及び中

央監視室の設計結果は

後次回申請にて示すこ

とから，共通の方針とし

て記載した。 

 

 

 

津波に起因する止水性

については，事業変更許

可申請書において，敷地

に到達する津波はない

ことを記載しているた

め，当該事項に係る内容

は記載していない。 
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準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる荷重又は応力に対して，おおむ

ね弾性状態に留まることを計算により確認する。 

加えて，止水性の維持が要求される施設の取付部及び閉止部等のうち，

間隙が生じる可能性のある境界部に設置した材料については，境界部に

おいて基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる相対変位量が，材料の

試験により確認した止水性が維持できる変位量未満であることを計算に

より確認する。更に，鋼製防護壁に設置される止水機構のうち一次止水

機構については，止水性が要求される部材の追従性についても解析及び

実規模大の試験により確認する。 

また，止水性の維持が要求される施設が取付けられた，建物・構築物

及び土木構造物の壁など，止水性の維持が要求される部位についても，

基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる荷重又は応力に対して，おお

むね弾性状態に留まることを計算により確認する。 

各施設の母材部並びに取付部及び閉止部等の境界部は，使用材料，製作

及び保守に関しても十分な管理を行い，止水性が維持できるよう考慮す

る。 

 

4.5 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基

本方針の概要」のうち「5.2(5) 遮蔽性の維持」の考え方に基づき，地震

時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防止，発電所周

辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害から公衆を守るた

め，鉄筋コンクリート造として設計することを基本とし，遮蔽性の維持

が要求される生体遮蔽装置については，設計基準対象施設の耐震重要度

分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，「3.1 

構造強度上の制限」による構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを

確保することで，地震後における残留ひずみを小さくし，ひび割れがほ

ぼ閉鎖し，貫通するひび割れが直線的に残留しないこととすることで，

遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

4.6 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を支持する機能の維持が要求される施設は，添

付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(6) 支持機

能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，被支持設備

が設計基準対象施設の場合は耐震重要度分類，重大事故等対処施設の場

合は施設区分に応じた地震動に対して，以下に示す通り，支持機能を維

持する設計とする。 

 

 

 

 

(1) 建物・構築物の支持機能の維持 

 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対して，被支持

設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

具体的には，Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求される建物・構

築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，耐震壁

の最大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超え

ない設計とすること，又は基礎等を構成する部材に生じる応力若しくは

ひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超えない設計とす

ることで，Ｓクラス設備等の支持機能が維持できる設計とする。鉄骨造

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(4) 遮蔽性の維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線

障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，鉄筋コンクリート

造として設計することを基本とし，耐震重要度に応じた地震動

に対して構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保する

ことで地震後における残留ひずみを小さくし，ひび割れがほぼ

閉塞し，貫通するひび割れが直線的に残留しないこととするこ

とで遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

 

5.5  支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「5.2(6) 支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び

地震後において，被支持設備の機能を維持するため，被支持設備

の耐震重要度，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動

に対して，構造強度を確保することで，支持機能が維持できる設

計とする。 

 

 

(1) 建物・構築物の支持機能の維持 

 

建物・構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基礎については

終局耐力又は終局耐力時の変形を許容限界とし，耐震壁につい

ては最大せん断ひずみ度が「3. 構造強度の制限」による許容限

界を超えない設計とすることで，第 2.-1 表に示す設計用地震力

に対するＳクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計と

する。鉄骨造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生す

る応力が「3. 構造強度の制限」による許容限界を超えない設計

とすることでＳクラス設備等の支持機能が維持できる設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(4) 遮蔽性の維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線

障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，鉄筋コンクリート造

として設計することを基本とし，遮蔽性の維持が要求される生体

遮蔽装置については，安全機能を有する施設の耐震重要度分類及

び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「3.1 

構造強度上の制限」による構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び

厚さを確保することで，地震後における残留ひずみを小さくし，

ひび割れがほぼ閉塞し，貫通するひび割れが直線的に残留しない

こととすることで，遮蔽性を維持する設計とする。 

 

4.5  支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求さ

れる施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう

ち「5.2(6) 支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地

震後において，被支持設備が安全機能を有する施設の場合は耐震

重要度分類，重大事故等対処施設の場合は設備分類に応じた地震

動に対して，以下に示す通り，支持機能を維持する設計とする。 

なお，重大事故等対処施設の機能維持方針については，後次回

申請以降で申請する。 

 

(1) 建物・構築物（屋外重要土木構造物(洞道)以外）の支持機能

の維持 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対して，

被支持設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

具体的には，Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求される建

物・構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地震動Ｓｓに対

して，耐震壁の最大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制限」に

よる許容限界を超えない設計とすること，又は基礎等を構成する

部材に生じる応力若しくはひずみが「3.1 構造強度上の制限」に

よる許容限界を超えない設計とすることで，Ｓクラス設備等の支
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の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生する応力が「3.1 構造

強度上の制限」による許容限界を超えない設計とすることでＳクラス設

備等の支持機能が維持できる設計とする。 

 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみ

の許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築

物の部位の健全性も確保されており，支持機能を確保していると考える

ことができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干

渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反

力に対しても十分な構造強度を確保する設計とする。 

 

 

 

(2) 屋外重要土木構造物の支持機能の維持 

Ｓクラスの機器・配管系の間接支持機能を求められる屋外重要土木構

造物については，地震動に対して，構造部材の曲げについては限界層間

変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又は許

容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及

びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕をもたせることと

し，それぞれ安全余裕については各施設の機能要求等を踏まえた設定と

する。 

 

(3) 車両型の間接支持構造物における支持機能の維持 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，被支持設備の機

能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

また，地震時に車両等の転倒を防止するよう，加振試験等で車両全体

が安定性を有し，転倒しないことを確認する設計，若しくは地震応答解

析から得られた重心相対変位が転倒条件の相対変位以下となるよう設計

することで，設置箇所における機能維持を満足する設計とする。 

 

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

通水機能及び貯水機能の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-

1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(7) 通水機能及び貯水機能の

維持」の考え方に基づき，非常時に冷却する海水を確保するための通水

機能及び貯水機能の維持が要求される非常用取水設備は，地震時及び地

震後において，通水機能及び貯水機能を維持するため，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対して，構造強度を確保することで，通水機能及び貯水

機能が維持できる設計とする。 

地震力が作用した場合において，構造部材の曲げについては限界層間

変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又は許

容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及

びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，通水機能

及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

 

 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断

ひずみの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従

する建物・構築物の部位の健全性も確保されており，支持機能を

確保していると考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相

互に干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡

る設備からの反力に対しても十分な構造強度を確保する設計と

する。 

 

 

(2) 構築物(洞道)の支持機能の維持 

構築物(洞道)については，地震力が作用した場合において，構

造部材の曲げについては限界層間変形角又は曲げ耐力，せん断

についてはせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせること

で機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6  耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等は，添付

書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2 (5) 耐

震重要施設のその他の機能維持」の考え方に基づき，耐震重要施

設の性能，機能の維持又は当該機能を阻害することを防止する

ために，耐震重要施設に適用される基準地震動Ｓｓによる地震

持機能が維持できる設計とする。鉄骨造の場合は，基準地震動Ｓ

ｓに対して，部材に発生する応力が「3.1 構造強度上の制限」に

よる許容限界を超えない設計とすることでＳクラス設備等の支持

機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断

ひずみの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従す

る建物・構築物の部位の健全性も確保されており，支持機能を確

保していると考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互

に干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設

備からの反力に対しても十分な構造強度を確保する設計とする。 

 

 

(2)屋外重要土木構造物(洞道)の支持機能の維持 

屋外重要土木構造物(洞道)については，地震力が作用した場合

において，構造部材の曲げについては限界層間変形角，終局曲率

又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又は許容応力度を

許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐

力に対して妥当な安全余裕をもたせることで機器・配管系の支持

機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  貯水機能の機能維持 

貯水機能の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ-1-1 耐震設

計の基本方針」のうち「5.2(6)貯水機能の維持」の考え方に基づ

き，重大事故等への対処に必要となる水を確保するための貯水機

能の維持が要求される水供給設備は，地震時及び地震後において，

貯水機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度分

類及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，

構造強度を確保することで，貯水機能が維持できる設計とする。 

地震力が作用した場合において，構造部材の曲げについては限

界層間変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん

断耐力又は許容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界層間

変形角，終局曲率及びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとし，貯水機能が維持できる設計とする。 

 

4.7  耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等は，添付

書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2 (5) 耐震

重要施設のその他の機能維持」の考え方に基づき，耐震重要施設

の性能，機能の維持又は当該機能を阻害することを防止するため

に，耐震重要施設に適用される基準地震動Ｓｓによる地震力によ

り構造強度を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常時に海水を確保す

るための通水機能の維

持が要求される非常用

取水設備に該当する設

備はないため，重大事故

等への対処に必要とな

る水を確保するための

貯水機能の維持につい

て記載した。また，地震

力は基準地震動 Ss に限

らないため施設の分類

に応じた地震力として

記載した。 

 

動的機能による機能維

持と異なる冷却機能の

設計上の対応について

記載した。 
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力により構造強度を確保する設計とする。 

 

5.7  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

(1) 建物・構築物 

以下 a.及び b.に示す設備を設置する建物・構築物については，

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対する建物・構築物全体とし

ての変形能力について，質点系モデルによる地震応答解析の最

大せん断ひずみ度が 2.0×10-3を超えないこととする。 

 

a. 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設

備 

b. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故

等対処設備 

 

(2) 機器・配管系 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう

に，設備のき裂，損壊等により放出経路の維持等，重大事故等の

対処に必要な機能が維持できるように設計する。 

 

a. 露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグ

ローブボックスについては，パネルにき裂や破損が生じない

こと及び転倒しないことを確認する。 

b. 上記 a.のグローブボックスの内装機器については，放射性

物質(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持す

る設備の破損により，容器等が落下又は転倒しないこと。 

c. 可搬型重大事故等対処設備については，各保管場所におけ

る地震力に対して，転倒しないよう固縛等の措置を講ずると

ともに，動的機器については加振試験等により重大事故等の

対処に必要な機能が損なわれないことを確認する。 

なお，これら重大事故等に対処するための機能維持の確認

に当たっては，塑性変形する場合であっても破断延性限界に

至らず，その施設の必要な機能が損なわれないことを確認す

ることとし，評価条件については液体比重，温度等の実運転条

件，実構造に則した減衰定数の適用，弾塑性解析等を用いても

よい。 

 

 

 

 

 

4.8  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

(1) 建物・構築物 

以下 a.及び b.に示す設備を設置する建物・構築物については，

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対する建物・構築物全体として

の変形能力について，質点系モデルによる地震応答解析の最大せ

ん断ひずみ度が 2.0×10-3を超えないこととする。 

 

a. 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備 

b. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等

対処設備 

 

(2) 機器・配管系 

重大事故等対処施設のうち機器・配管系の機能維持方針につい

ては，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動 Ss による地

震力により構造強度を

確保することで，耐震重

要施設の機能維持又は

機能の阻害を防止する

設計対応について記載

した。 
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目次 

1． 概要 

2． 構造計画 

2.1 建物・構築物 

2.2 機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1 建物・構築物 

3.2 機器・配管系 

4． 耐力，強度等に対する制限 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

5． 品質管理上の配慮 

5.1 建物・構築物 

5.2 機器・配管系 

 

 

 

1. 概要 

発電所の各施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常運

転時荷重に対してのみならず地震時荷重等の短期間に作用す

る荷重に対しても耐えられるよう設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値と

して定められているが，重要施設の構造安全性を一層高める

ためには，その構造体のダクティリティ＊を高めるように設

計することが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，各施

設のダクティリティを維持するために必要と考えられる構造

計画，材料の選択，耐力・強度等に対する制限及び品質管理上

の配慮を各項目別に説明するものである。 

なお，構造特性等の違いから，施設を建物・構築物と機器・

配管系に分けて示す。 

注記＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値

等が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこ

と，又は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点 

 

目次 

1. 概要 

2. 構造計画上の配慮 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1  建物・構築物 

3.2  機器・配管系 

4. 耐力，強度等に対する制限 

4.1  建物・構築物 

4.2  機器・配管系 

5. 品質管理上の配慮 

5.1  建物・構築物 

5.2  機器・配管系 

 

 

 

1. 概要 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常

運転時荷重に対してのみならず，地震時荷重等の短期間に作

用する設計荷重に対して耐えるように設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値とし

て定められているが，重要施設の構造安全性を一層高めるた

めには，その構造体のダクティリティを高めるように設計す

ることが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，ダクティ

リティを維持するために必要と考えられる構造計画，材料の

選択，耐力・強度等に対する制限及び品質管理上の配慮を各項

目別に説明するものである。 

なお，構造特性等の違いから施設を建物・構築物と機器・配

管系に分けて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点 

 

目次 

1. 概要 

2. 構造計画 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1  建物・構築物 

3.2  機器・配管系 

4. 耐力，強度等に対する制限 

4.1  建物・構築物 

4.2  機器・配管系 

5. 品質管理上の配慮 

5.1  建物・構築物 

5.2  機器・配管系 

 

 

 

1. 概要 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常

運転時荷重に対してのみならず，地震時荷重等の短期間に作

用する荷重に対して耐えるように設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値とし

て定められているが，重要施設の構造安全性を一層高めるた

めには，その構造体のダクティリティ＊を高めるように設計

することが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，各施設

のダクティリティを維持するために必要と考えられる構造計

画，材料の選択，耐力・強度等に対する制限及び品質管理上の

配慮を各項目別に説明するものである。 

なお，構造特性等の違いから，施設を建物・構築物と機器・

配管系に分けて示す。 

注記＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，

又は直ちに損傷に至らない能力・特性。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(2／6) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
2. 構造計画 

2.1 建物・構築物 

(1) 原子炉格納容器内構造物（原子炉本体の基礎及びダイヤ

フラム・フロア） 

原子炉格納容器内構造物は，構造形態に合った解析法に

よって解析され，構造設計が行われる。ダイヤフラム・フロ

アは，コンクリート構造物であり，設計では異常時圧力荷

重，温度荷重，地震時荷重等を適切に組み合わせる。原子炉

本体の基礎には，機能上開口部が多いが，応力集中に対し

て十分考慮した設計を行う。 

 

 

(2) 原子炉建屋 

原子炉建屋は，原子炉建屋原子炉棟と耐震上の観点から

その周囲に配置された原子炉建屋付属棟より構成する。主

体構造は鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の建物である。 

 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器の

配置を考慮しながらつとめて剛構造体となるよう配置し，

鉛直荷重がスムーズに基礎に伝達されるように配慮し構造

壁の有効性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが

多く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分

担する。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の耐

震一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛性

は大きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメ

ントができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定

め，ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に

対する耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝

達させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させ

る。 

 

2.2 機器・配管系 

機器・配管系に対して十分なダクティリティを持たせるた

めに構造及び配置上，次の点に注意する。 

機器・配管系は，構造上，過度な応力集中が生じるような設

計は避けるとともに，さらに，製作，施工面から溶接及び加工

しやすい構造，配置とし，十分な施工管理を行う。 

また，熱処理等によりできる限り残留応力を除去する製作

法を採用する。 

また，疲労累積のレベルをできるだけ低く保つ設計とし，

必要な場合には疲労評価を行い，疲労破壊に対して十分な余

裕を持つことを確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なることな

く，応力集中が生じないような全体のバランスのとれた配管

経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の余裕を向

2. 構造計画上の配慮 

2.1 建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の主要な建物・構築物の構造は，原則と

して鉄筋コンクリート造(一部を鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄

骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造としたものを含

む。)とする。 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器の配

置を考慮しながらつとめて剛構造体になるよう配慮し，鉛直

荷重がスムーズに基礎に伝達されるよう配慮し構造壁の有効

性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが多

く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分担す

る。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の耐震

一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛性は大

きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメン

トができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定め，

ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に対する

耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝達

させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させる。 

 

 

2.2 機器・配管系 

機器・配管系は構造上，切欠き等，応力集中が生じるような

設計はできるだけ避けるよう留意する。さらに，製作，施工面

からも，このような脆弱な部分を作らないため，溶接及び加工

しやすい構造，配置とするとともに，熱処理等によりできる限

り残留応力を除去する製作法を採用する。 

 

 

また，必要な場合には疲労解析を行い，疲労破壊に対して十

分な余裕を持つことを確認する。 

 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なること

なく，応力集中が生じないような全体のバランスのとれた配

管経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の余裕を

 

2. 構造計画 

2.1  建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料加工建屋は，主体構造が鉄筋コンクリート造の建物で

ある。 

 

 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器の配

置を考慮しながらつとめて剛構造体となるよう配置し，鉛直

荷重がスムーズに基礎に伝達されるように配慮し構造壁の有

効性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが多

く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分担す

る。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の耐震

一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛性は大

きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメン

トができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定め，

ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に対する

耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝達

させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させる。 

 

 

2.2  機器・配管系 

機器・配管系に対して十分なダクティリティを持たせるた

めに構造及び配置上，次の点に注意する。 

機器・配管系は，構造上，過度な応力集中が生じるような設

計は避けるとともに，さらに，製作，施工面から溶接及び加工

しやすい構造，配置とし，十分な施工管理を行う。 

また，熱処理等によりできる限り残留応力を除去する製作

法を採用する。 

また，疲労累積のレベルをできるだけ低く保つ設計とし，必

要な場合には疲労評価を行い，疲労破壊に対して十分な余裕

を持つことを確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なること

なく，応力集中が生じないような全体のバランスのとれた配

管経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の余裕を

 

 

 

原子炉格納容器内構造物に類

する施設はないため、記載し

ない。 
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発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(3／6) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
上させるものとする。 

 

3. 材料の選択 

建物・構築物及び機器・配管系の材料について，ダクティリ

ティを維持するために必要と考えられる方針を示す。 

 

3.1 建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は「建築基準法・同施行令」

等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築工事標

準仕様書・同解説ＪＡＳＳ ５Ｎ原子力発電所施設における鉄

筋コンクリート工事（（社）日本建築学会，2013 改定）」（以下

「ＪＡＳＳ ５Ｎ」という。），「鉄筋コンクリート構造計算規

準・同解説－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，1999

改定）」等，鉄骨材料は「鋼構造設計規準－許容応力度設計法

－」（（社）日本建築学会，2005 改定）等により選定する。 

なお，鉄筋コンクリート材料についての例を以下に示す。 

(1) セメント 

セメントは「ＪＡＳＳ ５Ｎ」の規定による。 

(2) 骨材 

使用する骨材の品質，粒形，大きさ，粒度等は「ＪＡＳＳ 

５Ｎ」の規定による。 

(3) 水 

コンクリートの練混ぜに使用する水は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」

の規定による。 

(4) 混和材 

コンクリートに用いる混和材料としてはコンクリート用

フライアッシュ及びコンクリート用化学混和剤等がある。

これらの混和材料は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」の規定による。 

(5) 鉄筋 

鉄筋は「JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）」に適合

するものを使用する。 

 

 

3.2 機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地か

ら信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準」（昭和 55 年通商産業省告示 501号，最終改正平成 15 年

7 月 29 日経済産業省告示第 277 号），「発電用原子力設備規

格設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版を含む））」〈第

Ⅰ編 軽水炉規格〉ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007」（日本

機械学会）（以下「設計・建設規格」）等に示されるもの及び化

学プラント，火力プラントや国内外の原子力プラントにおい

て十分な使用実績があり，かつ，その材料特性が十分把握さ

れているものを使用する。 

 

 

 

 

 

向上させるものとする。 

 

3. 材料の選択 

 

 

 

3.1 建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は，「建築基準法・同施行令」

等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築工事標準

仕様書・同解説 JASS 5N 原子力発電所施設における鉄筋コン

クリート工事(2013 改定)」(以下「JASS 5N」という。)，「鉄

筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－

(1999 改定)」等，鉄骨材料は「鋼構造設計規準－許容応力度

設計法－」(2005 改定)等により選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地から

信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準」(昭和 55 年通商産業省告示 501 号，最終改正平成 15 年

7 月 29 日経済産業省告示第 277 号)，「発電用原子力設備規

格設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む))〈第Ⅰ

編 軽水炉規格〉JSME SNC1」等に示されるもの及びＭＯＸ燃料

加工施設の使用環境等を考慮し，化学プラント，火力プラント

や国内外の原子力プラントにおいて使用実績があるものや，

その材料特性が十分把握されているものを使用する。 

 

 

 

 

 

 

向上させるものとする。 

 

3. 材料の選択  

建物・構築物及び機器・配管系の材料について，ダクティリ

ティを維持するために必要と考えられる方針を示す。 

 

3.1  建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は「建築基準法・同施行令」

等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築工事標準

仕様書・同解説 JASS 5N 原子力発電所施設における鉄筋コン

クリート工事(（社）日本建築学会，2013 改定)」(以下「JASS 

5N」という。），「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許

容応力度設計法－(（社）日本建築学会，1999 改定)」等，鉄

骨材料は「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」(（社）日

本建築学会，2005改定)等により選定する。 

なお，鉄筋コンクリート材料についての例を以下に示す。 

(1) セメント 

セメントは「JASS 5N」の規定による。 

(2) 骨材 

使用する骨材の品質，粒形，大きさ，粒度等は「JASS 5N」

の規定による。 

(3) 水 

コンクリートの練混ぜに使用する水は「JASS 5N」の規定

による。 

(4) 混和材 

コンクリートに用いる混和材料としてはコンクリート用

フライアッシュ及びコンクリート用化学混和剤等がある。

これらの混和材料は「JASS 5N」の規定による。 

(5) 鉄筋 

鉄筋は「JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）」に適合

するものを使用する。 

 

 

3.2  機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地から

信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準」(昭和 55 年通商産業省告示 501 号，最終改正平成 15 年 7

月 29日経済産業省告示第 277号)，「発電用原子力設備規格設

計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む))〈第Ⅰ編 軽水

炉規格〉JSME S NC1-2005/2007」（日本機械学会）（以下「設計・

建設規格」） 等に示されるもの及びＭＯＸ燃料加工施設の使

用環境等を考慮し，化学プラント，火力プラントや国内外の原

子力プラントにおいて十分な使用実績があるものや，その材

料特性が十分把握されているものを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372



発電炉工認（東海第二）－MOX燃料加工施設設工認 記載比較 

【Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(4／6) 
別紙４ 

発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 2020年 12月 24日申請 MOX燃料加工施設 修正方針 備考 
 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規格・

基準に示される炭素鋼及び低合金鋼（この２つを総称して「フ

ェライト鋼」と呼ぶ。），オーステナイト系ステンレス鋼及び

非鉄金属を用いる。このうちフェライト鋼については，使用

条件に対して脆性破壊防止の観点から延性を確保できるよう

必要な確認を行う。 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，

破壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

(3) 中性子照射による脆化を考慮して材料を選択する。また

原子炉圧力容器内には監視試験片を配置し，材料の機械的

性質の変化を監視する。 

 

 

 

(4) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成

形加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用する。 

 

(5) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

 

 

 

 

 

(6) 冷却材等に対する耐食性の良い材料を使用する。 

 

 

 

4. 耐力，強度等に対する制限 

建物・構築物及び機器・配管系の強度設計に関しては，通常

時の荷重に対してのみならず，地震時荷重等のように短期間

に作用する荷重に対して十分な耐力・強度及びダクティリテ

ィを有するように考慮する。 

以下にその内容を示す。 

 

4.1 建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する基準，規格等としては「建

築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解

説－許容応力度設計法－」（（社）日本建築学会，1999 改定），

「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）

日本建築学会，2005 制定）」，「鋼構造設計規準－許容応力度

設計法（（社）日本建築学会，2005 改定）」，「発電用原子力設

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規格，

基準に示される炭素鋼，オーステナイト系ステンレス鋼及び

非鉄金属を用いる。 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

 

 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，破

壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成形

加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用する。 

 

(4) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

(5) 閉じ込め部又は耐圧部に使用する材料は，取り扱う放射

性物質の濃度，腐食環境(使用温度)等の条件を考慮して定

めた指定材料又はこれと同等以上の特性を有する材料を選

定する。 

 

 

 

 

 

4. 耐力・強度等に対する制限 

 

 

 

 

 

 

4.1 建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する規格，基準としては，「建

築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解

説－許容応力度設計法－」(1999 改定)，「原子力施設鉄筋コン

クリート構造計算規準・同解説(2005 制定)」，「鋼構造設計規

準－許容応力度設計法(2005 改定)」等があり，これらの規格，

基準を適用する。 

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規格・

基準に示される炭素鋼，オーステナイト系ステンレス鋼及び

非鉄金属を用いる。 

 

 

 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，破

壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成形

加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用する。 

 

(4) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 耐力，強度等に対する制限 

建物・構築物及び機器・配管系の強度設計に関しては，通常

時の荷重に対してのみならず，地震時荷重等のように短期間

に作用する荷重に対して十分な耐力・強度及びダクティリテ

ィを有するように考慮する。 

以下にその内容を示す。 

 

4.1  建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する基準，規格等としては「建

築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解

説－許容応力度設計法－」(（社）日本建築学会，1999 改定），

「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(（社）

日本建築学会，2005 制定)」，「鋼構造設計規準－許容応力度設

計法(（社）日本建築学会，2005 改定)」，「発電用原子力設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設は未臨界状

態を保持する設計であるた

め，中性子照射による影響は

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設では冷却材

等を用いていないため、記載

していない。 
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学会，2003 制定）」等があり，これらの規格・基準を適用する

ものとする。 

 

4.2 機器・配管系 

機器・配管系の構造強度及び設計においては，設計・建設規

格を適用するとともにＡＳＭＥ「Boiler and Pressure Vessel 

Code」等を準用する。 

以下，機器・配管系のダクティリティを維持するために必

要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

(1) 脆性破壊が生じないように，十分な靱性を有する材料を

選定する。また，使用材料が設計・建設規格の破壊靱性試験

に対する要求に適合していることを確認する。 

 

 

 

 

 

(2) 延性破壊又は疲労破壊が生じないように添付書類「Ｖ-2

－1－9 機能維持の基本方針」に基づき応力制限を行うとと

もに，必要に応じて疲労解析を行う。 

(3) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(4) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(5) 応力腐食割れが生じないように，水質管理，材料選定及

び残留応力の低減等の配慮を行う。 

 

 

 

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持す

るためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選

択及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，設計

及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に基づき品

質管理を十分に行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設計

した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意す

べき事項を示す。 

 

5.1 建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」等に準

拠するが，ダクティリティを保証する意味で特に留意する項

目を次に示す。 

(1) 材料管理 

セメント，水，骨材，鉄筋，鉄骨等が規定の仕様を満たし

ていることを確認する。 

(2) 配筋管理 

配筋が設計図書，仕様書どおりであることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

4.2 機器・配管系 

機器・配管系の構造強度設計においては，適切な基準等を適

用し，延性破壊，疲労破壊等に関して材料選定に対する配慮に

加え応力を制限する。 

以下に機器・配管系のダクティリティを維持するために必

要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

(1) 疲労破壊が生じないように添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機

能維持の基本方針」に基づき応力制限を行うとともに，必要

に応じて疲労解析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(3) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(4) 応力腐食割れが生じないように，材料選定及び残留応力

の低減等の配慮を行う。 

 

 

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持する

ためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選択

及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，計画，設

計した耐力・強度等が得られるように品質管理の上でも十分

な配慮を行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設計

した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意すべ

き事項を示す。 

 

5.1 建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は，別添Ⅳ「設計及び工事に

係る品質マネジメントシステム」に基づき行うが，ダクティリ

ティを保証する意味で特に留意する項目を以下に示す。 

(1) 材料管理 

コンクリート(遮蔽要求部分の密度)，鉄筋，鋼材につい

て，規定の仕様を満たしていることを確認する。 

(2) 構造管理 

鉄筋の組み立てについては，鉄筋量，かぶり厚さ，定着長

さ及び継手長さについて，コンクリートの打上がりについ

規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）日本機械学

会，2003 制定）」等があり，これらの規格・基準を適用するも

のとする。 

 

 

4.2  機器・配管系 

機器・配管系の構造強度設計においては，JEAG4601，設計・

建設規格等を準用する。 

 

以下に機器・配管系のダクティリティを維持するために必

要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

(1) 脆性破壊が生じないように，十分な靱性を有する材料を

選定する。また，使用材料が設計・建設規格の破壊靱性試験

に対する要求に適合していることを確認する。 

 

 

 

 

 

(2) 延性破壊又は疲労破壊が生じないように添付書類「Ⅲ－

１－１－８ 機能維持の基本方針」に基づき応力制限を行

うとともに，必要に応じて疲労解析を行う。 

(3) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(4) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(5) 応力腐食割れが生じないように，材料選定及び残留応力

の低減等の配慮を行う。 

 

 

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持する

ためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選択

及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，設計及び

工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に基づ

き品質管理を十分に行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設計

した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意すべ

き事項を示す。 

 

5.1  建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は「JASS 5N」等に準拠する

が，ダクティリティを保証する意味で特に留意する項目を次

に示す。 

(1) 材料管理 

セメント，水，骨材，鉄筋，鉄骨等が規定の仕様を満たし

ていることを確認する。 

(2) 配筋管理 

配筋が設計図書，仕様書どおりであることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設においては，

水質管理を必要とする対象が

ないため記載していない。 
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(3) 鉄骨等の溶接管理

規定どおりに溶接されていることを確認する。

(4) 調合管理

規定どおりに調合されていることを確認する。

(5) 打込み，養生管理

規定，仕様書どおり打込み，養生が行われていることを確

認する。 

(6) 強度管理

設計した強度等が得られていることを確認するため，規

定等に従って試験し管理する。 

5.2 機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，設計・建設規格，ＡＳＭ

Ｅ「Boiler and Pressure Vessel Code」等に準拠するが，ダ

クティリティを保証する意味で特に留意する項目を次に示

す。

(1) 材料管理

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

(2) 強度管理

素材，溶接部の試験片による強度，ＲＴＮＤＴ等の試験，

耐圧，漏えい及び振動試験によって確認する。 

(3) 製作・据付管理

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行わ

れていることを確認する。 

(4) 保守・点検

据付け後も供用期間中検査等必要な管理を行う。

ては，主要寸法及び断面寸法が，所定の許容差内に納まって

いることを確認する。 

(3) 強度管理

コンクリートの圧縮強度が所定の値以上であることを確

認する。 

5.2 機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，別添Ⅳ「設計及び工事に

係る品質マネジメントシステム」に基づき行うが，ダクティリ

ティを保証する意味で特に留意する項目を以下に示す。

(1) 材料管理

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

(2) 製作・据付管理

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行わ

れていることを確認する。 

(3) 保守・点検

据付け後も巡視点検，自主検査等及び保全等必要な管理

を行う。 

(3) 鉄骨等の溶接管理

規定どおりに溶接されていることを確認する。

(4) 調合管理

規定どおりに調合されていることを確認する。 

(5) 打込み，養生管理

規定，仕様書どおり打込み，養生が行われていることを確

認する。 

(6) 強度管理

設計した強度等が得られていることを確認するため，規

定等に従って試験し管理する。 

5.2  機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，設計及び工事に係る品質

マネジメントシステムに関する説明書に基づき行うが，ダク

ティリティを保証する意味で特に留意する項目を以下に示

す。

(1) 材料管理

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

(2) 強度管理

非破壊試験，適切な耐圧試験，漏えい試験等によって確認

する。 

(3) 製作・据付管理

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行わ

れていることを確認する。 

(4) 保守・点検

据付け後も自主検査等必要な管理を行う。

機器・配管系における品質管

理は，設計及び工事に係る品

質マネジメントシステムに関

する説明書に示すグレードに

応じて行うため，本記載とし

た。 

加工施設の技術基準解釈に基

づく内容を記載した。 

MOX 燃料加工施設において据

付後に実施する内容を記載し

た。 
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